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関西大学会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第６号）の刊行にあたって 

 

会計研究科長 三島 徹也 

 

関西大学会計専門職大学院（以下、本会計大学院という）は、2023 年度をもって、2006

年の創設から 18年目を迎える。 

本会計大学院は、世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計専門職業人を養成する

ことを理念として、創設された。これは単に知識としての会計を学習するだけでなく、豊か

な会計センス、高度な判断・思考能力、その他会計専門職業人としての職業倫理をも修得し、

さらには、財務や法律・税務、経営・経済などの個性ある得意分野を身につけることを意味

する。すなわち、本会計大学院は、これらを身につけた「会計心をもった超会計人」として、

監査界・産業界・官公庁のリーダーたりうる会計専門職業人（MBA in Accountancy）を養成

することを目的としており、現在でもこれは変わらず本会計大学院の理念として持ち続け

ている。 

本会計大学院は、この 18年にわたって会計専門職教育を行ってきたが、我々は上記の目

的を達成するために、教育体系・教育内容・教育環境から、入学選抜、修了後の進路等に至

るまで、常に検証を行い、それを基に改善・改革を行うということを繰り返してきた。特に、

過去 5回発行している「自己点検・評価報告書」や過去 18回発行している「FD活動報告書」

を通じて、逐次教育内容や方法の見直し、また定期的に教育体系やカリキュラムの見直しを

行ってきた。 

また、本理念を実現するためには、専門職大学院の教員として研究活動が充実していなけ

ればならないことはいうまでもない。専任教員による教育のみならず研究についてもその

改善を図るべく取り組んできた。 

本会計大学院はこれまで 3 度の分野別認証評価を受けたが、評価基準のすべてを満たし

ていると評価され、「認定会計大学院」の称号を得ている。この自己点検・評価報告書は、

FD 活動報告書と合わせて、評価を受けるにあたっての資料として提出されている。なお、

2023年度は 4度目の分野別認証評価を受審する予定である。 

会計専門職大学院は、当初は全国に 18 校設置されていたが、現在では 12 校しか存在し

ていない。これまで、文部科学省による専門職大学院設置基準の改正や近年のコロナ禍にお

ける教育対応など、会計専門職大学院を取り巻く環境は大きく変わった。我々は、変化して

いく教育環境や社会のニーズに合わせて迅速に対応するということが要求される。 
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第１章 教育目的 

 

1-1 教育目的 

1-1-1 

高度な会計職業人養成を目的とした専門職大学院（以下「会計大学院」という。）においては、

その創意をもって、将来の会計職業人（会計・監査に関係する業務に携わる者）が備えるべき高

い倫理観、実務に必要な学識及びその応用能力並びに会計実務の基礎的素養を涵養するために、

教育目的を学則等に明文化し、教職員及び学生等の学内構成員に対して周知を図ること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の教育目的は、基準 1-1-1 が求める内容と国際会計士連盟が作成する国際会計教育基準

を満たすという観点から、「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計人の養成を目的とする。」

と会計専門職大学院要覧等に明文化されており、学則においても同趣旨の内容が目的に掲げられている。 

この文章中の「世界水準で通用する」とは、①いわゆる試験対策的な学習水準にとどまらないこと、

②世界規模で標準化する会計・監査制度に精通できる基礎的能力と将来に会計専門職として備えるべき

高い倫理観を十分に体得していること、③会計大学院で学習すべきコアカリキュラムの水準に達してい

ることを意味する。すなわち、国内で設立された主要な会計大学院が理想として求めている大学院らし

い専門職教育の水準に到達することをミニマムの目標とした。従って、「世界に通用する」という修飾語

を英語即戦力という意味では使っていない。 

一方、「理論と実務に習熟した」という言葉は多義的であるが、本会計大学院はこの言葉に独自の教育

目的を付与している。本会計大学院は、その固有の目的を「○○界のリーダーたりうる会計専門職」の

養成と明文化している。具体的には、監査界、産業界、官公庁のリーダーの養成を目的としている。そ

して、各界でリーダーになるための素養を「××に強い会計専門職」と表現している。具体的には、国

際化及び IT 分野にも精通し、かつ財務、法律・税務や経営に強い会計専門職業人として活動すること

を教育方針としている。 

以上要するに、本会計大学院は、学生に対して、会計・監査というメインの領域で卓越した水準に達

することを求める一方で、サブ領域のいずれかについても卓越した水準に達することを求め、もって、

監査界、産業界、官公庁のリーダーたれと求めているのである。こうした教育目的は、本会計大学院の

カリキュラム編成や FD 活動の指針となり、専任教員の教育上の指導理念となっている。また、非常勤

講師に対する要望ともなっている。そして、この教育目的は、学則、要覧、出講の手引き及びパンフレ

ット等で教職員及び学生等に対して広く周知されている。 

なお、会計・監査をめぐる国際環境の変化の速さへの、教育目的の対応であるが、カリキュラム編成

において、随時かかる変化に対応できるような体制を構築している。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院の教育目的は明文化され、学生及び教職員に周知徹底されている。非常勤講師に対して

も FD 活動を通じて周知徹底している。基準 1-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 
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第１章 教育目的 

 

1-1 教育目的 

1-1-1 

高度な会計職業人養成を目的とした専門職大学院（以下「会計大学院」という。）においては、

その創意をもって、将来の会計職業人（会計・監査に関係する業務に携わる者）が備えるべき高

い倫理観、実務に必要な学識及びその応用能力並びに会計実務の基礎的素養を涵養するために、

教育目的を学則等に明文化し、教職員及び学生等の学内構成員に対して周知を図ること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の教育目的は、基準 1-1-1 が求める内容と国際会計士連盟が作成する国際会計教育基準

を満たすという観点から、「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計人の養成を目的とする。」

と会計専門職大学院要覧等に明文化されており、学則においても同趣旨の内容が目的に掲げられている。 

この文章中の「世界水準で通用する」とは、①いわゆる試験対策的な学習水準にとどまらないこと、

②世界規模で標準化する会計・監査制度に精通できる基礎的能力と将来に会計専門職として備えるべき

高い倫理観を十分に体得していること、③会計大学院で学習すべきコアカリキュラムの水準に達してい

ることを意味する。すなわち、国内で設立された主要な会計大学院が理想として求めている大学院らし

い専門職教育の水準に到達することをミニマムの目標とした。従って、「世界に通用する」という修飾語

を英語即戦力という意味では使っていない。 

一方、「理論と実務に習熟した」という言葉は多義的であるが、本会計大学院はこの言葉に独自の教育

目的を付与している。本会計大学院は、その固有の目的を「○○界のリーダーたりうる会計専門職」の

養成と明文化している。具体的には、監査界、産業界、官公庁のリーダーの養成を目的としている。そ

して、各界でリーダーになるための素養を「××に強い会計専門職」と表現している。具体的には、国

際化及び IT 分野にも精通し、かつ財務、法律・税務や経営に強い会計専門職業人として活動すること

を教育方針としている。 

以上要するに、本会計大学院は、学生に対して、会計・監査というメインの領域で卓越した水準に達

することを求める一方で、サブ領域のいずれかについても卓越した水準に達することを求め、もって、

監査界、産業界、官公庁のリーダーたれと求めているのである。こうした教育目的は、本会計大学院の

カリキュラム編成や FD 活動の指針となり、専任教員の教育上の指導理念となっている。また、非常勤

講師に対する要望ともなっている。そして、この教育目的は、学則、要覧、出講の手引き及びパンフレ

ット等で教職員及び学生等に対して広く周知されている。 

なお、会計・監査をめぐる国際環境の変化の速さへの、教育目的の対応であるが、カリキュラム編成

において、随時かかる変化に対応できるような体制を構築している。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院の教育目的は明文化され、学生及び教職員に周知徹底されている。非常勤講師に対して

も FD 活動を通じて周知徹底している。基準 1-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 
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2．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

3. 会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

4. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

1-2 教育目的の達成 

1-2-1  

1-1-1 の目的が達成されるように、各会計大学院は養成しようとする会計職業人像に適った教育

を行うこと。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準 1-1-1 の教育目的を会計職業人像に具体化し、これをカリキュラムに反映さ

せている。まず、「世界に通用する会計人」の養成のため、「高度な職業会計士となるために国際教育基

準で求められる水準の確保」、「公益を意識した職業倫理観の醸成」を目標としている。これらの目標に、

「理論と実務に習熟した会計人」の養成の観点として「会計・監査（保証）・税務の高度化・拡大への

対応」と「将来の幅広い進路選択を可能とするキャリア支援」を加味して、教育内容を決定している。

具体的には、「導入科目群」、「基本科目群」、「発展科目群」、「応用・実践科目群」という 4 段階の科目群

編成としている。本会計大学院の学生の多くは当面の目的として公認会計士試験の合格を掲げ、そうし

た期待は承知しているが、我々はカリキュラム設計において試験対策的科目に偏向することなく、会計

大学院としてあるべき科目の設置を貫くこととした。 

次に、「資格取得後に競争優位を発揮できるための得意領域を持った会計人」の養成のために、専門性

の高い科目群を多く設置した。具体的には、財務会計系、管理会計系、監査系の会計系科目 3 系列と法

律・税務系、経営・経済系の非会計系科目 2系列である。会計・監査というコアの領域以外に得意領域

を持った公認会計士であって欲しいとの願いを実現させるために、学生に対して法律・税務系、経営・

経済系を提示し、学生は履修の際の参考としている。 

 そして、以上述べた人材育成の目的を実現するために、専任教員による具体的アドバイス等を可能と

する個別演習科目（1 年次生に対するアカデミック・ソリューションと 2 年次生に対するプロフェッシ

ョナル・ソリューション）を用意し、学生一人ひとりにフィットした学習と将来設計が可能となるよう

にしている。 

  

【点検・自己評価】 

 本会計大学院はその教育目的を達成するために、目的適合的なカリキュラムや学習環境を整備し、全

教員が目的達成のための教育を行っている。基準 1-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

 

1-2-2 

1-1-1 の目的を達成し、1-2-1 の教育を実現するために、各会計大学院は学位授与方針（ディプ

ロマ･ポリシー）を策定・運用し、当該方針をふまえ、教育課程の編成・実施方針（カリキュラ

 

 

ム・ポリシー）を策定・運用し、教育の理念や目的を具体的に示し、それらと矛盾しない体系的

な教育を施し、その教育を貫徹するために成績評価と修了認定を厳格に行うこと。また、これら

の方針について学生等に対して周知を図ること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、基準 1-2-1で明らかにしたように、教育目的を具体化した養成すべき会計職業人

像を想定して人材育成の目的を実現するため、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を定め、この方

針を踏まえて、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、次のようにカリキュ

ラムを編成している。なお、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方針（カ

リキュラム・ポリシー）は、学生に対しては入学前の段階からパンフレット等において広く周知してい

る。 

 つまり、①基準 1-2-1 で述べた 4段階（導入、基本、発展、応用・実践）の科目群の設定とこれら科

目群における理論科目と実践科目の最適な配置、②主たる専門分野である会計系科目 3 系列と戦略的に

得意分野を作るために第二の専門分野に対応する非会計系科目 2 系列の設定、③これら 5系列に属さな

い横断科目、④教員から学生へのきめ細かい指導とアドバイスを可能とする個別演習科目と⑤修士論文

科目から構成されている。 

 

＜学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）＞ 

 会計専門職大学院では、国際水準で通用し、かつ理論と実務に習熟した会計専門職業人に対して会計

修士（専門職）の学位を授与します。 

1（知識・技能） 

 会計専門職業人として必要とされる理論と実務に習熟し、かつ職業倫理観及び豊かな会計的センス、

高度な判断能力や思考能力を修得し、それらを総合的に活用することができる。 

2（思考力・判断力・表現力等の能力） 

 健全な精神を持ち合わせた監査界・産業界・官公庁のリーダーたりうる会計専門職業人として考動力

をもって社会の要請にこたえることができる。 

3（主体的な態度） 

 国際化及び IT 分野にも精通し、かつ、財務、法律・税務や経営に強い会計専門職業人として活動する

ことができる。 

 

＜教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）＞ 

 会計専門職大学院（以下、「本研究科」という）では、会計専門職業人として必要とされる理論と実

務に習熟し、かつ職業倫理観及び豊かな会計的センス、高度な判断能力や思考能力を修得できるように、

以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

1 教育内容 

（1）本研究科においては、高度な会計専門職業人として、①国際水準で通用すべく卓越した理論と実

務への習熟、②公益を意識した職業倫理観の醸成を達成するために、会計・監査を中心に据えながら、

将来の幅広い進路選択を可能とするキャリア支援を基本方針としてカリキュラム体系を編成している。 

（2）縦軸に科目群として、本研究科で専門職教育を受けるための前提となる「導入科目群」、会計専

門職業人として最低限必要とされる能力を養う「基本科目群」、基本科目で修得した内容をさらに深化
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2．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

3. 会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

4. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

1-2 教育目的の達成 

1-2-1  

1-1-1 の目的が達成されるように、各会計大学院は養成しようとする会計職業人像に適った教育

を行うこと。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準 1-1-1 の教育目的を会計職業人像に具体化し、これをカリキュラムに反映さ

せている。まず、「世界に通用する会計人」の養成のため、「高度な職業会計士となるために国際教育基

準で求められる水準の確保」、「公益を意識した職業倫理観の醸成」を目標としている。これらの目標に、

「理論と実務に習熟した会計人」の養成の観点として「会計・監査（保証）・税務の高度化・拡大への

対応」と「将来の幅広い進路選択を可能とするキャリア支援」を加味して、教育内容を決定している。

具体的には、「導入科目群」、「基本科目群」、「発展科目群」、「応用・実践科目群」という 4 段階の科目群

編成としている。本会計大学院の学生の多くは当面の目的として公認会計士試験の合格を掲げ、そうし

た期待は承知しているが、我々はカリキュラム設計において試験対策的科目に偏向することなく、会計

大学院としてあるべき科目の設置を貫くこととした。 

次に、「資格取得後に競争優位を発揮できるための得意領域を持った会計人」の養成のために、専門性

の高い科目群を多く設置した。具体的には、財務会計系、管理会計系、監査系の会計系科目 3 系列と法

律・税務系、経営・経済系の非会計系科目 2系列である。会計・監査というコアの領域以外に得意領域

を持った公認会計士であって欲しいとの願いを実現させるために、学生に対して法律・税務系、経営・

経済系を提示し、学生は履修の際の参考としている。 

 そして、以上述べた人材育成の目的を実現するために、専任教員による具体的アドバイス等を可能と

する個別演習科目（1 年次生に対するアカデミック・ソリューションと 2 年次生に対するプロフェッシ

ョナル・ソリューション）を用意し、学生一人ひとりにフィットした学習と将来設計が可能となるよう

にしている。 

  

【点検・自己評価】 

 本会計大学院はその教育目的を達成するために、目的適合的なカリキュラムや学習環境を整備し、全

教員が目的達成のための教育を行っている。基準 1-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

 

1-2-2 

1-1-1 の目的を達成し、1-2-1 の教育を実現するために、各会計大学院は学位授与方針（ディプ

ロマ･ポリシー）を策定・運用し、当該方針をふまえ、教育課程の編成・実施方針（カリキュラ

 

 

ム・ポリシー）を策定・運用し、教育の理念や目的を具体的に示し、それらと矛盾しない体系的

な教育を施し、その教育を貫徹するために成績評価と修了認定を厳格に行うこと。また、これら

の方針について学生等に対して周知を図ること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、基準 1-2-1で明らかにしたように、教育目的を具体化した養成すべき会計職業人

像を想定して人材育成の目的を実現するため、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を定め、この方

針を踏まえて、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、次のようにカリキュ

ラムを編成している。なお、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方針（カ

リキュラム・ポリシー）は、学生に対しては入学前の段階からパンフレット等において広く周知してい

る。 

 つまり、①基準 1-2-1 で述べた 4段階（導入、基本、発展、応用・実践）の科目群の設定とこれら科

目群における理論科目と実践科目の最適な配置、②主たる専門分野である会計系科目 3 系列と戦略的に

得意分野を作るために第二の専門分野に対応する非会計系科目 2 系列の設定、③これら 5系列に属さな

い横断科目、④教員から学生へのきめ細かい指導とアドバイスを可能とする個別演習科目と⑤修士論文

科目から構成されている。 

 

＜学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）＞ 

 会計専門職大学院では、国際水準で通用し、かつ理論と実務に習熟した会計専門職業人に対して会計

修士（専門職）の学位を授与します。 

1（知識・技能） 

 会計専門職業人として必要とされる理論と実務に習熟し、かつ職業倫理観及び豊かな会計的センス、

高度な判断能力や思考能力を修得し、それらを総合的に活用することができる。 

2（思考力・判断力・表現力等の能力） 

 健全な精神を持ち合わせた監査界・産業界・官公庁のリーダーたりうる会計専門職業人として考動力

をもって社会の要請にこたえることができる。 

3（主体的な態度） 

 国際化及び IT 分野にも精通し、かつ、財務、法律・税務や経営に強い会計専門職業人として活動する

ことができる。 

 

＜教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）＞ 

 会計専門職大学院（以下、「本研究科」という）では、会計専門職業人として必要とされる理論と実

務に習熟し、かつ職業倫理観及び豊かな会計的センス、高度な判断能力や思考能力を修得できるように、

以下の点を踏まえて教育課程を編成します。 

1 教育内容 

（1）本研究科においては、高度な会計専門職業人として、①国際水準で通用すべく卓越した理論と実

務への習熟、②公益を意識した職業倫理観の醸成を達成するために、会計・監査を中心に据えながら、

将来の幅広い進路選択を可能とするキャリア支援を基本方針としてカリキュラム体系を編成している。 

（2）縦軸に科目群として、本研究科で専門職教育を受けるための前提となる「導入科目群」、会計専

門職業人として最低限必要とされる能力を養う「基本科目群」、基本科目で修得した内容をさらに深化
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し隣接領域に展開する教育を行う「発展科目群」、そして、経済社会において即戦力となる会計専門職業

人としての能力を養う「応用・実践科目群」を置く。一方、横軸に系統として、「財務会計」、「管理会計」、

「監査」、「法律・税務」、「経営・経済」の 5 系統を配置している。 

（3）個々の学生に応じた学習指導及びキャリア・プランニングを可能とする個別演習指導、研究志向

の学生向けの論文作成の指導科目を「横断科目」として設置している。 

 

2 学習成果の評価 

（1）学習成果の評価については、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとし

て、明確な評価基準に従って行われる。 

（2）学習成果の評価基準は、筆記試験やレポート試験によるもののほか、プレゼンテーション及びデ

ィスカッションを総合評価するなど、各科目の特性に応じて定められており、その評価に当たっては、

厳格な相対評価から絶対評価によるものまで、それぞれの科目に応じて基準が定められている。 

（3）「考動力」に集約される資質・能力の評価に関しては、関西大学コンピテンシー調査の集計等に

よって行う。 

（4）主体的に学びに取組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 

 

＜科目群＞ 

（1）導入科目群（選択科目）･･･････････････････ 会計未修者のための導入教育 

（2）基本科目群（必修科目）･･･････････････････ 会計専門職のための基礎教育 

（3）発展科目群（選択必修科目）･･･････････････ 会計専門職としての基礎的実務対応教育 

（4）応用・実践科目群（選択必修科目）･････････ 会計専門職としての実践的実務適応教育 

 ※導入科目群（中級商業簿記、中級工業簿記）は、会計未修者のための基本的な会計知識の修得を目

的として、設置している。 

 

＜科目系列＞ 

（1）会計系科目系列･････････財務会計系、管理会計系、監査系 

（2）非会計系科目系列･･･････法律・税務系、経営・経済系 

（3）横断科目･･･････････････特殊講義（各テーマ） 

（4）個別演習科目･･･････････アカデミック・ソリューション、プロフェッショナル・ソリューション 

（5）修士論文科目･･･････････論文指導（導入）、論文指導（基礎）、論文指導（実践）、修士論文 

 

＜成績評価について＞ 

 本会計大学院では、科目群ごとに評価方法（試験・レポート等）や成績評価（相対評価、絶対評価）

に関する基準を設け、成績評価を厳密に行っている。成績評価の基準はシラバスで明確に示し、受講生

にも明示している。 

成績評価に関連して試験方法と評価方法を原則として下表のとおり行っている。 

科目群 試 験 方 法 評 価 方 法 

導入科目群 筆記試験とします。 絶対評価（合格又は不合格）とする。 

 

 

基本科目群 筆記試験とします。 

春学期： 

相対評価とし、１クラスにおける各評価段

階（秀～可及び不合格）の割合を定めます。 

秋学期： 

受講生が相当人数（20 名程度を目安とす

る）の場合、可能な限り相対評価（秀～可

及び不合格）で評価を行います。 

発展科目群 筆記試験とします。 

受講生が相当人数（20 名程度を目安とす

る）の場合、可能な限り相対評価（秀～可

及び不合格）で評価を行います。 

特殊講義は、前記によらず、絶対評価とす

ることもできます。 

応用・実践 

科目群 
特に指定はありません。 原則として絶対評価とします。 

  ※『出講の手引き』（2022 年度）に基づいて作成している。 

 

 本会計大学院の教育の中心に位置付けられる基本科目群全科目の成績分布を示すと次表のとおりと

なる。本会計大学院では基本科目群の全科目が必修科目であることから、全担当教員に厳格な相対評価

を求めている。 

＜基本科目群科目成績評価分布（2017～2021 年度）＞ 

 秀 優 良 可 不合格 

2017 年度 12.8% 20.4% 22.7% 21.4% 22.7% 

2018 年度 12.7% 18.5% 20.4% 23.0% 25.4% 

2019 年度 12.8% 21.3% 28.6% 19.9% 17.4% 

2020 年度 14.0% 22.9% 25.6% 19.2% 18.3% 

2021 年度 12.1% 17.6% 26.9% 21.0% 22.4% 

5 年平均 12.9% 20.1% 24.8% 20.9% 21.2% 

※成績評価は、秀（90 点以上）、優（80～89 点）、良（79～70点）、可（60～69 点）、不合格（60 点未満）。 

＜修了認定について＞ 

 本会計大学院における修了要件は次のとおりであり、上記の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

に従って、関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程第 6 条の（11）に基づき、教授会の

審議事項として修了査定を行い、厳格な成績評価の結果として修了認定を行っている。 

 

修了要件（2018 年度以降入学生） 

以下の科目を含め 48 単位以上を修得しなければならない。ただし、中級商業簿記及び中級工業簿記

を修了所要単位に算入することはできない。 

（1）基本科目群から 16単位 

（2）発展科目群から 16単位 

（3）応用・実践科目群から 12 単位 
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し隣接領域に展開する教育を行う「発展科目群」、そして、経済社会において即戦力となる会計専門職業

人としての能力を養う「応用・実践科目群」を置く。一方、横軸に系統として、「財務会計」、「管理会計」、

「監査」、「法律・税務」、「経営・経済」の 5 系統を配置している。 

（3）個々の学生に応じた学習指導及びキャリア・プランニングを可能とする個別演習指導、研究志向

の学生向けの論文作成の指導科目を「横断科目」として設置している。 

 

2 学習成果の評価 

（1）学習成果の評価については、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとし

て、明確な評価基準に従って行われる。 

（2）学習成果の評価基準は、筆記試験やレポート試験によるもののほか、プレゼンテーション及びデ

ィスカッションを総合評価するなど、各科目の特性に応じて定められており、その評価に当たっては、

厳格な相対評価から絶対評価によるものまで、それぞれの科目に応じて基準が定められている。 

（3）「考動力」に集約される資質・能力の評価に関しては、関西大学コンピテンシー調査の集計等に

よって行う。 

（4）主体的に学びに取組む態度に関しては、各種学生調査の集計によって把握する。 

 

＜科目群＞ 

（1）導入科目群（選択科目）･･･････････････････ 会計未修者のための導入教育 

（2）基本科目群（必修科目）･･･････････････････ 会計専門職のための基礎教育 

（3）発展科目群（選択必修科目）･･･････････････ 会計専門職としての基礎的実務対応教育 

（4）応用・実践科目群（選択必修科目）･････････ 会計専門職としての実践的実務適応教育 

 ※導入科目群（中級商業簿記、中級工業簿記）は、会計未修者のための基本的な会計知識の修得を目

的として、設置している。 

 

＜科目系列＞ 

（1）会計系科目系列･････････財務会計系、管理会計系、監査系 

（2）非会計系科目系列･･･････法律・税務系、経営・経済系 

（3）横断科目･･･････････････特殊講義（各テーマ） 

（4）個別演習科目･･･････････アカデミック・ソリューション、プロフェッショナル・ソリューション 

（5）修士論文科目･･･････････論文指導（導入）、論文指導（基礎）、論文指導（実践）、修士論文 

 

＜成績評価について＞ 

 本会計大学院では、科目群ごとに評価方法（試験・レポート等）や成績評価（相対評価、絶対評価）

に関する基準を設け、成績評価を厳密に行っている。成績評価の基準はシラバスで明確に示し、受講生

にも明示している。 

成績評価に関連して試験方法と評価方法を原則として下表のとおり行っている。 

科目群 試 験 方 法 評 価 方 法 

導入科目群 筆記試験とします。 絶対評価（合格又は不合格）とする。 

 

 

基本科目群 筆記試験とします。 

春学期： 

相対評価とし、１クラスにおける各評価段

階（秀～可及び不合格）の割合を定めます。 

秋学期： 

受講生が相当人数（20 名程度を目安とす

る）の場合、可能な限り相対評価（秀～可

及び不合格）で評価を行います。 

発展科目群 筆記試験とします。 

受講生が相当人数（20 名程度を目安とす

る）の場合、可能な限り相対評価（秀～可

及び不合格）で評価を行います。 

特殊講義は、前記によらず、絶対評価とす

ることもできます。 

応用・実践 

科目群 
特に指定はありません。 原則として絶対評価とします。 

  ※『出講の手引き』（2022 年度）に基づいて作成している。 

 

 本会計大学院の教育の中心に位置付けられる基本科目群全科目の成績分布を示すと次表のとおりと

なる。本会計大学院では基本科目群の全科目が必修科目であることから、全担当教員に厳格な相対評価

を求めている。 

＜基本科目群科目成績評価分布（2017～2021 年度）＞ 

 秀 優 良 可 不合格 

2017 年度 12.8% 20.4% 22.7% 21.4% 22.7% 

2018 年度 12.7% 18.5% 20.4% 23.0% 25.4% 

2019 年度 12.8% 21.3% 28.6% 19.9% 17.4% 

2020 年度 14.0% 22.9% 25.6% 19.2% 18.3% 

2021 年度 12.1% 17.6% 26.9% 21.0% 22.4% 

5 年平均 12.9% 20.1% 24.8% 20.9% 21.2% 

※成績評価は、秀（90 点以上）、優（80～89 点）、良（79～70点）、可（60～69 点）、不合格（60 点未満）。 

＜修了認定について＞ 

 本会計大学院における修了要件は次のとおりであり、上記の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

に従って、関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程第 6 条の（11）に基づき、教授会の

審議事項として修了査定を行い、厳格な成績評価の結果として修了認定を行っている。 

 

修了要件（2018 年度以降入学生） 

以下の科目を含め 48 単位以上を修得しなければならない。ただし、中級商業簿記及び中級工業簿記

を修了所要単位に算入することはできない。 

（1）基本科目群から 16単位 

（2）発展科目群から 16単位 

（3）応用・実践科目群から 12 単位 
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【点検・自己評価】 

 基準 1-2-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

3. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程  

4. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

5．会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

6. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

1-2-3 

各会計大学院は 1-2-2 が実施されているかどうかをレビューする第三者評価を尊重し、教育目的

を達成するための努力を継続して行うこと。 

 

【現状の説明】 

関西大学では 1994 年 4 月に関西大学自己点検・評価委員会を設置し、全学的な教育・研究水準の向

上を図るべく、自己点検・評価活動を継続的に実施し、『自己点検・評価報告書』の発行を 2010 年度ま

では 2 年に 1 回、2011年度以降は 3 年に 1 回の周期で行ってきた。本会計大学院においても、2006 年

度の開設と同時に自己点検・評価委員会を設置し、この関西大学自己点検・評価委員会と協力しつつ、

継続的に自己点検・評価活動を行っている。 

本会計大学院では、研究科執行部、自己点検・評価委員会及び教務・FD 委員会の三者が協力して、自

己点検・評価活動を充実させるとともに、第三者評価に備えるための準備を行ってきた。具体的には、

本会計大学院開設 2 年目となる 2007 年度から学生による授業評価アンケートの結果及び分析等をまと

めた『FD 活動報告書』を発行し、同じく 2007 年度から、本会計大学院の自己点検・評価活動を公表・

記録するため、『自己点検・評価報告書』を発行している。これらの『自己点検・評価報告書』は、当初

より、会計大学院評価機構の評価基準や自己評価の手引きに準拠して作成している。 

 本会計大学院は、「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程」に基づ

き、本会計大学院の充実・発展のための助言を得るため、各界を代表する有識者を招へいし、毎年アド

バイザリー・ボード会議を開催している。これらアドバイザリー・ボードからの助言・提言等に対し、

研究科執行部、自己点検・評価委員会及び教務・FD 委員会が直ちに検討し対応することとしている。 

また、開設以来、毎学期、学生による授業評価アンケートを実施し、その結果を踏まえて、科目担当

者が評価への対応や当該対応策の有効性を評価し、また全体のアンケート結果を総括している。さらに、

厳格な成績評価と修了認定を行う観点から、すべての専任教員が、学生の入学前教育から現在までのす

べての成績データを共有し、教員の FD 活動のために設置された能力開発室を拠点として、日常から意

見交換が行われ、教員間の相互評価も機能している。 

また、本会計大学院の特徴となっている個別演習科目及びオフィスアワーにおいて、専任教員は学生

から出される要望を直ちに吸収できるようになっている。また、公認会計士試験に合格した修了生や在

学生と研究科執行部による公認会計士試験合格者意見交換会では、修了生や在学生からの忌憚のない教

育上の要望や意見を聞くことができるようになっている。学生の希望等のすべてを自動的に取り入れる

 

 

わけではないが、このような取組みは専任教員の教育改善につなげるきっかけとなっている。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院では、自己点検・評価活動、学生による授業評価アンケート、アドバイザリー・ボード

会議、個別演習科目やオフィスアワー等での学生の意見吸収及び多角的に実施している FD 活動を通じ

て明確になった課題に順次取組み、カリキュラムの改訂、成績評価の見直し（厳格化）、『出講の手引き』

の改訂に結び付けてきた。基準 1-2-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 学校法人関西大学自己点検・評価委員会規程 

3. 大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

4. 関西大学大学院会計研究科教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

5．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

6. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

7. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

8. 公認会計士試験合格者意見交換会概要 

9. 会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 
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【点検・自己評価】 

 基準 1-2-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

3. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程  

4. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

5．会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

6. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

1-2-3 

各会計大学院は 1-2-2 が実施されているかどうかをレビューする第三者評価を尊重し、教育目的

を達成するための努力を継続して行うこと。 

 

【現状の説明】 

関西大学では 1994 年 4 月に関西大学自己点検・評価委員会を設置し、全学的な教育・研究水準の向

上を図るべく、自己点検・評価活動を継続的に実施し、『自己点検・評価報告書』の発行を 2010 年度ま

では 2 年に 1 回、2011年度以降は 3 年に 1 回の周期で行ってきた。本会計大学院においても、2006 年

度の開設と同時に自己点検・評価委員会を設置し、この関西大学自己点検・評価委員会と協力しつつ、

継続的に自己点検・評価活動を行っている。 

本会計大学院では、研究科執行部、自己点検・評価委員会及び教務・FD 委員会の三者が協力して、自

己点検・評価活動を充実させるとともに、第三者評価に備えるための準備を行ってきた。具体的には、

本会計大学院開設 2 年目となる 2007 年度から学生による授業評価アンケートの結果及び分析等をまと

めた『FD 活動報告書』を発行し、同じく 2007 年度から、本会計大学院の自己点検・評価活動を公表・

記録するため、『自己点検・評価報告書』を発行している。これらの『自己点検・評価報告書』は、当初

より、会計大学院評価機構の評価基準や自己評価の手引きに準拠して作成している。 

 本会計大学院は、「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程」に基づ

き、本会計大学院の充実・発展のための助言を得るため、各界を代表する有識者を招へいし、毎年アド

バイザリー・ボード会議を開催している。これらアドバイザリー・ボードからの助言・提言等に対し、

研究科執行部、自己点検・評価委員会及び教務・FD 委員会が直ちに検討し対応することとしている。 

また、開設以来、毎学期、学生による授業評価アンケートを実施し、その結果を踏まえて、科目担当

者が評価への対応や当該対応策の有効性を評価し、また全体のアンケート結果を総括している。さらに、

厳格な成績評価と修了認定を行う観点から、すべての専任教員が、学生の入学前教育から現在までのす

べての成績データを共有し、教員の FD 活動のために設置された能力開発室を拠点として、日常から意

見交換が行われ、教員間の相互評価も機能している。 

また、本会計大学院の特徴となっている個別演習科目及びオフィスアワーにおいて、専任教員は学生

から出される要望を直ちに吸収できるようになっている。また、公認会計士試験に合格した修了生や在

学生と研究科執行部による公認会計士試験合格者意見交換会では、修了生や在学生からの忌憚のない教

育上の要望や意見を聞くことができるようになっている。学生の希望等のすべてを自動的に取り入れる

 

 

わけではないが、このような取組みは専任教員の教育改善につなげるきっかけとなっている。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院では、自己点検・評価活動、学生による授業評価アンケート、アドバイザリー・ボード

会議、個別演習科目やオフィスアワー等での学生の意見吸収及び多角的に実施している FD 活動を通じ

て明確になった課題に順次取組み、カリキュラムの改訂、成績評価の見直し（厳格化）、『出講の手引き』

の改訂に結び付けてきた。基準 1-2-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 学校法人関西大学自己点検・評価委員会規程 

3. 大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

4. 関西大学大学院会計研究科教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

5．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

6. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

7. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

8. 公認会計士試験合格者意見交換会概要 

9. 会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

  



 

 

第２章 教育内容 

 

2-1 教育内容 

2-1-1  

教育課程が、社会的期待を反映し、理想とする会計職業人を養成する目的を実現することに資す

るものであること。 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 2-1-1-1 に対応する【現状の説明】で詳述しているように、本会計大学院の教育課程は、社

会的期待を反映し、理想とする会計職業人を養成する目的を実現することに資するものであることを重

視している。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-1-1 に対応する【点検・自己評価】で詳述しているように、本会計大学院の教育課程に

ついて、基準 2-1-1 は満たされている。 

 

解釈指針 2-1-1-1 

会計大学院は、その目的のひとつに公認会計士養成があげられるが、社会からはより広範な期待

が寄せられていることをふまえ、各会計大学院が創意工夫のうえ、教育課程を編成する。教育課

程は、各会計大学院が養成するべき会計職業人の理想像を明確にし、その理想像にふさわしい教

育内容をもとに、会計分野を取り巻く状況に配慮し、産業界と連携しつつ、教育課程連携協議会

の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて編成する。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では本学の教育理念である「学の実化」を会計教育において実現し、企業内外で活躍で

きる高度の会計専門職業人の養成を志向している。高度の会計専門職業人は公認会計士に代表されるも

のの、それは多様な会計専門職の象徴と位置付けられる。一般に資格取得のみに特化した学習を経て公

認会計士となることに対する批判があるため、本会計大学院もこの批判を十分に意識したうえで大学院

教育として期待される教育を行っている。 

特に学生に対しては、会計・監査の領域において秀でていることは当然として、卓越した第二の専門

領域を持つように指導している。その戦略的領域が法律・税務系、経営・経済系の 2 領域である。これ

らの得意領域を作るために、学生に対しては学習設計とキャリア設計の判断材料として、入学時に履修

ガイダンスのうえ全専任教員によるオフィスアワー（履修相談）を行い、非常勤講師を含むすべての授

業担任者に対しても、当該年度の会計専門職大学院『出講の手引き』を配布し、その中で本会計大学院

の理念・目的や養成したい人材像、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）等を示して

いる。 

近年、会計士業界以外からも、会計大学院の修了生に対して広範な期待が寄せられている。修了生が

公認会計士試験に合格していることが理想的であるが、合格していなくても同程度の水準まで勉強して

いることが望ましいという、産業界や官公庁からの現実的な要請があることを、我々は承知している。

従って、養成すべき人材像として会計専門職業人を掲げることは、広範な社会的期待に応えるものであ



第
2
章

【T：】Edianserver ／関西大学／会計専門職大学院／自己点検・評価報告書／
第02章 ２ 校

― 9 ―

 

 

第２章 教育内容 

 

2-1 教育内容 

2-1-1  

教育課程が、社会的期待を反映し、理想とする会計職業人を養成する目的を実現することに資す

るものであること。 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 2-1-1-1 に対応する【現状の説明】で詳述しているように、本会計大学院の教育課程は、社

会的期待を反映し、理想とする会計職業人を養成する目的を実現することに資するものであることを重

視している。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-1-1 に対応する【点検・自己評価】で詳述しているように、本会計大学院の教育課程に

ついて、基準 2-1-1 は満たされている。 

 

解釈指針 2-1-1-1 

会計大学院は、その目的のひとつに公認会計士養成があげられるが、社会からはより広範な期待

が寄せられていることをふまえ、各会計大学院が創意工夫のうえ、教育課程を編成する。教育課

程は、各会計大学院が養成するべき会計職業人の理想像を明確にし、その理想像にふさわしい教

育内容をもとに、会計分野を取り巻く状況に配慮し、産業界と連携しつつ、教育課程連携協議会

の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて編成する。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では本学の教育理念である「学の実化」を会計教育において実現し、企業内外で活躍で

きる高度の会計専門職業人の養成を志向している。高度の会計専門職業人は公認会計士に代表されるも

のの、それは多様な会計専門職の象徴と位置付けられる。一般に資格取得のみに特化した学習を経て公

認会計士となることに対する批判があるため、本会計大学院もこの批判を十分に意識したうえで大学院

教育として期待される教育を行っている。 

特に学生に対しては、会計・監査の領域において秀でていることは当然として、卓越した第二の専門

領域を持つように指導している。その戦略的領域が法律・税務系、経営・経済系の 2 領域である。これ

らの得意領域を作るために、学生に対しては学習設計とキャリア設計の判断材料として、入学時に履修

ガイダンスのうえ全専任教員によるオフィスアワー（履修相談）を行い、非常勤講師を含むすべての授

業担任者に対しても、当該年度の会計専門職大学院『出講の手引き』を配布し、その中で本会計大学院

の理念・目的や養成したい人材像、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）等を示して

いる。 

近年、会計士業界以外からも、会計大学院の修了生に対して広範な期待が寄せられている。修了生が

公認会計士試験に合格していることが理想的であるが、合格していなくても同程度の水準まで勉強して

いることが望ましいという、産業界や官公庁からの現実的な要請があることを、我々は承知している。

従って、養成すべき人材像として会計専門職業人を掲げることは、広範な社会的期待に応えるものであ
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ると考えられる。 

「第 1 章 教育目的」での説明と重複する部分もあるが、本会計大学院の教育課程が教育目的と整合

的に編成されていることについて説明する。公認会計士は、高度会計専門職の最高峰に位置付けられる

象徴的な資格のひとつであって、現実にはそれ以外にも多様な会計専門職（企業や官公庁における経理

や財務の会計専門職、さらには研究者等）がある。 

これらすべての種類の会計専門職のいずれにとっても必要と思われる専門知識を修得するために、基

本科目群 8科目（上級簿記論、上級財務会計論、上級原価計算論、上級管理会計論、監査制度論、監査

基準論、企業法、会計専門職業倫理）を設定し、2 年次配当の「会計専門職業倫理」を除き、１年次に

配当している。これらの基本科目群については、勉学の中心に据えるように、原則として全科目を第 2

時限目か第 3 時限目に配置するとともに、すべての回の講義を録画し、ＬＭＳを通じて配信し、学生の

復習に役立てられるようにしている。 

なお、入学時点で基本的な会計知識を有していない会計未修者のために、1 年次春学期に導入科目群

2 科目（中級商業簿記、中級工業簿記）の履修を義務付け、その単位を修得するまで 1 年次配当の基本

科目群（監査制度論、監査基準論、企業法を除く）の履修を認めていない。 

基本科目群の次に高度会計専門職として必要となる科目を発展科目群としている。この科目群は、公

認会計士及び他の高度会計専門職として必須となる専門知識や専門能力を身に付けさせるべく、また、

より上位の応用・実践科目群を履修するための土台作りとなるものであり、選択必修としている。 

応用・実践科目群は、学生が修了後に戦略的競争優位を勝ち取るための科目群であり、より一層高度

な専門的内容を備えた科目を選択必修科目として配置している。オリエンテーション等で導入科目、基

本科目、発展科目、応用・実践科目という積み上げ式の教育の重要性を強く説明しているので、学生は

自らの学習目的・進路に基づき、バランスよく履修登録を行っている。 

さらに、個別演習科目は、専任教員ごとに多段階でクラスを分け、１年次にアカデミック・ソリュー

ション、2 年次にプロフェッショナル・ソリューションを配置して、他の授業科目では十分に対応でき

ない能力の養成として、思考力、討論力、表現力などをトレーニングしている。これらの個別演習は、

学年ごとにクラスを変更することもでき、授業時間外における自主的な演習やソリューション間の交流

も行われている。 

最後に、本会計大学院の特徴として 1 年次に論文指導（導入）、論文指導（基礎）、2 年次に論文指導

（実践）、修士論文を置き、専任の研究者教員が修士論文の作成を指導していることが指摘できる。論文

指導（実践）と修士論文については、論文指導（基礎）を修得済みの学生のみ履修することができる。 

 教育課程連携協議会との連携に関しては、「第 1 章 教育目的」での説明と重複するが、「関西大学大

学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程」に基づき、本会計大学院の充実・発展

のための助言を得るため、各界を代表する有識者（若干名）を招へいし、毎年アドバイザリー・ボード

会議を開催している。 

これらアドバイザリー・ボードからの助言・提言等に対しては、研究科執行部、自己点検・評価委員

会及び教務・FD 委員会が直ちに検討し対応している。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院においては、学生に対してどの分野に秀でて戦略的に優位なポジションを確立するつも

りかを常に意識させる指導を心がけており、個別演習科目、オフィスアワー、研究科行事を通じて体系

的な学習やキャリア設計の指導と支援を行っている。公認会計士を目指す学生に対しても、企業内での

 

 

高度会計専門職を目指す学生に対しても、それぞれの学生の志向に適った教育サービスを提供し、学習

に対するモラールを向上させることで、教育効果を高めている。以上のことから、解釈指針 2-1-1-1は

満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

3. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

4．会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

5．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

6. 会計研究科アドバイザリー・ボード一覧（2022年度） 

 

解釈指針 2-1-1-2 

会計大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するた

め、専門職大学院設置基準第六条の二に掲げる者をもって構成する教育課程連携協議会を設ける

ものとする。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程」に基

づき、本会計大学院の充実・発展のための助言を得るため、各界を代表する有識者を招へいし、毎年ア

ドバイザリー・ボード会議を開催し、在籍者数、講義開講数、修了生の状況、教員数、公認会計士志望

者、就職志望者に向けた取組み、入学希望者対策、広報、就職支援などを懇談している。 

これらアドバイザリー・ボードからの助言・提言等に対しては、研究科執行部、自己点検・評価委員

会及び教務・FD 委員会が直ちに検討し対応している。 

 

【点検・自己評価】 

「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程」に基づくボードの構成員

は、専門職大学院設置基準第六条を充足しており、解釈指針 2-1-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

2. 会計研究科アドバイザリー・ボード一覧（2022年度） 

 

2-1-2  

次の各号に掲げる授業科目群からの履修により、段階的な教育課程が編成されていること。 

（1）基本科目 

（2）発展科目 

（3）応用・実践科目 

 

【現状の説明】 
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ると考えられる。 

「第 1 章 教育目的」での説明と重複する部分もあるが、本会計大学院の教育課程が教育目的と整合

的に編成されていることについて説明する。公認会計士は、高度会計専門職の最高峰に位置付けられる

象徴的な資格のひとつであって、現実にはそれ以外にも多様な会計専門職（企業や官公庁における経理

や財務の会計専門職、さらには研究者等）がある。 

これらすべての種類の会計専門職のいずれにとっても必要と思われる専門知識を修得するために、基

本科目群 8科目（上級簿記論、上級財務会計論、上級原価計算論、上級管理会計論、監査制度論、監査

基準論、企業法、会計専門職業倫理）を設定し、2 年次配当の「会計専門職業倫理」を除き、１年次に

配当している。これらの基本科目群については、勉学の中心に据えるように、原則として全科目を第 2

時限目か第 3 時限目に配置するとともに、すべての回の講義を録画し、ＬＭＳを通じて配信し、学生の

復習に役立てられるようにしている。 

なお、入学時点で基本的な会計知識を有していない会計未修者のために、1 年次春学期に導入科目群

2 科目（中級商業簿記、中級工業簿記）の履修を義務付け、その単位を修得するまで 1 年次配当の基本

科目群（監査制度論、監査基準論、企業法を除く）の履修を認めていない。 

基本科目群の次に高度会計専門職として必要となる科目を発展科目群としている。この科目群は、公

認会計士及び他の高度会計専門職として必須となる専門知識や専門能力を身に付けさせるべく、また、

より上位の応用・実践科目群を履修するための土台作りとなるものであり、選択必修としている。 

応用・実践科目群は、学生が修了後に戦略的競争優位を勝ち取るための科目群であり、より一層高度

な専門的内容を備えた科目を選択必修科目として配置している。オリエンテーション等で導入科目、基

本科目、発展科目、応用・実践科目という積み上げ式の教育の重要性を強く説明しているので、学生は

自らの学習目的・進路に基づき、バランスよく履修登録を行っている。 

さらに、個別演習科目は、専任教員ごとに多段階でクラスを分け、１年次にアカデミック・ソリュー

ション、2 年次にプロフェッショナル・ソリューションを配置して、他の授業科目では十分に対応でき

ない能力の養成として、思考力、討論力、表現力などをトレーニングしている。これらの個別演習は、

学年ごとにクラスを変更することもでき、授業時間外における自主的な演習やソリューション間の交流

も行われている。 

最後に、本会計大学院の特徴として 1 年次に論文指導（導入）、論文指導（基礎）、2 年次に論文指導

（実践）、修士論文を置き、専任の研究者教員が修士論文の作成を指導していることが指摘できる。論文

指導（実践）と修士論文については、論文指導（基礎）を修得済みの学生のみ履修することができる。 

 教育課程連携協議会との連携に関しては、「第 1 章 教育目的」での説明と重複するが、「関西大学大

学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程」に基づき、本会計大学院の充実・発展

のための助言を得るため、各界を代表する有識者（若干名）を招へいし、毎年アドバイザリー・ボード

会議を開催している。 

これらアドバイザリー・ボードからの助言・提言等に対しては、研究科執行部、自己点検・評価委員

会及び教務・FD 委員会が直ちに検討し対応している。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院においては、学生に対してどの分野に秀でて戦略的に優位なポジションを確立するつも

りかを常に意識させる指導を心がけており、個別演習科目、オフィスアワー、研究科行事を通じて体系

的な学習やキャリア設計の指導と支援を行っている。公認会計士を目指す学生に対しても、企業内での

 

 

高度会計専門職を目指す学生に対しても、それぞれの学生の志向に適った教育サービスを提供し、学習

に対するモラールを向上させることで、教育効果を高めている。以上のことから、解釈指針 2-1-1-1は

満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

3. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

4．会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

5．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

6. 会計研究科アドバイザリー・ボード一覧（2022年度） 

 

解釈指針 2-1-1-2 

会計大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するた

め、専門職大学院設置基準第六条の二に掲げる者をもって構成する教育課程連携協議会を設ける

ものとする。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程」に基

づき、本会計大学院の充実・発展のための助言を得るため、各界を代表する有識者を招へいし、毎年ア

ドバイザリー・ボード会議を開催し、在籍者数、講義開講数、修了生の状況、教員数、公認会計士志望

者、就職志望者に向けた取組み、入学希望者対策、広報、就職支援などを懇談している。 

これらアドバイザリー・ボードからの助言・提言等に対しては、研究科執行部、自己点検・評価委員

会及び教務・FD 委員会が直ちに検討し対応している。 

 

【点検・自己評価】 

「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程」に基づくボードの構成員

は、専門職大学院設置基準第六条を充足しており、解釈指針 2-1-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

2. 会計研究科アドバイザリー・ボード一覧（2022年度） 

 

2-1-2  

次の各号に掲げる授業科目群からの履修により、段階的な教育課程が編成されていること。 

（1）基本科目 

（2）発展科目 

（3）応用・実践科目 

 

【現状の説明】 
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本会計大学院の授業科目は、導入科目群、基本科目群、発展科目群、応用・実践科目群の 4 つの科目

群から構成されている。なお、導入科目群については、入学時点で基本的な会計知識を有していない会

計未修者のために開設しており、その科目特性から、履修制限単位及び修了所要単位には算入しない取

り扱いとしている。 

本会計大学院のカリキュラムは、縦軸として、導入科目群、基本科目群、発展科目群、応用・実践科

目群の 4 つの科目群を置き、横軸として、会計分野 3 系統、非会計分野 2 系統の 5 系統と学生の幅広い

ニーズに応えるための横断科目、個別演習科目、修士論文科目、インターンシップ科目を設けている。 

 学生が段階的に授業科目を履修し、十分な学習効果を得られるよう、本会計大学院では進級要件を定

めている。1年次終了時において、1年次配当の基本科目群科目 6 単位以上を含む 16 単位以上を修得で

きていなければ、2 年次配当の科目を履修できないこととしている。 

授業形態について、基本科目群の開講パターンは、原則として、春学期に 2 クラス（A1 組と A2 組）、

秋学期に 1 クラス（B 組）を開講し、通常の座学による講義形式となっている。ただし、上級簿記論、

上級財務会計論、上級原価計算論、上級管理会計論、監査制度論、企業法については教育効果をかんが

みて、春学期はクオーター制で 1クラス週 2コマ開講している。 

発展科目群及び応用・実践科目群の実践科目では、一定の事例研究とそれに対するディベート形式や

ケース・スタディ方式が積極的に取り入れられ、学生の成績評価と連動するようにされている。 

 以上を踏まえて、学生は、4 段階科目群・5 系統科目群のマトリックス構造の中から、自らの学習目標

や進路に基づいて適切に履修している。 

基本科目群、発展科目群、応用・実践科目群の 3 科目群については、以下の各々の解釈指針において

説明する。 

 

＜系統別授業科目一覧表（2022 年度入学生用）＞ 

 
 *実践監査プログラム演習に代えて、特殊講義（実践デジタル監査演習・ICAEA JAPAN寄附講座）を開講 

 

科目群
配当

年次
財務会計系 管理会計系 監査系 法律・税務系 経営・経済系

横断・個別演習・

修士論文・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

導入科目群 1年次 中級商業簿記 中級工業簿記

基本科目群 1年次 上級簿記論 上級原価計算論 監査制度論 企業法

上級財務会計論 上級管理会計論 監査基準論

2年次 会計専門職業倫理

発展科目群 1年次 会計基準論 戦略管理会計論 監査実施論 商取引法 経営学理論 特殊講義(各テーマ）

会計制度論 企業分析論 監査報告論 会社法 経営戦略・組織論

財表作成簿記論 特殊講義(コンサルティング実務)
特殊講義（自治体

マネジメントと監査）
民法 統計学

特殊講義(公会計論) 特殊講義(不正摘発監査論) 法人税法 ミクロ経済学

特殊講義((BATIC演習) 特殊講義(国際監査事例研究) 上級税務会計論 特殊講義(資本市場論)

特殊講義(IFRS演習) 特殊講義(会計検査制度論) 特殊講義(民法（債権）) 特殊講義(起業・株式公開事例研究)

特殊講義(貸借対照表論)
特殊講義（実践デジタル監査演習・

ICAEA JAPAN寄附講座）

特殊講義(連結会計実務)

2年次 英文会計論 ｺｽﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 内部監査論 上級会社法 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ論

IFRS会計論 企業価値ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 国際監査基準論 租税法理論 イ ンベストメント論

組織再編会計論 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｺﾝﾄﾛｰﾙ・ｼｽﾃﾑ論 租税法会計論 マクロ経済学

国際税務論

応用・実践科目群 1年次 基本会計プログラ ム演習 管理会計事例研究 監査事例研究 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

会計事例研究 基本監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ演習 論文指導（導入）

会社経理実務 論文指導（基礎）

監査法人イ ンターンシップ

企業イ ンターンシップ

2年次 実践会計プログラ ム演習 国際管理会計事例研究 ＊実践監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ演習 企業法判例演習 企業実践ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

IFRS事例研究 税務事例研究 論文指導（実践）

ディスクロージャー実務 修士論文

 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-1 から解釈指針 2-1-2-4 で詳細に述べているように、それらの解釈指針は満たされて

いるとともに、本会計大学院の教育課程について、全体としても基準 2-1-2 は満たされている。 

 

解釈指針 2-1-2-1  

基本科目は、会計並びに関連諸科目についての学部レベルでの知識を確認するとともに、会計職

業人として最低限必要とされる知識を教育することを目的とする。会計分野（財務会計、管理会

計、監査）、経済経営分野、IT 分野、法律分野等の各分野について、基本的な授業科目を複数配

置し、これらのうちの主要なものについては選択必修科目とすることが望まれる。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院における基本科目群は、会計専門職教育における積み上げ教育のための基礎的土台作り

の役割を担っており、すべて必修科目である。内訳は、1 年次配当科目として上級簿記論と上級財務会

計論（財務会計系）、上級原価計算論と上級管理会計論（管理会計系）、監査基準論と監査制度論（監査

系）、企業法（法律・税務系）の 7 科目、2 年次配当科目として会計専門職業倫理（監査系）の 1 科目、

合計 8 科目である。 

 なお、入学時点で基本的な会計知識を有していない会計未修者については、その会計的センスを重視

して入学を許可した以上、本会計大学院として責任をもって基本科目を履修可能なレベルにまで引き上

げるために、導入科目群 2 科目（中級商業簿記、中級工業簿記）を配置している。 

 

＜基本科目群（8 科目）の系統別設置科目数（2022年度入学生適用カリキュラム）＞ 

系統 科目数 設置科目 

財務会計系 

管理会計系 

監査系 

  法律・税務系 

  経営・経済系 

2 科目 

2 科目 

3 科目 

1 科目 

0 科目 

上級簿記論、上級財務会計論 

上級原価計算論、上級管理会計論 

監査基準論、監査制度論、会計専門職業倫理 

企業法 

 

横断・個別演習・修士 

論文・インターンシップ 
0 科目 

 

計 8 科目  

 

これらの諸科目の名称に「上級」が付されている理由は、学部上位学年レベルの知識を中級と位置付

け、それらの知識の確認を行うとともに、会計職業人として最低限必要とされる知識を教育することを

目的としていることを明確にするためである。会計未修者に必要な学部上位学年レベルの会計知識は、

導入科目に「中級」と付された 2科目によって提供される。 

 本解釈指針では、経済経営分野、IT 分野の科目についても複数科目を「基本的な授業科目」とし、選

択必修科目とすることが望ましいと述べているが、本会計大学院のカリキュラムは本解釈指針を逸脱す

るものではない。本会計大学院では、「基本科目」を必修科目に限定する方針を採用している。つまり、

「基本的な授業科目」のうち必修科目とすべき科目を「基本科目」と称しているため、経済経営分野や

IT 分野の「基本的な授業科目」については、1 年次から履修可能な発展科目群や応用・実践科目群ある
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本会計大学院の授業科目は、導入科目群、基本科目群、発展科目群、応用・実践科目群の 4 つの科目

群から構成されている。なお、導入科目群については、入学時点で基本的な会計知識を有していない会

計未修者のために開設しており、その科目特性から、履修制限単位及び修了所要単位には算入しない取

り扱いとしている。 

本会計大学院のカリキュラムは、縦軸として、導入科目群、基本科目群、発展科目群、応用・実践科

目群の 4 つの科目群を置き、横軸として、会計分野 3 系統、非会計分野 2 系統の 5 系統と学生の幅広い

ニーズに応えるための横断科目、個別演習科目、修士論文科目、インターンシップ科目を設けている。 

 学生が段階的に授業科目を履修し、十分な学習効果を得られるよう、本会計大学院では進級要件を定

めている。1年次終了時において、1年次配当の基本科目群科目 6 単位以上を含む 16 単位以上を修得で

きていなければ、2 年次配当の科目を履修できないこととしている。 

授業形態について、基本科目群の開講パターンは、原則として、春学期に 2 クラス（A1 組と A2 組）、

秋学期に 1 クラス（B 組）を開講し、通常の座学による講義形式となっている。ただし、上級簿記論、

上級財務会計論、上級原価計算論、上級管理会計論、監査制度論、企業法については教育効果をかんが

みて、春学期はクオーター制で 1クラス週 2コマ開講している。 

発展科目群及び応用・実践科目群の実践科目では、一定の事例研究とそれに対するディベート形式や

ケース・スタディ方式が積極的に取り入れられ、学生の成績評価と連動するようにされている。 

 以上を踏まえて、学生は、4 段階科目群・5 系統科目群のマトリックス構造の中から、自らの学習目標

や進路に基づいて適切に履修している。 

基本科目群、発展科目群、応用・実践科目群の 3 科目群については、以下の各々の解釈指針において

説明する。 

 

＜系統別授業科目一覧表（2022 年度入学生用）＞ 

 
 *実践監査プログラム演習に代えて、特殊講義（実践デジタル監査演習・ICAEA JAPAN寄附講座）を開講 

 

科目群
配当

年次
財務会計系 管理会計系 監査系 法律・税務系 経営・経済系

横断・個別演習・

修士論文・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

導入科目群 1年次 中級商業簿記 中級工業簿記

基本科目群 1年次 上級簿記論 上級原価計算論 監査制度論 企業法

上級財務会計論 上級管理会計論 監査基準論

2年次 会計専門職業倫理

発展科目群 1年次 会計基準論 戦略管理会計論 監査実施論 商取引法 経営学理論 特殊講義(各テーマ）

会計制度論 企業分析論 監査報告論 会社法 経営戦略・組織論

財表作成簿記論 特殊講義(コンサルティング実務)
特殊講義（自治体

マネジメントと監査）
民法 統計学

特殊講義(公会計論) 特殊講義(不正摘発監査論) 法人税法 ミクロ経済学

特殊講義((BATIC演習) 特殊講義(国際監査事例研究) 上級税務会計論 特殊講義(資本市場論)

特殊講義(IFRS演習) 特殊講義(会計検査制度論) 特殊講義(民法（債権）) 特殊講義(起業・株式公開事例研究)

特殊講義(貸借対照表論)
特殊講義（実践デジタル監査演習・

ICAEA JAPAN寄附講座）

特殊講義(連結会計実務)

2年次 英文会計論 ｺｽﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 内部監査論 上級会社法 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ論

IFRS会計論 企業価値ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 国際監査基準論 租税法理論 イ ンベストメント論

組織再編会計論 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｺﾝﾄﾛｰﾙ・ｼｽﾃﾑ論 租税法会計論 マクロ経済学

国際税務論

応用・実践科目群 1年次 基本会計プログラ ム演習 管理会計事例研究 監査事例研究 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

会計事例研究 基本監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ演習 論文指導（導入）

会社経理実務 論文指導（基礎）

監査法人イ ンターンシップ

企業イ ンターンシップ

2年次 実践会計プログラ ム演習 国際管理会計事例研究 ＊実践監査ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ演習 企業法判例演習 企業実践ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

IFRS事例研究 税務事例研究 論文指導（実践）

ディスクロージャー実務 修士論文

 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-1 から解釈指針 2-1-2-4 で詳細に述べているように、それらの解釈指針は満たされて

いるとともに、本会計大学院の教育課程について、全体としても基準 2-1-2 は満たされている。 

 

解釈指針 2-1-2-1  

基本科目は、会計並びに関連諸科目についての学部レベルでの知識を確認するとともに、会計職

業人として最低限必要とされる知識を教育することを目的とする。会計分野（財務会計、管理会

計、監査）、経済経営分野、IT 分野、法律分野等の各分野について、基本的な授業科目を複数配

置し、これらのうちの主要なものについては選択必修科目とすることが望まれる。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院における基本科目群は、会計専門職教育における積み上げ教育のための基礎的土台作り

の役割を担っており、すべて必修科目である。内訳は、1 年次配当科目として上級簿記論と上級財務会

計論（財務会計系）、上級原価計算論と上級管理会計論（管理会計系）、監査基準論と監査制度論（監査

系）、企業法（法律・税務系）の 7 科目、2 年次配当科目として会計専門職業倫理（監査系）の 1 科目、

合計 8 科目である。 

 なお、入学時点で基本的な会計知識を有していない会計未修者については、その会計的センスを重視

して入学を許可した以上、本会計大学院として責任をもって基本科目を履修可能なレベルにまで引き上

げるために、導入科目群 2 科目（中級商業簿記、中級工業簿記）を配置している。 

 

＜基本科目群（8 科目）の系統別設置科目数（2022年度入学生適用カリキュラム）＞ 

系統 科目数 設置科目 

財務会計系 

管理会計系 

監査系 

  法律・税務系 

  経営・経済系 

2 科目 

2 科目 

3 科目 

1 科目 

0 科目 

上級簿記論、上級財務会計論 

上級原価計算論、上級管理会計論 

監査基準論、監査制度論、会計専門職業倫理 

企業法 

 

横断・個別演習・修士 

論文・インターンシップ 
0 科目 

 

計 8 科目  

 

これらの諸科目の名称に「上級」が付されている理由は、学部上位学年レベルの知識を中級と位置付

け、それらの知識の確認を行うとともに、会計職業人として最低限必要とされる知識を教育することを

目的としていることを明確にするためである。会計未修者に必要な学部上位学年レベルの会計知識は、

導入科目に「中級」と付された 2科目によって提供される。 

 本解釈指針では、経済経営分野、IT 分野の科目についても複数科目を「基本的な授業科目」とし、選

択必修科目とすることが望ましいと述べているが、本会計大学院のカリキュラムは本解釈指針を逸脱す

るものではない。本会計大学院では、「基本科目」を必修科目に限定する方針を採用している。つまり、

「基本的な授業科目」のうち必修科目とすべき科目を「基本科目」と称しているため、経済経営分野や

IT 分野の「基本的な授業科目」については、1 年次から履修可能な発展科目群や応用・実践科目群ある
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いは横断科目として配置し、かつ選択必修にするという科目配置の差異に過ぎず、これら分野において

も段階的学習を求めていることに変わりはない。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-2-2 

発展科目は、基本科目に配置された授業科目を履修していること、あるいはそれらの知識がある

ことを前提として、国際的に通用する会計職業人としての必要な知識を教育することを目的とす

る。基本科目の各授業科目に接続して発展的に授業科目を配置するとともに基本科目にない専門

科目についても複数の授業科目を配置する。これらの授業科目については、各会計大学院の目標

等に応じて、選択必修科目とすることが望まれる。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院における発展科目群は、会計専門職として基礎的な実務対応能力を修得するための科目

群であり、すべて選択必修科目である。これらは基本科目の内容を前提として、その上に積み上げられ

たより高度な科目として位置付けられており、以下で示すように 1年次及び 2年次にバランスよく配置

されている。なお、国際的に通用する知識を身に付ける必要性にかんがみ、発展科目に英文会計論、IFRS

会計論、国際監査基準論、国際税務論を置くほか、特殊講義（BATIC演習）、特殊講義（IFRS演習）、特

殊講義（国際監査事例研究）を置いている。これらの科目のみならず、すべての個々の科目の中で、少

人数教育によるケース・スタディやディベート等、常に国際的に通用する知識・能力の修得が可能なよ

うに心がけられている。 

発展科目群は学則上 32科目であるが、特殊講義（各テーマ）は()内に社会の期待に適ったテーマを掲

載することで、テーマに沿った個別の授業科目を起こすことができる仕組みである。講義要項で確認で

きるように、2022年度は特殊講義をテーマごとに19科目開講してバランスよく配置していることから、

科目数は 50科目となる。 

 

 

＜発展科目群の系統別科目数（2022年度入学生適用カリキュラム 50 科目）＞ 

系統 科目数（内数で特殊講義（各テーマ） 

財務会計系 

管理会計系 

監査系 

法律・税務系 

  経営・経済系 

11 科目（5科目） 

6 科目（1 科目） 

9 科目（5 科目） 

10 科目（1科目） 

  9 科目（2科目）  

横断・個別演習・修士論文・インターンシップ 5 科目（5 科目） 

計 50 科目（19科目） 

 

 基本科目のある系統はもちろん、基本科目を置いていない系統においても、発展科目群は 1 年次と 2

年次に履修可能な科目を適切に区別し、50 科目のうち 1年次配当科目は 30 科目、2 年次配当は 20 科目

である。また発展科目群と応用・実践科目群との間でも積み上げ式の段階的学習が確保できるよう考慮

している。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-2-3  

応用・実践科目は、会計職業人としての最先端の知識を教育するための授業科目を配置するとと

もに、会計専門職業の現場で典型的な判断・事例等をシミュレートした教育手法を取り入れ、独

自の判断力、論理的な思考力を養成することを目的とする。会計倫理や監査判断等については、

事例研究、ディベート、実地調査等の教育手法を取り入れることが望ましい。これらの授業科目

については、各会計大学院が創意工夫して開設することとする。 
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いは横断科目として配置し、かつ選択必修にするという科目配置の差異に過ぎず、これら分野において

も段階的学習を求めていることに変わりはない。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-2-2 

発展科目は、基本科目に配置された授業科目を履修していること、あるいはそれらの知識がある

ことを前提として、国際的に通用する会計職業人としての必要な知識を教育することを目的とす

る。基本科目の各授業科目に接続して発展的に授業科目を配置するとともに基本科目にない専門

科目についても複数の授業科目を配置する。これらの授業科目については、各会計大学院の目標

等に応じて、選択必修科目とすることが望まれる。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院における発展科目群は、会計専門職として基礎的な実務対応能力を修得するための科目

群であり、すべて選択必修科目である。これらは基本科目の内容を前提として、その上に積み上げられ

たより高度な科目として位置付けられており、以下で示すように 1年次及び 2年次にバランスよく配置

されている。なお、国際的に通用する知識を身に付ける必要性にかんがみ、発展科目に英文会計論、IFRS

会計論、国際監査基準論、国際税務論を置くほか、特殊講義（BATIC演習）、特殊講義（IFRS演習）、特

殊講義（国際監査事例研究）を置いている。これらの科目のみならず、すべての個々の科目の中で、少

人数教育によるケース・スタディやディベート等、常に国際的に通用する知識・能力の修得が可能なよ

うに心がけられている。 

発展科目群は学則上 32科目であるが、特殊講義（各テーマ）は()内に社会の期待に適ったテーマを掲

載することで、テーマに沿った個別の授業科目を起こすことができる仕組みである。講義要項で確認で

きるように、2022年度は特殊講義をテーマごとに19科目開講してバランスよく配置していることから、

科目数は 50科目となる。 

 

 

＜発展科目群の系統別科目数（2022年度入学生適用カリキュラム 50 科目）＞ 

系統 科目数（内数で特殊講義（各テーマ） 

財務会計系 

管理会計系 

監査系 

法律・税務系 

  経営・経済系 

11 科目（5科目） 

6 科目（1 科目） 

9 科目（5 科目） 

10 科目（1科目） 

  9 科目（2科目）  

横断・個別演習・修士論文・インターンシップ 5 科目（5 科目） 

計 50 科目（19科目） 

 

 基本科目のある系統はもちろん、基本科目を置いていない系統においても、発展科目群は 1 年次と 2

年次に履修可能な科目を適切に区別し、50 科目のうち 1年次配当科目は 30 科目、2 年次配当は 20 科目

である。また発展科目群と応用・実践科目群との間でも積み上げ式の段階的学習が確保できるよう考慮

している。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-2-3  

応用・実践科目は、会計職業人としての最先端の知識を教育するための授業科目を配置するとと

もに、会計専門職業の現場で典型的な判断・事例等をシミュレートした教育手法を取り入れ、独

自の判断力、論理的な思考力を養成することを目的とする。会計倫理や監査判断等については、

事例研究、ディベート、実地調査等の教育手法を取り入れることが望ましい。これらの授業科目

については、各会計大学院が創意工夫して開設することとする。 
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【現状の説明】 

 本会計大学院における応用・実践科目群は、会計専門職として実践的な実務適応能力を修得するため

の科目群であり、すべて選択必修科目である。科目数は 21 科目であり、1 年次配当は 11 科目、2 年次

配当は 10 科目である。 

 

＜応用・実践科目群（21 科目）の系統別科目数（2022 年度入学生適用カリキュラム）＞ 

系統 科目数 

財務会計系 

管理会計系 

監査系 

法律・税務系 

  経営・経済系 

6 科目 

2 科目 

2 科目 

2 科目 

1 科目 

横断・個別演習・修士論文・インターンシップ 8 科目 

計 21 科目 

 

応用・実践科目群では、導入科目群、基本科目群及び発展科目群で得た知識の基盤の上に、実践性の

高い事例研究等を配置し、事例研究と称しない科目においても、独自の判断力や論理的な思考力を養成

することを目的としている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-2-4 

特定の科目群に授業科目が偏ることのないように、各科目が各科目群に適切に配置されているこ

と。 

 

【現状の説明】 

 財務会計系 20 科目（導入科目 1 科目を含む）は、第 1 段階に上級簿記論と上級財務会計論を基本科

目群として、第 2 段階に会計基準論、会計制度論、財表作成簿記論、特殊講義（公会計論）、特殊講義

（BATIC 演習）、特殊講義（IFRS 演習）、特殊講義（貸借対照表論）、特殊講義（連結会計実務）、英文会

計論、IFRS会計論、組織再編会計論を発展科目群として配置している。この段階までで高度会計専門職

業資格に必要な財務会計に関する一通りの知識が身に付くようにしている。そして、第 3段階には、応

用・実践科目群に基本会計プログラム演習、会計事例研究、会社経理実務、実践会計プログラム演習、

IFRS 事例研究、ディスクロージャー実務の科目を配置している。 

 このような 3 段階の積み上げ方式を採用している系統は、管理会計系 11 科目（導入科目 1 科目を含

む）、監査系 15 科目、法律・税務系 13 科目である。 

 

 

 管理会計系では、第 1 段階の基本科目群に上級原価計算論と上級管理会計論、第 2 段階の発展科目群

に戦略管理会計論、企業分析論、特殊講義（コンサルティング実務）、コストマネジメント論、企業価値

マネジメント論、マネジメント・コントロール・システム論を配置しており、この段階までで高度会計

専門職業資格に必要な管理会計に関する一通りの知識が身に付くことになる。そして、第 3 段階の応用・

実践科目群に管理会計事例研究、国際管理会計事例研究を配置している。 

 監査系では、第 1 段階の基本科目群に監査制度論、監査基準論、会計専門職業倫理、第 2 段階の発展

科目群に監査実施論、監査報告論、特殊講義（自治体マネジメントと監査）、特殊講義（不正摘発監査

論）、特殊講義（国際監査事例研究）、特殊講義（会計検査制度論）、特殊講義（実践デジタル監査演習・

ICAEA JAPAN寄附講座）、内部監査論、国際監査基準論を配置しており、この段階までで高度会計専門職

業資格に必要な監査に関する一通りの知識が身に付くことになる。そして、第 3 段階の応用・実践科目

群に、監査事例研究、基本監査プログラム演習、実践監査プログラム演習を配置している。 

 法律・税務系では、第 1 段階の基本科目群に企業法、第 2 段階の発展科目群に商取引法、会社法、民

法、法人税法、上級税務会計論、特殊講義（民法（債権））、上級会社法、租税法理論、租税法会計論、

国際税務論などの科目を配置しており、この段階までで高度会計専門職業資格に必要な法律・税務に関

する一通りの知識が身に付くことになる。そして、第 3段階の応用・実践科目群として、企業法判例演

習、税務事例研究を配置している。 

 これらとは異なり、経営・経済系 10 科目は、教育効果が高まるように発展科目と応用・実践科目の 2

段階に配置している。さらに、2 年間の在学年数は 4 学期に区分されるため、4 学期で段階的に履修で

きるように科目の開講学期を工夫している。 

 以上のことから分かるように、本会計大学院のカリキュラム体系は、的確に区分された 3 段階の積み

上げ方式であり、特定の科目群に授業科目が偏ることのないように、各科目がバランスよく配置されて

いる。基本科目群は、その特性上、学部レベルでの知識の確認と、会計職業人として最低限必要とされ

る知識の教育を目的としているので、8 科目を配置するにとどめているが、発展科目群と応用・実践科

目群には系統ごとに多彩な科目が多く配置されており、学生の戦略的な学習要望やキャリア設計にも対

応できるように工夫されている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-4 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

2-1-3  

基準 2-1-2 の各号のすべてにわたって教育上の目的に応じて適当と認められる単位数以上の

授業科目が開設されているとともに、学生の授業科目の履修が同基準各号のいずれかに過度

に偏ることがないように配慮されていること。また、会計大学院の目的に照らして、選択必修

科目、選択科目等の分類が適切に行われ、学生による段階的履修に資するよう各年次にわたっ

て適切に配当されていること。 
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【現状の説明】 

 本会計大学院における応用・実践科目群は、会計専門職として実践的な実務適応能力を修得するため

の科目群であり、すべて選択必修科目である。科目数は 21 科目であり、1 年次配当は 11 科目、2 年次

配当は 10 科目である。 

 

＜応用・実践科目群（21 科目）の系統別科目数（2022 年度入学生適用カリキュラム）＞ 

系統 科目数 

財務会計系 

管理会計系 

監査系 

法律・税務系 

  経営・経済系 

6 科目 

2 科目 

2 科目 

2 科目 

1 科目 

横断・個別演習・修士論文・インターンシップ 8 科目 

計 21 科目 

 

応用・実践科目群では、導入科目群、基本科目群及び発展科目群で得た知識の基盤の上に、実践性の

高い事例研究等を配置し、事例研究と称しない科目においても、独自の判断力や論理的な思考力を養成

することを目的としている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-2-4 

特定の科目群に授業科目が偏ることのないように、各科目が各科目群に適切に配置されているこ

と。 

 

【現状の説明】 

 財務会計系 20 科目（導入科目 1 科目を含む）は、第 1 段階に上級簿記論と上級財務会計論を基本科

目群として、第 2 段階に会計基準論、会計制度論、財表作成簿記論、特殊講義（公会計論）、特殊講義

（BATIC 演習）、特殊講義（IFRS 演習）、特殊講義（貸借対照表論）、特殊講義（連結会計実務）、英文会

計論、IFRS会計論、組織再編会計論を発展科目群として配置している。この段階までで高度会計専門職

業資格に必要な財務会計に関する一通りの知識が身に付くようにしている。そして、第 3段階には、応

用・実践科目群に基本会計プログラム演習、会計事例研究、会社経理実務、実践会計プログラム演習、

IFRS 事例研究、ディスクロージャー実務の科目を配置している。 

 このような 3 段階の積み上げ方式を採用している系統は、管理会計系 11 科目（導入科目 1 科目を含

む）、監査系 15 科目、法律・税務系 13 科目である。 

 

 

 管理会計系では、第 1 段階の基本科目群に上級原価計算論と上級管理会計論、第 2 段階の発展科目群

に戦略管理会計論、企業分析論、特殊講義（コンサルティング実務）、コストマネジメント論、企業価値

マネジメント論、マネジメント・コントロール・システム論を配置しており、この段階までで高度会計

専門職業資格に必要な管理会計に関する一通りの知識が身に付くことになる。そして、第 3 段階の応用・

実践科目群に管理会計事例研究、国際管理会計事例研究を配置している。 

 監査系では、第 1 段階の基本科目群に監査制度論、監査基準論、会計専門職業倫理、第 2 段階の発展

科目群に監査実施論、監査報告論、特殊講義（自治体マネジメントと監査）、特殊講義（不正摘発監査

論）、特殊講義（国際監査事例研究）、特殊講義（会計検査制度論）、特殊講義（実践デジタル監査演習・

ICAEA JAPAN寄附講座）、内部監査論、国際監査基準論を配置しており、この段階までで高度会計専門職

業資格に必要な監査に関する一通りの知識が身に付くことになる。そして、第 3 段階の応用・実践科目

群に、監査事例研究、基本監査プログラム演習、実践監査プログラム演習を配置している。 

 法律・税務系では、第 1 段階の基本科目群に企業法、第 2 段階の発展科目群に商取引法、会社法、民

法、法人税法、上級税務会計論、特殊講義（民法（債権））、上級会社法、租税法理論、租税法会計論、

国際税務論などの科目を配置しており、この段階までで高度会計専門職業資格に必要な法律・税務に関

する一通りの知識が身に付くことになる。そして、第 3段階の応用・実践科目群として、企業法判例演

習、税務事例研究を配置している。 

 これらとは異なり、経営・経済系 10 科目は、教育効果が高まるように発展科目と応用・実践科目の 2

段階に配置している。さらに、2 年間の在学年数は 4 学期に区分されるため、4 学期で段階的に履修で

きるように科目の開講学期を工夫している。 

 以上のことから分かるように、本会計大学院のカリキュラム体系は、的確に区分された 3 段階の積み

上げ方式であり、特定の科目群に授業科目が偏ることのないように、各科目がバランスよく配置されて

いる。基本科目群は、その特性上、学部レベルでの知識の確認と、会計職業人として最低限必要とされ

る知識の教育を目的としているので、8 科目を配置するにとどめているが、発展科目群と応用・実践科

目群には系統ごとに多彩な科目が多く配置されており、学生の戦略的な学習要望やキャリア設計にも対

応できるように工夫されている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-2-4 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

2-1-3  

基準 2-1-2 の各号のすべてにわたって教育上の目的に応じて適当と認められる単位数以上の

授業科目が開設されているとともに、学生の授業科目の履修が同基準各号のいずれかに過度

に偏ることがないように配慮されていること。また、会計大学院の目的に照らして、選択必修

科目、選択科目等の分類が適切に行われ、学生による段階的履修に資するよう各年次にわたっ

て適切に配当されていること。 
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【現状の説明】 

 本会計大学院は、その設立の趣旨に則り、会計分野を中心に授業科目を配置はしているが、同時に教

育理念や育成すべき人材像に照らして、会計分野以外の幅広い授業科目も段階的に履修できるようにし

ている。詳細は、解釈指針 2-1-3-1 と 2-1-3-2に対する回答で示しているとおりである。 

 本会計大学院では、設立当初より、学生に対して会計分野と非会計分野を適度に組み合わせて履修す

るように学習指導している。そのため、公認会計士試験に直結するとみなされる科目に履修が集中した

り、それに直結しない科目に履修者がいなかったり、といった現象は見られない。その意味で、所期の

目論見どおりに本会計大学院の教育理念が徹底され、学生も当該理念に従って履修しているものと考え

られる。 

 なお、すでに基準 2-1-2 及びその解釈指針で説明したように、本会計大学院のカリキュラム体系は、

3 段階の明確な積み上げ方式であり、学生による段階的履修に資するよう各年次にバランスよく配置さ

れている。また、学年の様々なニーズに対応すべく、発展科目 50 科目、応用・実践科目 21科目と十分

な授業科目数が用意されている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-3-1と 2-1-3-2 に対する回答で示したように、基準 2-1-3 は満たされている。 

  

1. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-3-1 

会計分野（財務会計，管理会計，監査）の科目については、資格試験の要件等に配慮して配置す

ること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院の授業科目数は、導入科目群が 2 科目（いずれも 1年次配当）、基本科目群が 8 科目（1

年次配当 7科目、2 年次配当 1 科目）、発展科目群が 50 科目（1 年次配当 29 科目、2 年次配当 21 科目）、

応用・実践科目群が 21科目（1 年次配当 11 科目、2 年次配当 10 科目）で、合計 81科目である。 

これらについては、解釈指針の規定のとおり、会計分野の授業科目が重点的に配置されている。 

 

＜会計分野 3 系統と非会計分野の科目割合（2022年度入学生適用カリキュラム）＞ 

系統 基本科目群 発展科目群 応用・実践科目群 計（比率） 

会計分野 3系統 7 科目 26 科目 10 科目 43 科目（60.6%） 

非会計分野 2 系統 1 科目 19 科目  3 科目 23 科目（32.4%） 

横断・個別演習・修士論

文・インターンシップ 
0 科目 5 科目 0 科目 5 科目 （7.0%） 

計 8 科目 50 科目 14 科目 71 科目 （100%） 

 

本表の作成に当たっては、便宜的に以下の科目を除いている。すなわち、上記の科目群とは別に、会

 

 

計未修者向けの導入科目群 2 科目（中級商業簿記、中級工業簿記）を開講している。また、発展科目群

に属するアカデミック・ソリューション、プロフェッショナル・ソリューション、論文指導（導入）、論

文指導（基礎）、論文指導（実践）、修士論文の 6科目は、それぞれ研究者教員が担当して開講されるが、

研究者教員の専門によって会計分野と非会計分野の両方にまたがっている。これらに加え、インターン

シップ 2 科目を除いた 71 科目で、会計科目と非会計科目の比率を算出している。 

 

【点検・自己評価】 

 上述のように、相対的に会計科目を重点的に配置していることが確認できる。解釈指針 2-1-3-1 は満

たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-3-2 

会計職業人が備えるべき資質・能力の観点から、会計分野の科目以外にも、各会計大学院の設置

理念に応じて幅広い科目を設置すること。 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 2-1-3-1 で示した表にあるとおり、非会計分野は科目数で 23 科目（32.4%）を占めている。

また、横断科目 5 科目を加えると、28 科目（39.4%）に及ぶ。さらに、同表で便宜的に除いた                                                                                  

個別演習・修士論文・インターンシップの 8科目を合わせて考えると、高度会計専門職の広範かつ多様

な実践的能力を支える科目を幅広く配置していることが確認できる。 

 

【点検・自己評価】 

上述のように、会計分野以外にも幅広く多様な授業科目を配置していることが確認できる。解釈指針

2-1-3-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

2-1-4  

各授業科目における、授業時間等の設定が、単位数との関係において、大学設置基準第 21 条

から第 23 条までの規定に照らして適切であること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、会計専門職業人にとって最も肝要となる基本科目群を 1 年次春学期に配置し、基

本的知識を修得したうえで、選択必修科目である発展科目群と応用・実践科目群を履修するように、積

み上げ式の段階的なカリキュラム設計がなされている。なお、入学時点で基本的な会計知識を有してい
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【現状の説明】 

 本会計大学院は、その設立の趣旨に則り、会計分野を中心に授業科目を配置はしているが、同時に教

育理念や育成すべき人材像に照らして、会計分野以外の幅広い授業科目も段階的に履修できるようにし

ている。詳細は、解釈指針 2-1-3-1 と 2-1-3-2に対する回答で示しているとおりである。 

 本会計大学院では、設立当初より、学生に対して会計分野と非会計分野を適度に組み合わせて履修す

るように学習指導している。そのため、公認会計士試験に直結するとみなされる科目に履修が集中した

り、それに直結しない科目に履修者がいなかったり、といった現象は見られない。その意味で、所期の

目論見どおりに本会計大学院の教育理念が徹底され、学生も当該理念に従って履修しているものと考え

られる。 

 なお、すでに基準 2-1-2 及びその解釈指針で説明したように、本会計大学院のカリキュラム体系は、

3 段階の明確な積み上げ方式であり、学生による段階的履修に資するよう各年次にバランスよく配置さ

れている。また、学年の様々なニーズに対応すべく、発展科目 50 科目、応用・実践科目 21科目と十分

な授業科目数が用意されている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 2-1-3-1と 2-1-3-2 に対する回答で示したように、基準 2-1-3 は満たされている。 

  

1. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-3-1 

会計分野（財務会計，管理会計，監査）の科目については、資格試験の要件等に配慮して配置す

ること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院の授業科目数は、導入科目群が 2 科目（いずれも 1年次配当）、基本科目群が 8 科目（1

年次配当 7科目、2 年次配当 1 科目）、発展科目群が 50 科目（1 年次配当 29 科目、2 年次配当 21 科目）、

応用・実践科目群が 21科目（1 年次配当 11 科目、2 年次配当 10 科目）で、合計 81科目である。 

これらについては、解釈指針の規定のとおり、会計分野の授業科目が重点的に配置されている。 

 

＜会計分野 3 系統と非会計分野の科目割合（2022年度入学生適用カリキュラム）＞ 

系統 基本科目群 発展科目群 応用・実践科目群 計（比率） 

会計分野 3系統 7 科目 26 科目 10 科目 43 科目（60.6%） 

非会計分野 2 系統 1 科目 19 科目  3 科目 23 科目（32.4%） 

横断・個別演習・修士論

文・インターンシップ 
0 科目 5 科目 0 科目 5 科目 （7.0%） 

計 8 科目 50 科目 14 科目 71 科目 （100%） 

 

本表の作成に当たっては、便宜的に以下の科目を除いている。すなわち、上記の科目群とは別に、会

 

 

計未修者向けの導入科目群 2 科目（中級商業簿記、中級工業簿記）を開講している。また、発展科目群

に属するアカデミック・ソリューション、プロフェッショナル・ソリューション、論文指導（導入）、論

文指導（基礎）、論文指導（実践）、修士論文の 6科目は、それぞれ研究者教員が担当して開講されるが、

研究者教員の専門によって会計分野と非会計分野の両方にまたがっている。これらに加え、インターン

シップ 2 科目を除いた 71 科目で、会計科目と非会計科目の比率を算出している。 

 

【点検・自己評価】 

 上述のように、相対的に会計科目を重点的に配置していることが確認できる。解釈指針 2-1-3-1 は満

たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 2-1-3-2 

会計職業人が備えるべき資質・能力の観点から、会計分野の科目以外にも、各会計大学院の設置

理念に応じて幅広い科目を設置すること。 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 2-1-3-1 で示した表にあるとおり、非会計分野は科目数で 23 科目（32.4%）を占めている。

また、横断科目 5 科目を加えると、28 科目（39.4%）に及ぶ。さらに、同表で便宜的に除いた                                                                                  

個別演習・修士論文・インターンシップの 8科目を合わせて考えると、高度会計専門職の広範かつ多様

な実践的能力を支える科目を幅広く配置していることが確認できる。 

 

【点検・自己評価】 

上述のように、会計分野以外にも幅広く多様な授業科目を配置していることが確認できる。解釈指針

2-1-3-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

2-1-4  

各授業科目における、授業時間等の設定が、単位数との関係において、大学設置基準第 21 条

から第 23 条までの規定に照らして適切であること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、会計専門職業人にとって最も肝要となる基本科目群を 1 年次春学期に配置し、基

本的知識を修得したうえで、選択必修科目である発展科目群と応用・実践科目群を履修するように、積

み上げ式の段階的なカリキュラム設計がなされている。なお、入学時点で基本的な会計知識を有してい
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ない会計未修者については、導入科目群 2 科目（中級商業簿記、中級工業簿記）の履修と単位修得を義

務付けている。また、基本科目群の科目は、進級要件と直接的に重要な関係があることから、導入科目

群履修者や春学期の基本科目群不合格者に配慮するため、原則として秋学期にも全科目を開講している。 

本会計大学院の修了所要単位数は 48 単位である。また、1 年間の履修制限を 32 単位としている（導

入科目群科目、監査法人インターンシップ、企業インターンシップを除く）。科目の単位数は、応用・実

践科目群の論文指導（実践）と修士論文は通年（30 週）で 4 単位、アカデミック・ソリューションとプ

ロフェッショナル・ソリューションは通年隔週（15 週）で 2 単位、それ以外の授業科目はすべて、半期

（15 週）で 2 単位としている。 

 

【点検・自己評価】 

授業時間の設定と単位数については、大学設置基準第 21条から第 23条までの規定に照らして適切で

ある。基準 2-1-4 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

3. 会計専門職大学院時間割（2022年度） 

4. 休講・補講一覧（2022 年度） 

 

  

 

 

第３章 教育方法 

 

3-1 授業を行う学生数 

3-1-1  

会計大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなけ

ればならないことが基本であることにかんがみ、一の授業科目について同時に授業を行う学

生数が、この観点から適切な規模に維持されていること。 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 3-1-1-1 から 3-1-1-3 において説明するように、圧倒的多数のクラスが少人数であり、双方

向的又は多方向的な密度の高い教育が行われる環境が確保されている。 

  

【点検・自己評価】 

解釈指針 3-1-1-1 から 3-1-1-3 において点検・自己評価したように、基準 3-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．授業科目担任者一覧（2022 年度） 

2. 専任教員授業科目担任・時間数一覧（2022年度） 

 

解釈指針 3-1-1-1 

会計大学院においては、すべての授業科目について、当該授業科目の性質及び教育課程上の位

置付けに応じて、受講する学生数は教育効果が十分に期待できる適切な規模であること。 

 

【現状の説明】 

 2022 年度における開講科目 81 科目（109 クラス）の総履修者数は 1639 名であり、1 クラス当たりの

平均履修者数は 15.0 名である。この人数は双方向的又は多方向的な密度の高い教育を行うために適切

な規模である。 

 この 81 科目のうち、特に学生数の管理が求められる基本科目群については、8 科目 24 クラス（春学

期 2 クラスと秋学期 1クラス）の総履修者数は 528 名であり、1 クラス当たりの平均履修者数は 22.0 名

である。 

 同様に、個別演習科目（ソリューションの 2 科目）と修士論文科目（特に論文指導（実践））について

も、その科目の特性上、学生数の管理が求められるところであるが、アカデミック・ソリューション（1

年次）は、2022 年度に開講された 4 クラスの総履修者数が 41 名であり、1 クラス当たりの平均履修者

数は 10.3 名であった。プロフェッショナル・ソリューション（2 年次）は、2022年度に開講された 3 ク

ラスの総履修者数が 19名であり、1クラス当たりの平均履修者数は 6.3 名である。また、「論文指導（実

践）」は、2022 年度に開講された 3クラスの総履修者数が 11 名であり、1 クラス当たりの平均履修者数

は 3.7 名である。このように、個別演習科目と修士論文科目についても、少人数教育が徹底されている。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院におけるすべての科目の履修者数は、教育効果が十分に期待できる適切な規模であり、
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ない会計未修者については、導入科目群 2 科目（中級商業簿記、中級工業簿記）の履修と単位修得を義

務付けている。また、基本科目群の科目は、進級要件と直接的に重要な関係があることから、導入科目

群履修者や春学期の基本科目群不合格者に配慮するため、原則として秋学期にも全科目を開講している。 

本会計大学院の修了所要単位数は 48 単位である。また、1 年間の履修制限を 32 単位としている（導

入科目群科目、監査法人インターンシップ、企業インターンシップを除く）。科目の単位数は、応用・実

践科目群の論文指導（実践）と修士論文は通年（30 週）で 4 単位、アカデミック・ソリューションとプ

ロフェッショナル・ソリューションは通年隔週（15 週）で 2 単位、それ以外の授業科目はすべて、半期

（15 週）で 2 単位としている。 

 

【点検・自己評価】 

授業時間の設定と単位数については、大学設置基準第 21条から第 23条までの規定に照らして適切で

ある。基準 2-1-4 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

3. 会計専門職大学院時間割（2022年度） 

4. 休講・補講一覧（2022 年度） 

 

  

 

 

第３章 教育方法 

 

3-1 授業を行う学生数 

3-1-1  

会計大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなけ

ればならないことが基本であることにかんがみ、一の授業科目について同時に授業を行う学

生数が、この観点から適切な規模に維持されていること。 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 3-1-1-1 から 3-1-1-3 において説明するように、圧倒的多数のクラスが少人数であり、双方

向的又は多方向的な密度の高い教育が行われる環境が確保されている。 

  

【点検・自己評価】 

解釈指針 3-1-1-1 から 3-1-1-3 において点検・自己評価したように、基準 3-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．授業科目担任者一覧（2022 年度） 

2. 専任教員授業科目担任・時間数一覧（2022年度） 

 

解釈指針 3-1-1-1 

会計大学院においては、すべての授業科目について、当該授業科目の性質及び教育課程上の位

置付けに応じて、受講する学生数は教育効果が十分に期待できる適切な規模であること。 

 

【現状の説明】 

 2022 年度における開講科目 81 科目（109 クラス）の総履修者数は 1639 名であり、1 クラス当たりの

平均履修者数は 15.0 名である。この人数は双方向的又は多方向的な密度の高い教育を行うために適切

な規模である。 

 この 81 科目のうち、特に学生数の管理が求められる基本科目群については、8 科目 24 クラス（春学

期 2 クラスと秋学期 1クラス）の総履修者数は 528 名であり、1 クラス当たりの平均履修者数は 22.0 名

である。 

 同様に、個別演習科目（ソリューションの 2 科目）と修士論文科目（特に論文指導（実践））について

も、その科目の特性上、学生数の管理が求められるところであるが、アカデミック・ソリューション（1

年次）は、2022 年度に開講された 4 クラスの総履修者数が 41 名であり、1 クラス当たりの平均履修者

数は 10.3 名であった。プロフェッショナル・ソリューション（2 年次）は、2022年度に開講された 3 ク

ラスの総履修者数が 19名であり、1クラス当たりの平均履修者数は 6.3 名である。また、「論文指導（実

践）」は、2022 年度に開講された 3クラスの総履修者数が 11 名であり、1 クラス当たりの平均履修者数

は 3.7 名である。このように、個別演習科目と修士論文科目についても、少人数教育が徹底されている。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院におけるすべての科目の履修者数は、教育効果が十分に期待できる適切な規模であり、
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解釈指針 3-1-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．授業科目担任者一覧（2022 年度） 

2. 専任教員授業科目担任・時間数一覧（2022年度） 

3. 授業科目別履修者数統計表（2022 年度） 

 

解釈指針 3-1-1-2 

基準３－１－１にいう「学生数」とは、実際に当該科目を履修する者全員の数を指し、会計大

学院において当該科目を初めて履修する学生に加えて、次に掲げる者を含む。 

（1）当該科目を再履修している者。 

（2）当該科目の履修を認められている他専攻の学生，他研究科の学生（以下、合わせて「他

専攻等の学生」という。） 及び科目等履修生。 

 

【現状の説明】 

解釈指針 3-1-1-1 で示した学生数には、解釈指針 3-1-1-2で掲げる者を含んでいる。よって、再履修

及び他専攻等の学生を含めても、解釈指針 3-1-1-1 において説明した内容に変わりはない。 

 

【点検・自己評価】 

 この解釈指針を考慮しても、基準 3-1-1 及び解釈指針 3-1-1-1 の判断は変わるものではない。本会計

大学院におけるすべての科目の履修者数は一定規模以内であるといえる。 

 

解釈指針 3-1-1-3 

他専攻等の学生及び科目等履修生による会計大学院の科目の履修は、当該科目の性質等に照ら

して適切な場合に限られていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院生（正規学生）以外の受入れについては、制度上、①本学大学院の他研究科に所属する

学生による追加科目としての受講、②本会計大学院が募集する科目等履修生・聴講生としての受講、③

単位互換制度による他大学所属の大学院生による受講、④所定基準を満たした本学学生による所属学部

の入学前履修としての受講、⑤本会計大学院入学予定者による入学前特別教育としての受講の 5 つであ

る。受講の申し出があった場合、本会計大学院の教授会において、申請者の学力や適性を審査するとと

もに、正規学生の学習環境に影響が生じないよう、当該受講科目の受講者数等を勘案のうえ、審査を行

っている。また、科目等履修生・聴講生の募集要項には、正規学生を優先するため、教室収容人数等、

授業運営上支障が出る場合は、履修を許可できないことがある旨を明示している。 

 

【点検・自己評価】 

広く社会に、あるいは学内の他専攻に科目を開放する仕組みを整えているが、その際にも、本会計

大学院の正規学生の学習環境に影響が生じないよう、対象となる授業科目を定め、正規学生以外の受

講者数の管理を行うなどの措置を講じている。解釈指針 3-1-1-3 は満たされている。 

 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院科目等履修生・聴講生出願要項（2022年度） 

2. 夜間集中ビジネス講座パンフレット（2022年度） 

3. 留学生別科生の科目等履修出願要項（2022年度） 

4. 会計研究科授業科目入学前履修要項（2022年度） 

5. 会計研究科授業科目の入学前特別教育について（2022年度） 

6. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

7. 授業科目別履修者数統計表（2022年度） 

 

3-2 授業の方法 

3-2-1  

会計大学院における授業は、次に掲げる事項を考慮したものであること｡ 

（1）専門的な会計知識を確実に修得させるとともに、事実に即して具体的な問題を解決してい

くために必要な分析能力及び議論の能力、会計判断を関係当事者に正しく伝える能力その

他の会計職業人として必要な能力を育成するために、授業科目の性質に応じた適切な方法

がとられていること。 

（2）１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基準と方法が

あらかじめ学生に周知されていること｡ 

（3）授業の効果を十分にあげられるよう、授業時間外における学習を充実させるための措置が

講じられていること｡ 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 3-2-1-1 から 3-2-1-5 において説明するように、本解釈指針の（1）については、少人数のク

ラス編成を行い、それぞれの系統及び科目群に対応した教育内容と方法を採用している。（2）について

は、授業概要、全 15 回の授業計画、到達目標、成績評価の方法・基準などを明記した詳細なシラバスを

作成して新入生の指導行事の際に配布し、専任教員が履修・学習相談に応じるほか、そのシラバスはウ

ェブページ上でも公開している。（3）については、シラバスで全 15 回の授業計画を明示して学生の予

習・復習に資するようにするほか、授業時間外学習の方法を具体的に記載したり、専任教員がオフィス

アワーを実施したりして、学生の授業時間外における学習をサポートしている。 

 

【点検・自己評価】 

 本基準 3-2-1 が示す考慮事項は、すべて具体的に行われている。基準 3-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

 

解釈指針3-2-1-1  

｢専門的な会計知識｣とは、当該授業科目において会計職業人として一般に必要と考えられる水

準及び範囲の会計知識をいうものとする｡ 
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解釈指針 3-1-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．授業科目担任者一覧（2022 年度） 

2. 専任教員授業科目担任・時間数一覧（2022年度） 

3. 授業科目別履修者数統計表（2022 年度） 

 

解釈指針 3-1-1-2 

基準３－１－１にいう「学生数」とは、実際に当該科目を履修する者全員の数を指し、会計大

学院において当該科目を初めて履修する学生に加えて、次に掲げる者を含む。 

（1）当該科目を再履修している者。 

（2）当該科目の履修を認められている他専攻の学生，他研究科の学生（以下、合わせて「他

専攻等の学生」という。） 及び科目等履修生。 

 

【現状の説明】 

解釈指針 3-1-1-1 で示した学生数には、解釈指針 3-1-1-2で掲げる者を含んでいる。よって、再履修

及び他専攻等の学生を含めても、解釈指針 3-1-1-1 において説明した内容に変わりはない。 

 

【点検・自己評価】 

 この解釈指針を考慮しても、基準 3-1-1 及び解釈指針 3-1-1-1 の判断は変わるものではない。本会計

大学院におけるすべての科目の履修者数は一定規模以内であるといえる。 

 

解釈指針 3-1-1-3 

他専攻等の学生及び科目等履修生による会計大学院の科目の履修は、当該科目の性質等に照ら

して適切な場合に限られていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院生（正規学生）以外の受入れについては、制度上、①本学大学院の他研究科に所属する

学生による追加科目としての受講、②本会計大学院が募集する科目等履修生・聴講生としての受講、③

単位互換制度による他大学所属の大学院生による受講、④所定基準を満たした本学学生による所属学部

の入学前履修としての受講、⑤本会計大学院入学予定者による入学前特別教育としての受講の 5 つであ

る。受講の申し出があった場合、本会計大学院の教授会において、申請者の学力や適性を審査するとと

もに、正規学生の学習環境に影響が生じないよう、当該受講科目の受講者数等を勘案のうえ、審査を行

っている。また、科目等履修生・聴講生の募集要項には、正規学生を優先するため、教室収容人数等、

授業運営上支障が出る場合は、履修を許可できないことがある旨を明示している。 

 

【点検・自己評価】 

広く社会に、あるいは学内の他専攻に科目を開放する仕組みを整えているが、その際にも、本会計

大学院の正規学生の学習環境に影響が生じないよう、対象となる授業科目を定め、正規学生以外の受

講者数の管理を行うなどの措置を講じている。解釈指針 3-1-1-3 は満たされている。 

 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院科目等履修生・聴講生出願要項（2022年度） 

2. 夜間集中ビジネス講座パンフレット（2022年度） 

3. 留学生別科生の科目等履修出願要項（2022年度） 

4. 会計研究科授業科目入学前履修要項（2022年度） 

5. 会計研究科授業科目の入学前特別教育について（2022年度） 

6. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

7. 授業科目別履修者数統計表（2022年度） 

 

3-2 授業の方法 

3-2-1  

会計大学院における授業は、次に掲げる事項を考慮したものであること｡ 

（1）専門的な会計知識を確実に修得させるとともに、事実に即して具体的な問題を解決してい

くために必要な分析能力及び議論の能力、会計判断を関係当事者に正しく伝える能力その

他の会計職業人として必要な能力を育成するために、授業科目の性質に応じた適切な方法

がとられていること。 

（2）１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基準と方法が

あらかじめ学生に周知されていること｡ 

（3）授業の効果を十分にあげられるよう、授業時間外における学習を充実させるための措置が

講じられていること｡ 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 3-2-1-1 から 3-2-1-5 において説明するように、本解釈指針の（1）については、少人数のク

ラス編成を行い、それぞれの系統及び科目群に対応した教育内容と方法を採用している。（2）について

は、授業概要、全 15 回の授業計画、到達目標、成績評価の方法・基準などを明記した詳細なシラバスを

作成して新入生の指導行事の際に配布し、専任教員が履修・学習相談に応じるほか、そのシラバスはウ

ェブページ上でも公開している。（3）については、シラバスで全 15 回の授業計画を明示して学生の予

習・復習に資するようにするほか、授業時間外学習の方法を具体的に記載したり、専任教員がオフィス

アワーを実施したりして、学生の授業時間外における学習をサポートしている。 

 

【点検・自己評価】 

 本基準 3-2-1 が示す考慮事項は、すべて具体的に行われている。基準 3-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

 

解釈指針3-2-1-1  

｢専門的な会計知識｣とは、当該授業科目において会計職業人として一般に必要と考えられる水

準及び範囲の会計知識をいうものとする｡ 
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【現状の説明】 

本会計大学院では、「専門的な会計知識」を解釈指針 3-2-1-1 に示されたとおりに理解したうえで、応

用・実践科目群においてより高度な水準及び範囲の専門的な会計知識を提供している。基本的には、授

業科目担当者が科目の水準及び範囲を定めているが、科目の特性上、相互にレビューが可能な科目につ

いては、日常の意見交換や FD を通じて、各授業科目担当者が科目の水準及び範囲を再検討している。

もちろん、その水準及び範囲を教える方法については多様であり、各授業科目担当者が重点の置き所を

変えている。これらについては、各年度のシラバスや『FD 活動報告書』で確認することができる。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-2-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 

解釈指針3-2-1-2 

 ｢事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な分析能力及び議論の能力、会計判断

を関係当事者に正しく伝える能力その他の会計職業人として必要な能力｣とは、具体的事例に的

確に対応することのできる能力をいうものとする｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、「事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な分析能力及び議論の能

力、会計判断を関係当事者に正しく伝える能力その他の会計職業人として必要な能力｣を、解釈指針 3-

2-1-2 に示されたとおりに理解している。学生にその能力を身に付けさせるため、本会計大学院では、

特に個別演習科目として、1 年次配当のアカデミック・ソリューション、2 年次配当のプロフェッショ

ナル・ソリューションを設置している。 

アカデミック・ソリューションでは一般的な学習能力が鍛えられ、プロフェッショナル・ソリューシ

ョンでは担当教員の専門分野に基づいた個別指導によって、具体的な問題解決力や分析力、ディスカッ

ション力を養成する。 

 このような個別演習科目や修士論文科目以外の授業科目では、一般的に、発展科目群と応用・実践科

目群において、より具体的な事例に即した問題解決のトレーニングやディスカッションが行われている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-2-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 

解釈指針3-2-1-3  

｢授業科目の性質に応じた適切な方法｣とは、各授業科目の目的を効果的に達成するため、少人

数による双方向的又は多方向的な討論(教員と学生の間、又は学生相互の間において、質疑応

 

 

答や討論が行われていることをいう。)、実地調査、事例研究その他の方法であって、適切な

教材等を用いて行われるものをいうものとする｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、すべての授業科目において、基本的に双方向的又は多方向的な討論が行われてい

る。個別演習科目の 2 科目（アカデミック・ソリューション、プロフェッショナル・ソリューション）

と修士論文科目の 4 科目（論文指導（導入）、論文指導（基礎）、論文指導（実践）、修士論文）について

は、原則として、双方向的又は多方向的な授業が確実に行われている。これらの個別演習科目及び修士

論文科目以外の授業科目でも、事例研究、判例演習、プログラム演習などの科目では、双方向的又は多

方向的な討論が行われている。特に、プログラム演習の諸科目では、会計実務や監査実務のために開発

された専門的なソフトウエアを使用し、実際にデータを処理させるなど、実践を想定したトレーニング

が行われている。 

本会計大学院の教員は、本解釈指針にいう「授業科目の性質に応じた適切な方法｣を、本解釈指針に示

されたとおりに理解している。個別演習科目では、担当教員の個性が出るものの、いずれの担当クラス

においても活発な討論と工夫された報告などの機会が十分に確保されている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-2-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 

解釈指針3-2-1-4  

学生が事前事後の学習を効果的に行うための適切な具体的措置としては、次に掲げるもの

が考えられる｡ 

（1）授業時間割が学生の自習時間を十分に考慮したものであること｡ 

（2）関係資料が配布され、予習事項等が事前に周知されていること｡ 

（3）予習又は復習に関して、教員による適切な指示がなされていること｡ 

（4）授業時間外の自習が可能となるよう、第10章の各基準に適合する自習室スペースや教 

材、データベース等の施設、設備及び図書が備えられていること｡ 

 

【現状の説明】 

本解釈指針の（1）については、年間の履修制限単位を 32単位（各学期 16 単位を目安）としているの

で、学生が上限まで履修すると仮定して、1 年次春学期に基本科目群を集中的に履修するとしても、週

に最大 8 科目（例えば、基本科目 7 科目と発展科目 1 科目）となり、1 日平均 2 科目以内の講義を受け

ることで済むようになっている。さらに、本会計大学院は原則として昼間開講のため、授業時間は 1～

5 時限（9 時～17時 50 分）としており、毎年度策定する時間割編成方針に基づき、原則として、1 年次

配当の基本科目群は 2 時限と 3 時限、個別演習科目と修士論文科目は 1 時限又は 5 時限に配置してい

る。このように、教育効果及び学生の自習時間に配慮した時間割編成方針により、学生が予習・復習等

の時間を確保しやすいようにしている。 
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【現状の説明】 

本会計大学院では、「専門的な会計知識」を解釈指針 3-2-1-1 に示されたとおりに理解したうえで、応

用・実践科目群においてより高度な水準及び範囲の専門的な会計知識を提供している。基本的には、授

業科目担当者が科目の水準及び範囲を定めているが、科目の特性上、相互にレビューが可能な科目につ

いては、日常の意見交換や FD を通じて、各授業科目担当者が科目の水準及び範囲を再検討している。

もちろん、その水準及び範囲を教える方法については多様であり、各授業科目担当者が重点の置き所を

変えている。これらについては、各年度のシラバスや『FD 活動報告書』で確認することができる。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-2-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 

解釈指針3-2-1-2 

 ｢事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な分析能力及び議論の能力、会計判断

を関係当事者に正しく伝える能力その他の会計職業人として必要な能力｣とは、具体的事例に的

確に対応することのできる能力をいうものとする｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、「事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な分析能力及び議論の能

力、会計判断を関係当事者に正しく伝える能力その他の会計職業人として必要な能力｣を、解釈指針 3-

2-1-2 に示されたとおりに理解している。学生にその能力を身に付けさせるため、本会計大学院では、

特に個別演習科目として、1 年次配当のアカデミック・ソリューション、2 年次配当のプロフェッショ

ナル・ソリューションを設置している。 

アカデミック・ソリューションでは一般的な学習能力が鍛えられ、プロフェッショナル・ソリューシ

ョンでは担当教員の専門分野に基づいた個別指導によって、具体的な問題解決力や分析力、ディスカッ

ション力を養成する。 

 このような個別演習科目や修士論文科目以外の授業科目では、一般的に、発展科目群と応用・実践科

目群において、より具体的な事例に即した問題解決のトレーニングやディスカッションが行われている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-2-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 

解釈指針3-2-1-3  

｢授業科目の性質に応じた適切な方法｣とは、各授業科目の目的を効果的に達成するため、少人

数による双方向的又は多方向的な討論(教員と学生の間、又は学生相互の間において、質疑応

 

 

答や討論が行われていることをいう。)、実地調査、事例研究その他の方法であって、適切な

教材等を用いて行われるものをいうものとする｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、すべての授業科目において、基本的に双方向的又は多方向的な討論が行われてい

る。個別演習科目の 2 科目（アカデミック・ソリューション、プロフェッショナル・ソリューション）

と修士論文科目の 4 科目（論文指導（導入）、論文指導（基礎）、論文指導（実践）、修士論文）について

は、原則として、双方向的又は多方向的な授業が確実に行われている。これらの個別演習科目及び修士

論文科目以外の授業科目でも、事例研究、判例演習、プログラム演習などの科目では、双方向的又は多

方向的な討論が行われている。特に、プログラム演習の諸科目では、会計実務や監査実務のために開発

された専門的なソフトウエアを使用し、実際にデータを処理させるなど、実践を想定したトレーニング

が行われている。 

本会計大学院の教員は、本解釈指針にいう「授業科目の性質に応じた適切な方法｣を、本解釈指針に示

されたとおりに理解している。個別演習科目では、担当教員の個性が出るものの、いずれの担当クラス

においても活発な討論と工夫された報告などの機会が十分に確保されている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-2-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 

解釈指針3-2-1-4  

学生が事前事後の学習を効果的に行うための適切な具体的措置としては、次に掲げるもの

が考えられる｡ 

（1）授業時間割が学生の自習時間を十分に考慮したものであること｡ 

（2）関係資料が配布され、予習事項等が事前に周知されていること｡ 

（3）予習又は復習に関して、教員による適切な指示がなされていること｡ 

（4）授業時間外の自習が可能となるよう、第10章の各基準に適合する自習室スペースや教 

材、データベース等の施設、設備及び図書が備えられていること｡ 

 

【現状の説明】 

本解釈指針の（1）については、年間の履修制限単位を 32単位（各学期 16 単位を目安）としているの

で、学生が上限まで履修すると仮定して、1 年次春学期に基本科目群を集中的に履修するとしても、週

に最大 8 科目（例えば、基本科目 7 科目と発展科目 1 科目）となり、1 日平均 2 科目以内の講義を受け

ることで済むようになっている。さらに、本会計大学院は原則として昼間開講のため、授業時間は 1～

5 時限（9 時～17時 50 分）としており、毎年度策定する時間割編成方針に基づき、原則として、1 年次

配当の基本科目群は 2 時限と 3 時限、個別演習科目と修士論文科目は 1 時限又は 5 時限に配置してい

る。このように、教育効果及び学生の自習時間に配慮した時間割編成方針により、学生が予習・復習等

の時間を確保しやすいようにしている。 
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（2）については、当該年度に開講されるすべての授業科目において、授業担任者がシラバス（授業概

要、到達目標、授業計画、授業時間外学習、成績評価の方法・基準、成績評価の基準・評価、教科書、

参考書、フィードバックの方法、担任者への問合せ方法、備考）を作成し、それに基づいて講義を行っ

ており、各回の講義内容は事前に周知されている。加えて、教員から次回の講義について予告（必要に

応じて、直接ないしは LMS 等を通じて資料配布）などが行われており、この点でも予習事項等は周知さ

れている。 

（3）については、教員ごとに、また科目の特性によって差はあるものの、基本的にどの教員も予習・

復習の指示を出している。 

この（2）と（3）に関連して、LMS を通じた学生との双方向的学習支援システムが稼働しており、こ

れにより教員及び事務から情報発信する場合の公式手段として活用されている。このシステムは

Panopto という録画、編集、配信等を一元管理するソフトウエアと連携しており、それを用いて基本科

目等の授業科目を録画し、それを LMS で配信している。その目的は、講義の出席者には復習の機会を提

供し、また、欠席者には講義の補完の機会を提供することにある。それゆえ、学生も教員も撮影されて

いる授業について閲覧可能である。 

（4）については、本会計大学院専用の自習室内に 127 席の自習机を整備している。加えて、本会計大

学院専用の図書閲覧室、図書資料室及びパソコン教室に自習に必要となる図書（約 1,300冊）及びパソ

コン（24 台）、プリンター（1 台）、コピー機（2台）を設置し、無線 LAN（KU Wi-Fi）によるデータベー

ス・アクセスの確保など、学生の学習効果が高まるよう十分に配慮した設備を整えている。これらの自

習のためのエリア（図書資料室を除く）は、原則として 365 日 24 時間利用可能としているので、学生の

多様な学習パターンに十分かつ効果的に対応できる。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院では、学生が事前事後の学習を効果的に行うための環境整備が整えられており、解釈指

針 3-2-1-4は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院時間割（2022年度） 

2. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

3. 関西大学 IT センタースタートガイドブック IT Navi 2022教員用 

4. KANSAI UNIVERSIT Information System & 関大 LMS 操作マニュアル 2022 教員用 

5. 会計研究科講義録画・配信システム科目一覧（2022 年度） 

6. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 3-2-1-5  

集中講義を実施する場合には、授業時間外の学習に必要な時間が確保できるように配慮されてい

ること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、一部の例外を除き集中講義は配置されていない。2022 年度に開講の集中講義は、

企業インターンシップ（8 月下旬～9月上旬実施）、監査法人インターンシップ(1 月下旬～3 月上旬実施)

 

 

の 2 科目である。 

 インターンシップ 2科目については、インターンシップに参加するに当たっての心構えやその意義に

ついて教授する「事前授業」を実施するとともに、13 回分の授業に相当する実習期間中に作成した業務

日誌や実習報告書に基づいて「事後授業」を実施することとしている。 

 また、2016 年度より、梅田キャンパスの立地条件を利用して 6 限目と 7 限目に集中的に授業を行い、

2 か月で完了する講義を開講している。2022 年度は、秋学期の前半に「特殊講義」1 科目（税務と会計）、

秋学期の後半に「特殊講義」2 科目（新規ビジネスの立上げと成長戦略、企業情報の読み方と使い方）

を対面授業として開講している。 

 梅田キャンパスでの講義は社会人の聴講生も多く、本会計大学院の受講生は社会人との交流を通じて

自己研鑽するなど、一定の教育効果をあげている。いずれの講義も、数日間に詰め込み式で行うのでは

なく 2 か月で展開する集中講義であり、授業時間外の学習に必要な時間は確保されている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-2-1-5 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院時間割（2022年度） 

2. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

 

3-3 履修科目登録単位数の上限 

3-3-1 

会計大学院における各年次において、学生が履修科目として登録することのできる単位数は、モ

デルカリキュラム等を参考に各会計大学院で適切に設定すること。 

 

【現状の説明】 

解釈指針 3-3-1-1 において説明するように、本会計大学院が掲げているディプロマ・ポリシーに則し

て、それを具現化するための履修モデルを提示するなど、専門職大学院としてふさわしい学習が可能と

なるように配慮したうえで、学則上で履修制限単位（1 年次 32 単位、2 年次 32 単位）を設けている。 

長期履修学生制度については、3 年コースは 1 年次 22 単位、2 年次 22 単位、3 年次 20 単位、4 年コ

ースは 1 年次 16 単位、2 年次 16 単位、3 年次 16 単位、4 年次 16 単位としている。いずれのコースでも

所定の条件を満たして、在学期間を 1 年短縮した場合の履修制限単位は 32 単位である。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-3-1-1 において説明するように、基準 3-3-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 
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（2）については、当該年度に開講されるすべての授業科目において、授業担任者がシラバス（授業概

要、到達目標、授業計画、授業時間外学習、成績評価の方法・基準、成績評価の基準・評価、教科書、

参考書、フィードバックの方法、担任者への問合せ方法、備考）を作成し、それに基づいて講義を行っ

ており、各回の講義内容は事前に周知されている。加えて、教員から次回の講義について予告（必要に

応じて、直接ないしは LMS 等を通じて資料配布）などが行われており、この点でも予習事項等は周知さ

れている。 

（3）については、教員ごとに、また科目の特性によって差はあるものの、基本的にどの教員も予習・

復習の指示を出している。 

この（2）と（3）に関連して、LMS を通じた学生との双方向的学習支援システムが稼働しており、こ

れにより教員及び事務から情報発信する場合の公式手段として活用されている。このシステムは

Panopto という録画、編集、配信等を一元管理するソフトウエアと連携しており、それを用いて基本科

目等の授業科目を録画し、それを LMS で配信している。その目的は、講義の出席者には復習の機会を提

供し、また、欠席者には講義の補完の機会を提供することにある。それゆえ、学生も教員も撮影されて

いる授業について閲覧可能である。 

（4）については、本会計大学院専用の自習室内に 127 席の自習机を整備している。加えて、本会計大

学院専用の図書閲覧室、図書資料室及びパソコン教室に自習に必要となる図書（約 1,300冊）及びパソ

コン（24 台）、プリンター（1 台）、コピー機（2台）を設置し、無線 LAN（KU Wi-Fi）によるデータベー

ス・アクセスの確保など、学生の学習効果が高まるよう十分に配慮した設備を整えている。これらの自

習のためのエリア（図書資料室を除く）は、原則として 365 日 24 時間利用可能としているので、学生の

多様な学習パターンに十分かつ効果的に対応できる。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院では、学生が事前事後の学習を効果的に行うための環境整備が整えられており、解釈指

針 3-2-1-4は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院時間割（2022年度） 

2. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

3. 関西大学 IT センタースタートガイドブック IT Navi 2022教員用 

4. KANSAI UNIVERSIT Information System & 関大 LMS 操作マニュアル 2022 教員用 

5. 会計研究科講義録画・配信システム科目一覧（2022 年度） 

6. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針 3-2-1-5  

集中講義を実施する場合には、授業時間外の学習に必要な時間が確保できるように配慮されてい

ること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、一部の例外を除き集中講義は配置されていない。2022 年度に開講の集中講義は、

企業インターンシップ（8 月下旬～9月上旬実施）、監査法人インターンシップ(1 月下旬～3 月上旬実施)

 

 

の 2 科目である。 

 インターンシップ 2科目については、インターンシップに参加するに当たっての心構えやその意義に

ついて教授する「事前授業」を実施するとともに、13 回分の授業に相当する実習期間中に作成した業務

日誌や実習報告書に基づいて「事後授業」を実施することとしている。 

 また、2016 年度より、梅田キャンパスの立地条件を利用して 6 限目と 7 限目に集中的に授業を行い、

2 か月で完了する講義を開講している。2022 年度は、秋学期の前半に「特殊講義」1 科目（税務と会計）、

秋学期の後半に「特殊講義」2 科目（新規ビジネスの立上げと成長戦略、企業情報の読み方と使い方）

を対面授業として開講している。 

 梅田キャンパスでの講義は社会人の聴講生も多く、本会計大学院の受講生は社会人との交流を通じて

自己研鑽するなど、一定の教育効果をあげている。いずれの講義も、数日間に詰め込み式で行うのでは

なく 2 か月で展開する集中講義であり、授業時間外の学習に必要な時間は確保されている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-2-1-5 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院時間割（2022年度） 

2. 会計専門職大学院講義要項（2022 年度） 

 

3-3 履修科目登録単位数の上限 

3-3-1 

会計大学院における各年次において、学生が履修科目として登録することのできる単位数は、モ

デルカリキュラム等を参考に各会計大学院で適切に設定すること。 

 

【現状の説明】 

解釈指針 3-3-1-1 において説明するように、本会計大学院が掲げているディプロマ・ポリシーに則し

て、それを具現化するための履修モデルを提示するなど、専門職大学院としてふさわしい学習が可能と

なるように配慮したうえで、学則上で履修制限単位（1 年次 32 単位、2 年次 32 単位）を設けている。 

長期履修学生制度については、3 年コースは 1 年次 22 単位、2 年次 22 単位、3 年次 20 単位、4 年コ

ースは 1 年次 16 単位、2 年次 16 単位、3 年次 16 単位、4 年次 16 単位としている。いずれのコースでも

所定の条件を満たして、在学期間を 1 年短縮した場合の履修制限単位は 32 単位である。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 3-3-1-1 において説明するように、基準 3-3-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 
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解釈指針3-3-1-1  

会計大学院の授業においては、授業時間外の事前事後の学習時間が十分に確保される必要があ

ることから、各年次における履修登録可能な単位数の上限を各会計大学院で適切に設定するこ

と｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の修了所要単位数は 48 単位である。その内訳は、基本科目群 16 単位、発展科目群から

16 単位、応用・実践科目群から 12単位を含むこととしている。 

1 年間の履修制限単位は 32 単位（長期履修学生は上述のとおり）とし、学生が授業時間外で事前事後

の十分な学習時間を確保できるように配慮されている。 

しかし、以上の枠組みの中で何の方針もなく履修することは、かえって学習時間の不足につながるこ

とも考えられる。そこで、本会計大学院では、春学期の履修ガイダンスのみならず、秋学期の履修変更

前にも研究科執行部教員 3 人による特別オフィスアワーを設けて、学習方法、進路や履修などの相談に

応じ、学生が適切に学習計画を立てることができるように支援している。 

 

【点検・自己評価】 

 適切な単位数の設定及び制限と、事前事後の学習時間の確保という観点から見て、授業は学生にとっ

て加重負担にならないと判断している。解釈指針 3-3-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 2. 会計研究科成績発表・履修変更スケジュール（2022年度） 

  

 

 

第４章 成績評価及び修了認定 

 

4-1 成績評価 

4-1-1  

学修の成果に係る評価(以下、 ｢成績評価｣という。)が、学生の能力及び資質を正確に反映する客

観的かつ厳正なものとして行われており、次に掲げるすべての基準を満たしていること｡ 

（1）成績評価の基準が設定され、かつ学生に周知されていること｡ 

（2）当該成績評価基準にしたがって成績評価が行われていることを確保するための措置がとられ

ていること｡ 

（3）成績評価の結果が、必要な関連情報とともに学生に告知されていること｡ 

（4）期末試験を実施する場合は、実施方法についても適切な配慮がなされていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における成績評価は、以下に示すように、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的

かつ厳正なものとして行われている。 

すなわち、成績評価は、学生の能力及び資質を正確に反映すべく、科目ごとに当該科目の特性に応じ

て適切に評価を行っている。特に、いわゆるコア科目である基本科目群については、筆記試験を中心に

相対評価により成績評価が行われる。導入科目群、発展科目群についても筆記試験を中心に成績評価が

なされるが、応用・実践科目群、個別演習科目、修士論文科目などの授業科目については、その科目の

特性上、レポートやディベート等を考慮した成績評価がなされている。これらの成績評価の詳細な基準

は、各担当教員により授業時間内に説明されていることはもちろん、解釈指針 4-1-1-1 において説明す

るように、具体的な「成績評価の方法・基準」と「成績評価の基準・評価」をシラバスで統一的に明記

するようにしている。さらに、各担当教員は、成績評価の根拠となった資料（テストの結果や出席状況

等）と評点の内訳を成績評価の原簿として事務局に提出し、事務局はそれを適切に管理して成績評価の

実態を検証できるように措置している。 

学生の履修登録前（事前）においては、成績評価の基準を客観的に明らかにするために、学生に対す

る周知は、次のように徹底されている。まず、履修登録の際に、全学生に対して科目ごとに成績の評価

方法及びその基準を示したシラバスを配布している。さらに、学生は、インフォメーションシステムを

通じて、その内容をウェブページ上で随時閲覧することができるようになっている。 

学生の成績評価後（事後）においては、学生は、オフィスアワー等を利用して、各教員から成績評価

の基準や成績の分布、自ら答案や全体的な講評について個別に説明を受けることができる。それだけで

なく、成績発表後に成績に関して質問申し出の期間を設けることを大学院要覧に明記し、成績評価の結

果に対して質問・相談のある学生には、申立ての機会が与えられている。 

成績評価のための試験（実施）については、学生の不利益とならないよう、各教員は試験実施の時期

及び試験実施の方法を授業時間内に周知し、また、同様のことがシラバスにも「授業計画」、「成績評価

の方法・基準」及び「成績評価の基準・評価」として記載されている。なお、学生は、インフォメーシ

ョンシステムを通じて、シラバスを随時閲覧することができる。また、試験監督は必ず担当教員が行う。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院における成績評価は、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なもので
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解釈指針3-3-1-1  

会計大学院の授業においては、授業時間外の事前事後の学習時間が十分に確保される必要があ

ることから、各年次における履修登録可能な単位数の上限を各会計大学院で適切に設定するこ

と｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の修了所要単位数は 48 単位である。その内訳は、基本科目群 16 単位、発展科目群から

16 単位、応用・実践科目群から 12単位を含むこととしている。 

1 年間の履修制限単位は 32 単位（長期履修学生は上述のとおり）とし、学生が授業時間外で事前事後

の十分な学習時間を確保できるように配慮されている。 

しかし、以上の枠組みの中で何の方針もなく履修することは、かえって学習時間の不足につながるこ

とも考えられる。そこで、本会計大学院では、春学期の履修ガイダンスのみならず、秋学期の履修変更

前にも研究科執行部教員 3 人による特別オフィスアワーを設けて、学習方法、進路や履修などの相談に

応じ、学生が適切に学習計画を立てることができるように支援している。 

 

【点検・自己評価】 

 適切な単位数の設定及び制限と、事前事後の学習時間の確保という観点から見て、授業は学生にとっ

て加重負担にならないと判断している。解釈指針 3-3-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 2. 会計研究科成績発表・履修変更スケジュール（2022年度） 

  

 

 

第４章 成績評価及び修了認定 

 

4-1 成績評価 

4-1-1  

学修の成果に係る評価(以下、 ｢成績評価｣という。)が、学生の能力及び資質を正確に反映する客

観的かつ厳正なものとして行われており、次に掲げるすべての基準を満たしていること｡ 

（1）成績評価の基準が設定され、かつ学生に周知されていること｡ 

（2）当該成績評価基準にしたがって成績評価が行われていることを確保するための措置がとられ

ていること｡ 

（3）成績評価の結果が、必要な関連情報とともに学生に告知されていること｡ 

（4）期末試験を実施する場合は、実施方法についても適切な配慮がなされていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における成績評価は、以下に示すように、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的

かつ厳正なものとして行われている。 

すなわち、成績評価は、学生の能力及び資質を正確に反映すべく、科目ごとに当該科目の特性に応じ

て適切に評価を行っている。特に、いわゆるコア科目である基本科目群については、筆記試験を中心に

相対評価により成績評価が行われる。導入科目群、発展科目群についても筆記試験を中心に成績評価が

なされるが、応用・実践科目群、個別演習科目、修士論文科目などの授業科目については、その科目の

特性上、レポートやディベート等を考慮した成績評価がなされている。これらの成績評価の詳細な基準

は、各担当教員により授業時間内に説明されていることはもちろん、解釈指針 4-1-1-1 において説明す

るように、具体的な「成績評価の方法・基準」と「成績評価の基準・評価」をシラバスで統一的に明記

するようにしている。さらに、各担当教員は、成績評価の根拠となった資料（テストの結果や出席状況

等）と評点の内訳を成績評価の原簿として事務局に提出し、事務局はそれを適切に管理して成績評価の

実態を検証できるように措置している。 

学生の履修登録前（事前）においては、成績評価の基準を客観的に明らかにするために、学生に対す

る周知は、次のように徹底されている。まず、履修登録の際に、全学生に対して科目ごとに成績の評価

方法及びその基準を示したシラバスを配布している。さらに、学生は、インフォメーションシステムを

通じて、その内容をウェブページ上で随時閲覧することができるようになっている。 

学生の成績評価後（事後）においては、学生は、オフィスアワー等を利用して、各教員から成績評価

の基準や成績の分布、自ら答案や全体的な講評について個別に説明を受けることができる。それだけで

なく、成績発表後に成績に関して質問申し出の期間を設けることを大学院要覧に明記し、成績評価の結

果に対して質問・相談のある学生には、申立ての機会が与えられている。 

成績評価のための試験（実施）については、学生の不利益とならないよう、各教員は試験実施の時期

及び試験実施の方法を授業時間内に周知し、また、同様のことがシラバスにも「授業計画」、「成績評価

の方法・基準」及び「成績評価の基準・評価」として記載されている。なお、学生は、インフォメーシ

ョンシステムを通じて、シラバスを随時閲覧することができる。また、試験監督は必ず担当教員が行う。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院における成績評価は、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なもので
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あり、成績評価の基準や結果の告知、試験の実施方法等についても適切な措置がとられている。基準

4-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

3. 科目別成績評価分布状況（2022年度） 

4. 会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

解釈指針4-1-1-1  

基準4-1-1（1）における成績評価の基準として、科目の性質上不適合な場合を除き、成績のランク

分け、各ランクの分布の在り方についての方針の設定、成績評価における考慮要素があらかじめ明

確にシラバスにおいて示されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、成績評価に関する成績のランク分け及び各ランクの分布の在り方は、科目の特性

に応じて、導入科目群、基本科目群、発展科目群、応用・実践科目群ごとに、以下のように詳細に定め

ている。 

 

（1）導入科目群については、筆記試験を行い、成績評価は絶対評価（合格又は不合格）としている。 

（2）基本科目群については、筆記試験を行い、成績評価は相対評価として各評価段階（秀・優・良・可・

不可）の割合を定めている。不合格の学生は、同一年度内に開講される当該科目を再履修することが

認められる。 

相対評価の計算式は、以下のとおりである。 

①「平均点＋１σ」以上を「秀」 

②「平均点＋０.５σ」以上、「平均点＋１σ」未満を「優」 

   ③「平均点－０.５σ」以上、「平均点＋０.５σ」未満を「良」 

   ④「平均点－１.５σ」以上、「平均点－０.５σ」未満を「可」 

   ⑤「平均点－１.５σ」未満を「不可」 

（3）発展科目群については、筆記試験を行い、受講生が相当人数（20 名程度を目安とする）の場合、

可能な限り相対評価（秀～可及び不合格）で評価を行う。特殊講義は、前記によらず、絶対評価とす

ることもできる。 

 

なお、成績評価における考慮要素は、科目ごとにシラバスに「成績評価の方法・基準」及び「成績評

価の基準・評価」として明記されている。学生に対しては、シラバスを履修登録時に配布及びインフォ

メーションシステムで公開して成績評価の方法・基準・評価を周知するとともに、各科目の初回の授業

に担当教員より成績評価の方法・基準・評価について説明がなされている。 

 

【点検・自己評価】 

成績のランク分け、各ランクの分布の在り方についての方針の設定及び成績評価の考慮要素は、あ

 

 

らかじめシラバスに記載され、客観的に明確にされている。解釈指針4-1-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

解釈指針4-1-1-2  

基準4-1-1（2）における措置として、例えば次のものが考えられる｡ 

（1）成績評価について説明を希望する学生に対して説明する機会が設けられていること｡ 

（2）筆記試験採点の際の匿名性が適切に確保されていること｡ 

（3）科目間や担当者間の採点分布に関するデータが関係教員の間で共有されていること｡ 

   

【現状の説明】 

本会計大学院においては、厳格に定められた成績評価の方法・基準に従って成績評価が行われるこ

とを確保するために、以下のような措置を各種講じている。 

（1）成績評価の説明については、学生は、オフィスアワー等を利用して、各教員から成績評価の基準

や成績の分布、自らの答案や全体的な講評について個別に説明を受けることができる。これは、成

績評価の正確さを担保するためのみならず、学生の学習に対するアドバイスの意味も含んでいる。 

また、成績発表後に成績に関して質問申し出の期間を設けることを大学院要覧に明記し、成績評

価の結果に対して質問・相談のある学生には、申立ての機会が与えられている。この申立てを受け

た教員は、当該学生に対して成績評価の根拠を説明し、場合によっては、これにより成績評価の変

更がなされることもあり得る。 

（2）筆記試験採点の際の匿名性については、教員各自の自主性に委ねられており、個別的な対応がな

されている。そのため、制度的には必ずしも匿名性を確保する措置は特に設けられていないが、成

績評価に悪影響を及ぼすものではない。 

（3）科目間や担当者間の採点分布に関するデータについては、教員間で共有可能な状況にされている。

すなわち、全科目における成績評価の結果は、個人情報の保護に留意しながら、そのデータを必要と

する教員に配布されている。また、それらのデータは、教員の FD 勉強会において資料として用いら

れている。 

 

【点検・自己評価】 

厳格に定められた成績評価の方法・基準に従って成績評価が行われることを確保するための措置を

各種講じており、解釈指針4-1-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1． 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計研究科成績発表・履修変更スケジュール（2022 年度） 
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あり、成績評価の基準や結果の告知、試験の実施方法等についても適切な措置がとられている。基準

4-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

3. 科目別成績評価分布状況（2022年度） 

4. 会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

解釈指針4-1-1-1  

基準4-1-1（1）における成績評価の基準として、科目の性質上不適合な場合を除き、成績のランク

分け、各ランクの分布の在り方についての方針の設定、成績評価における考慮要素があらかじめ明

確にシラバスにおいて示されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、成績評価に関する成績のランク分け及び各ランクの分布の在り方は、科目の特性

に応じて、導入科目群、基本科目群、発展科目群、応用・実践科目群ごとに、以下のように詳細に定め

ている。 

 

（1）導入科目群については、筆記試験を行い、成績評価は絶対評価（合格又は不合格）としている。 

（2）基本科目群については、筆記試験を行い、成績評価は相対評価として各評価段階（秀・優・良・可・

不可）の割合を定めている。不合格の学生は、同一年度内に開講される当該科目を再履修することが

認められる。 

相対評価の計算式は、以下のとおりである。 

①「平均点＋１σ」以上を「秀」 

②「平均点＋０.５σ」以上、「平均点＋１σ」未満を「優」 

   ③「平均点－０.５σ」以上、「平均点＋０.５σ」未満を「良」 

   ④「平均点－１.５σ」以上、「平均点－０.５σ」未満を「可」 

   ⑤「平均点－１.５σ」未満を「不可」 

（3）発展科目群については、筆記試験を行い、受講生が相当人数（20 名程度を目安とする）の場合、

可能な限り相対評価（秀～可及び不合格）で評価を行う。特殊講義は、前記によらず、絶対評価とす

ることもできる。 

 

なお、成績評価における考慮要素は、科目ごとにシラバスに「成績評価の方法・基準」及び「成績評

価の基準・評価」として明記されている。学生に対しては、シラバスを履修登録時に配布及びインフォ

メーションシステムで公開して成績評価の方法・基準・評価を周知するとともに、各科目の初回の授業

に担当教員より成績評価の方法・基準・評価について説明がなされている。 

 

【点検・自己評価】 

成績のランク分け、各ランクの分布の在り方についての方針の設定及び成績評価の考慮要素は、あ

 

 

らかじめシラバスに記載され、客観的に明確にされている。解釈指針4-1-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2. 会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

解釈指針4-1-1-2  

基準4-1-1（2）における措置として、例えば次のものが考えられる｡ 

（1）成績評価について説明を希望する学生に対して説明する機会が設けられていること｡ 

（2）筆記試験採点の際の匿名性が適切に確保されていること｡ 

（3）科目間や担当者間の採点分布に関するデータが関係教員の間で共有されていること｡ 

   

【現状の説明】 

本会計大学院においては、厳格に定められた成績評価の方法・基準に従って成績評価が行われるこ

とを確保するために、以下のような措置を各種講じている。 

（1）成績評価の説明については、学生は、オフィスアワー等を利用して、各教員から成績評価の基準

や成績の分布、自らの答案や全体的な講評について個別に説明を受けることができる。これは、成

績評価の正確さを担保するためのみならず、学生の学習に対するアドバイスの意味も含んでいる。 

また、成績発表後に成績に関して質問申し出の期間を設けることを大学院要覧に明記し、成績評

価の結果に対して質問・相談のある学生には、申立ての機会が与えられている。この申立てを受け

た教員は、当該学生に対して成績評価の根拠を説明し、場合によっては、これにより成績評価の変

更がなされることもあり得る。 

（2）筆記試験採点の際の匿名性については、教員各自の自主性に委ねられており、個別的な対応がな

されている。そのため、制度的には必ずしも匿名性を確保する措置は特に設けられていないが、成

績評価に悪影響を及ぼすものではない。 

（3）科目間や担当者間の採点分布に関するデータについては、教員間で共有可能な状況にされている。

すなわち、全科目における成績評価の結果は、個人情報の保護に留意しながら、そのデータを必要と

する教員に配布されている。また、それらのデータは、教員の FD 勉強会において資料として用いら

れている。 

 

【点検・自己評価】 

厳格に定められた成績評価の方法・基準に従って成績評価が行われることを確保するための措置を

各種講じており、解釈指針4-1-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1． 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計研究科成績発表・履修変更スケジュール（2022 年度） 
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解釈指針4-1-1-3  

基準4-1-1（3）にいう｢必要な関連情報｣とは、筆記試験を行った場合については、当該試験におけ

る成績評価の基準及び成績分布に関するデータを指す｡ 

 

【現状の説明】 

解釈指針4-1-1-2において説明したように、成績評価後、すべての学生に対して、各教員から成績評

価の基準及び成績の分布、自らの答案や全体的な講評について、個別に説明を受ける機会が提供され

ている。さらに、それをもとに学習上のアドバイスを受けることもできる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針4-1-1-3は満たされている。 

 

解釈指針4-1-1-4  

基準4-1-1（4）にいう｢適切な配慮｣とは、筆記試験において合格点に達しなかった者に対して行

われる試験（いわゆる再試験）についても厳正な成績評価が行われていること、及び当該学期の

授業につき、一定のやむを得ない事情により筆記試験を受験することができなかった者に対して

行われる試験（いわゆる追試験）について受験者が不当に利益又は不利益を受けることのないよ

う配慮されていることを指す｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院においては、再試験の制度は設けていない。進級要件に大きく影響する基本科目群の科

目については、春学期と秋学期に同一科目を開講し、春学期で不合格となった場合には秋学期で再履修

することを認めている。また、本会計大学院では定期試験期間を設けず、筆記試験を行う場合は、授業

時間内での平常試験の取り扱いとしている。病気等のやむを得ない事情で筆記試験を受験することがで

きなかった者については、その筆記試験が平常試験である関係上、追試験の制度を設けて対応している

わけではなく、各担当教員の判断に委ねられている。しかし、これまでに、その対応で問題が生じたこ

とはない。このことから、学生が不当に利益又は不利益を受けることのないように、状況に応じて各担

当教員の判断により適切な配慮がなされているといえる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針4-1-1-4は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

4-1-2  

学生が在籍する会計大学院以外の機関における履修結果をもとに、当該会計大学院における単位を

認定する場合は、当該会計大学院としての教育課程の一体性が損なわれていないこと、かつ厳正で

客観的な成績評価が確保されていること｡ 

 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、本会計大学院が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院の授業科目を履修

することを認め、そこで修得した単位を本会計大学院において修得したものとみなすことができる（学

則 12 条、14条）。単位の認定については、教務・FD 委員会における検討を踏まえて、当該科目の成績及

び該当するシラバス等を総合的に判断し、本会計大学院の教授会において決定される。 

 

【点検・自己評価】 

他の大学院で取得した単位の認定については、制度上、学則及び厳正なる手続きにより運用される

こととなっている。基準4-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

 

4-2 修了認定及びその要件 

4-2-1  

会計大学院の修了要件が、専門職大学院設置基準の定めを満たすものであること｡ 

この場合において、次に掲げる取扱いをすることができる｡ 

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院において（他専攻を含む）履修した授業科目に

ついて修得した単位を、各会計大学院が修了要件として定める30 単位以上の単位数の二分の

一を超えない範囲で、当該会計大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

と。 

イ 教育上有益であるとの観点から、当該会計大学院に入学する前に大学院において履修した授

業科目について修得した単位を、アによる単位と合わせて各会計大学院が修了要件として定め

る30 単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で、当該会計大学院における授業科目の履

修により修得したものとみなすこと｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の修了所要単位数は 48 単位である。内訳は基本科目群から 16 単位、発展科目群から 16

単位、応用・実践科目群から 12 単位を含むこととしている。専門職大学院設置基準第 15 条に定める在

学要件（原則 2 年以上）並びに単位要件（30単位以上その他）を十分に満たしている。 

また、本基準の（ア）他の大学院において履修した単位、及び、（イ）入学前に当該大学院において履

修した単位を、修了所要単位数の 2 分の 1 を超えない範囲で承認することについては、本会計大学院学

則第 10 条から第 14 条において、同様のことが定められている。 

 

【点検・自己評価】 

基準 4-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 
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解釈指針4-1-1-3  

基準4-1-1（3）にいう｢必要な関連情報｣とは、筆記試験を行った場合については、当該試験におけ

る成績評価の基準及び成績分布に関するデータを指す｡ 

 

【現状の説明】 

解釈指針4-1-1-2において説明したように、成績評価後、すべての学生に対して、各教員から成績評

価の基準及び成績の分布、自らの答案や全体的な講評について、個別に説明を受ける機会が提供され

ている。さらに、それをもとに学習上のアドバイスを受けることもできる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針4-1-1-3は満たされている。 

 

解釈指針4-1-1-4  

基準4-1-1（4）にいう｢適切な配慮｣とは、筆記試験において合格点に達しなかった者に対して行

われる試験（いわゆる再試験）についても厳正な成績評価が行われていること、及び当該学期の

授業につき、一定のやむを得ない事情により筆記試験を受験することができなかった者に対して

行われる試験（いわゆる追試験）について受験者が不当に利益又は不利益を受けることのないよ

う配慮されていることを指す｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院においては、再試験の制度は設けていない。進級要件に大きく影響する基本科目群の科

目については、春学期と秋学期に同一科目を開講し、春学期で不合格となった場合には秋学期で再履修

することを認めている。また、本会計大学院では定期試験期間を設けず、筆記試験を行う場合は、授業

時間内での平常試験の取り扱いとしている。病気等のやむを得ない事情で筆記試験を受験することがで

きなかった者については、その筆記試験が平常試験である関係上、追試験の制度を設けて対応している

わけではなく、各担当教員の判断に委ねられている。しかし、これまでに、その対応で問題が生じたこ

とはない。このことから、学生が不当に利益又は不利益を受けることのないように、状況に応じて各担

当教員の判断により適切な配慮がなされているといえる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針4-1-1-4は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

4-1-2  

学生が在籍する会計大学院以外の機関における履修結果をもとに、当該会計大学院における単位を

認定する場合は、当該会計大学院としての教育課程の一体性が損なわれていないこと、かつ厳正で

客観的な成績評価が確保されていること｡ 

 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、本会計大学院が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院の授業科目を履修

することを認め、そこで修得した単位を本会計大学院において修得したものとみなすことができる（学

則 12 条、14条）。単位の認定については、教務・FD 委員会における検討を踏まえて、当該科目の成績及

び該当するシラバス等を総合的に判断し、本会計大学院の教授会において決定される。 

 

【点検・自己評価】 

他の大学院で取得した単位の認定については、制度上、学則及び厳正なる手続きにより運用される

こととなっている。基準4-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

 

4-2 修了認定及びその要件 

4-2-1  

会計大学院の修了要件が、専門職大学院設置基準の定めを満たすものであること｡ 

この場合において、次に掲げる取扱いをすることができる｡ 

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院において（他専攻を含む）履修した授業科目に

ついて修得した単位を、各会計大学院が修了要件として定める30 単位以上の単位数の二分の

一を超えない範囲で、当該会計大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

と。 

イ 教育上有益であるとの観点から、当該会計大学院に入学する前に大学院において履修した授

業科目について修得した単位を、アによる単位と合わせて各会計大学院が修了要件として定め

る30 単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で、当該会計大学院における授業科目の履

修により修得したものとみなすこと｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の修了所要単位数は 48 単位である。内訳は基本科目群から 16 単位、発展科目群から 16

単位、応用・実践科目群から 12 単位を含むこととしている。専門職大学院設置基準第 15 条に定める在

学要件（原則 2 年以上）並びに単位要件（30単位以上その他）を十分に満たしている。 

また、本基準の（ア）他の大学院において履修した単位、及び、（イ）入学前に当該大学院において履

修した単位を、修了所要単位数の 2 分の 1 を超えない範囲で承認することについては、本会計大学院学

則第 10 条から第 14 条において、同様のことが定められている。 

 

【点検・自己評価】 

基準 4-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 
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解釈指針4-2-1-1  

修了の認定に必要な修得単位数は、設置基準、公認会計士試験免除要件等を参考に各会計大学院が

適切に設定する。 

 

【現状の説明】 

基準4-2-1において説明したように、本会計大学院の修了所要単位数（48単位）は、専門職大学院設

置基準に定める要件を満たしている。その内訳は、基本科目群16単位、発展科目群から16単位、応

用・実践科目群から12単位を含むこととしている。学生は、本会計大学院のディプロマ・ポリシーが

求める高度会計専門職の人材像に照らして必要な科目を修得するとともに、学生のキャリア設計や興

味関心に応じて履修科目を選択することができる。 

 

【点検・自己評価】 

修了の認定に必要な修得単位数は適切に設定され、履修モデルも示されている。解釈指針 4-2-1-1 は

満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針4-2-1-2  

修了の認定に当たっては、例えばGPA等の方法を活用して、修了生の成績の客観化に努めることと

する｡ 

  

【現状の説明】 

修了要件としては、48 単位以上を修得しなければならず、かつ、基本科目群 16 単位を、発展科目群

から 16 単位を、応用・実践科目群 12 単位を含めて必要単位数を取得しなければならない。修了の認定

の際には、厳密にこの修了要件を満たしているか否かのチェックが行われる。さらに、修了の認定に当

たっては、成績を「秀・優・良・可・不可」の 5 段階で評価し、合格した科目の素点の平均から修了生

の成績序列を導くという方法により修了生の成績の客観化を行っている。このように、修了の認定は客

観的に行われている。 

 

【点検・自己評価】 

修了の認定に当たっては、修了生の成績の客観化が図られており、解釈指針 4-2-1-2 は満たされてい

る。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2．会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

 

 

 

解釈指針4-2-1-3  

在学期間の短縮を行っている場合、その固有の目的に照らして十分な成果が得らえるように配慮し

たうえで、その基準・方法を定め、学生等に対してあらかじめ明示して周知を図るとともに、その

基準・方法を公正かつ厳格に運用すること｡ 

  

【現状の説明】 

本会計研究科では在学期間の短縮を行っていない。 

 

【点検・自己評価】 

上記によって、解釈指針 4-2-1-3は対象外である。 
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解釈指針4-2-1-1  

修了の認定に必要な修得単位数は、設置基準、公認会計士試験免除要件等を参考に各会計大学院が

適切に設定する。 

 

【現状の説明】 

基準4-2-1において説明したように、本会計大学院の修了所要単位数（48単位）は、専門職大学院設

置基準に定める要件を満たしている。その内訳は、基本科目群16単位、発展科目群から16単位、応

用・実践科目群から12単位を含むこととしている。学生は、本会計大学院のディプロマ・ポリシーが

求める高度会計専門職の人材像に照らして必要な科目を修得するとともに、学生のキャリア設計や興

味関心に応じて履修科目を選択することができる。 

 

【点検・自己評価】 

修了の認定に必要な修得単位数は適切に設定され、履修モデルも示されている。解釈指針 4-2-1-1 は

満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針4-2-1-2  

修了の認定に当たっては、例えばGPA等の方法を活用して、修了生の成績の客観化に努めることと

する｡ 

  

【現状の説明】 

修了要件としては、48 単位以上を修得しなければならず、かつ、基本科目群 16 単位を、発展科目群

から 16 単位を、応用・実践科目群 12 単位を含めて必要単位数を取得しなければならない。修了の認定

の際には、厳密にこの修了要件を満たしているか否かのチェックが行われる。さらに、修了の認定に当

たっては、成績を「秀・優・良・可・不可」の 5 段階で評価し、合格した科目の素点の平均から修了生

の成績序列を導くという方法により修了生の成績の客観化を行っている。このように、修了の認定は客

観的に行われている。 

 

【点検・自己評価】 

修了の認定に当たっては、修了生の成績の客観化が図られており、解釈指針 4-2-1-2 は満たされてい

る。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

2．会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

 

 

 

解釈指針4-2-1-3  

在学期間の短縮を行っている場合、その固有の目的に照らして十分な成果が得らえるように配慮し

たうえで、その基準・方法を定め、学生等に対してあらかじめ明示して周知を図るとともに、その

基準・方法を公正かつ厳格に運用すること｡ 

  

【現状の説明】 

本会計研究科では在学期間の短縮を行っていない。 

 

【点検・自己評価】 

上記によって、解釈指針 4-2-1-3は対象外である。 

  



 

 

第５章 教育内容等の改善措置 

 

5-1 教育内容等の改善措置 

5-1-1  

教育の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究が、教育課程連携協議会の意見を勘案すると

ともに、適切な体制を整えて、組織的かつ継続的に行われていること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院においては、教育内容及び方法の改善を図るための研修及び研究を組織的かつ継続的に

行っている。具体的には次のとおりである。 

 

1. 教育の内容及び方法の改善 

本会計大学院では、教育内容及び教育方法を充実させるために、毎学期、学生に対する授業評価アン

ケートを実施している。その結果は『FD 活動報告書』として教員に対して数値化されて報告され、各教

員がこれを踏まえて個別的に対応している（『FD 活動報告書』にその旨を記載）。また、教務・FD 委員

会においては、全体的かつ組織的に、この授業評価アンケート等を参考にして、教育内容については、

それぞれの科目における教育内容をチェックし、必要に応じて対応を行うこととし、教育方法について

も、同様に改善提案を行うこととしている。具体的には以下のとおりである。 

①授業評価アンケートに、その項目として「Ⅰ.授業の評価」に 11 項目、「Ⅱ.授業への取組み」に 6

項目の計 17 項目を置いており、いずれも本会計大学院における教育活動等の状況を調査するための項

目設定となっている。次に、②その分析については、「受講生の傾向」、「昨年度の授業評価アンケートを

踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意したこと」、「今後の対応」という項目を設けている。すな

わち、各専任教員は「昨年度の授業評価アンケートを踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意した

こと」を記載することが要求され、常に昨年度の反省点を踏まえて、新たな工夫をし、教育内容を改善

するための方法及び取組みを示すことを要求している。さらには、アンケートの結果を踏まえて、「今後

の対応」を記載することが要求されている。これには、「昨年度の授業評価アンケートで記載した『今後

の対応』」及び「上記の内容を踏まえた『今後の内容』」の両者が含まれている。前者は昨年度記載した

「今後の対応」がどのようなものであったかを再度確認し、後者は次年度に対する目標を掲げるもので

ある。これによって、来年度の授業改善に向けての明確な目標が示されることになる。 

以上の結果として、教育内容の改善としては、これまでに 4 度の大幅なカリキュラム改正を行い、学

生から求められる教育内容及び社会から本会計大学院に求められる教育内容を検討して即座にこれに

対応している。これに対して、教育方法については、授業評価アンケートとこれに対応する教員の改善

行動から見られるように、個々の教員がそれぞれの改善点において対応している。 

アンケートは、担当教員が 14 回目又は 15 回目の授業でインフォメーションシステム等を通じて受講

生へ案内し、受講生がウェブから回答する方法であり、匿名性が担保されている。アンケートにおける

自由記述については、2010 年度に一度実施しているが、学生の意見を十分に拾いあげることができなか

ったため、現在中止している。現在は、各授業科目に関連することはもちろんのこと、全体的な教育の

在り方や施設利用等について、広く学生の意見を取り入れるべく、図書資料室に「会計研究科投書箱」

を設け、無記名による自由な記述による意見を受け付けている。その他、学生との対面において、授業

時間内外でオフィスアワーや公認会計士試験合格者意見交換会などを利用して、学生の意見を聴取して
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第５章 教育内容等の改善措置 

 

5-1 教育内容等の改善措置 

5-1-1  

教育の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究が、教育課程連携協議会の意見を勘案すると

ともに、適切な体制を整えて、組織的かつ継続的に行われていること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院においては、教育内容及び方法の改善を図るための研修及び研究を組織的かつ継続的に

行っている。具体的には次のとおりである。 

 

1. 教育の内容及び方法の改善 

本会計大学院では、教育内容及び教育方法を充実させるために、毎学期、学生に対する授業評価アン

ケートを実施している。その結果は『FD 活動報告書』として教員に対して数値化されて報告され、各教

員がこれを踏まえて個別的に対応している（『FD 活動報告書』にその旨を記載）。また、教務・FD 委員

会においては、全体的かつ組織的に、この授業評価アンケート等を参考にして、教育内容については、

それぞれの科目における教育内容をチェックし、必要に応じて対応を行うこととし、教育方法について

も、同様に改善提案を行うこととしている。具体的には以下のとおりである。 

①授業評価アンケートに、その項目として「Ⅰ.授業の評価」に 11 項目、「Ⅱ.授業への取組み」に 6

項目の計 17 項目を置いており、いずれも本会計大学院における教育活動等の状況を調査するための項

目設定となっている。次に、②その分析については、「受講生の傾向」、「昨年度の授業評価アンケートを

踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意したこと」、「今後の対応」という項目を設けている。すな

わち、各専任教員は「昨年度の授業評価アンケートを踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意した

こと」を記載することが要求され、常に昨年度の反省点を踏まえて、新たな工夫をし、教育内容を改善

するための方法及び取組みを示すことを要求している。さらには、アンケートの結果を踏まえて、「今後

の対応」を記載することが要求されている。これには、「昨年度の授業評価アンケートで記載した『今後

の対応』」及び「上記の内容を踏まえた『今後の内容』」の両者が含まれている。前者は昨年度記載した

「今後の対応」がどのようなものであったかを再度確認し、後者は次年度に対する目標を掲げるもので

ある。これによって、来年度の授業改善に向けての明確な目標が示されることになる。 

以上の結果として、教育内容の改善としては、これまでに 4 度の大幅なカリキュラム改正を行い、学

生から求められる教育内容及び社会から本会計大学院に求められる教育内容を検討して即座にこれに

対応している。これに対して、教育方法については、授業評価アンケートとこれに対応する教員の改善

行動から見られるように、個々の教員がそれぞれの改善点において対応している。 

アンケートは、担当教員が 14 回目又は 15 回目の授業でインフォメーションシステム等を通じて受講

生へ案内し、受講生がウェブから回答する方法であり、匿名性が担保されている。アンケートにおける

自由記述については、2010 年度に一度実施しているが、学生の意見を十分に拾いあげることができなか

ったため、現在中止している。現在は、各授業科目に関連することはもちろんのこと、全体的な教育の

在り方や施設利用等について、広く学生の意見を取り入れるべく、図書資料室に「会計研究科投書箱」

を設け、無記名による自由な記述による意見を受け付けている。その他、学生との対面において、授業

時間内外でオフィスアワーや公認会計士試験合格者意見交換会などを利用して、学生の意見を聴取して
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いる。 

 

2. 教育課程連携協議会 

本会計大学院のアドバイザリー・ボードは、実業界・学界の有識者と本学の学長を含む学内関係者で

構成される。本会計大学院ではアドバイザリー・ボードを定期的に開催し、授業に関するコメントを受

け、教授会の場でこれを明らかにし、意見交換を行っている。 

 

3. FD に関する組織 

本会計大学院においては、本会計大学院全体におけるFD活動に関する組織として、教務・FD委員会

が組織されている。教務・FD委員会は、FD活動を主導するものであって、教務・FD委員会を主催しFD

活動における方針及び実施方法について決定する。FD活動における成果はすべて教務・FD委員会に集

約され、検討を踏まえて、個別的な対応を行う。 

 

4. FDに関する研修及び研究 

本会計大学院では、FD活動として次の事項を定期的、継続的に行っている。 

（1）教務・FD 委員会が、新任の専任教員及び非常勤教員に対して『講義要項』の執筆に対して説明を

行い、かつ『講義要項』の公表前には全授業科目を対象に記載内容の吟味を行い、場合によっては修

正を促す。 

（2）教務・FD 委員会の提案により、教授会終了後に FD 懇談会を開催し、授業の状況、授業の実施方法、

授業の工夫、学生の学習進捗状況等の意見交換を行う。 

（3）基本科目群の授業については、録画・配信を行い、これは後に当該担当教員が自身の教授能力の向

上のために利用している。 

（4）学生による授業評価アンケートの結果に対して、教員は各年度において工夫したこと、次年度の改

善点、前年度の改善点の進捗を記載し、毎年度末に『FD活動報告書』を発行する。 

（5）本会計大学院の学生及び教員等に必要とされるセミナーを実施して、本会計大学院教育に関する

意見交換会を積極的に行っている。 

（6）非常勤講師とのＦＤ懇談会を設け、本会計大学院の理念・目的、授業の趣旨や成績評価方法等を周

知徹底するとともに、意見交換を行う。 

 

【点検・自己評価】 

教育内容及び教育方法については、その改善を図るための研修及び研究は、組織的かつ継続的に行わ

れており、基準 5-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 会計専門職大学院セミナー実施一覧 

4. 関西大学大学院会計研究科教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

5．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

6. 会計研究科アドバイザリー・ボード一覧（2022年度） 

 

 

7. 会計研究科講義録画・配信科目一覧（2022年度） 

 

解釈指針5-1-1-1  

「教育の内容及び方法の改善」とは、いかなるトピックがどのような観点からどの程度の質と量

において教育課程の中で取り上げられるべきか等(教育内容)、及び学生に対する発問や応答、資

料配付、板書、発声の仕方等(教育方法)についての改善をいうものとする｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準5-1-1で概略を示したように、教育内容及び教育方法ともにその改善のため

の措置を十分にとっている。 

 本会計大学院では、教育内容及び教育方法を改善するために、毎学期、学生に対する授業評価アンケ

ートを実施している。後述の教務・FD 委員会での審議を経て、教育内容及び教育方法の改善のため「Ⅰ.

授業の評価」に関する項目として以下の 11 項目を決定した。 

 

 

詳細は、これまでの『FD 活動報告書』を参照されたいが、ここでは、授業評価アンケートの総括の 4

カ年対比（2019 年度～2022 年度の対比）を示しておく。質問項目 2 は 3.0（3.ちょうどよい）が良く、

それより大きい数値は授業の進度が速く感じられていることを意味する。それ以外の 10 項目は 5.0（5.

Ⅰ．授業の評価 
 

1 授業内容は、講義要項、授業計画に示したものに沿った内容でしたか。 

      １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

2 この授業の進度はどうでしたか。 

     １．かなり遅い   ２．遅い   ３．ちょうどよい   ４．早い   ５．かなり早い 

3 この授業は教員によってよく準備されていましたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

4 学生の理解を深めよう、能力を高めようとの熱意・努力が感じられましたか。 

    １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

5 この授業での教員の話し方や声の大きさ、説明の仕方は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

6 教科書・配布資料の利用は適切でしたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない ４．そう思う  ５．強くそう思う 

7 ホワイト・ボードや OHP、パソコン等の機材の使い方は適切でしたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

8 教員は、学生からの質問に的確に対応しましたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

9 宿題および小テストの内容・回数は、講義内容を理解する上で効果的でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

10 この授業のクラスの規模は適切でしたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

11 全体としてこの授業を受講して満足しましたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 
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いる。 

 

2. 教育課程連携協議会 

本会計大学院のアドバイザリー・ボードは、実業界・学界の有識者と本学の学長を含む学内関係者で

構成される。本会計大学院ではアドバイザリー・ボードを定期的に開催し、授業に関するコメントを受

け、教授会の場でこれを明らかにし、意見交換を行っている。 

 

3. FD に関する組織 

本会計大学院においては、本会計大学院全体におけるFD活動に関する組織として、教務・FD委員会

が組織されている。教務・FD委員会は、FD活動を主導するものであって、教務・FD委員会を主催しFD

活動における方針及び実施方法について決定する。FD活動における成果はすべて教務・FD委員会に集

約され、検討を踏まえて、個別的な対応を行う。 

 

4. FDに関する研修及び研究 

本会計大学院では、FD活動として次の事項を定期的、継続的に行っている。 

（1）教務・FD 委員会が、新任の専任教員及び非常勤教員に対して『講義要項』の執筆に対して説明を

行い、かつ『講義要項』の公表前には全授業科目を対象に記載内容の吟味を行い、場合によっては修

正を促す。 

（2）教務・FD 委員会の提案により、教授会終了後に FD 懇談会を開催し、授業の状況、授業の実施方法、

授業の工夫、学生の学習進捗状況等の意見交換を行う。 

（3）基本科目群の授業については、録画・配信を行い、これは後に当該担当教員が自身の教授能力の向

上のために利用している。 

（4）学生による授業評価アンケートの結果に対して、教員は各年度において工夫したこと、次年度の改

善点、前年度の改善点の進捗を記載し、毎年度末に『FD活動報告書』を発行する。 

（5）本会計大学院の学生及び教員等に必要とされるセミナーを実施して、本会計大学院教育に関する

意見交換会を積極的に行っている。 

（6）非常勤講師とのＦＤ懇談会を設け、本会計大学院の理念・目的、授業の趣旨や成績評価方法等を周

知徹底するとともに、意見交換を行う。 

 

【点検・自己評価】 

教育内容及び教育方法については、その改善を図るための研修及び研究は、組織的かつ継続的に行わ

れており、基準 5-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 会計専門職大学院セミナー実施一覧 

4. 関西大学大学院会計研究科教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

5．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

6. 会計研究科アドバイザリー・ボード一覧（2022年度） 

 

 

7. 会計研究科講義録画・配信科目一覧（2022年度） 

 

解釈指針5-1-1-1  

「教育の内容及び方法の改善」とは、いかなるトピックがどのような観点からどの程度の質と量

において教育課程の中で取り上げられるべきか等(教育内容)、及び学生に対する発問や応答、資

料配付、板書、発声の仕方等(教育方法)についての改善をいうものとする｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準5-1-1で概略を示したように、教育内容及び教育方法ともにその改善のため

の措置を十分にとっている。 

 本会計大学院では、教育内容及び教育方法を改善するために、毎学期、学生に対する授業評価アンケ

ートを実施している。後述の教務・FD 委員会での審議を経て、教育内容及び教育方法の改善のため「Ⅰ.

授業の評価」に関する項目として以下の 11 項目を決定した。 

 

 

詳細は、これまでの『FD 活動報告書』を参照されたいが、ここでは、授業評価アンケートの総括の 4

カ年対比（2019 年度～2022 年度の対比）を示しておく。質問項目 2 は 3.0（3.ちょうどよい）が良く、

それより大きい数値は授業の進度が速く感じられていることを意味する。それ以外の 10 項目は 5.0（5.

Ⅰ．授業の評価 
 

1 授業内容は、講義要項、授業計画に示したものに沿った内容でしたか。 

      １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

2 この授業の進度はどうでしたか。 

     １．かなり遅い   ２．遅い   ３．ちょうどよい   ４．早い   ５．かなり早い 

3 この授業は教員によってよく準備されていましたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

4 学生の理解を深めよう、能力を高めようとの熱意・努力が感じられましたか。 

    １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

5 この授業での教員の話し方や声の大きさ、説明の仕方は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

6 教科書・配布資料の利用は適切でしたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない ４．そう思う  ５．強くそう思う 

7 ホワイト・ボードや OHP、パソコン等の機材の使い方は適切でしたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

8 教員は、学生からの質問に的確に対応しましたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

9 宿題および小テストの内容・回数は、講義内容を理解する上で効果的でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

10 この授業のクラスの規模は適切でしたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 

11 全体としてこの授業を受講して満足しましたか。 

     １．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う  ５．強くそう思う 
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強くそう思う）が最も評価が高いことを意味している。 

 この総括の評価点は、すべての科目の平均なので科目別特性が平均化されてしまうという点に注意す

る必要がある。また年度により回答者が異なるので数値自体は絶対的なものではない。ただし、専門職

大学院の学生の授業評価は厳しいのが一般的だが、本会計大学院も例外ではない。 

 

＜授業評価アンケート系列平均値（2019 年度～2022 年度対比）＞ 

質問 
項目 

総括 

2019 2020 2021 2022 

1 4.66 4.55 4.55 4.49 

2 3.39 3.20 3.31 3.35 

3 4.62 4.48 4.49 4.40 

4 4.64 4.48 4.44 4.39 

5 4.67 4.47 4.46 4.41 

6 4.62 4.42 4.39 4.32 

7 4.50 4.41 4.40 4.23 

8 4.64 4.52 4.49 4.39 

9 4.46 4.36 4.29 4.21 

10 4.47 4.48 4.36 4.30 

11 4.60 4.47 4.41 4.37 

 

 教員はこの結果に独善的な解釈を行うことなく、改善の拠り所となる客観データとして重視している。

個々の授業に関しては担当者が改善を試みることになるが、教員全員が頻繁に学生の反応や授業改善に

ついてお互いに意見を交換し合っている。特に、同一教員が担当する科目間で評価に大きく差が出たと

きや同一教員が同一科目を担当して過年度と評価が大きく変化したときは、担当者は同じ姿勢で講義に

臨んでいることが多いが、そのことが異なる評価をもたらすことが判明し、改善の契機となる。こうし

て常に授業評価アンケートを利用して改善に心がけている。 

 我々教員は担当科目に関して寄せられた回答に対して、自ら、「受講生の傾向」を分析し、「昨年度の

授業評価アンケートを踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意したこと」を記し、「今後の対応」を

表明している。ついで、教学主任が平均で見た分析を行っている。このように段階的な分析を経て『FD

活動報告書』が作成されている。これらは本会計大学院のウェブページにて広く公開している。 

 以上の結果を踏まえて、教育内容の改善として、これまでに 4 度の大幅なカリキュラム改正を行い、

学生から求められる教育内容及び社会から会計大学院に求められる教育内容を検討して即座にこれに

対応している。これに対して、教育方法については、授業評価アンケートとこれに対応する教員の改善

行動から見られるように、個々の教員がそれぞれの改善点において対応している。 

【点検・自己評価】 

解釈指針5-1-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

 

 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 会計研究科（専門職大学院）学則改正一覧 

4. 会計研究科講義録画・配信科目一覧（2022年度） 

 

解釈指針5-1-1-2  

「組織的かつ継続的に行われていること」とは、改善すべき項目及びその方法に関する方針を決定

し、改善に関する情報を管理し、改善のための諸措置の実施を担当する組織（例えば、FD委員会）

が、 会計大学院内に設置されていることをいうものとする。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準5-1-1で示したように、教育内容及び教育方法を組織的かつ継続的に行うた

めの組織が設置されている。具体的には、次のような組織においてFD活動が「組織的かつ継続的に行

われている」。 

 

教授会 ← アドバイザリー・ボード 

↓      

研究科執行部 

↓ 

教務・FD 委員会 

 

教授会では、教育内容及び教育方法の一切が審議・決定される。研究科執行部は頻繁に執行部会（定

例は月に 2回）を開催し、教務・FD 委員会で審議すべき事項を諮問し、教務・FD委員会は関係の各委員

会と連携をとりつつこれに応えている。また、アドバイザリー・ボードでは、本学の学長も出席して、

学外から就任いただいている有識者から本会計大学院の充実・発展のための助言等を頂いている。これ

らは関西大学中期行動計画にも反映されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針5-1-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD 活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

4. 会計研究科アドバイザリー・ボード一覧（2022年度）  

5. 関西大学大学院会計研究科教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

6. 中期行動計画 
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強くそう思う）が最も評価が高いことを意味している。 

 この総括の評価点は、すべての科目の平均なので科目別特性が平均化されてしまうという点に注意す

る必要がある。また年度により回答者が異なるので数値自体は絶対的なものではない。ただし、専門職

大学院の学生の授業評価は厳しいのが一般的だが、本会計大学院も例外ではない。 

 

＜授業評価アンケート系列平均値（2019 年度～2022 年度対比）＞ 

質問 
項目 

総括 

2019 2020 2021 2022 

1 4.66 4.55 4.55 4.49 

2 3.39 3.20 3.31 3.35 

3 4.62 4.48 4.49 4.40 

4 4.64 4.48 4.44 4.39 

5 4.67 4.47 4.46 4.41 

6 4.62 4.42 4.39 4.32 

7 4.50 4.41 4.40 4.23 

8 4.64 4.52 4.49 4.39 

9 4.46 4.36 4.29 4.21 

10 4.47 4.48 4.36 4.30 

11 4.60 4.47 4.41 4.37 

 

 教員はこの結果に独善的な解釈を行うことなく、改善の拠り所となる客観データとして重視している。

個々の授業に関しては担当者が改善を試みることになるが、教員全員が頻繁に学生の反応や授業改善に

ついてお互いに意見を交換し合っている。特に、同一教員が担当する科目間で評価に大きく差が出たと

きや同一教員が同一科目を担当して過年度と評価が大きく変化したときは、担当者は同じ姿勢で講義に

臨んでいることが多いが、そのことが異なる評価をもたらすことが判明し、改善の契機となる。こうし

て常に授業評価アンケートを利用して改善に心がけている。 

 我々教員は担当科目に関して寄せられた回答に対して、自ら、「受講生の傾向」を分析し、「昨年度の

授業評価アンケートを踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意したこと」を記し、「今後の対応」を

表明している。ついで、教学主任が平均で見た分析を行っている。このように段階的な分析を経て『FD

活動報告書』が作成されている。これらは本会計大学院のウェブページにて広く公開している。 

 以上の結果を踏まえて、教育内容の改善として、これまでに 4 度の大幅なカリキュラム改正を行い、

学生から求められる教育内容及び社会から会計大学院に求められる教育内容を検討して即座にこれに

対応している。これに対して、教育方法については、授業評価アンケートとこれに対応する教員の改善

行動から見られるように、個々の教員がそれぞれの改善点において対応している。 

【点検・自己評価】 

解釈指針5-1-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

 

 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 会計研究科（専門職大学院）学則改正一覧 

4. 会計研究科講義録画・配信科目一覧（2022年度） 

 

解釈指針5-1-1-2  

「組織的かつ継続的に行われていること」とは、改善すべき項目及びその方法に関する方針を決定

し、改善に関する情報を管理し、改善のための諸措置の実施を担当する組織（例えば、FD委員会）

が、 会計大学院内に設置されていることをいうものとする。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準5-1-1で示したように、教育内容及び教育方法を組織的かつ継続的に行うた

めの組織が設置されている。具体的には、次のような組織においてFD活動が「組織的かつ継続的に行

われている」。 

 

教授会 ← アドバイザリー・ボード 

↓      

研究科執行部 

↓ 

教務・FD 委員会 

 

教授会では、教育内容及び教育方法の一切が審議・決定される。研究科執行部は頻繁に執行部会（定

例は月に 2回）を開催し、教務・FD 委員会で審議すべき事項を諮問し、教務・FD委員会は関係の各委員

会と連携をとりつつこれに応えている。また、アドバイザリー・ボードでは、本学の学長も出席して、

学外から就任いただいている有識者から本会計大学院の充実・発展のための助言等を頂いている。これ

らは関西大学中期行動計画にも反映されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針5-1-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD 活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）アドバイザリー・ボード規程 

4. 会計研究科アドバイザリー・ボード一覧（2022年度）  

5. 関西大学大学院会計研究科教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

6. 中期行動計画 
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解釈指針5-1-1-3  

｢研修及び研究｣の内容として、例えば次に掲げるものが考えられる｡ 

（1）授業及び教材等に対する学生、教員相互、修了生、就職先企業等の関係者又は外部者によ

る評価を行い、その結果を検討する実証的方法｡ 

（2）教育方法に関する専門家、又は教育経験豊かな同僚教員による講演会や研修会の開催等の

教育的方法｡ 

（3）外国大学や研究所等における情報･成果の蓄積･利用等の調査的方法｡ 

（4）教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み（内部質保証）に関する研修及び研究 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準 5-1-1 で示したように、教育内容及び教育方法を行うための研修及び研究は

活発に行われている。そこでの説明を本解釈指針に示された 3区分ごとに整理すると以下のようである。 

 

1. 自己評価及び外部評価について 

 自己評価の機会は、教授会、教務・FD委員会、能力開発室における意見交換がある。外部評価の機

会は、アドバイザリー・ボードにおける意見聴取・意見交換がある。 

自己評価及び外部評価の実証方法は、何よりも授業での学生の反応、日常から学生との交流の機会

の多い個別演習科目及び修士論文科目や公認会計士試験合格者との意見交換会（2022年度は12月17日

に実施）における在学生及び修了生からの意見・要望、オフィスアワーでの学生の反応、試験結果の

統計分析によって行われている。その他、就職先企業等（当該就職先企業等に就職している修了生含

む）との意見交換も行っている。具体的には、監査法人合同研究セミナー（あずさ、PwCあらた、仰

星、EY新日本、三優、トーマツ、太陽の各監査法人参加）（2022年10月19日開催）を通じて広く行って

いる。また、関西大学全学で取組んでいる自己点検・評価活動（委員会）へ本会計大学院からも委員

を選出しており、全学的な見地からも自己評価を実施している。 

以上の評価が専任教員の間でとどまっていては効果が限定されるので、毎年度、『出講の手引き』を

見直し、研究科執行部と教務・FD委員会が協力し、専任教員のみならず、非常勤教員に対しても、『講

義要項』の執筆に対して説明を行い、かつ『講義要項』の公表前にはその記載内容の吟味を行い、場

合によっては訂正を促している。 

 

2. 講演会や研究会の開催等について 

 研究者教員にとっては実務の理解が、実務家教員にとっては研究動向の理解が不可欠であるが、これ

らは様々な方法による機会が提供されている。 

 

① 本会計大学院主催の講演会等（過去 3 年実績） 

＜2020 年度＞ 

2021年 2月 19 日（金）開催 

 講師 竹中平蔵氏（東洋大学教授、慶応義塾大学名誉教授） 

 演題 「コロナ危機と日本経済」  

2021年 3月 22 日（月）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 

 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

＜2021 年度＞ 

2021年 4月 22 日（木）開催 

 講師 藤沼亜起氏（元国際会計士連盟会長、元日本公認会計士協会会長） 

 演題 「目指そう・挑戦しよう 会計プロフェッションへの道」 

2022年 2月 15 日（火）開催 

 講師 竹中平蔵氏（慶応義塾大学名誉教授）     

 演題 「ポストコロナの日本経済」  

2022年 2月 25 日（金）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

＜2022 年度＞ 

2022年 5月 11 日（水）開催 

 講師 藤沼亜起氏（元国際会計士連盟会長、元日本公認会計士協会会長） 

 演題 「目指そう・挑戦しよう 会計プロフェッションへの道」 

2023年 2月 13 日（月）開催 

 講師 竹中平蔵氏（慶応義塾大学名誉教授）     

 演題 「激変する世界と日本経済」  

2023年 2月 24 日（金）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

 

② 研究会等の積極的活用 

本大学経済・政治研究所の研究班に本会計大学院の専任教員が主幹となって参画し、そのセミナーに

専任教員・非常勤講師も自由に参加できるようにし、研究者と実務家の共同によるシナジー効果を追求

している。 

 

3. 情報・成果の蓄積・利用等について 

情報・成果の蓄積・利用等については、以下のような対応をとっている。 

① 教育改善のための資料として、「FD活動報告書」及び「自己点検・評価報告書」を作成し、会計

研究科ウェブページにて公開している。 

② 教育における研修・研究の内容を紀要に掲載し発行している。 

③ 能力開発室に関連図書を配備している。 

 

4．教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み（内部質保証）に関する研修及び研究について 

 会計研究科の教育及び研究について、学是「学の実化」や教育研究上の目的等を念頭に置き、質の

向上を図るとともに、適切な水準にあることを自らの責任で明示する内部質保証の取組みを恒常的に
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解釈指針5-1-1-3  

｢研修及び研究｣の内容として、例えば次に掲げるものが考えられる｡ 

（1）授業及び教材等に対する学生、教員相互、修了生、就職先企業等の関係者又は外部者によ

る評価を行い、その結果を検討する実証的方法｡ 

（2）教育方法に関する専門家、又は教育経験豊かな同僚教員による講演会や研修会の開催等の

教育的方法｡ 

（3）外国大学や研究所等における情報･成果の蓄積･利用等の調査的方法｡ 

（4）教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み（内部質保証）に関する研修及び研究 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準 5-1-1 で示したように、教育内容及び教育方法を行うための研修及び研究は

活発に行われている。そこでの説明を本解釈指針に示された 3区分ごとに整理すると以下のようである。 

 

1. 自己評価及び外部評価について 

 自己評価の機会は、教授会、教務・FD委員会、能力開発室における意見交換がある。外部評価の機

会は、アドバイザリー・ボードにおける意見聴取・意見交換がある。 

自己評価及び外部評価の実証方法は、何よりも授業での学生の反応、日常から学生との交流の機会

の多い個別演習科目及び修士論文科目や公認会計士試験合格者との意見交換会（2022年度は12月17日

に実施）における在学生及び修了生からの意見・要望、オフィスアワーでの学生の反応、試験結果の

統計分析によって行われている。その他、就職先企業等（当該就職先企業等に就職している修了生含

む）との意見交換も行っている。具体的には、監査法人合同研究セミナー（あずさ、PwCあらた、仰

星、EY新日本、三優、トーマツ、太陽の各監査法人参加）（2022年10月19日開催）を通じて広く行って

いる。また、関西大学全学で取組んでいる自己点検・評価活動（委員会）へ本会計大学院からも委員

を選出しており、全学的な見地からも自己評価を実施している。 

以上の評価が専任教員の間でとどまっていては効果が限定されるので、毎年度、『出講の手引き』を

見直し、研究科執行部と教務・FD委員会が協力し、専任教員のみならず、非常勤教員に対しても、『講

義要項』の執筆に対して説明を行い、かつ『講義要項』の公表前にはその記載内容の吟味を行い、場

合によっては訂正を促している。 

 

2. 講演会や研究会の開催等について 

 研究者教員にとっては実務の理解が、実務家教員にとっては研究動向の理解が不可欠であるが、これ

らは様々な方法による機会が提供されている。 

 

① 本会計大学院主催の講演会等（過去 3 年実績） 

＜2020 年度＞ 

2021年 2月 19 日（金）開催 

 講師 竹中平蔵氏（東洋大学教授、慶応義塾大学名誉教授） 

 演題 「コロナ危機と日本経済」  

2021年 3月 22 日（月）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 

 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

＜2021 年度＞ 

2021年 4月 22 日（木）開催 

 講師 藤沼亜起氏（元国際会計士連盟会長、元日本公認会計士協会会長） 

 演題 「目指そう・挑戦しよう 会計プロフェッションへの道」 

2022年 2月 15 日（火）開催 

 講師 竹中平蔵氏（慶応義塾大学名誉教授）     

 演題 「ポストコロナの日本経済」  

2022年 2月 25 日（金）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

＜2022 年度＞ 

2022年 5月 11 日（水）開催 

 講師 藤沼亜起氏（元国際会計士連盟会長、元日本公認会計士協会会長） 

 演題 「目指そう・挑戦しよう 会計プロフェッションへの道」 

2023年 2月 13 日（月）開催 

 講師 竹中平蔵氏（慶応義塾大学名誉教授）     

 演題 「激変する世界と日本経済」  

2023年 2月 24 日（金）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

 

② 研究会等の積極的活用 

本大学経済・政治研究所の研究班に本会計大学院の専任教員が主幹となって参画し、そのセミナーに

専任教員・非常勤講師も自由に参加できるようにし、研究者と実務家の共同によるシナジー効果を追求

している。 

 

3. 情報・成果の蓄積・利用等について 

情報・成果の蓄積・利用等については、以下のような対応をとっている。 

① 教育改善のための資料として、「FD活動報告書」及び「自己点検・評価報告書」を作成し、会計

研究科ウェブページにて公開している。 

② 教育における研修・研究の内容を紀要に掲載し発行している。 

③ 能力開発室に関連図書を配備している。 

 

4．教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み（内部質保証）に関する研修及び研究について 

 会計研究科の教育及び研究について、学是「学の実化」や教育研究上の目的等を念頭に置き、質の

向上を図るとともに、適切な水準にあることを自らの責任で明示する内部質保証の取組みを恒常的に
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推進している。当該内部保証は、PLAN（理念・目的・方針・計画）→DO（実施）→CHECK（検証）

→ACTION（改善・改革）の枠組みを基軸とする。 

 具体的には、2016年度にポリシー、カリキュラム及び入学定員等の見直しを行い〔会計専門職大学

院改革検証委員会〕、2017年度に当該内容における文科省への届出及び学則の改正・カリキュラムの

変更手続きを行った〔カリキュラム検討委員会及び教授会〕。2018年度には、改正されたポリシー・

カリキュラム及び入学定員における教育の実施段階に入った。2018年度以降は、関西大学中期行動計

画に基づき実施内容につき、PDCAサイクルに沿った検証を行っている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 5-1-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 会計専門職大学院セミナー実施一覧 

 

5-1-2  

会計大学院における実務家教員における教育上の経験の確保、及び研究者教員における実務上の知

見の確保に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院の企画により、研究者や実務家の講師によるセミナーを開催し、すべての教員はこれに

参加し、知見の確保に努めている。加えて、各セミナー終了後、講師との意見交換会を設け、より具体

的な実務上・教育上の知見の確保に努めている。また、本会計大学院においては、実務家教員及び研究

者教員を含むすべての専任教員による FD 懇談会のみならず、非常勤講師に実務家が多いため、非常勤

講師との FD 懇談会を開催することによって、教育上の経験の確保に努めている。2022・2021・2020 年

度の実施状況は次のとおりである。 

 

＜2020 年度＞ 

2021年 2月 19 日（金）開催 

 講師 竹中平蔵氏（東洋大学教授、慶応義塾大学名誉教授） 

 演題 「コロナ危機と日本経済」  

2021年 3月 22 日（月）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

＜2021 年度＞ 

2021年 4月 22 日（木）開催 

 講師 藤沼亜起氏（元国際会計士連盟会長、元日本公認会計士協会会長） 

 

 

 演題 「目指そう・挑戦しよう 会計プロフェッションへの道」 

2022年 2月 15 日（火）開催 

 講師 竹中平蔵氏（慶応義塾大学名誉教授）     

 演題 「ポストコロナの日本経済」  

2022年 2月 25 日（金）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

＜2022 年度＞ 

2022年 5月 11 日（水）開催 

 講師 藤沼亜起氏（元国際会計士連盟会長、元日本公認会計士協会会長） 

 演題 「目指そう・挑戦しよう 会計プロフェッションへの道」 

2022年 7月 27 日（水）開催 

 テーマ コロナ禍におけるオンライン教育の振り返り（専任教員対象） 

 司会  研究科長 

場所  オンライン 

2022年 9月 20 日（火）開催 

 テーマ 梅田キャンパス授業担当者説明会（非常勤講師対象） 

 司会  教学主任 

場所  関西大学梅田キャンパス 

2023年 2月 13 日（月）開催 

 講師 竹中平蔵氏（慶応義塾大学名誉教授）     

 演題 「激変する世界と日本経済」  

2023年 2月 24 日（金）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

【点検・自己評価】 

基準 5-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 会計専門職大学院セミナー実施一覧 
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推進している。当該内部保証は、PLAN（理念・目的・方針・計画）→DO（実施）→CHECK（検証）

→ACTION（改善・改革）の枠組みを基軸とする。 

 具体的には、2016年度にポリシー、カリキュラム及び入学定員等の見直しを行い〔会計専門職大学

院改革検証委員会〕、2017年度に当該内容における文科省への届出及び学則の改正・カリキュラムの

変更手続きを行った〔カリキュラム検討委員会及び教授会〕。2018年度には、改正されたポリシー・

カリキュラム及び入学定員における教育の実施段階に入った。2018年度以降は、関西大学中期行動計

画に基づき実施内容につき、PDCAサイクルに沿った検証を行っている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 5-1-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 会計専門職大学院セミナー実施一覧 

 

5-1-2  

会計大学院における実務家教員における教育上の経験の確保、及び研究者教員における実務上の知

見の確保に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院の企画により、研究者や実務家の講師によるセミナーを開催し、すべての教員はこれに

参加し、知見の確保に努めている。加えて、各セミナー終了後、講師との意見交換会を設け、より具体

的な実務上・教育上の知見の確保に努めている。また、本会計大学院においては、実務家教員及び研究

者教員を含むすべての専任教員による FD 懇談会のみならず、非常勤講師に実務家が多いため、非常勤

講師との FD 懇談会を開催することによって、教育上の経験の確保に努めている。2022・2021・2020 年

度の実施状況は次のとおりである。 

 

＜2020 年度＞ 

2021年 2月 19 日（金）開催 

 講師 竹中平蔵氏（東洋大学教授、慶応義塾大学名誉教授） 

 演題 「コロナ危機と日本経済」  

2021年 3月 22 日（月）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

＜2021 年度＞ 

2021年 4月 22 日（木）開催 

 講師 藤沼亜起氏（元国際会計士連盟会長、元日本公認会計士協会会長） 

 

 

 演題 「目指そう・挑戦しよう 会計プロフェッションへの道」 

2022年 2月 15 日（火）開催 

 講師 竹中平蔵氏（慶応義塾大学名誉教授）     

 演題 「ポストコロナの日本経済」  

2022年 2月 25 日（金）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

＜2022 年度＞ 

2022年 5月 11 日（水）開催 

 講師 藤沼亜起氏（元国際会計士連盟会長、元日本公認会計士協会会長） 

 演題 「目指そう・挑戦しよう 会計プロフェッションへの道」 

2022年 7月 27 日（水）開催 

 テーマ コロナ禍におけるオンライン教育の振り返り（専任教員対象） 

 司会  研究科長 

場所  オンライン 

2022年 9月 20 日（火）開催 

 テーマ 梅田キャンパス授業担当者説明会（非常勤講師対象） 

 司会  教学主任 

場所  関西大学梅田キャンパス 

2023年 2月 13 日（月）開催 

 講師 竹中平蔵氏（慶応義塾大学名誉教授）     

 演題 「激変する世界と日本経済」  

2023年 2月 24 日（金）開催 

 講師 原田大輔氏（有限責任あずさ監査法人専務理事／大阪事務所長） 

 演題 「監査を取り巻く環境変化の中で果たす公認会計士の役割とやりがい」 

 

【点検・自己評価】 

基準 5-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 会計専門職大学院セミナー実施一覧 
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解釈指針5-1-2-1  

実務家として十分な経験を有する教員であって、教育上の経験に不足すると認められる者について

は、これを補うための教育研修の機会を得ること、また、大学の学部や大学院において十分な教育

経験を有する教員であって、実務上の知見に不足すると認められる者については、担当する科目に

関連する実務上の知見を補完する機会を得ることが、それぞれ確保されているよう、会計大学院に

おいて適切な措置をとるよう努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準 5-2-1 で示したように、実務家教員に対する教育研修及び研究者教員に対す

る実務上の研修は、高い頻度で行われている。特にこれらはセミナーを利用した形態において実施する

ことが効果的であると考えている。そこで、セミナー講演者に、研究者教員及び実務家教員の双方を招

いて、講演会を行うとともに、その後に研究会ないし研修会を実施することとしている。2022 年度のセ

ミナー講演者には藤沼亜起氏、竹中平蔵氏、原田大輔氏を招いた。また、コロナ禍でのオンライン教育

を振り返り、工夫を共有することを目的に全専任教員を対象としたオンライン FD を実施、オンライン

教育の活用方法について意見を交換した。これ以外では、本会計大学院では、社会人向けビジネス教育

の場として梅田キャンパスで開講している実務家の非常勤講師を対象に本会計大学院・講座・受講生・

授業スタイルの特質や成績評価等に関する説明会を実施して、教育技術の研修を実施している。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院教員は、セミナー活動及び各種の研究会・研修会で、実務家教員における教育上の経験

の確保について、本会計大学院の実情に応じた教員相互の研究会が実施され、研究者教員については継

続的に新しい会計実務や社会的に重要なトピックに関する情報や知識を得ることができるような措置

を講じている。解釈指針 5-1-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 会計専門職大学院セミナー実施一覧 

  

 

 

第６章 入学者選抜等 

 

6-1 入学者受入 

6-1-1  

公平性、開放性、多様性の確保を前提としつつ、各会計大学院の教育の理念及び目的に照らして、

各会計大学院は入学者受入方針（アドミッション･ポリシー）を設定し、公表していること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、公平性、開放性、多様性の確保を前提としつつ、会計大学院の教育の理念及び目

的に照らし、次のとおり入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）を定め、『学生募集要項』及び

本会計大学院の『パンフレット』及びウェブページにおいて公開している。 

＜入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）＞ 

 会計専門職大学院では、「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計人」を養成すること

を目的としていることから、様々な入試方式を通じて、高度な会計教育を受けることのできる能

力・資質・意欲を備えた入学者を広く受け入れます。 

1  上記の目的から簿記・会計に関する知識・能力を有する既修者を主たる対象として受け入れ

るが、簿記・会計の未修者であっても優れた会計センスを有する人材については、積極的に受

け入れる。 

2  入学試験としては、一般入試（学力重視方式及び素養重視方式）、学内進学入試、指定校推

薦入試の他、国際的・社会的に幅広く人材を受け入れるという観点から、留学生別科特別入試

及び資格取得者・社会人特別入試等を実施する。 

3  入試方式に応じて、簿記や原価計算といった基本的な会計に関する筆記試験を課す入試の

みならず、小論文試験や書類選考に面接を合わせた総合的に会計専門職教育を受けることの

できる者を総合的に選抜する。 

また、本会計大学院の設置の理念についても、次のとおり、本会計大学院の『大学院要覧』（ウェブペ

ージでも掲載）において公開している。 

＜設置の理念＞  本学の理念としての「学の実化（じつげ）」、およびこれを具体化した柱のひ

とつ「学理と実際との調和」に受け継がれ、「開かれた大学」「情報化社会への対応」「国際

化の促進」の 3 本柱として継承されている。会計研究科は、会計領域における「学理と実際と

の調和」を結実させるものなのである。 

世界標準の会計や監査へ向けて日本の制度の見直しが進む中、日本の公認会計士にも世界標

準での活躍を期待できるよう、その資質とくに会計・監査の実務的かつ理論的な能力が要求さ

れている。会計研究科では、「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計人」の養成を

第一の目的とし、かかる資質をそなえた超会計人を養成します。そして、それだけにとどまら

ず、企業や官公庁からの要請に応じた会計人の養成をも目的として、「監査界」、「産業

界」、「官公庁」のリーダーたりうる会計専門職の養成を目指しています。 

会計研究科では、社会的要請を受け、会計・監査・財務サービスの高度化・拡大への対応の

ため、「会計人となるための水準の確保」と「公益を意識した職業倫理観の醸成」する教育を

行う。 

さらに、この設置理念に則して、上記の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を含め、教育
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解釈指針5-1-2-1  

実務家として十分な経験を有する教員であって、教育上の経験に不足すると認められる者について

は、これを補うための教育研修の機会を得ること、また、大学の学部や大学院において十分な教育

経験を有する教員であって、実務上の知見に不足すると認められる者については、担当する科目に

関連する実務上の知見を補完する機会を得ることが、それぞれ確保されているよう、会計大学院に

おいて適切な措置をとるよう努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、基準 5-2-1 で示したように、実務家教員に対する教育研修及び研究者教員に対す

る実務上の研修は、高い頻度で行われている。特にこれらはセミナーを利用した形態において実施する

ことが効果的であると考えている。そこで、セミナー講演者に、研究者教員及び実務家教員の双方を招

いて、講演会を行うとともに、その後に研究会ないし研修会を実施することとしている。2022 年度のセ

ミナー講演者には藤沼亜起氏、竹中平蔵氏、原田大輔氏を招いた。また、コロナ禍でのオンライン教育

を振り返り、工夫を共有することを目的に全専任教員を対象としたオンライン FD を実施、オンライン

教育の活用方法について意見を交換した。これ以外では、本会計大学院では、社会人向けビジネス教育

の場として梅田キャンパスで開講している実務家の非常勤講師を対象に本会計大学院・講座・受講生・

授業スタイルの特質や成績評価等に関する説明会を実施して、教育技術の研修を実施している。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院教員は、セミナー活動及び各種の研究会・研修会で、実務家教員における教育上の経験

の確保について、本会計大学院の実情に応じた教員相互の研究会が実施され、研究者教員については継

続的に新しい会計実務や社会的に重要なトピックに関する情報や知識を得ることができるような措置

を講じている。解釈指針 5-1-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd（FD活動） 

2．会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 会計専門職大学院セミナー実施一覧 

  

 

 

第６章 入学者選抜等 

 

6-1 入学者受入 

6-1-1  

公平性、開放性、多様性の確保を前提としつつ、各会計大学院の教育の理念及び目的に照らして、

各会計大学院は入学者受入方針（アドミッション･ポリシー）を設定し、公表していること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、公平性、開放性、多様性の確保を前提としつつ、会計大学院の教育の理念及び目

的に照らし、次のとおり入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）を定め、『学生募集要項』及び

本会計大学院の『パンフレット』及びウェブページにおいて公開している。 

＜入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）＞ 

 会計専門職大学院では、「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計人」を養成すること

を目的としていることから、様々な入試方式を通じて、高度な会計教育を受けることのできる能

力・資質・意欲を備えた入学者を広く受け入れます。 

1  上記の目的から簿記・会計に関する知識・能力を有する既修者を主たる対象として受け入れ

るが、簿記・会計の未修者であっても優れた会計センスを有する人材については、積極的に受

け入れる。 

2  入学試験としては、一般入試（学力重視方式及び素養重視方式）、学内進学入試、指定校推

薦入試の他、国際的・社会的に幅広く人材を受け入れるという観点から、留学生別科特別入試

及び資格取得者・社会人特別入試等を実施する。 

3  入試方式に応じて、簿記や原価計算といった基本的な会計に関する筆記試験を課す入試の

みならず、小論文試験や書類選考に面接を合わせた総合的に会計専門職教育を受けることの

できる者を総合的に選抜する。 

また、本会計大学院の設置の理念についても、次のとおり、本会計大学院の『大学院要覧』（ウェブペ

ージでも掲載）において公開している。 

＜設置の理念＞  本学の理念としての「学の実化（じつげ）」、およびこれを具体化した柱のひ

とつ「学理と実際との調和」に受け継がれ、「開かれた大学」「情報化社会への対応」「国際

化の促進」の 3 本柱として継承されている。会計研究科は、会計領域における「学理と実際と

の調和」を結実させるものなのである。 

世界標準の会計や監査へ向けて日本の制度の見直しが進む中、日本の公認会計士にも世界標

準での活躍を期待できるよう、その資質とくに会計・監査の実務的かつ理論的な能力が要求さ

れている。会計研究科では、「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計人」の養成を

第一の目的とし、かかる資質をそなえた超会計人を養成します。そして、それだけにとどまら

ず、企業や官公庁からの要請に応じた会計人の養成をも目的として、「監査界」、「産業

界」、「官公庁」のリーダーたりうる会計専門職の養成を目指しています。 

会計研究科では、社会的要請を受け、会計・監査・財務サービスの高度化・拡大への対応の

ため、「会計人となるための水準の確保」と「公益を意識した職業倫理観の醸成」する教育を

行う。 

さらに、この設置理念に則して、上記の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を含め、教育
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に関する３つのポリシー（教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー））を設定し、公表している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-1-1、6-1-1-2 を満たしており、基準 6-1-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/education（教育内容） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

4. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針6-1-1-1 

入学者の能力等の評価、その他の入学者受入に係る入試業務を行うための責任ある体制（委員

会等）が設置されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則」第27条（入学試験）の第1

項において、「本研究科に入学を志願する者は、入学試験を受験しなければならない。」と定め、同

条第2項で「入学試験は、研究科教授会が定める方法により、学力及び人物について考査する。」と定

めている。さらに、「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程」の第6条（議決事項）

の（8）に「入学試験に関する事項」があげられている。このように、本会計大学院において、入学者

の能力等の評価、その他の入学者受入れにかかる業務について、教授会がすべての権限と責任を有し

ている。さらに、当該入学者選抜にかかる実際の運営を行うために入試主任を置き、入試主任を委員

長とする入試・広報委員会を組織している。なお、入試主任は本会計大学院の執行部の一員と位置付

けられている。 

入試主任を委員長とする入試・広報委員会は、関西大学入試センター（大学院入試グループ）と連

携し、「関西大学大学院会計研究科入試・広報委員会に関する申し合わせ」に基づき、本会計大学院

の入学試験及び広報に関する業務（『学生募集要項』の作成等の学生募集に関すること、入学試験実施

に関すること、入学試験問題の作成に関すること、『パンフレット』の発行に関すること、ウェブサ

イトの更新に関すること、進学説明会の実施等）を行っている。特に、『学生募集要項』の作成、入

学試験問題の作成にかかる出題者の決定、入学試験の実施要領の決定、入学者の選抜については、教

授会の審議事項として取り扱い、その都度、教授会において審議のうえ承認を得る体制となってい

る。 

このように、入学者の能力の評価、その他の入学者受入れにかかる業務を行うために、教授会－入

試主任－入試・広報委員会－入試センター（大学院入試グループ）という責任ある体制がとられてい

る。 

 

 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-1-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

2. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

3．関西大学大学院会計研究科入試・広報委員会に関する申し合わせ 

4. 関西大学入試センター規程 

 

解釈指針6-1-1-2  

入学志願者に対して、当該会計大学院の理念及び教育目的、設置の趣旨、アドミッション・ポリ 

シー、入学者選抜の方法、並びに重要な教育にかかる事項について、事前に周知するように努

めていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、入学志願者に対して、入学志願票（入学願書）と共に『学生募集要項』及び『パ

ンフレット』を配布している。『学生募集要項』には、研究科の概要、入学者受入れの方針（アドミッシ

ョン・ポリシー）、入学者選抜の方法が記載されている。『パンフレット』には、本会計大学院の理念及

び教育目的、設置の趣旨並びに基準 9-3-2 に定める事項（教育活動等に関する重要事項）が記載されて

いる。 

また、本会計大学院ウェブページにおいて、解釈指針 6-1-1-2 に示された事項を公表している。さら

に、次のとおり、2022 年度では対面と同時に Zoom によるオンラインによる進学説明会を順次開催して

おり、本会計大学院の理念及び教育目的、設置の趣旨、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシ

ー）、入学選抜の方法並びに基準 9-3-2 に定める事項（教育活動等に関する重要事項）について、志願者

に直接説明している。このように、本会計大学院に入学を志願する者に対して解釈指針 6-1-1-2 に示さ

れた事項を事前に周知するべく努めている。 

 

＜2022 年度進学説明会実施日程＞ 

１ 対象者：全て  

月日 時間 内容 担当 

5 月 21 日（土）* 

10：00～

11：30 

研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 
宗岡 

6 月 4 日（土）* 宗岡 

8 月 8 日（月）* 
研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 

在学生（公認会計士試験短答式合格者）による体験談（ビデオ） 
宗岡 

10 月 15 日（土）* 研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 松本 

12 月 10 日（土）† 
研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 

在学生（公認会計士試験論文式合格者）による体験談 
三島 

1 月 28 日（土）† 研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 松本 

* Zoom によるオンライン開催（事前申込制） 

† 対面及びオンラインによるハイブリッド開催 
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に関する３つのポリシー（教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー））を設定し、公表している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-1-1、6-1-1-2 を満たしており、基準 6-1-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/education（教育内容） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

4. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針6-1-1-1 

入学者の能力等の評価、その他の入学者受入に係る入試業務を行うための責任ある体制（委員

会等）が設置されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則」第27条（入学試験）の第1

項において、「本研究科に入学を志願する者は、入学試験を受験しなければならない。」と定め、同

条第2項で「入学試験は、研究科教授会が定める方法により、学力及び人物について考査する。」と定

めている。さらに、「関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程」の第6条（議決事項）

の（8）に「入学試験に関する事項」があげられている。このように、本会計大学院において、入学者

の能力等の評価、その他の入学者受入れにかかる業務について、教授会がすべての権限と責任を有し

ている。さらに、当該入学者選抜にかかる実際の運営を行うために入試主任を置き、入試主任を委員

長とする入試・広報委員会を組織している。なお、入試主任は本会計大学院の執行部の一員と位置付

けられている。 

入試主任を委員長とする入試・広報委員会は、関西大学入試センター（大学院入試グループ）と連

携し、「関西大学大学院会計研究科入試・広報委員会に関する申し合わせ」に基づき、本会計大学院

の入学試験及び広報に関する業務（『学生募集要項』の作成等の学生募集に関すること、入学試験実施

に関すること、入学試験問題の作成に関すること、『パンフレット』の発行に関すること、ウェブサ

イトの更新に関すること、進学説明会の実施等）を行っている。特に、『学生募集要項』の作成、入

学試験問題の作成にかかる出題者の決定、入学試験の実施要領の決定、入学者の選抜については、教

授会の審議事項として取り扱い、その都度、教授会において審議のうえ承認を得る体制となってい

る。 

このように、入学者の能力の評価、その他の入学者受入れにかかる業務を行うために、教授会－入

試主任－入試・広報委員会－入試センター（大学院入試グループ）という責任ある体制がとられてい

る。 

 

 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-1-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

2. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

3．関西大学大学院会計研究科入試・広報委員会に関する申し合わせ 

4. 関西大学入試センター規程 

 

解釈指針6-1-1-2  

入学志願者に対して、当該会計大学院の理念及び教育目的、設置の趣旨、アドミッション・ポリ 

シー、入学者選抜の方法、並びに重要な教育にかかる事項について、事前に周知するように努

めていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、入学志願者に対して、入学志願票（入学願書）と共に『学生募集要項』及び『パ

ンフレット』を配布している。『学生募集要項』には、研究科の概要、入学者受入れの方針（アドミッシ

ョン・ポリシー）、入学者選抜の方法が記載されている。『パンフレット』には、本会計大学院の理念及

び教育目的、設置の趣旨並びに基準 9-3-2 に定める事項（教育活動等に関する重要事項）が記載されて

いる。 

また、本会計大学院ウェブページにおいて、解釈指針 6-1-1-2 に示された事項を公表している。さら

に、次のとおり、2022 年度では対面と同時に Zoom によるオンラインによる進学説明会を順次開催して

おり、本会計大学院の理念及び教育目的、設置の趣旨、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシ

ー）、入学選抜の方法並びに基準 9-3-2 に定める事項（教育活動等に関する重要事項）について、志願者

に直接説明している。このように、本会計大学院に入学を志願する者に対して解釈指針 6-1-1-2 に示さ

れた事項を事前に周知するべく努めている。 

 

＜2022 年度進学説明会実施日程＞ 

１ 対象者：全て  

月日 時間 内容 担当 

5 月 21 日（土）* 

10：00～

11：30 

研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 
宗岡 

6 月 4 日（土）* 宗岡 

8 月 8 日（月）* 
研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 

在学生（公認会計士試験短答式合格者）による体験談（ビデオ） 
宗岡 

10 月 15 日（土）* 研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 松本 

12 月 10 日（土）† 
研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 

在学生（公認会計士試験論文式合格者）による体験談 
三島 

1 月 28 日（土）† 研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 松本 

* Zoom によるオンライン開催（事前申込制） 

† 対面及びオンラインによるハイブリッド開催 
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２ 対象者：学部生のご父母 

開催方法：Zoomによるオンライン（事前申込制） 

月日 時間 内容 担当 

5 月 28 日（土）* 10：00～

11：30 
研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 

宗岡 

11 月 19 日（土）† 松本 

* Zoom によるオンライン開催（事前申込制） 

† 対面及びオンラインによるハイブリッド開催 

 

３ 対象者：本学留学生別科の学生 

月日 時間 内容 担当 

5 月 31 日（火）* 14：40～

16：10 
研究科概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 

宗岡 

11 月 18 日（金）† 松本 

* Zoom によるオンライン開催（事前申込制） 

† 対面及びオンラインによるハイブリッド開催 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-1-2 に定められた内容は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/education（教育内容） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-1-2  

入学者選抜が各会計大学院のアドミッション･ポリシーに基づいて行われていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、6-1-1 に示したとおり、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を策

定し、公表している。そして、当該アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜を行っている。 

具体的には、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）において、「世界水準で通用する、理

論と実務に習熟した会計人を養成」することを目的とすることから、様々な入試方式を通じて、高度な

会計教育を受けることのできる能力・資質・意欲を備えた入学者を広く受け入れる。このため、簿記・

会計に関する知識・能力を有する既修者を主たる対象として受け入れるが、簿記・会計の未修者であっ

ても優れた会計センスを有する人材については積極的に受け入れることとし、目的に適った入学希望者

を選定するため、一般入試、学内進学試験、指定校推薦入試、留学生別科特別入試及び資格取得者・社

会人特別入試等を実施している。 

入試方式に応じて、簿記や原価計算といった基本的な会計に関する筆記試験を課す入試のみならず、

小論文試験や書類選考に面接を合わせた総合的に会計専門職教育を受けることのできる者を総合的に

選抜しており、以下のとおり、それぞれの方式による入学者選抜が行われている。  

 

 

＜入試方式・試験科目（2022 年度入学試験）＞ 

区分 方式 試験科目 

一般入試 
学力重視方式 簿記、原価計算、会計学の 3 科目から 2 科目を選択 

素養重視方式 小論文（社会・経済に関するテーマ）及び面接 

学内進学試験 書類選考及び面接 

早期卒業者特別入試 書類選考及び面接 

公募制推薦入試 書類選考及び面接 

資格取得者・社会人特別入試 書類選考及び面接 

指定校推薦入試 書類選考及び面接 

留学生別科特別入試 書類選考及び面接 

 

各入試方式の概要は次のとおりであり、一般入試(学力重視方式)、学内進学試験、指定校推薦入試、

資格取得者・社会人特別入試においては、飛び級入学を実施しており、その条件を満たしたものには、

飛び級入学以外の志願者と同等の選抜を行っている。 

（1）一般入試（学力重視方式） 

学力重視方式では、簿記や原価計算といった基本的な会計に関する筆記試験を課すことにより、公

認会計士等の高度職業会計人を目指すための基礎的学力を確認する。具体的には、簿記、原価計算、

会計学の 3科目から 2科目を選択させる。 

なお、2023年度入試からは簿記及び原価計算の 2 科目必修としている。 

  

（2）一般入試（素養重視方式） 

素養重視方式では、会計人に求められる優れたセンスを確認する。具体的には社会・経済問題など

に関わる小論文試験を行い、面接試験によって補完する。 

 

（3）学内進学試験 

学内進学試験として、勉学意欲の高い本学学生向けに卒業見込み者と在学生の飛び級の選抜方式

を実施している。いずれも本会計大学院が設定する出願資格を満たす本学在学生を対象としており、

書類選考と面接によって選考する。 

 

(4) 早期卒業者特別入試 

本学学生向けでは、3 年次に在学する者で、所属学部の早期卒業制度の要件を満たし卒業見込みの

者を対象とし、本学以外の学生向けでは、これに加えて本会計大学院が設定する次の条件を満たす

者としている。いずれも書類選考と面接によって選考する。 

① 公認会計士試験短答式に合格または論文式に科目合格していること 

② 税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

③ 日本商工会議所簿記検定 2 級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

④ 大阪商工会議所ビジネス会計検定 2 級以上に合格していること（ネット試験を含む）  

⑤ 全国経理教育協会簿記能力検定 1 級以上に合格していること（科目合格を除く） 

⑥ 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記①～⑤に準ずる資格を有すると認めた者 
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２ 対象者：学部生のご父母 

開催方法：Zoomによるオンライン（事前申込制） 

月日 時間 内容 担当 

5 月 28 日（土）* 10：00～

11：30 
研究科概要、公認会計士試験概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 

宗岡 

11 月 19 日（土）† 松本 

* Zoom によるオンライン開催（事前申込制） 

† 対面及びオンラインによるハイブリッド開催 

 

３ 対象者：本学留学生別科の学生 

月日 時間 内容 担当 

5 月 31 日（火）* 14：40～

16：10 
研究科概要、入試制度、奨学支援制度、質疑応答 

宗岡 

11 月 18 日（金）† 松本 

* Zoom によるオンライン開催（事前申込制） 

† 対面及びオンラインによるハイブリッド開催 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-1-2 に定められた内容は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/education（教育内容） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-1-2  

入学者選抜が各会計大学院のアドミッション･ポリシーに基づいて行われていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、6-1-1 に示したとおり、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を策

定し、公表している。そして、当該アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜を行っている。 

具体的には、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）において、「世界水準で通用する、理

論と実務に習熟した会計人を養成」することを目的とすることから、様々な入試方式を通じて、高度な

会計教育を受けることのできる能力・資質・意欲を備えた入学者を広く受け入れる。このため、簿記・

会計に関する知識・能力を有する既修者を主たる対象として受け入れるが、簿記・会計の未修者であっ

ても優れた会計センスを有する人材については積極的に受け入れることとし、目的に適った入学希望者

を選定するため、一般入試、学内進学試験、指定校推薦入試、留学生別科特別入試及び資格取得者・社

会人特別入試等を実施している。 

入試方式に応じて、簿記や原価計算といった基本的な会計に関する筆記試験を課す入試のみならず、

小論文試験や書類選考に面接を合わせた総合的に会計専門職教育を受けることのできる者を総合的に

選抜しており、以下のとおり、それぞれの方式による入学者選抜が行われている。  

 

 

＜入試方式・試験科目（2022 年度入学試験）＞ 

区分 方式 試験科目 

一般入試 
学力重視方式 簿記、原価計算、会計学の 3 科目から 2 科目を選択 

素養重視方式 小論文（社会・経済に関するテーマ）及び面接 

学内進学試験 書類選考及び面接 

早期卒業者特別入試 書類選考及び面接 

公募制推薦入試 書類選考及び面接 

資格取得者・社会人特別入試 書類選考及び面接 

指定校推薦入試 書類選考及び面接 

留学生別科特別入試 書類選考及び面接 

 

各入試方式の概要は次のとおりであり、一般入試(学力重視方式)、学内進学試験、指定校推薦入試、

資格取得者・社会人特別入試においては、飛び級入学を実施しており、その条件を満たしたものには、

飛び級入学以外の志願者と同等の選抜を行っている。 

（1）一般入試（学力重視方式） 

学力重視方式では、簿記や原価計算といった基本的な会計に関する筆記試験を課すことにより、公

認会計士等の高度職業会計人を目指すための基礎的学力を確認する。具体的には、簿記、原価計算、

会計学の 3科目から 2科目を選択させる。 

なお、2023年度入試からは簿記及び原価計算の 2 科目必修としている。 

  

（2）一般入試（素養重視方式） 

素養重視方式では、会計人に求められる優れたセンスを確認する。具体的には社会・経済問題など

に関わる小論文試験を行い、面接試験によって補完する。 

 

（3）学内進学試験 

学内進学試験として、勉学意欲の高い本学学生向けに卒業見込み者と在学生の飛び級の選抜方式

を実施している。いずれも本会計大学院が設定する出願資格を満たす本学在学生を対象としており、

書類選考と面接によって選考する。 

 

(4) 早期卒業者特別入試 

本学学生向けでは、3 年次に在学する者で、所属学部の早期卒業制度の要件を満たし卒業見込みの

者を対象とし、本学以外の学生向けでは、これに加えて本会計大学院が設定する次の条件を満たす

者としている。いずれも書類選考と面接によって選考する。 

① 公認会計士試験短答式に合格または論文式に科目合格していること 

② 税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

③ 日本商工会議所簿記検定 2 級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

④ 大阪商工会議所ビジネス会計検定 2 級以上に合格していること（ネット試験を含む）  

⑤ 全国経理教育協会簿記能力検定 1 級以上に合格していること（科目合格を除く） 

⑥ 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記①～⑤に準ずる資格を有すると認めた者 
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 (5) 公募制推薦入試 

  公募制推薦では、2022年 3 月までに大学卒業見込み者で、出願時にすべての修得科目あるいは修得

単位の成績において、「優」以上の割合が 50 パーセントを超え、本会計大学院が設定する次の条件を

満たし、本大学院での勉学を強く希望し、所属する大学の学部長の推薦を得られる者を対象として

いる。書類選考と面接によって選考する。 

① 公認会計士試験短答式に合格または論文式に科目合格していること 

② 税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

③ 日本商工会議所簿記検定 2 級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

④ 大阪商工会議所ビジネス会計検定 2 級以上に合格していること（ネット試験を含む）  

⑤ 全国経理教育協会簿記能力検定 1 級以上に合格していること（科目合格を除く） 

⑥ 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記①～⑤に準ずる資格を有すると認めた者 

 

（6）資格取得者・社会人特別入試 

資格取得者・社会人特別入試では、一般入試の受験資格を有し、かつ、以下に示す一定の資格・職

歴等を有する者を対象に、広い視野、柔軟な表現力、個性的な能力、経験を書類選考と面接により確

認する。なお、当該資格については、『学生募集要項』及び本会計大学院ウェブページで公表し、入

学志願者への周知に努めている。 

 

 

＜資格による出願要件＞ 

1. 公認会計士の資格を有する者  

2. 税理士の資格を有する者  

3. 会計士補  

4. 公認会計士試験短答式試験合格者  

5. 税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

6. 日本商工会議所簿記検定１級合格者 

7. 大阪商工会議所ビジネス会計検定 1 級合格者  

8. 司法試験予備試験の合格者 

9. 司法書士の資格を有する者 

10. 行政書士の資格を有する者 

11. 不動産鑑定士試験短答式試験合格者 

12. 中小企業診断士の資格を有する者 

13. 社会保険労務士の資格を有する者 

14. 証券アナリスト第 2 次試験合格者 

15. 米国公認会計士の資格を有する者 

16. 法学、商学、経済学、経営学関係の修士の学位または専門職学位を有する者 

17. 企業、官公庁、教育・研究機関等で通算して 2 年以上勤務している者または経験を有す

る者 

18. 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記 1～17 に準ずる資格・職歴を有す

ると認めた者 

 

 

（7）指定校推薦入試 

指定校推薦入試として、勉学意欲の高い学生向けに指定校推薦方式を実施している。指定校推薦入

試は、本会計大学院が指定した大学（学部）の在学生を対象とした試験である。入学希望者は、所属

する学部の学部長の推薦を受ける必要がある。書類選考と面接によって選考する。 

 

（8）留学生別科特別入試 

本学の留学生別科に所属する、勉学意欲の高い学生向けに留学生別科特別入試を実施している。入

学希望者は国際教育センター長の推薦を受ける必要がある。書類選考と面接によって選考する。 

 

【点検・自己評価】 

基準 6-1-2に定められた内容は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-1-3  

会計大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して、各会計大学院のアドミッション･ポリ 

シーに照らして、入学者選抜を受ける公正な機会が等しく確保されていること｡ 

 

【現状の説明】 

受験資格を有するすべての志願者は、すべての入試区分及び方式において入学試験を受ける機会を

公平に与えられており、出身校及び寄附等によって受験の機会に差異は設けられていない。 

なお、各入試方式の受験資格（2022年度入試）は以下のとおりであり、『学生募集要項』及び本会

計大学院のウェブページで公表し、入学志願者への周知に努めている。 

 

＜一般入試（学力重視方式、素養重視方式）受験資格＞ 

志願者は、次の（1）～（10）のいずれかの条件を満たす者とする（2022年3月までに、（1）～

（8）いずれかの条件を満たす見込みの者を含む）。 

 

（1）大学を卒業した者  

（2）大学改革支援・学位授与機構（旧 大学評価・学位授与機構）により学士の学位を授与された者  

（3）外国において、学校教育における16年の課程を修了した者  

（4）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における16年の課程を修了した者  

（5）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修

了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者  
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 (5) 公募制推薦入試 

  公募制推薦では、2022年 3 月までに大学卒業見込み者で、出願時にすべての修得科目あるいは修得

単位の成績において、「優」以上の割合が 50 パーセントを超え、本会計大学院が設定する次の条件を

満たし、本大学院での勉学を強く希望し、所属する大学の学部長の推薦を得られる者を対象として

いる。書類選考と面接によって選考する。 

① 公認会計士試験短答式に合格または論文式に科目合格していること 

② 税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

③ 日本商工会議所簿記検定 2 級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

④ 大阪商工会議所ビジネス会計検定 2 級以上に合格していること（ネット試験を含む）  

⑤ 全国経理教育協会簿記能力検定 1 級以上に合格していること（科目合格を除く） 

⑥ 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記①～⑤に準ずる資格を有すると認めた者 

 

（6）資格取得者・社会人特別入試 

資格取得者・社会人特別入試では、一般入試の受験資格を有し、かつ、以下に示す一定の資格・職

歴等を有する者を対象に、広い視野、柔軟な表現力、個性的な能力、経験を書類選考と面接により確

認する。なお、当該資格については、『学生募集要項』及び本会計大学院ウェブページで公表し、入

学志願者への周知に努めている。 

 

 

＜資格による出願要件＞ 

1. 公認会計士の資格を有する者  

2. 税理士の資格を有する者  

3. 会計士補  

4. 公認会計士試験短答式試験合格者  

5. 税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

6. 日本商工会議所簿記検定１級合格者 

7. 大阪商工会議所ビジネス会計検定 1 級合格者  

8. 司法試験予備試験の合格者 

9. 司法書士の資格を有する者 

10. 行政書士の資格を有する者 

11. 不動産鑑定士試験短答式試験合格者 

12. 中小企業診断士の資格を有する者 

13. 社会保険労務士の資格を有する者 

14. 証券アナリスト第 2 次試験合格者 

15. 米国公認会計士の資格を有する者 

16. 法学、商学、経済学、経営学関係の修士の学位または専門職学位を有する者 

17. 企業、官公庁、教育・研究機関等で通算して 2 年以上勤務している者または経験を有す

る者 

18. 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記 1～17 に準ずる資格・職歴を有す

ると認めた者 

 

 

（7）指定校推薦入試 

指定校推薦入試として、勉学意欲の高い学生向けに指定校推薦方式を実施している。指定校推薦入

試は、本会計大学院が指定した大学（学部）の在学生を対象とした試験である。入学希望者は、所属

する学部の学部長の推薦を受ける必要がある。書類選考と面接によって選考する。 

 

（8）留学生別科特別入試 

本学の留学生別科に所属する、勉学意欲の高い学生向けに留学生別科特別入試を実施している。入

学希望者は国際教育センター長の推薦を受ける必要がある。書類選考と面接によって選考する。 

 

【点検・自己評価】 

基準 6-1-2に定められた内容は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-1-3  

会計大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して、各会計大学院のアドミッション･ポリ 

シーに照らして、入学者選抜を受ける公正な機会が等しく確保されていること｡ 

 

【現状の説明】 

受験資格を有するすべての志願者は、すべての入試区分及び方式において入学試験を受ける機会を

公平に与えられており、出身校及び寄附等によって受験の機会に差異は設けられていない。 

なお、各入試方式の受験資格（2022年度入試）は以下のとおりであり、『学生募集要項』及び本会

計大学院のウェブページで公表し、入学志願者への周知に努めている。 

 

＜一般入試（学力重視方式、素養重視方式）受験資格＞ 

志願者は、次の（1）～（10）のいずれかの条件を満たす者とする（2022年3月までに、（1）～

（8）いずれかの条件を満たす見込みの者を含む）。 

 

（1）大学を卒業した者  

（2）大学改革支援・学位授与機構（旧 大学評価・学位授与機構）により学士の学位を授与された者  

（3）外国において、学校教育における16年の課程を修了した者  

（4）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における16年の課程を修了した者  

（5）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修

了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者  
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（6）外国の大学その他の外国の学校（注1）において、修業年限が3年以上である課程を修了すること

（注2）により学士の学位に相当する学位を授与された者（平成28年文部科学省令第19号） 

（7）専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した

者 

（8）文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号）  

（9）大学院に飛び入学した者であって、本大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認

めた者  

（10）本研究科において、個別の入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、2022年3月31日までに22歳に達する者  

注1  教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者に

よる評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。 

注2  当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって上記

(5)の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。 

 

日本国以外の国籍を有する者（特別永住者を除く）で日本の大学・大学院を経ないで外国の大学・

大学院を卒業・修了（見込みを含む）した外国人留学生は、上記の出願資格に加え、日本語能力試験

（JLPT）N1（2009年度以前：１級）合格、または日本留学試験（EJU）で日本語（記述含む）270点以

上得点していること。 

なお、受験資格(9)、(10)に該当する志願者については、「受験資格の審査」を受けることを『学生

募集要項』において要請している。受験資格の審査は教授会によって行われる。ただし、日程的に困

難な場合には、教授会で了承のもと、執行部会によって受験資格の審査が行われ、追認がなされる。 

 

＜一般入試【飛び級】（学力重視方式）受験資格＞ 

志願者は、次の（1）～（3）のすべてに該当する者とする。 

(1) 大学の3年次に在学していること（休学期間は在学期間に含めない） 

(2) 3年次（6学期）終了時点で卒業所要単位の修得単位数が90単位以上または修得単位数が90単位以

上になる見込みであること 

(3) 出願時において、すべての修得科目あるいは修得単位の成績において、「優」以上の割合が70パ

ーセント以上であること 

ただし、入学試験に合格した後に、上記（2）に定める単位を修得できないことが確定したときは、

入学を許可しない。 

 

＜学内進学試験（卒業見込み者）受験資格＞ 

学内進学試験（卒業見込み者）の志願者は、本学のいずれかの学部を2022年3月までに卒業見込みの

者で、出願時において次の（1）～（7）のいずれかの条件を満たす者とする。 

(1)公認会計士試験短答式試験に合格または論文式試験に科目合格していること 

(2)税理士試験1科目以上の合格者（科目免除者を含む） 

(3)日本商工会議所簿記検定2級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

 

 

(4)大阪商工会議所ビジネス会計検定2級以上に合格していること 

(5)全国経理教育協会簿記能力検定1級以上に合格していること（科目合格を除く） 

(6)本学商学部で開講している会計連携特別プログラム（ALSP）関連科目24科目（4年次配当科目を除

く）から4科目以上を修得していること 

(7)すべての修得科目あるいは修得単位の成績において、「優」以上の割合が50パーセントを超えて

いること 

 

＜学内進学試験（飛び級）受験資格＞ 

学内進学試験（飛び級）の志願者は、本学のいずれかの学部の3年次に在学（休学期間は在学期間に

含めない）している者で、3年次（6学期）終了時点で卒業所要単位の修得単位数が90単位以上または

修得単位数が90単位以上になる見込みであり、出願時において次の（1）～（7）のいずれかの条件を

満たす者とする。 

(1)公認会計士試験短答式試験に合格または論文式試験に科目合格していること 

(2)税理士試験1科目以上の合格者（科目免除者を含む） 

(3)日本商工会議所簿記検定2級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

(4)大阪商工会議所ビジネス会計検定2級以上に合格していること 

(5)全国経理教育協会簿記能力検定1級以上に合格していること（科目合格を除く） 

(6)本学商学部で開講している会計連携特別プログラム（ALSP）関連科目24科目（4年次配当科目を除

く）から4科目以上を修得していること 

(7)すべての修得科目あるいは修得単位の成績において、「優」以上の割合が70パーセントを超えて

いること 

ただし、入学試験に合格した後に、上記（2）に定める単位を修得できないことが確定したときは、

入学を許可しない。 

 

＜早期卒業者特別入試＞ 

【本学の学生】 

3年次に在学する者で、所属学部の早期卒業制度の要件を満たし、2022年３月に卒業見込みの者。 

【本学以外の学生】 

 次の（1）および（2）の両方に該当する者とする。 

（1）3年次に在学する者で、所属学部の早期卒業制度の要件を満たし、2022年３月に卒業見込みであ

ること 

（2）出願時において、次の①～⑥のいずれかの条件を満たす者 

  ①公認会計士試験短答式試験に合格または論文式試験に科目合格していること 

  ②税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む） 

  ③日本商工会議所簿記検定２級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

  ④大阪商工会議所ビジネス会計検定２級以上に合格していること 

  ⑤全国経理教育協会簿記能力検定１級以上に合格していること（科目合格を除く） 

  ⑥本研究科において、個別の入学資格審査により、上記①～⑤に準ずる資格を有すると認めた者 

  ただし、早期卒業者特別入学試験に合格した者が、2022年3月に卒業できなかった場合は入学を許

可しない。 



２ 校
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（6）外国の大学その他の外国の学校（注1）において、修業年限が3年以上である課程を修了すること

（注2）により学士の学位に相当する学位を授与された者（平成28年文部科学省令第19号） 

（7）専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した

者 

（8）文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号）  

（9）大学院に飛び入学した者であって、本大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認

めた者  

（10）本研究科において、個別の入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、2022年3月31日までに22歳に達する者  

注1  教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者に

よる評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。 

注2  当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって上記

(5)の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。 

 

日本国以外の国籍を有する者（特別永住者を除く）で日本の大学・大学院を経ないで外国の大学・

大学院を卒業・修了（見込みを含む）した外国人留学生は、上記の出願資格に加え、日本語能力試験

（JLPT）N1（2009年度以前：１級）合格、または日本留学試験（EJU）で日本語（記述含む）270点以

上得点していること。 

なお、受験資格(9)、(10)に該当する志願者については、「受験資格の審査」を受けることを『学生

募集要項』において要請している。受験資格の審査は教授会によって行われる。ただし、日程的に困

難な場合には、教授会で了承のもと、執行部会によって受験資格の審査が行われ、追認がなされる。 

 

＜一般入試【飛び級】（学力重視方式）受験資格＞ 

志願者は、次の（1）～（3）のすべてに該当する者とする。 

(1) 大学の3年次に在学していること（休学期間は在学期間に含めない） 

(2) 3年次（6学期）終了時点で卒業所要単位の修得単位数が90単位以上または修得単位数が90単位以

上になる見込みであること 

(3) 出願時において、すべての修得科目あるいは修得単位の成績において、「優」以上の割合が70パ

ーセント以上であること 

ただし、入学試験に合格した後に、上記（2）に定める単位を修得できないことが確定したときは、

入学を許可しない。 

 

＜学内進学試験（卒業見込み者）受験資格＞ 

学内進学試験（卒業見込み者）の志願者は、本学のいずれかの学部を2022年3月までに卒業見込みの

者で、出願時において次の（1）～（7）のいずれかの条件を満たす者とする。 

(1)公認会計士試験短答式試験に合格または論文式試験に科目合格していること 

(2)税理士試験1科目以上の合格者（科目免除者を含む） 

(3)日本商工会議所簿記検定2級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

 

 

(4)大阪商工会議所ビジネス会計検定2級以上に合格していること 

(5)全国経理教育協会簿記能力検定1級以上に合格していること（科目合格を除く） 

(6)本学商学部で開講している会計連携特別プログラム（ALSP）関連科目24科目（4年次配当科目を除

く）から4科目以上を修得していること 

(7)すべての修得科目あるいは修得単位の成績において、「優」以上の割合が50パーセントを超えて

いること 

 

＜学内進学試験（飛び級）受験資格＞ 

学内進学試験（飛び級）の志願者は、本学のいずれかの学部の3年次に在学（休学期間は在学期間に

含めない）している者で、3年次（6学期）終了時点で卒業所要単位の修得単位数が90単位以上または

修得単位数が90単位以上になる見込みであり、出願時において次の（1）～（7）のいずれかの条件を

満たす者とする。 

(1)公認会計士試験短答式試験に合格または論文式試験に科目合格していること 

(2)税理士試験1科目以上の合格者（科目免除者を含む） 

(3)日本商工会議所簿記検定2級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

(4)大阪商工会議所ビジネス会計検定2級以上に合格していること 

(5)全国経理教育協会簿記能力検定1級以上に合格していること（科目合格を除く） 

(6)本学商学部で開講している会計連携特別プログラム（ALSP）関連科目24科目（4年次配当科目を除

く）から4科目以上を修得していること 

(7)すべての修得科目あるいは修得単位の成績において、「優」以上の割合が70パーセントを超えて

いること 

ただし、入学試験に合格した後に、上記（2）に定める単位を修得できないことが確定したときは、

入学を許可しない。 

 

＜早期卒業者特別入試＞ 

【本学の学生】 

3年次に在学する者で、所属学部の早期卒業制度の要件を満たし、2022年３月に卒業見込みの者。 

【本学以外の学生】 

 次の（1）および（2）の両方に該当する者とする。 

（1）3年次に在学する者で、所属学部の早期卒業制度の要件を満たし、2022年３月に卒業見込みであ

ること 

（2）出願時において、次の①～⑥のいずれかの条件を満たす者 

  ①公認会計士試験短答式試験に合格または論文式試験に科目合格していること 

  ②税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む） 

  ③日本商工会議所簿記検定２級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

  ④大阪商工会議所ビジネス会計検定２級以上に合格していること 

  ⑤全国経理教育協会簿記能力検定１級以上に合格していること（科目合格を除く） 

  ⑥本研究科において、個別の入学資格審査により、上記①～⑤に準ずる資格を有すると認めた者 

  ただし、早期卒業者特別入学試験に合格した者が、2022年3月に卒業できなかった場合は入学を許

可しない。 
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＜公募制推薦入試＞ 

 公募制推薦では、2022年3月までに大学卒業見込み者で、出願時にすべての修得科目あるいは修得単

位の成績において、「優」以上の割合が50パーセントを超え、本会計大学院が設定する次の条件を満

たし、本大学院での勉学を強く希望し、所属する大学の学部長の推薦を得られる者を対象としてい

る。書類選考と面接によって選考する。 

①公認会計士試験短答式に合格または論文式に科目合格していること 

②税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

③日本商工会議所簿記検定２級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

④大阪商工会議所ビジネス会計検定2級以上に合格していること（ネット試験を含む）  

⑤全国経理教育協会簿記能力検定1級以上に合格していること（科目合格を除く） 

⑥本研究科において、個別の入学資格審査により、上記①～⑤に準ずる資格を有すると認めた者 

 

＜資格取得者・社会人特別入試＞ 

資格取得者・社会人特別入試では、一般入試の受験資格（飛び級を含む）を有し、かつ、以下に示

す一定の資格・職歴等を有する者を対象に、広い視野、柔軟な表現力、個性的な能力、経験を書類選

考と面接により確認する。なお、当該資格については、『学生募集要項』及び本会計大学院ウェブペ

ージで公表し、入学志願者への周知に努めている。 

 

 

＜資格による出願要件＞ 

1. 公認会計士の資格を有する者  

2. 税理士の資格を有する者  

3. 会計士補  

4. 公認会計士試験短答式試験合格者  

5. 税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

6. 日本商工会議所簿記検定１級合格者 

7. 大阪商工会議所ビジネス会計検定 1 級合格者  

8. 司法試験予備試験の合格者 

9. 司法書士の資格を有する者 

10. 行政書士の資格を有する者 

11. 不動産鑑定士試験短答式試験合格者 

12. 中小企業診断士の資格を有する者 

13. 社会保険労務士の資格を有する者 

14. 証券アナリスト第 2 次試験合格者 

15. 米国公認会計士の資格を有する者 

16. 法学、商学、経済学、経営学関係の修士の学位または専門職学位を有する者 

17. 企業、官公庁、教育・研究機関等で通算して 2 年以上勤務している者または経験を有す

る者 

18. 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記 1～17 に準ずる資格・職歴を有す

ると認めた者 

 

 

＜指定校推薦入試＞ 

指定校推薦入試の志願者は、次の受験資格（1）～（3）のすべてに該当する者とする。  

（1）2022年3月までに本会計大学院が指定する学部を卒業見込みであること  

（2）次の①～⑥のいずれかの条件を満たすこと 

①出願時において、すべての修得科目あるいは修得単位の成績において、「優」以上の割合が50パ

ーセントを超えていること 

②公認会計士試験短答式に合格又は論文式に科目合格していること 

③税理士試験1科目以上に合格していること（科目免除者を含む） 

④日商簿記検定2級以上に合格していること 

⑤大阪商工会議所ビジネス会計検定2級以上に合格していること 

⑥全国経理教育協会簿記能力検定1級以上に合格していること（科目合格を除く） 

（3）本会計大学院での勉学を強く希望し、所属大学の学部長の推薦を得られること 

 

＜留学生別科特別入試受験資格＞ 

留学生別科特別入試の志願者は、次の受験資格(1)、(2)の条件を満たしている者とする。 

（1）次のア～イのいずれかの条件を満たした者 

ア 外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者 

イ 本会計大学院において、上記アと同等以上の学力を有すると認めた者 

（2）国際教育センター長から推薦を得られる者 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-3-1は満たされている。解釈指針6-1-3-2について該当事項はない。基準6-1-3は満たさ

れていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

http://www.kansai-u.ac.jp/as/admission/index.html（入試情報、アドミッション・ポリシー） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針6-1-3-1  

入学者選抜において、当該会計大学院を設置している大学の主として会計学を履修する学科又

は課程等に在学、又は卒業した者（ 以下、「自校出身者」という。）が、同一の入学試験を受

験する場合に、試験科目の免除、配点の加算等の優遇措置を講じていないこと。入学者に占め

る自校出身者の割合が著しく多い場合には、それが不当な措置によるものでないことが説明さ

れていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院において、「自校出身者（主として会計学を履修する学科又は課程等に在学又は卒業

した者）」の定義に当てはまるのは、本学商学部の学生となるが、学内進学試験において他のすべて
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＜公募制推薦入試＞ 

 公募制推薦では、2022年3月までに大学卒業見込み者で、出願時にすべての修得科目あるいは修得単

位の成績において、「優」以上の割合が50パーセントを超え、本会計大学院が設定する次の条件を満

たし、本大学院での勉学を強く希望し、所属する大学の学部長の推薦を得られる者を対象としてい

る。書類選考と面接によって選考する。 

①公認会計士試験短答式に合格または論文式に科目合格していること 

②税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

③日本商工会議所簿記検定２級以上に合格していること（ネット試験を含む） 

④大阪商工会議所ビジネス会計検定2級以上に合格していること（ネット試験を含む）  

⑤全国経理教育協会簿記能力検定1級以上に合格していること（科目合格を除く） 

⑥本研究科において、個別の入学資格審査により、上記①～⑤に準ずる資格を有すると認めた者 

 

＜資格取得者・社会人特別入試＞ 

資格取得者・社会人特別入試では、一般入試の受験資格（飛び級を含む）を有し、かつ、以下に示

す一定の資格・職歴等を有する者を対象に、広い視野、柔軟な表現力、個性的な能力、経験を書類選

考と面接により確認する。なお、当該資格については、『学生募集要項』及び本会計大学院ウェブペ

ージで公表し、入学志願者への周知に努めている。 

 

 

＜資格による出願要件＞ 

1. 公認会計士の資格を有する者  

2. 税理士の資格を有する者  

3. 会計士補  

4. 公認会計士試験短答式試験合格者  

5. 税理士試験１科目以上の合格者（科目免除者を含む）  

6. 日本商工会議所簿記検定１級合格者 

7. 大阪商工会議所ビジネス会計検定 1 級合格者  

8. 司法試験予備試験の合格者 

9. 司法書士の資格を有する者 

10. 行政書士の資格を有する者 

11. 不動産鑑定士試験短答式試験合格者 

12. 中小企業診断士の資格を有する者 

13. 社会保険労務士の資格を有する者 

14. 証券アナリスト第 2 次試験合格者 

15. 米国公認会計士の資格を有する者 

16. 法学、商学、経済学、経営学関係の修士の学位または専門職学位を有する者 

17. 企業、官公庁、教育・研究機関等で通算して 2 年以上勤務している者または経験を有す

る者 

18. 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記 1～17 に準ずる資格・職歴を有す

ると認めた者 

 

 

＜指定校推薦入試＞ 

指定校推薦入試の志願者は、次の受験資格（1）～（3）のすべてに該当する者とする。  

（1）2022年3月までに本会計大学院が指定する学部を卒業見込みであること  

（2）次の①～⑥のいずれかの条件を満たすこと 

①出願時において、すべての修得科目あるいは修得単位の成績において、「優」以上の割合が50パ

ーセントを超えていること 

②公認会計士試験短答式に合格又は論文式に科目合格していること 

③税理士試験1科目以上に合格していること（科目免除者を含む） 

④日商簿記検定2級以上に合格していること 

⑤大阪商工会議所ビジネス会計検定2級以上に合格していること 

⑥全国経理教育協会簿記能力検定1級以上に合格していること（科目合格を除く） 

（3）本会計大学院での勉学を強く希望し、所属大学の学部長の推薦を得られること 

 

＜留学生別科特別入試受験資格＞ 

留学生別科特別入試の志願者は、次の受験資格(1)、(2)の条件を満たしている者とする。 

（1）次のア～イのいずれかの条件を満たした者 

ア 外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者 

イ 本会計大学院において、上記アと同等以上の学力を有すると認めた者 

（2）国際教育センター長から推薦を得られる者 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-3-1は満たされている。解釈指針6-1-3-2について該当事項はない。基準6-1-3は満たさ

れていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

http://www.kansai-u.ac.jp/as/admission/index.html（入試情報、アドミッション・ポリシー） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針6-1-3-1  

入学者選抜において、当該会計大学院を設置している大学の主として会計学を履修する学科又

は課程等に在学、又は卒業した者（ 以下、「自校出身者」という。）が、同一の入学試験を受

験する場合に、試験科目の免除、配点の加算等の優遇措置を講じていないこと。入学者に占め

る自校出身者の割合が著しく多い場合には、それが不当な措置によるものでないことが説明さ

れていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院において、「自校出身者（主として会計学を履修する学科又は課程等に在学又は卒業

した者）」の定義に当てはまるのは、本学商学部の学生となるが、学内進学試験において他のすべて
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の学部の学生と平等に取り扱われている。 

本年度（2022年度）の入学者のうち、自校出身者（本学商学部）は6名であり、新入生54名に占める

割合は11.1％に過ぎない。なお、過去の自校出身者（本学商学部）の割合（過去5年間）は以下のとお

りである。 

 

＜自校出身者（本学商学部）の割合（過去5年間）＞ 

入学年度 
内 訳 2018 2019 2020 2021 2022 合計 

入学者数 41 48 50 60 54 253 

自校出身者数 7 3 8 11 6 35 

自校出身者の割合 17.1％ 6.3％ 16.0％ 18.3% 11.1% 13.8% 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-3-1に定められた内容は満たされていると判断する。 

 

解釈指針6-1-3-2(寄附等の募集を行う会計大学院のみ)  

入学者への会計大学院に対する寄附等の募集開始時期は入学後とし、それ以前にあっては募集

の予告にとどめていること｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、入学者への寄附等の募集は行っていない。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-3-2 には該当しない。 

 

6-1-4  

入学者選抜に当たっては、会計大学院において教育を受けるために必要な入学者の能力等が適

確かつ客観的に評価されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、解釈指針6-1-4-1にあるとおり、入学者選抜にあたり、会計大学院における履修

の前提として要求される判断力、思考力、分析力、表現力等が、的確かつ客観的に評価されており、

会計大学院において教育を受けるために必要な入学者の能力等が的確かつ客観的に評価されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-4-1 を満たしており、基準 6-1-4は満たされていると判断する。 

 

解釈指針6-1-4-1  

入学者選抜に当たっては、会計大学院における履修の前提として要求される判断力、思考力、

分析力、表現力等が、的確かつ客観的に評価されていること。 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、いわゆる会計知識を問う学力重視方式と小論文を行う素養重視方式からなる一

般入試、学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指定

校推薦入試並びに留学生別科特別入試を実施し、次に述べるとおり、その結果を200点満点に換算して

評価することにより、会計大学院において教育を受けるために必要な入学者の能力等、すなわち、判

断力、思考力、分析力、表現力等を的確かつ客観的に評価している。また、下表に示すとおり、学力

重視方式は筆記試験を行い、素養重視方式では筆記試験及び面接を行う。学内進学試験、早期卒業者

特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指定校推薦入試並びに留学生別科特別入

試は、書類選考及び面接を行っている。 

区分 方式 筆記試験 面接 書類選考 

一般入試 
学力重視方式 ○ － － 

素養重視方式 ○ ○ － 

学内進学試験 － ○ ○ 

早期卒業者特別入試 － ○ ○ 

公募制推薦入試 － ○ ○ 

資格取得者・社会人特別入試 － ○ ○ 

指定校推薦入試 － ○ 〇 

留学生別科特別 － ○ ○ 

 

一般入試（学力重視方式）における筆記試験は、簿記、原価計算、会計学の3科目が出題され、受験

生は2科目を選択して解答する（選択する科目を事前に届出る必要はない）。これらの問題の出題に当

たっては、単に知識を問うばかりではなく、判断力、思考力、分析力、表現力等を評価するようにし

ている。これらの科目は本会計大学院で教育を受けるために必要とされる基本的な科目であり、これ

らの知識を問うことにより、入学希望者の能力等を的確かつ客観的に評価することができる。それぞ

れ100点満点で出題し、合計200点満点で評価する。 

なお、2023年度入試からは、一般入試（学力重視方式）の筆記試験を簿記及び原価計算の2科目必修

としている。 

一般入試（素養重視方式）における筆記試験は、長文の国会議事録等の報告書を読んで問題点や主

張を要約させる問題を出題している。これは、本会計大学院において教育を受けるために必要な入学

者の基礎的能力を測るとともに、判断力、思考力、分析力、表現力等を的確かつ客観的に評価するこ

とを企図している。また、面接では、あらかじめ決められた事項（出願の動機、将来の希望、これま

での学習歴、入学後の学習計画）を重点的に質問し、さらに面接官がその他必要と判断した事項につ

いての質問を行い、SからDまでの5段階で評価し点数化しており、筆記試験だけでは測ることのできな

い入学希望者の能力等を的確かつ客観的に評価している。筆記試験が100点満点、面接が100点満点の

合計200点満点で評価される。 

学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指定校推薦

入試では、所定の資格や要件が満たされていることを書類選考で確かめるとともに、あらかじめ定め

られた基準に従って100点満点で評価される。あらかじめ定められた資格要件は、当該資格を取得する

に当たり、判断力、思考力、分析力、表現力等が必要とされる資格の点数を高くしており、取得した

資格によってこれらの資質が客観的に評価できるようにしている。さらに、面接によって、資格や要
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の学部の学生と平等に取り扱われている。 

本年度（2022年度）の入学者のうち、自校出身者（本学商学部）は6名であり、新入生54名に占める

割合は11.1％に過ぎない。なお、過去の自校出身者（本学商学部）の割合（過去5年間）は以下のとお

りである。 

 

＜自校出身者（本学商学部）の割合（過去5年間）＞ 

入学年度 
内 訳 2018 2019 2020 2021 2022 合計 

入学者数 41 48 50 60 54 253 

自校出身者数 7 3 8 11 6 35 

自校出身者の割合 17.1％ 6.3％ 16.0％ 18.3% 11.1% 13.8% 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-3-1に定められた内容は満たされていると判断する。 

 

解釈指針6-1-3-2(寄附等の募集を行う会計大学院のみ)  

入学者への会計大学院に対する寄附等の募集開始時期は入学後とし、それ以前にあっては募集

の予告にとどめていること｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、入学者への寄附等の募集は行っていない。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-3-2 には該当しない。 

 

6-1-4  

入学者選抜に当たっては、会計大学院において教育を受けるために必要な入学者の能力等が適

確かつ客観的に評価されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、解釈指針6-1-4-1にあるとおり、入学者選抜にあたり、会計大学院における履修

の前提として要求される判断力、思考力、分析力、表現力等が、的確かつ客観的に評価されており、

会計大学院において教育を受けるために必要な入学者の能力等が的確かつ客観的に評価されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 6-1-4-1 を満たしており、基準 6-1-4は満たされていると判断する。 

 

解釈指針6-1-4-1  

入学者選抜に当たっては、会計大学院における履修の前提として要求される判断力、思考力、

分析力、表現力等が、的確かつ客観的に評価されていること。 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、いわゆる会計知識を問う学力重視方式と小論文を行う素養重視方式からなる一

般入試、学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指定

校推薦入試並びに留学生別科特別入試を実施し、次に述べるとおり、その結果を200点満点に換算して

評価することにより、会計大学院において教育を受けるために必要な入学者の能力等、すなわち、判

断力、思考力、分析力、表現力等を的確かつ客観的に評価している。また、下表に示すとおり、学力

重視方式は筆記試験を行い、素養重視方式では筆記試験及び面接を行う。学内進学試験、早期卒業者

特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指定校推薦入試並びに留学生別科特別入

試は、書類選考及び面接を行っている。 

区分 方式 筆記試験 面接 書類選考 

一般入試 
学力重視方式 ○ － － 

素養重視方式 ○ ○ － 

学内進学試験 － ○ ○ 

早期卒業者特別入試 － ○ ○ 

公募制推薦入試 － ○ ○ 

資格取得者・社会人特別入試 － ○ ○ 

指定校推薦入試 － ○ 〇 

留学生別科特別 － ○ ○ 

 

一般入試（学力重視方式）における筆記試験は、簿記、原価計算、会計学の3科目が出題され、受験

生は2科目を選択して解答する（選択する科目を事前に届出る必要はない）。これらの問題の出題に当

たっては、単に知識を問うばかりではなく、判断力、思考力、分析力、表現力等を評価するようにし

ている。これらの科目は本会計大学院で教育を受けるために必要とされる基本的な科目であり、これ

らの知識を問うことにより、入学希望者の能力等を的確かつ客観的に評価することができる。それぞ

れ100点満点で出題し、合計200点満点で評価する。 

なお、2023年度入試からは、一般入試（学力重視方式）の筆記試験を簿記及び原価計算の2科目必修

としている。 

一般入試（素養重視方式）における筆記試験は、長文の国会議事録等の報告書を読んで問題点や主

張を要約させる問題を出題している。これは、本会計大学院において教育を受けるために必要な入学

者の基礎的能力を測るとともに、判断力、思考力、分析力、表現力等を的確かつ客観的に評価するこ

とを企図している。また、面接では、あらかじめ決められた事項（出願の動機、将来の希望、これま

での学習歴、入学後の学習計画）を重点的に質問し、さらに面接官がその他必要と判断した事項につ

いての質問を行い、SからDまでの5段階で評価し点数化しており、筆記試験だけでは測ることのできな

い入学希望者の能力等を的確かつ客観的に評価している。筆記試験が100点満点、面接が100点満点の

合計200点満点で評価される。 

学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指定校推薦

入試では、所定の資格や要件が満たされていることを書類選考で確かめるとともに、あらかじめ定め

られた基準に従って100点満点で評価される。あらかじめ定められた資格要件は、当該資格を取得する

に当たり、判断力、思考力、分析力、表現力等が必要とされる資格の点数を高くしており、取得した

資格によってこれらの資質が客観的に評価できるようにしている。さらに、面接によって、資格や要
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件だけでは測ることのできない入学希望者の能力等を的確かつ客観的に評価している。面接は100点満

点で評価され、書類選考の結果と合わせて、200点満点で評価される。留学生別科特別入試では、面接

と書類選考の結果を総合して200点満点で評価される。 

このように、すべての試験方式の結果は200点満点で評価され、それをもとに教授会で合否の判定が

行われる。その結果、本会計大学院における履修の前提として要求される判断力、思考力、分析力、

表現力等を有する学生が入学している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-4-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-1-5  

入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院ではいわゆる会計知識を問う学力重視方式と小論文を行う素養重視方式からなる一般

入試、学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指定校

推薦入試、留学生別科特別入試を採用している。これは、学力のみならず、将来の公認会計士業界等

を支えるだろう多様な知識又は経験を有する者を入学させるためである。一般入試（学力重視方式）

を除く各方式において、面接を採用し、志願者の多様な知識又は経験についてヒアリングを行い、評

価の一項目としている。特に、素養重視方式、学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入

試、資格取得者・社会人特別入試、指定校推薦入試において、志願者の素養や保有する資格、学業成

績、職歴等を評価することも併せ、多様な知識又は経験を有する者を入学させるように努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-5-1及び6-1-5-2を満たしており、基準6-1-5は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

  

 

 

解釈指針6-1-5-1  

大学等の在学者については、入学者選抜において、学業成績のほか、多様な学識及び課外活動

等の実績が、適切に評価できるよう考慮されていることが望ましい｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、大学等の在学者について、いわゆる筆記試験の学力重視方式のみならず、素養

重視方式、学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指

定校推薦入試、留学生別科特別入試を実施している。資格取得者・社会人特別入試では、司法試験予

備試験や不動産鑑定士試験、証券アナリスト試験の合格者や司法書士、行政書士、中小企業診断士、

社会保険労務士等の資格を含めており、必ずしも会計大学院と直接的な関係が認められない学識をも

多様な学識として適切に評価している。素養重視方式では、長文を読解する問題を課すことにより、

多様な学識が適切に評価できるようにしている。また、公募制推薦入試、指定校推薦入試、留学生別

科特別入試においては、学部長あるいは指定校等の推薦に当たって、推薦する側の基準があり、一般

的には、学業成績のほか、多様な学識や課外活動等の実績が評価される場合が多く、本会計大学院も

その推薦基準を尊重している。 

また、これらの入試方式においては面接も実施している。面接において、大学における学業成績の

みならず、多様な学識及び課外活動等の実績等に質問が及ぶ場合もあり、その場合にはその実績が適

切に評価されるようにしている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-5-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針6-1-5-2  

社会人等については、入学者選抜において、多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価でき

るよう考慮されていることが望ましい｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、社会人等について、一般入試（学力重視方式・素養重視方式）と資格取得者・

社会人特別入試を実施している。素養重視方式では、長文を読解する問題を課すことにより、多様な

実務経験及び社会経験等が適切に評価できるようにしている。資格取得者・社会人特別入試では、司

法試験予備試験や不動産鑑定士試験、証券アナリスト試験の合格者や司法書士、行政書士、中小企業

診断士、社会保険労務士等の資格に加え、「企業、官公庁、教育・研究機関等で通算して2年以上勤務

している者又は経験を有する者」を含めており、必ずしも会計大学院と直接的な関係が認められない

ものも、多様な実務経験や社会経験として適切に評価している。 
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件だけでは測ることのできない入学希望者の能力等を的確かつ客観的に評価している。面接は100点満

点で評価され、書類選考の結果と合わせて、200点満点で評価される。留学生別科特別入試では、面接

と書類選考の結果を総合して200点満点で評価される。 

このように、すべての試験方式の結果は200点満点で評価され、それをもとに教授会で合否の判定が

行われる。その結果、本会計大学院における履修の前提として要求される判断力、思考力、分析力、

表現力等を有する学生が入学している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-4-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-1-5  

入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院ではいわゆる会計知識を問う学力重視方式と小論文を行う素養重視方式からなる一般

入試、学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指定校

推薦入試、留学生別科特別入試を採用している。これは、学力のみならず、将来の公認会計士業界等

を支えるだろう多様な知識又は経験を有する者を入学させるためである。一般入試（学力重視方式）

を除く各方式において、面接を採用し、志願者の多様な知識又は経験についてヒアリングを行い、評

価の一項目としている。特に、素養重視方式、学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入

試、資格取得者・社会人特別入試、指定校推薦入試において、志願者の素養や保有する資格、学業成

績、職歴等を評価することも併せ、多様な知識又は経験を有する者を入学させるように努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-5-1及び6-1-5-2を満たしており、基準6-1-5は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

  

 

 

解釈指針6-1-5-1  

大学等の在学者については、入学者選抜において、学業成績のほか、多様な学識及び課外活動

等の実績が、適切に評価できるよう考慮されていることが望ましい｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、大学等の在学者について、いわゆる筆記試験の学力重視方式のみならず、素養

重視方式、学内進学試験、早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人特別入試、指

定校推薦入試、留学生別科特別入試を実施している。資格取得者・社会人特別入試では、司法試験予

備試験や不動産鑑定士試験、証券アナリスト試験の合格者や司法書士、行政書士、中小企業診断士、

社会保険労務士等の資格を含めており、必ずしも会計大学院と直接的な関係が認められない学識をも

多様な学識として適切に評価している。素養重視方式では、長文を読解する問題を課すことにより、

多様な学識が適切に評価できるようにしている。また、公募制推薦入試、指定校推薦入試、留学生別

科特別入試においては、学部長あるいは指定校等の推薦に当たって、推薦する側の基準があり、一般

的には、学業成績のほか、多様な学識や課外活動等の実績が評価される場合が多く、本会計大学院も

その推薦基準を尊重している。 

また、これらの入試方式においては面接も実施している。面接において、大学における学業成績の

みならず、多様な学識及び課外活動等の実績等に質問が及ぶ場合もあり、その場合にはその実績が適

切に評価されるようにしている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-5-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針6-1-5-2  

社会人等については、入学者選抜において、多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価でき

るよう考慮されていることが望ましい｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、社会人等について、一般入試（学力重視方式・素養重視方式）と資格取得者・

社会人特別入試を実施している。素養重視方式では、長文を読解する問題を課すことにより、多様な

実務経験及び社会経験等が適切に評価できるようにしている。資格取得者・社会人特別入試では、司

法試験予備試験や不動産鑑定士試験、証券アナリスト試験の合格者や司法書士、行政書士、中小企業

診断士、社会保険労務士等の資格に加え、「企業、官公庁、教育・研究機関等で通算して2年以上勤務

している者又は経験を有する者」を含めており、必ずしも会計大学院と直接的な関係が認められない

ものも、多様な実務経験や社会経験として適切に評価している。 
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また、これらの入試方式においては面接を実施している。面接では、多様な実務経験及び社会経験

等に質問が及ぶ場合もあり、その場合にはその実績を適切に評価するようにしている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-5-2は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-2 収容定員と在籍者数 

6-2-1  

会計大学院の在籍者数については、収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮さ

れていること｡ 

 

【現状の説明】 

入学定員は 2017年度まで 70 名、2018 年度から 40 名である。入学者数は、過去 10年間で 2013年度

が 27 名、2014 年度が 29 名、2015 年度が 36 名、2016 年度が 51 名、2017 年度が 45 名と推移し、入学

定員の適正化後は、2018 年度が 41名、2019 年度が 48 名、2020 年度が 50 名、2021年度が 60 名、2022

年度が 54 名である。また、在籍者数（5 月 1 日現在）は、過去 10 年間で 2013 年度が 66 名、2014 年度

が 60 名、2015 年度が 65名、2016 年度が 91 名、2017 年度が 106 名、2018年度が 99名、2019 年度が 95

名、2020 年度が 107 名、2021 年度が 123 名、2022年度が 131 名と推移している。 

本会計大学院の収容定員（2017 年度まで 140 名、2018 年度は 110 名、2019 年度から 80 名）に対す

る定員充足率は、過去 10 年間で 2013 年度が 47.14％、2014年度が 42.86％、2015 年度が 46.43％、2016

年度が 65.00％、2017年度が 75.71％、2018年度が90.00％、2019年度が 118.75％、2020年度が 133.75％、

2021 年度が 153.75％、2022年度が 163.75％となっている。 

 

＜入学者数（過去 10 年間実績）＞ 

年度 募集人員 定員充足率 入学者数 志願者数 受験者数 合格者数 

2013 70 名 0.3857 27 42 39 35 

2014 70 名 0.4143 29 45 44 42 

2015 70 名 0.5142 36 55 46 43 

2016 70 名 0.7286 51 83 80 78 

2017 70 名 0.6429 45 72 66 60 

2018 40 名 1.025 41 73 67 56 

2019 40 名 1.2 48 65 62 58 

2020 40 名 1.25 50 104 98 65 

2021 40 名 1.5 60 158 136 75 

2022 40 名 1.35 54 127 119 70 

 

 

 

＜入学定員超過率推移＞ 

 
 

＜在籍者数（過去 10 年間実績）＞ 

年度 収容定員 在籍者数 定員充足率 1 年次 2 年次 残留生等 

2013 140 名 66 0.4714 27 30 9 

2014 140 名 60 0.4286 29 27 4 

2015 140 名 65 0.4643 36 27 2 

2016 140 名 91 0.65 51 35 5 

2017 140 名 106 0.7571 45 50 11 

2018 110 名 99 0.9 41 42 16 

2019 80 名 95 1.1875 48 36 11 

2020 80 名 107 1.3375 50 47 10 

2021 80 名 123 1.5375 60 48 15 

2022 80 名 131 1.6375 54 58 19 

 

＜収容定員充足率推移＞ 

 
 

 

【点検・自己評価】 

 在籍者数は2018年度までは収容定員を満たさず、入学定員を適正化した翌（2019）年度からは上

回っている。これには、コロナ禍で企業が採用者数を絞り込んだことで、本会計大学院に対する需

要を一時的に後押ししたことや就職を控えた残留生が増加したという要因もあると判断している。 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

70名 70名 70名 70名 70名 40名 40名 40名 40名 40名

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

入学定員超過率

0

0.5

1

1.5

2

140名 140名 140名 140名 140名 110名 80名 80名 80名 80名

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

収容定員充足率



２ 校

第
6
章

【T：】Edianserver ／関西大学／会計専門職大学院／自己点検・評価報告書／
第06章 ２ 校

― 63 ―

 

 

また、これらの入試方式においては面接を実施している。面接では、多様な実務経験及び社会経験

等に質問が及ぶ場合もあり、その場合にはその実績を適切に評価するようにしている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-1-5-2は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission（入試情報） 

2. 会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-2 収容定員と在籍者数 

6-2-1  

会計大学院の在籍者数については、収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮さ

れていること｡ 

 

【現状の説明】 

入学定員は 2017年度まで 70 名、2018 年度から 40 名である。入学者数は、過去 10年間で 2013年度

が 27 名、2014 年度が 29 名、2015 年度が 36 名、2016 年度が 51 名、2017 年度が 45 名と推移し、入学

定員の適正化後は、2018 年度が 41名、2019 年度が 48 名、2020 年度が 50 名、2021年度が 60 名、2022

年度が 54 名である。また、在籍者数（5 月 1 日現在）は、過去 10 年間で 2013 年度が 66 名、2014 年度

が 60 名、2015 年度が 65名、2016 年度が 91 名、2017 年度が 106 名、2018年度が 99名、2019 年度が 95

名、2020 年度が 107 名、2021 年度が 123 名、2022年度が 131 名と推移している。 

本会計大学院の収容定員（2017 年度まで 140 名、2018 年度は 110 名、2019 年度から 80 名）に対す

る定員充足率は、過去 10 年間で 2013 年度が 47.14％、2014年度が 42.86％、2015 年度が 46.43％、2016

年度が 65.00％、2017年度が 75.71％、2018年度が90.00％、2019年度が 118.75％、2020年度が 133.75％、

2021 年度が 153.75％、2022年度が 163.75％となっている。 

 

＜入学者数（過去 10 年間実績）＞ 

年度 募集人員 定員充足率 入学者数 志願者数 受験者数 合格者数 

2013 70 名 0.3857 27 42 39 35 

2014 70 名 0.4143 29 45 44 42 

2015 70 名 0.5142 36 55 46 43 

2016 70 名 0.7286 51 83 80 78 

2017 70 名 0.6429 45 72 66 60 

2018 40 名 1.025 41 73 67 56 

2019 40 名 1.2 48 65 62 58 

2020 40 名 1.25 50 104 98 65 

2021 40 名 1.5 60 158 136 75 

2022 40 名 1.35 54 127 119 70 

 

 

 

＜入学定員超過率推移＞ 

 
 

＜在籍者数（過去 10 年間実績）＞ 

年度 収容定員 在籍者数 定員充足率 1 年次 2 年次 残留生等 

2013 140 名 66 0.4714 27 30 9 

2014 140 名 60 0.4286 29 27 4 

2015 140 名 65 0.4643 36 27 2 

2016 140 名 91 0.65 51 35 5 

2017 140 名 106 0.7571 45 50 11 

2018 110 名 99 0.9 41 42 16 

2019 80 名 95 1.1875 48 36 11 

2020 80 名 107 1.3375 50 47 10 

2021 80 名 123 1.5375 60 48 15 

2022 80 名 131 1.6375 54 58 19 

 

＜収容定員充足率推移＞ 

 
 

 

【点検・自己評価】 

 在籍者数は2018年度までは収容定員を満たさず、入学定員を適正化した翌（2019）年度からは上

回っている。これには、コロナ禍で企業が採用者数を絞り込んだことで、本会計大学院に対する需

要を一時的に後押ししたことや就職を控えた残留生が増加したという要因もあると判断している。 
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 このような一時的な外的要因もあって予測が難しい中、2022年度の入学者数は前年を下回ってお

り、定員充足率が恒常的に過度に大きくなり続けないように慎重に措置している。よって、解釈指

針6-2-1-2を満たしており、基準6-2-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．入学試験状況一覧（2018～2022年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針6-2-1-1  

「収容定員」とは、一学年の入学定員の2倍の数をいう。また同基準に規定する在籍者には、休

学者を含む。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では2018年度から入学定員40名（2017年度まで入学定員70名）とし、「関西大学大学

院会計研究科（専門職大学院）学則」第4条により、「本研究科の入学定員は40名とし、収容定員は80

名とする。」と定めている。ただし、2018年度は移行期間であるため、収容定員は110名となる。 

また、在籍者には、休学者を含む取り扱いとしている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針6-2-1-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

2．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about（研究科紹介） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針6-2-1-2(在籍者数が収容定員を上回った場合のみ)  

在籍者数が収容定員を上回った場合には、かかる状態が恒常的なものとならないための措置が

講じられていること｡ 

 

【現状の説明】 

在籍者数は 2018 年度までは収容定員を満たさず、入学定員を適正化した翌（2019）年度からは上回

っている。これには、コロナ禍で企業が採用者数を絞り込んだことで、本会計大学院に対する需要を一

時的に後押ししたことや就職を控えた残留生が増加したという要因もあると判断している。この一時的

な外的要因も絡み合って予測が難しいなか、慎重な入試査定を行い、2022 年度の入学者数は前年を下回

っている。 

また、会計大学院の設置当初から入学時期は春学期（4 月）のみであるものの、修了査定は春学期と

秋学期の各学期末に行い、所定の在学年数と単位数を満たした者は春学期末（9 月）にも修了させてお

り、2022 年 9 月には 7 名が修了している。 

 

 

【点検・自己評価】 

上述のような措置を講じているため、基準6-2-1-2は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．入学試験状況一覧（2018～2022 年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-2-2  

入学者受入において、所定の入学定員と乖離しないよう努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

基準 6-2-1で説明したとおり、本会計大学院の入学者数は 2013年度以降、入学定員 70 名を下回って

きた。その結果、2018 年度から入学定員を 40 名へ変更した。その原因には、公認会計士試験の志願者

数の増減が、現在の会計大学院における入学定員超過率と相関があると考えられる。 

下表は、2006 年度における試験制度改正以降の公認会計士試験に関して、願書提出者数、論文式受験

者数、論文式合格者数をまとめたものである。 

年 願書提出者数 論文式受験者数 論文式合格者数 

平成 18（2006） 20,796 9,617 3,108 

平成 19（2007） 20,926 9,026 4,041 

平成 20（2008） 21,168 8,463 3,625 

平成 21（2009） 21,255 6,173 2,229 

平成 22（2010） 25,648 5,512 2,041 

平成 23（2011） 23,151 4,632 1,511 

平成 24（2012） 17,894 3,542 1,347 

 平成 25（2013） 13,224 3,277 1,178 

平成 26（2014） 10,870 2,994 1,102 

平成 27（2015） 10,180 3,086 1,051 

平成 28（2016） 10,256 3,138 1,108 

平成 29（2017） 11,032 3,306 1,231 

平成 30（2018） 11,742 3,678 1,305 

令和元（2019） 12,532 3,792 1,337 

令和 2（2020） 13,231 3,719 1,335 

令和 3（2021） 14,192 3,992 1,360 

令和 4（2022） 12,625 4,067 1,456 
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 このような一時的な外的要因もあって予測が難しい中、2022年度の入学者数は前年を下回ってお

り、定員充足率が恒常的に過度に大きくなり続けないように慎重に措置している。よって、解釈指

針6-2-1-2を満たしており、基準6-2-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．入学試験状況一覧（2018～2022年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針6-2-1-1  

「収容定員」とは、一学年の入学定員の2倍の数をいう。また同基準に規定する在籍者には、休

学者を含む。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では2018年度から入学定員40名（2017年度まで入学定員70名）とし、「関西大学大学

院会計研究科（専門職大学院）学則」第4条により、「本研究科の入学定員は40名とし、収容定員は80

名とする。」と定めている。ただし、2018年度は移行期間であるため、収容定員は110名となる。 

また、在籍者には、休学者を含む取り扱いとしている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針6-2-1-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

2．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about（研究科紹介） 

3．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針6-2-1-2(在籍者数が収容定員を上回った場合のみ)  

在籍者数が収容定員を上回った場合には、かかる状態が恒常的なものとならないための措置が

講じられていること｡ 

 

【現状の説明】 

在籍者数は 2018 年度までは収容定員を満たさず、入学定員を適正化した翌（2019）年度からは上回

っている。これには、コロナ禍で企業が採用者数を絞り込んだことで、本会計大学院に対する需要を一

時的に後押ししたことや就職を控えた残留生が増加したという要因もあると判断している。この一時的

な外的要因も絡み合って予測が難しいなか、慎重な入試査定を行い、2022 年度の入学者数は前年を下回

っている。 

また、会計大学院の設置当初から入学時期は春学期（4 月）のみであるものの、修了査定は春学期と

秋学期の各学期末に行い、所定の在学年数と単位数を満たした者は春学期末（9 月）にも修了させてお

り、2022 年 9 月には 7 名が修了している。 

 

 

【点検・自己評価】 

上述のような措置を講じているため、基準6-2-1-2は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．入学試験状況一覧（2018～2022 年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

6-2-2  

入学者受入において、所定の入学定員と乖離しないよう努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

基準 6-2-1で説明したとおり、本会計大学院の入学者数は 2013年度以降、入学定員 70 名を下回って

きた。その結果、2018 年度から入学定員を 40 名へ変更した。その原因には、公認会計士試験の志願者

数の増減が、現在の会計大学院における入学定員超過率と相関があると考えられる。 

下表は、2006 年度における試験制度改正以降の公認会計士試験に関して、願書提出者数、論文式受験

者数、論文式合格者数をまとめたものである。 

年 願書提出者数 論文式受験者数 論文式合格者数 

平成 18（2006） 20,796 9,617 3,108 

平成 19（2007） 20,926 9,026 4,041 

平成 20（2008） 21,168 8,463 3,625 

平成 21（2009） 21,255 6,173 2,229 

平成 22（2010） 25,648 5,512 2,041 

平成 23（2011） 23,151 4,632 1,511 

平成 24（2012） 17,894 3,542 1,347 

 平成 25（2013） 13,224 3,277 1,178 

平成 26（2014） 10,870 2,994 1,102 

平成 27（2015） 10,180 3,086 1,051 

平成 28（2016） 10,256 3,138 1,108 

平成 29（2017） 11,032 3,306 1,231 

平成 30（2018） 11,742 3,678 1,305 

令和元（2019） 12,532 3,792 1,337 

令和 2（2020） 13,231 3,719 1,335 

令和 3（2021） 14,192 3,992 1,360 

令和 4（2022） 12,625 4,067 1,456 
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公認会計士・監査審査会ウェブページより 

 

関西圏の各会計専門職大学院の入学者数は、以上の公認会計士試験の受験者数の影響を受け、下表の

とおり、入学定員と入学者数の乖離傾向が顕著に見られるようになり、入学定員の適正化を実施してい

る。 

 
関西圏会計専門職大学院 入学試験状況（過去 10 年） 

 
※本学の入学定員は 2017 年度までは 70名、2018 年度から40名である。 

関西学院大学の入学定員は 2014年度までは100 名、2015 年度から 70名である。 
兵庫県立大学の入学定員は 2020年度までは40名、2021年度から 20名である 
関西学院大学及び兵庫県立大学のデータはウェブページより。 

 
関西圏会計専門職大学院 入学定員充足率（過去 10年） 

 

※関西学院大学及び兵庫県立大学のデータはウェブページから独自に算出。 

 

2017 年度までの入学者数の入学定員からの乖離に対応するため、本会計大学院は、その理念と目的

が高度会計専門職業人の養成が第一の目的であることに変わりはないが、2018 年度に入学定員を 70 人

から 40 人へ適正化した。 

本会計大学院は、入学者選抜の機会も同時に再構築した。具体的には、基準 6-１-2 で示したうちの

志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学

関西大学 70 40 42 27 45 29 55 36 83 51 72 45 73 41 65 48 104 50 158 60 127 54

関西学院大学 100 70 56 37 45 36 53 44 34 24 35 32 62 38 38 31 61 38 67 53 89 54

兵庫県立大学 40 20 52 40 33 21 32 24 53 40 44 33 34 26 36 22 39 24 34 19 42 21

入学定員
2017 2018 2019 2020 2021 2022

大学
2013 2014 2015 2016

大学 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

関西大学 38.6% 41.4% 51.4% 72.9% 64.3% 102.5% 120.0% 125.0% 150.0% 135.0%

関西学院大学 37.0% 36.0% 62.9% 34.3% 45.7% 54.3% 44.3% 54.3% 75.7% 77.1%

兵庫県立大学 100.0% 52.5% 60.0% 100.0% 82.5% 65.0% 55.0% 60.0% 95.0% 105.0%

 

 

早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人入試、留学生別科特別入試の導入である。

また、以前からの「入試成績優秀者を対象とする給付奨学制度」と「高度な資格取得者を対象とする給

付奨学制度」を引き続き導入している。このような新たな入試方式や諸制度は、基準 6-１-１-2 で示し

た入試説明会やウェブページで説明したり、広報用チラシを配布したりして、周知の徹底も図っている。 

以上のように、本会計大学院は、新たな入試方式の採用、奨学制度の充実、それらを学内外に広報す

るための多様な手法を総合的に用いてきた。これらによって、入学定員を適正化した 2018 年度からは

入学定員を充足することができている。 

いっぽう、公認会計士試験の願書提出者数は 2015 年に底を打ち、その後は緩やかに増加しているこ

とや、2020年度からは解釈指針 6-2-1-2 で示したようにコロナ禍による一時的な本会計大学院に対する

需要増も見られる。このような外的要因もあって歩留まりの予測が難しい中、2022年度の入学者数が前

年を下回るように措置し、入学定員と乖離しないよう努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-2-2-1を満たしており、基準6-2-2は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．入学試験状況一覧（2018～2022年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3．入試説明会広報用チラシ 

4．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/ 

 

解釈指針6-2-2-1  

在籍者数等を考慮しつつ、入学者数と入学定員の乖離が続く場合、乖離を縮めるための措置が

講じられていること（例えば、入学定員の見直しが検討され、実行されること）。 

 

【現状の説明】 

基準 6-2-2で説明したとおり、本会計大学院の入学定員は、2017 年度までは 70名、2018 年度からは

40 名としている。 

 

【点検・自己評価】 

基準6-2-2-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．入学試験状況一覧（2018～2022年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 
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公認会計士・監査審査会ウェブページより 

 

関西圏の各会計専門職大学院の入学者数は、以上の公認会計士試験の受験者数の影響を受け、下表の

とおり、入学定員と入学者数の乖離傾向が顕著に見られるようになり、入学定員の適正化を実施してい

る。 

 
関西圏会計専門職大学院 入学試験状況（過去 10 年） 

 
※本学の入学定員は 2017 年度までは 70名、2018 年度から40名である。 

関西学院大学の入学定員は 2014年度までは100 名、2015 年度から 70名である。 
兵庫県立大学の入学定員は 2020年度までは40名、2021年度から 20名である 
関西学院大学及び兵庫県立大学のデータはウェブページより。 

 
関西圏会計専門職大学院 入学定員充足率（過去 10年） 

 

※関西学院大学及び兵庫県立大学のデータはウェブページから独自に算出。 

 

2017 年度までの入学者数の入学定員からの乖離に対応するため、本会計大学院は、その理念と目的

が高度会計専門職業人の養成が第一の目的であることに変わりはないが、2018 年度に入学定員を 70 人

から 40 人へ適正化した。 

本会計大学院は、入学者選抜の機会も同時に再構築した。具体的には、基準 6-１-2 で示したうちの

志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学 志願 入学

関西大学 70 40 42 27 45 29 55 36 83 51 72 45 73 41 65 48 104 50 158 60 127 54

関西学院大学 100 70 56 37 45 36 53 44 34 24 35 32 62 38 38 31 61 38 67 53 89 54

兵庫県立大学 40 20 52 40 33 21 32 24 53 40 44 33 34 26 36 22 39 24 34 19 42 21

入学定員
2017 2018 2019 2020 2021 2022

大学
2013 2014 2015 2016

大学 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

関西大学 38.6% 41.4% 51.4% 72.9% 64.3% 102.5% 120.0% 125.0% 150.0% 135.0%

関西学院大学 37.0% 36.0% 62.9% 34.3% 45.7% 54.3% 44.3% 54.3% 75.7% 77.1%

兵庫県立大学 100.0% 52.5% 60.0% 100.0% 82.5% 65.0% 55.0% 60.0% 95.0% 105.0%

 

 

早期卒業者特別入試、公募制推薦入試、資格取得者・社会人入試、留学生別科特別入試の導入である。

また、以前からの「入試成績優秀者を対象とする給付奨学制度」と「高度な資格取得者を対象とする給

付奨学制度」を引き続き導入している。このような新たな入試方式や諸制度は、基準 6-１-１-2 で示し

た入試説明会やウェブページで説明したり、広報用チラシを配布したりして、周知の徹底も図っている。 

以上のように、本会計大学院は、新たな入試方式の採用、奨学制度の充実、それらを学内外に広報す

るための多様な手法を総合的に用いてきた。これらによって、入学定員を適正化した 2018 年度からは

入学定員を充足することができている。 

いっぽう、公認会計士試験の願書提出者数は 2015 年に底を打ち、その後は緩やかに増加しているこ

とや、2020年度からは解釈指針 6-2-1-2 で示したようにコロナ禍による一時的な本会計大学院に対する

需要増も見られる。このような外的要因もあって歩留まりの予測が難しい中、2022年度の入学者数が前

年を下回るように措置し、入学定員と乖離しないよう努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針6-2-2-1を満たしており、基準6-2-2は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．入学試験状況一覧（2018～2022年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3．入試説明会広報用チラシ 

4．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/ 

 

解釈指針6-2-2-1  

在籍者数等を考慮しつつ、入学者数と入学定員の乖離が続く場合、乖離を縮めるための措置が

講じられていること（例えば、入学定員の見直しが検討され、実行されること）。 

 

【現状の説明】 

基準 6-2-2で説明したとおり、本会計大学院の入学定員は、2017 年度までは 70名、2018 年度からは

40 名としている。 

 

【点検・自己評価】 

基準6-2-2-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．入学試験状況一覧（2018～2022年度） 

2．会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

  



 

 

第７章 学生の支援体制 

 

7-1 学習支援 

7-1-1 

学生が在学期間中に会計大学院の課程の履修に専念できるよう、また、教育課程上の成果を上

げるために、各会計大学院の目的に照らして、履修指導の体制が十分にとられていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、春学期開講分と秋学期開講分の授業科目の登録（履修登録）を春学期授業開始前

の履修登録期間に一括して行い、春学期の成績発表後に1週間程度の秋学期授業科目の履修変更期間を

設けている。 

新入生には、入学式後の新入生指導行事期間中に履修ガイダンスや全専任教員でのオフィスアワー

を実施し、個別演習科目の選択を含む履修指導を行っている。また、在学生についても、3月中旬の成績

発表時に次年度の履修に関する資料を示し、オフィスアワー等により、進級時にも履修指導を行ってい

る。秋学期の履修変更前には、研究科執行部教員3人による特別オフィスアワーを設けて、学習方法、進

路や履修などの相談に応じ、学生が適切に学習計画を立てることができるように支援している。 

解釈指針 7-1-1-1、解釈指針 7-1-1-2 のとおり、新入生には入学時の履修ガイダンス、在学生には 2

年進学時のオフィスアワー、秋学期履修変更前の特別オフィスアワー等を利用して履修指導を行うとと

もに、個別演習科目を通じて、随時、学生の将来設計や学習の進捗状況等に関する相談を行っており、

その中で履修指導を行っている。なお、学生の進路に応じた履修モデルを示している。 

 

〈履修モデル①〉【公認会計士】を目指す 

 基本科目群 発展科目群 応用・実践科目群 横断・個別演習・修士論文・インターンシップ 

財務会計系 
上級簿記論 

上級財務会計論 

会計基準論

会計制度論 

会計事例研究 

ディスクロージャー実務 

監査法人インターンシップ

アカデミック・ソリューション 

プロフェッショナル・ソリューション 

管理会計系 

上級原価計算論

上級管理会計論 

戦略管理会計論 

企業価値マネジメント論

企業分析論 

管理会計事例研究 

国際管理会計事例研究 

監査系 

監査制度論 

会計専門職業倫理

監査基準論 

監査実施論

監査報告論 

監査事例研究 

基本監査プログラム演習 

法律・税務系 

企業法 会社法 

法人税法 

上級税務会計論 

租税法会計論 

税務事例研究 

経営・経済系 
 経営学理論

マクロ経済学 
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第７章 学生の支援体制 

 

7-1 学習支援 

7-1-1 

学生が在学期間中に会計大学院の課程の履修に専念できるよう、また、教育課程上の成果を上

げるために、各会計大学院の目的に照らして、履修指導の体制が十分にとられていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、春学期開講分と秋学期開講分の授業科目の登録（履修登録）を春学期授業開始前

の履修登録期間に一括して行い、春学期の成績発表後に1週間程度の秋学期授業科目の履修変更期間を

設けている。 

新入生には、入学式後の新入生指導行事期間中に履修ガイダンスや全専任教員でのオフィスアワー

を実施し、個別演習科目の選択を含む履修指導を行っている。また、在学生についても、3月中旬の成績

発表時に次年度の履修に関する資料を示し、オフィスアワー等により、進級時にも履修指導を行ってい

る。秋学期の履修変更前には、研究科執行部教員3人による特別オフィスアワーを設けて、学習方法、進

路や履修などの相談に応じ、学生が適切に学習計画を立てることができるように支援している。 

解釈指針 7-1-1-1、解釈指針 7-1-1-2 のとおり、新入生には入学時の履修ガイダンス、在学生には 2

年進学時のオフィスアワー、秋学期履修変更前の特別オフィスアワー等を利用して履修指導を行うとと

もに、個別演習科目を通じて、随時、学生の将来設計や学習の進捗状況等に関する相談を行っており、

その中で履修指導を行っている。なお、学生の進路に応じた履修モデルを示している。 

 

〈履修モデル①〉【公認会計士】を目指す 

 基本科目群 発展科目群 応用・実践科目群 横断・個別演習・修士論文・インターンシップ 

財務会計系 
上級簿記論 

上級財務会計論 

会計基準論

会計制度論 

会計事例研究 

ディスクロージャー実務 

監査法人インターンシップ

アカデミック・ソリューション 

プロフェッショナル・ソリューション 

管理会計系 

上級原価計算論

上級管理会計論 

戦略管理会計論 

企業価値マネジメント論

企業分析論 

管理会計事例研究 

国際管理会計事例研究 

監査系 

監査制度論 

会計専門職業倫理

監査基準論 

監査実施論

監査報告論 

監査事例研究 

基本監査プログラム演習 

法律・税務系 

企業法 会社法 

法人税法 

上級税務会計論 

租税法会計論 

税務事例研究 

経営・経済系 
 経営学理論

マクロ経済学 
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〈履修モデル②〉【企業人・公務員等】を目指す 

 基本科目群 発展科目群 応用・実践科目群 横断・個別演習・修士論文・インターンシップ 

財務会計系 

上級簿記論 

上級財務会計論 

会計基準論 

財表作成簿記論 

英文会計論 

ＩＦＲＳ会計論 

基本会計プログラム演習 

会計事例研究 

会社経理実務 

実践会計プログラム演習 

IFRS事例研究 

企業インターンシップ 

アカデミック・ソリューション 

プロフェッショナル・ソリューション 

管理会計系 

上級原価計算論 

上級管理会計論 

戦略管理会計論 

コストマネジメント論 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ｼｽﾃﾑ論 

管理会計事例研究 

国際管理会計事例研究 

監査系 

監査制度論 

会計専門職業倫理 

監査基準論 

内部監査論  

法律・税務系 

企業法 会社法 

法人税法 

上級税務会計論 

 

経営・経済系 

 経営学理論 

コーポレート･ファイナンス論 

経営戦略・組織論 

企業実践ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-1-1並びに解釈指針7-1-1-2を満たしており、基準7-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/education（教育内容） 

2．新入生行事日程表（2022 年度） 

3. 会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

4. 履修登録について（2022 年度） 

5. 会計研究科成績発表・履修変更スケジュール（2022 年度） 

6. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針7-1-1-1 

入学者に対して、会計大学院における教育の導入ガイダンスが適切に行われていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、入学者に対して、入学式後の新入生指導行事期間中に履修ガイダンスや全専任教

員全員でのオフィスアワーを実施している。履修ガイダンスでは、主として教学主任を中心にカリキュ

ラムの概要の説明を行い、その後、全専任教員による担当科目の紹介やオフィスアワーを実施し、履修

指導を行う。 

さらに、入学時のみならず、授業開始後も個別演習科目・修士論文科目やオフィスアワー等を通じて、

随時、本会計大学院における教育の導入ガイダンスを実施している。 

 

 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

 1．新入生行事日程表（2022 年度） 

2．会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

3. 履修登録について（2022年度） 

 

解釈指針7-1-1-2 

履修指導においては、適時・継続的に修了に至るまで適切なガイダンスが実施されているこ

と。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、1 年次から 2 年次への進級時（成績発表時）に、全専任教員が全在学生の成績状

況を共有のうえ、個別演習科目・修士論文科目やオフィスアワー等を通じて、学生の将来設計や学習の

進捗状況等を勘案した履修指導を個別に行っている。また、すべての専任教員がオフィスアワー用に 

メールアドレスを公開し、適時かつ継続的に学習相談を受ける体制を整えている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

 

7-1-2  

各会計大学院の目的及び教育課程上の成果を実現する上で、教員と学生とのコミュニケーショ

ンを十分に図ることができるよう、学習相談、助言体制の整備がなされていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、教員と学生のコミュニケーションを図り、学習相談やその他様々な問題に対する

助言を行うべく、オフィスアワーを設定している。さらに、個別演習科目や修士論文科目においても、

各教員が学生の個性や希望・将来設計に応じた指導や学習の進捗状況等に関する相談を行っている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-2-1及び解釈指針7-1-2-2を満たしており、基準7-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/education/support.html（サポート体制） 

2．会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 
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〈履修モデル②〉【企業人・公務員等】を目指す 

 基本科目群 発展科目群 応用・実践科目群 横断・個別演習・修士論文・インターンシップ 

財務会計系 

上級簿記論 

上級財務会計論 

会計基準論 

財表作成簿記論 

英文会計論 

ＩＦＲＳ会計論 

基本会計プログラム演習 

会計事例研究 

会社経理実務 

実践会計プログラム演習 

IFRS事例研究 

企業インターンシップ 

アカデミック・ソリューション 

プロフェッショナル・ソリューション 

管理会計系 

上級原価計算論 

上級管理会計論 

戦略管理会計論 

コストマネジメント論 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ｼｽﾃﾑ論 

管理会計事例研究 

国際管理会計事例研究 

監査系 

監査制度論 

会計専門職業倫理 

監査基準論 

内部監査論  

法律・税務系 

企業法 会社法 

法人税法 

上級税務会計論 

 

経営・経済系 

 経営学理論 

コーポレート･ファイナンス論 

経営戦略・組織論 

企業実践ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-1-1並びに解釈指針7-1-1-2を満たしており、基準7-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/education（教育内容） 

2．新入生行事日程表（2022 年度） 

3. 会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

4. 履修登録について（2022 年度） 

5. 会計研究科成績発表・履修変更スケジュール（2022 年度） 

6. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針7-1-1-1 

入学者に対して、会計大学院における教育の導入ガイダンスが適切に行われていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、入学者に対して、入学式後の新入生指導行事期間中に履修ガイダンスや全専任教

員全員でのオフィスアワーを実施している。履修ガイダンスでは、主として教学主任を中心にカリキュ

ラムの概要の説明を行い、その後、全専任教員による担当科目の紹介やオフィスアワーを実施し、履修

指導を行う。 

さらに、入学時のみならず、授業開始後も個別演習科目・修士論文科目やオフィスアワー等を通じて、

随時、本会計大学院における教育の導入ガイダンスを実施している。 

 

 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

 1．新入生行事日程表（2022 年度） 

2．会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

3. 履修登録について（2022年度） 

 

解釈指針7-1-1-2 

履修指導においては、適時・継続的に修了に至るまで適切なガイダンスが実施されているこ

と。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、1 年次から 2 年次への進級時（成績発表時）に、全専任教員が全在学生の成績状

況を共有のうえ、個別演習科目・修士論文科目やオフィスアワー等を通じて、学生の将来設計や学習の

進捗状況等を勘案した履修指導を個別に行っている。また、すべての専任教員がオフィスアワー用に 

メールアドレスを公開し、適時かつ継続的に学習相談を受ける体制を整えている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

 

7-1-2  

各会計大学院の目的及び教育課程上の成果を実現する上で、教員と学生とのコミュニケーショ

ンを十分に図ることができるよう、学習相談、助言体制の整備がなされていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、教員と学生のコミュニケーションを図り、学習相談やその他様々な問題に対する

助言を行うべく、オフィスアワーを設定している。さらに、個別演習科目や修士論文科目においても、

各教員が学生の個性や希望・将来設計に応じた指導や学習の進捗状況等に関する相談を行っている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-2-1及び解釈指針7-1-2-2を満たしており、基準7-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/education/support.html（サポート体制） 

2．会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 
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解釈指針7-1-2-1(オフィスアワーが設定されている場合のみ)  

オフィスアワーが設定されている場合には、それを有効に活用できるよう、学生に対して各教

員のオフィスアワーの日時又は面談の予約の方法等が周知されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、オフィスアワーを設定している。学期期間中に各教員が週１回（90 分）設定し、

時間、場所、メールアドレスをインフォメーション・システム及び掲示板にて学生に周知徹底している。

学生はオフィスアワーの時間に学習上の相談や助言を受けることができる。 

学生は各教員のオフィスアワーの時間に学習上の相談のみならず、就職・進路等を含めた相談を行っ

ている。さらに、オフィスアワー以外の時間でも教員との訪問日時調整のうえで学生は教員の研究室を

訪問し、学習上の相談、その他の指導を受けている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

 

解釈指針7-1-2-2 

学習相談、助言体制を有効に機能させるための施設や環境の整備に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、オフィスアワーは各教員の研究室で実施されることが多い。これは、学習指導等

を行うに当たり、必要な資料等が手元にあるということの効果が大きいためである。また、各教員の研

究室は経商研究棟西側に集中的に配置しているが、そのような配置を行った理由のひとつとして、学生

の学習相談等に際し、複数の教員からの指導を受けやすくするということがある。さらに、各教員は、

オフィスアワー以外の時間でもできる限り学生からの相談等を受け付けている。さらに、全学的な学生

相談窓口として、学生相談・支援センターがあり、専門的知見のある支援コーディネーターが対応し、

各専門部局と連携し、学習相談や助言等を行っている。このように、学習相談、助言体制を有効に機能

させるための施設や環境の整備に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-2-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計研究科オフィスアワー時間割（2022年度） 

 2. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 

 3. 学生相談・支援センターパンフレット（2022年度） 

4. 障がいのある学生に対する修学支援 教員ガイド（2022年度） 

 

 

 

7-1-3  

各種の教育補助者による学習支援体制の整備に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

関西大学千里山キャンパスでは、各学舎に授業支援ステーションを設置し、教育補助者（授業支援ス

チューデント・アシスタント）が各種学習支援（授業時配布資料の印刷、プロジェクターやAV機器等の

設置及び利用補助、カードリーダーによる出欠調査、ミニッツペーパー（コメント用紙）の配布・回収・

整理、レポートの回収・整理、授業のビデオ撮影、授業期間中の試験問題の配布・回収等）を行ってい

る。 

 

【点検・自己評価】 

基準7-1-3は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．授業支援SA活用のガイドライン 

 

7-2 生活支援等 

7-2-1 

学生が在学期間中に会計大学院の課程の履修に専念できるよう、学生の経済的支援及び修学や

学生生活に関する相談･助言、支援体制の整備に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、学生が在学期間中に本会計大学院の課程の履修に専念できるよう、学生に対する

経済的支援策として、解釈指針 7-2-1-1 に記載のとおり、各種奨学制度を設けており、学生センター（奨

学支援グループ）や留学生に関しては国際部と連携し、学生への経済的支援制度の整備に努めている。 

また、修学や学生生活に関する相談・助言、支援を行うために、解釈指針 7-1-2-1 に記載のとおり、

専任教員による、オフィスアワーを設けている。さらに、基準 7-1-2 に記載のとおり、個別演習科目や

修士論文科目においても、修学や学生生活に関する相談・助言等を行っている。 

このように、本会計大学院では学生の経済的支援及び学生生活に関する相談・助言、支援体制の整備

に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-2-1-1及び解釈指針7-1-2-2を満たしており、基準7-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission/tuition.html（奨学制度） 

2．会計研究科オフィスアワー時間割（2022度） 

 3. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 
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解釈指針7-1-2-1(オフィスアワーが設定されている場合のみ)  

オフィスアワーが設定されている場合には、それを有効に活用できるよう、学生に対して各教

員のオフィスアワーの日時又は面談の予約の方法等が周知されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、オフィスアワーを設定している。学期期間中に各教員が週１回（90 分）設定し、

時間、場所、メールアドレスをインフォメーション・システム及び掲示板にて学生に周知徹底している。

学生はオフィスアワーの時間に学習上の相談や助言を受けることができる。 

学生は各教員のオフィスアワーの時間に学習上の相談のみならず、就職・進路等を含めた相談を行っ

ている。さらに、オフィスアワー以外の時間でも教員との訪問日時調整のうえで学生は教員の研究室を

訪問し、学習上の相談、その他の指導を受けている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計研究科オフィスアワー時間割（2022 年度） 

 

解釈指針7-1-2-2 

学習相談、助言体制を有効に機能させるための施設や環境の整備に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、オフィスアワーは各教員の研究室で実施されることが多い。これは、学習指導等

を行うに当たり、必要な資料等が手元にあるということの効果が大きいためである。また、各教員の研

究室は経商研究棟西側に集中的に配置しているが、そのような配置を行った理由のひとつとして、学生

の学習相談等に際し、複数の教員からの指導を受けやすくするということがある。さらに、各教員は、

オフィスアワー以外の時間でもできる限り学生からの相談等を受け付けている。さらに、全学的な学生

相談窓口として、学生相談・支援センターがあり、専門的知見のある支援コーディネーターが対応し、

各専門部局と連携し、学習相談や助言等を行っている。このように、学習相談、助言体制を有効に機能

させるための施設や環境の整備に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-1-2-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計研究科オフィスアワー時間割（2022年度） 

 2. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 

 3. 学生相談・支援センターパンフレット（2022年度） 

4. 障がいのある学生に対する修学支援 教員ガイド（2022年度） 

 

 

 

7-1-3  

各種の教育補助者による学習支援体制の整備に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

関西大学千里山キャンパスでは、各学舎に授業支援ステーションを設置し、教育補助者（授業支援ス

チューデント・アシスタント）が各種学習支援（授業時配布資料の印刷、プロジェクターやAV機器等の

設置及び利用補助、カードリーダーによる出欠調査、ミニッツペーパー（コメント用紙）の配布・回収・

整理、レポートの回収・整理、授業のビデオ撮影、授業期間中の試験問題の配布・回収等）を行ってい

る。 

 

【点検・自己評価】 

基準7-1-3は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．授業支援SA活用のガイドライン 

 

7-2 生活支援等 

7-2-1 

学生が在学期間中に会計大学院の課程の履修に専念できるよう、学生の経済的支援及び修学や

学生生活に関する相談･助言、支援体制の整備に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、学生が在学期間中に本会計大学院の課程の履修に専念できるよう、学生に対する

経済的支援策として、解釈指針 7-2-1-1 に記載のとおり、各種奨学制度を設けており、学生センター（奨

学支援グループ）や留学生に関しては国際部と連携し、学生への経済的支援制度の整備に努めている。 

また、修学や学生生活に関する相談・助言、支援を行うために、解釈指針 7-1-2-1 に記載のとおり、

専任教員による、オフィスアワーを設けている。さらに、基準 7-1-2 に記載のとおり、個別演習科目や

修士論文科目においても、修学や学生生活に関する相談・助言等を行っている。 

このように、本会計大学院では学生の経済的支援及び学生生活に関する相談・助言、支援体制の整備

に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-2-1-1及び解釈指針7-1-2-2を満たしており、基準7-2-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission/tuition.html（奨学制度） 

2．会計研究科オフィスアワー時間割（2022度） 

 3. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 
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解釈指針7-2-1-1 

授業料減免、奨学金等の多様な措置(各会計大学院における奨学基金の設定、卒業生等の募金に

よる基金の設定、他の団体等が給付又は貸与する奨学金への応募の紹介等)によって学生が奨学

金制度等を利用できるように努めていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、在学中の学習に専念できるよう、経済的支援を目的として、次のとおり各種奨学

金制度を設けており、パンフレット及びウェブページで広く周知している。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（会計専門職大学院）給付奨学金＞ 

関西大学大学院会計研究科給付奨学金は、本会計大学院独自の給付奨学金制度であり、2022年度実績

でその対象者は 1 年次生 16 名、2年次生 11 名である。 

（2022 年度採用実績） 

会計研究科給付奨学金（内訳） 1 年次対象者 2 年次対象者 計 

授業料及び教育充実費の全額給付（2 年間） 

授業料及び教育充実費の全額給付（1 年間） 

授業料及び教育充実費の半額給付（1 年間） 

16 11 27 

 

＜私費外国人留学生入学前予約奨学金（1 年次生対象）＞  

＜私費外国人留学生奨学金（2 年次生対象）＞ 

 関西大学国際部が窓口となり、学業成績が優秀でありながら経済的に就学困難な私費外国人留学生

（在留資格が「留学」である者）を対象に、本学独自の給付奨学金を設けている。2022年度実績でその

対象者は 1年次 5 名、2年次 7 名である。 

・給付金額 年額 200,000 円（標準修業年数が 2年の場合の支給単価、長期履修学生は漸減） 

・給付期間 1 年間 

 

この２つの奨学金を合わせると、39 名（実人数）が本学の基金による給付奨学金を受給しており、2022

年度の在籍者数 131 名のうち約 29.8パーセントを占めている。 

 

＜公益財団法人小野奨学会給付奨学生＞ 

各種民間団体による奨学金についても、学生センター（奨学支援グループ）を通じて、情報提供及び

申請支援を行っており、特に、学業・人物ともに優秀で、経済的理由により就学が困難である者を対象

とする公益財団法人小野奨学会については、本会計大学院の推薦により、2018 年度に 1 名、2022 年度

に 1 名がそれぞれ給付奨学生として採用されている。 

また、関西大学では災害や家計支持者の死亡等で家計が急変した者等の就学支援のため、次の緊急・

応急奨学金制度を設けている。 

 

＜関西大学災害時支援給付奨学金＞ 

次のいずれかを対象とする制度である。 

(1) 災害救助法または天災融資法の適用された災害により、大学院学生または家計支持者の家屋が損壊、

 
 

滅失または流失し、家計が急変した者 

(2) 災害救助法または天災融資法の適用された災害により、大学院学生の学費支弁者が死亡または所定

の長期療養者となり、家計が給付した者 

・給付金額 学費（授業料・教育充実費・実験実習量の合計）相当額を上限とする 

・給付期間 1 年間 

 

＜関西大学家計急変者給付奨学金＞ 

家計支持者の死亡や失業、廃業などの理由で家計が急変（入学以降、出願日から 1年以内に発生した

事由に限る）したことにより、修学が困難となった者を対象とする制度である。 

・給付金額 年額 240,000 円 

・給付期間 1 年間 

 

＜関西大学短期貸付金＞ 

家庭からの仕送りの遅延や急病等、真にやむを得ない事由により一時的あるいは緊急に生活資金を必

要とする者を対象とする制度である。 

・貸付金額 原則 1,000 円～30,000 円まで（即日貸与） 

・返済期間 原則 3カ月以内 

 

また、学生の経済支援のため、学生センター（奨学支援グループ）を通じて、各種経済支援制度（日

本学生支援機構奨学金や教育ローン等）を紹介・応募支援を行っている。 

 

＜日本学生支援機構奨学金＞ 

本会計大学院の学生が申請可能な日本学生支援機構奨学金には、大学院第一種奨学金（貸与・無利息、

月額 50,000 円、88,000 円から選択）と大学院第二種奨学金（貸与・有利子、50,000 円、80,000 円、

100,000 円、130,000 円、150,000 円から選択）がある。いずれも、学業・人物ともに特に優れ、かつ健

康であって、学習継続のため奨学金が必要であると認められる者を対象としており、本会計大学院の教

員が推薦所見を作成している。本会計大学院生の過去 5年間の受給実績は次のとおり。 

 

＜日本学生支援機構奨学金採用者数（過去 5年間採用実績）＞ 

 

 

第⼀種 第⼆種 第⼀種・第
⼆種併採⽤

0 1 1
1 0 0
1 1 0
1 0 0
0 0 0

採⽤者
⽇本学⽣⽀援機構予約採⽤

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

３ 校
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解釈指針7-2-1-1 

授業料減免、奨学金等の多様な措置(各会計大学院における奨学基金の設定、卒業生等の募金に

よる基金の設定、他の団体等が給付又は貸与する奨学金への応募の紹介等)によって学生が奨学

金制度等を利用できるように努めていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、在学中の学習に専念できるよう、経済的支援を目的として、次のとおり各種奨学

金制度を設けており、パンフレット及びウェブページで広く周知している。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（会計専門職大学院）給付奨学金＞ 

関西大学大学院会計研究科給付奨学金は、本会計大学院独自の給付奨学金制度であり、2022年度実績

でその対象者は 1 年次生 16 名、2年次生 11 名である。 

（2022 年度採用実績） 

会計研究科給付奨学金（内訳） 1 年次対象者 2 年次対象者 計 

授業料及び教育充実費の全額給付（2 年間） 

授業料及び教育充実費の全額給付（1 年間） 

授業料及び教育充実費の半額給付（1 年間） 

16 11 27 

 

＜私費外国人留学生入学前予約奨学金（1 年次生対象）＞  

＜私費外国人留学生奨学金（2 年次生対象）＞ 

 関西大学国際部が窓口となり、学業成績が優秀でありながら経済的に就学困難な私費外国人留学生

（在留資格が「留学」である者）を対象に、本学独自の給付奨学金を設けている。2022年度実績でその

対象者は 1年次 5 名、2年次 7 名である。 

・給付金額 年額 200,000 円（標準修業年数が 2年の場合の支給単価、長期履修学生は漸減） 

・給付期間 1 年間 

 

この２つの奨学金を合わせると、39 名（実人数）が本学の基金による給付奨学金を受給しており、2022

年度の在籍者数 131 名のうち約 29.8パーセントを占めている。 

 

＜公益財団法人小野奨学会給付奨学生＞ 

各種民間団体による奨学金についても、学生センター（奨学支援グループ）を通じて、情報提供及び

申請支援を行っており、特に、学業・人物ともに優秀で、経済的理由により就学が困難である者を対象

とする公益財団法人小野奨学会については、本会計大学院の推薦により、2018 年度に 1 名、2022 年度

に 1 名がそれぞれ給付奨学生として採用されている。 

また、関西大学では災害や家計支持者の死亡等で家計が急変した者等の就学支援のため、次の緊急・

応急奨学金制度を設けている。 

 

＜関西大学災害時支援給付奨学金＞ 

次のいずれかを対象とする制度である。 

(1) 災害救助法または天災融資法の適用された災害により、大学院学生または家計支持者の家屋が損壊、

 
 

滅失または流失し、家計が急変した者 

(2) 災害救助法または天災融資法の適用された災害により、大学院学生の学費支弁者が死亡または所定

の長期療養者となり、家計が給付した者 

・給付金額 学費（授業料・教育充実費・実験実習量の合計）相当額を上限とする 

・給付期間 1 年間 

 

＜関西大学家計急変者給付奨学金＞ 

家計支持者の死亡や失業、廃業などの理由で家計が急変（入学以降、出願日から 1年以内に発生した

事由に限る）したことにより、修学が困難となった者を対象とする制度である。 

・給付金額 年額 240,000 円 

・給付期間 1 年間 

 

＜関西大学短期貸付金＞ 

家庭からの仕送りの遅延や急病等、真にやむを得ない事由により一時的あるいは緊急に生活資金を必

要とする者を対象とする制度である。 

・貸付金額 原則 1,000 円～30,000 円まで（即日貸与） 

・返済期間 原則 3カ月以内 

 

また、学生の経済支援のため、学生センター（奨学支援グループ）を通じて、各種経済支援制度（日

本学生支援機構奨学金や教育ローン等）を紹介・応募支援を行っている。 

 

＜日本学生支援機構奨学金＞ 

本会計大学院の学生が申請可能な日本学生支援機構奨学金には、大学院第一種奨学金（貸与・無利息、

月額 50,000 円、88,000 円から選択）と大学院第二種奨学金（貸与・有利子、50,000 円、80,000 円、

100,000 円、130,000 円、150,000 円から選択）がある。いずれも、学業・人物ともに特に優れ、かつ健

康であって、学習継続のため奨学金が必要であると認められる者を対象としており、本会計大学院の教

員が推薦所見を作成している。本会計大学院生の過去 5年間の受給実績は次のとおり。 

 

＜日本学生支援機構奨学金採用者数（過去 5年間採用実績）＞ 

 

 

第⼀種 第⼆種 第⼀種・第
⼆種併採⽤

0 1 1
1 0 0
1 1 0
1 0 0
0 0 0

採⽤者
⽇本学⽣⽀援機構予約採⽤

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
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＜提携教育ローン（オリエントコーポレーション「学費サポートプラン」）＞ 

関西大学とオリエントコーポレーションが提携し、学費の立替払い制度（実質年利 2.5％固定）を設

けている。 

 

以上のように、本会計大学院の新入生及び在学生に対する経済的支援制度には様々なものがあるが、

これらの制度については、『パンフレット』及びウェブページにて広く周知するとともに、入学時のガイ

ダンスにおいて積極的に紹介しており、支援を必要とする学生には、学生センター（奨学支援グループ）

と連携し、個別相談を受け、情報提供及び応募支援を行っている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-2-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission/tuition.html（奨学制度） 

2．会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 4. 関西大学奨学金の手引き（2022年度） 

 5. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針7-2-1-2 

学生の健康相談、生活相談、各種ハラスメントの相談等のために、保健センター、学生相談室

を設置するなど必要な相談助言体制の整備に努めていること｡ 

 

第⼀種 第⼆種 第⼀種・第
⼆種併採⽤

1年次 2 5 1
2年次 0 0 0
1年次 6 1 0
2年次 0 0 0
1年次 5 1 4
2年次 0 0 0
1年次 7 2 3
2年次 0 0 2
1年次 11 0 2
2年次 2 0 2

⽇本学⽣⽀援機構
採⽤者

在学時採⽤

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

 

 

【現状の説明】 

関西大学では、学生からの多様な相談に対応するため、2013 年 4 月に学生相談・支援センターを開設

し、専門的知見のある支援コーディネーターが対応のうえ、相談内容に応じて、学内の専門部局と連携

し、必要な対応を行っている。本学の学生相談体制（窓口）は次のとおりである。 

窓口 相談内容等 

学生相談・支援センター 

総合相談窓口として学生生活におけるさまざまな悩みや問題について適

切な相談窓口につないでいる。障がいのある学生に対する相談・修学支援

を行う。 

保健管理センター 
健康上に関する情報を知りたいとき、病気やケガをしたとき、健康診断に

関する問い合わせ等に対応。専任の医師が診療も行う。 

心理相談室 
友だちや家族のこと、気分が落ち込む、眠れない、やる気がおきない等の

悩みがある場合、専門のカウンセラーが心理相談に対応。 

ハラスメント相談室 

各種ハラスメントの相談に対応するため、会計専門職大学院の専任教員

を含む教職員の相談員 22 名と外部の専門家 2 名からなる相談窓口を設

置。 

大学学生相談室 

対人関係、家庭、経済、課外活動などの困難が生じたり、あるいは性格、

思想等に関する問題や将来のことが気になったりするなど、悩みがある

ときの相談に対応するための相談窓口。 

その他相談窓口 

正課授業・成績に関する相談（教務センター）、奨学金に関する相談（学

生センター奨学支援グループ）、就職に関する相談（キャリアセンター）、

留学に関する相談（国際部） 

 

このように、困りごとを持つ学生を適切な相談窓口につなげるために、学生相談・支援センターを設

置し、大学全体として、保健管理センター、心理相談室、大学学生相談室、ハラスメント相談室等の各

専門部局が連携し、必要な相談助言体制の整備に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-2-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/ja/support/consultation（学生相談） 

2．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

3. 学生相談・支援センターパンフレット（2022 年度） 

4. かんだいLIFE 学生生活の心得（2022年度） 

 

7-3 身体に障がいのある学生に対する支援 

7-3-1 

身体に障がいのある者に対しても、受験の機会を確保するとともに、身体に障がいのある学生
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＜提携教育ローン（オリエントコーポレーション「学費サポートプラン」）＞ 

関西大学とオリエントコーポレーションが提携し、学費の立替払い制度（実質年利 2.5％固定）を設

けている。 

 

以上のように、本会計大学院の新入生及び在学生に対する経済的支援制度には様々なものがあるが、

これらの制度については、『パンフレット』及びウェブページにて広く周知するとともに、入学時のガイ

ダンスにおいて積極的に紹介しており、支援を必要とする学生には、学生センター（奨学支援グループ）

と連携し、個別相談を受け、情報提供及び応募支援を行っている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-2-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/admission/tuition.html（奨学制度） 

2．会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 4. 関西大学奨学金の手引き（2022年度） 

 5. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針7-2-1-2 

学生の健康相談、生活相談、各種ハラスメントの相談等のために、保健センター、学生相談室

を設置するなど必要な相談助言体制の整備に努めていること｡ 

 

第⼀種 第⼆種 第⼀種・第
⼆種併採⽤

1年次 2 5 1
2年次 0 0 0
1年次 6 1 0
2年次 0 0 0
1年次 5 1 4
2年次 0 0 0
1年次 7 2 3
2年次 0 0 2
1年次 11 0 2
2年次 2 0 2

⽇本学⽣⽀援機構
採⽤者

在学時採⽤

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

 

 

【現状の説明】 

関西大学では、学生からの多様な相談に対応するため、2013 年 4 月に学生相談・支援センターを開設

し、専門的知見のある支援コーディネーターが対応のうえ、相談内容に応じて、学内の専門部局と連携

し、必要な対応を行っている。本学の学生相談体制（窓口）は次のとおりである。 

窓口 相談内容等 

学生相談・支援センター 

総合相談窓口として学生生活におけるさまざまな悩みや問題について適

切な相談窓口につないでいる。障がいのある学生に対する相談・修学支援

を行う。 

保健管理センター 
健康上に関する情報を知りたいとき、病気やケガをしたとき、健康診断に

関する問い合わせ等に対応。専任の医師が診療も行う。 

心理相談室 
友だちや家族のこと、気分が落ち込む、眠れない、やる気がおきない等の

悩みがある場合、専門のカウンセラーが心理相談に対応。 

ハラスメント相談室 

各種ハラスメントの相談に対応するため、会計専門職大学院の専任教員

を含む教職員の相談員 22 名と外部の専門家 2 名からなる相談窓口を設

置。 

大学学生相談室 

対人関係、家庭、経済、課外活動などの困難が生じたり、あるいは性格、

思想等に関する問題や将来のことが気になったりするなど、悩みがある

ときの相談に対応するための相談窓口。 

その他相談窓口 

正課授業・成績に関する相談（教務センター）、奨学金に関する相談（学

生センター奨学支援グループ）、就職に関する相談（キャリアセンター）、

留学に関する相談（国際部） 

 

このように、困りごとを持つ学生を適切な相談窓口につなげるために、学生相談・支援センターを設

置し、大学全体として、保健管理センター、心理相談室、大学学生相談室、ハラスメント相談室等の各

専門部局が連携し、必要な相談助言体制の整備に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-2-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/ja/support/consultation（学生相談） 

2．会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

3. 学生相談・支援センターパンフレット（2022 年度） 

4. かんだいLIFE 学生生活の心得（2022年度） 

 

7-3 身体に障がいのある学生に対する支援 

7-3-1 

身体に障がいのある者に対しても、受験の機会を確保するとともに、身体に障がいのある学生
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について、施設及び設備の充実を含めて、学習や生活上の支援体制を整備し、支援を行ってい

ること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、障がいのある者に対して、解釈指針 7-3-1-1 にあるとおり受験の機会を確保して

いる。また、解釈指針 7-3-1-2 にあるとおりバリアフリーの施設・設備を完備し、さらに解釈指針 7-3-

1-3 にあるとおり修学上の配慮がなされており、修学上の支援活動が行われる。全学的な取組みとして、

2013年 4 月に開設の学生相談・支援センターを中心として、関係部局が連携し、受験の機会の確保、施

設及び設備の充実、修学上の支援体制の整備が行われており、実際に、学部等に入学した身体に障がい

のある学生は、学生相談・支援センター所属のコーディネーターや学生支援スタッフ等のサポートを受

け、充実した学生生活を送っている。障がいのある学生が本会計大学院に入学したときは、学生相談・

支援センターと連携のうえ、同様の修学上の支援活動が行われる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-3-1-1、7-3-1-2、7-3-1-3を満たしており、基準7-3-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/sscc/support/index.html（障がいのある学生に対する修学支援窓口） 

2. 学生相談・支援センターパンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針7-3-1-1 

身体に障がいのある者に対しても、等しく受験の機会を確保し、障がいの種類や程度に応じた

特別措置や組織的対応を工夫していること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、『学生募集要項』において、障がいのある受験生等への受験上の配慮及び修学上の

配慮について、次のとおり記載している。 

 

障がいのある受験生等への受験上の配慮および修学上の配慮について 

 疾病・負傷や障がい等のために、入学試験受験上の配慮および修学上の配慮を希望する志願者に対

しては、その程度に応じ、受験時や入学後の学修環境において、可能な限り配慮措置を講じますので、

各募集月の Web エントリー開始日までに、関西大学 入試センター 大学院入試グループに申し出てく

ださい。 

所定の期日までに申し出がない場合や、事前の相談がない場合は、受験時の配慮や、入学後に修学上 

の配慮ができないことがあります。 

なお、出願後の事故や負傷・急な疾病等の場合は、期限後であっても速やかに申し出てください 

  

該当者から申し出て相談があれば、障がいの種類や程度に応じた特別措置や組織的対応を行うことに

より、等しく受験の機会を確保する。 

 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-3-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

 

解釈指針7-3-1-2  

身体に障がいのある学生の修学のために必要な基本的な施設及び整備充足に努めていること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院が授業を実施し、専用の自習室がある第 2 学舎 2 号館（2009 年 3月竣工）の施設・設備

は、バリアフリー対応となっており、障がいのある学生の修学のために必要な基本的な施設・設備の必

要十分な要件を充足している。以下に主な特徴を列挙する。 

（1）車椅子に対応するため、主要な教室の出入口は引き戸とし、机・椅子は可動式移動式としている。

一部の小教室は出入口がドアとなっているが、バリアフリー対応が必要な場合は教室変更で対応

することとしている。 

（2）各階に車椅子使用者対応の多目的トイレを設置し、一般のトイレにも手すり等を備えている。 

（3）エレベータは身体障がい者対応で、昇降口は車椅子が回転可能である。 

（4）視覚障がい者用誘導ブロック（床材）敷設及び手すりの点字表示を設けている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-3-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学学生相談支援センターウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/sscc/support/index.html（障がいのある学生に対する修学支援窓口） 

2. 学生相談・支援センターパンフレット（2022年度） 

3. 第 2 学舎アクセス・バリアフリーマップ 

 

解釈指針7-3-1-3  

身体に障がいのある学生に対しては、修学上の支援、実験･実習･実技上の特別措置を認めるな

ど、相当な配慮に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

関西大学では、障がいのある学生が他の学生と分け隔てられることがなく修学できるよう、学生相談

支援センターに「障がいのある学生に対する修学支援窓口」を設け、障がいに関する専門知識を持った

障がい学生支援コーディネーターが、学生の相談に応じて、研究科をはじめとする学内外の関連部署と

連携しながら、次のような合理的配慮の提供を組織的に行っている。 

（1）聴覚障がいの場合 

ノートテイク、パソコンテイク、字幕付け、文字起こし 
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について、施設及び設備の充実を含めて、学習や生活上の支援体制を整備し、支援を行ってい

ること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、障がいのある者に対して、解釈指針 7-3-1-1 にあるとおり受験の機会を確保して

いる。また、解釈指針 7-3-1-2 にあるとおりバリアフリーの施設・設備を完備し、さらに解釈指針 7-3-

1-3 にあるとおり修学上の配慮がなされており、修学上の支援活動が行われる。全学的な取組みとして、

2013年 4 月に開設の学生相談・支援センターを中心として、関係部局が連携し、受験の機会の確保、施

設及び設備の充実、修学上の支援体制の整備が行われており、実際に、学部等に入学した身体に障がい

のある学生は、学生相談・支援センター所属のコーディネーターや学生支援スタッフ等のサポートを受

け、充実した学生生活を送っている。障がいのある学生が本会計大学院に入学したときは、学生相談・

支援センターと連携のうえ、同様の修学上の支援活動が行われる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-3-1-1、7-3-1-2、7-3-1-3を満たしており、基準7-3-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/sscc/support/index.html（障がいのある学生に対する修学支援窓口） 

2. 学生相談・支援センターパンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針7-3-1-1 

身体に障がいのある者に対しても、等しく受験の機会を確保し、障がいの種類や程度に応じた

特別措置や組織的対応を工夫していること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、『学生募集要項』において、障がいのある受験生等への受験上の配慮及び修学上の

配慮について、次のとおり記載している。 

 

障がいのある受験生等への受験上の配慮および修学上の配慮について 

 疾病・負傷や障がい等のために、入学試験受験上の配慮および修学上の配慮を希望する志願者に対

しては、その程度に応じ、受験時や入学後の学修環境において、可能な限り配慮措置を講じますので、

各募集月の Web エントリー開始日までに、関西大学 入試センター 大学院入試グループに申し出てく

ださい。 

所定の期日までに申し出がない場合や、事前の相談がない場合は、受験時の配慮や、入学後に修学上 

の配慮ができないことがあります。 

なお、出願後の事故や負傷・急な疾病等の場合は、期限後であっても速やかに申し出てください 

  

該当者から申し出て相談があれば、障がいの種類や程度に応じた特別措置や組織的対応を行うことに

より、等しく受験の機会を確保する。 

 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-3-1-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院学生募集要項（2022 年度） 

 

解釈指針7-3-1-2  

身体に障がいのある学生の修学のために必要な基本的な施設及び整備充足に努めていること。 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院が授業を実施し、専用の自習室がある第 2 学舎 2 号館（2009 年 3月竣工）の施設・設備

は、バリアフリー対応となっており、障がいのある学生の修学のために必要な基本的な施設・設備の必

要十分な要件を充足している。以下に主な特徴を列挙する。 

（1）車椅子に対応するため、主要な教室の出入口は引き戸とし、机・椅子は可動式移動式としている。

一部の小教室は出入口がドアとなっているが、バリアフリー対応が必要な場合は教室変更で対応

することとしている。 

（2）各階に車椅子使用者対応の多目的トイレを設置し、一般のトイレにも手すり等を備えている。 

（3）エレベータは身体障がい者対応で、昇降口は車椅子が回転可能である。 

（4）視覚障がい者用誘導ブロック（床材）敷設及び手すりの点字表示を設けている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-3-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学学生相談支援センターウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/sscc/support/index.html（障がいのある学生に対する修学支援窓口） 

2. 学生相談・支援センターパンフレット（2022年度） 

3. 第 2 学舎アクセス・バリアフリーマップ 

 

解釈指針7-3-1-3  

身体に障がいのある学生に対しては、修学上の支援、実験･実習･実技上の特別措置を認めるな

ど、相当な配慮に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

関西大学では、障がいのある学生が他の学生と分け隔てられることがなく修学できるよう、学生相談

支援センターに「障がいのある学生に対する修学支援窓口」を設け、障がいに関する専門知識を持った

障がい学生支援コーディネーターが、学生の相談に応じて、研究科をはじめとする学内外の関連部署と

連携しながら、次のような合理的配慮の提供を組織的に行っている。 

（1）聴覚障がいの場合 

ノートテイク、パソコンテイク、字幕付け、文字起こし 
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（2）肢体不自由の場合 

車両の入構及び駐車許可、休憩室の利用、授業教室に関する調整、ノート作成補助（代筆） 

（3）視覚障がいの場合 

教材のテキストデータ化、教材の点訳、授業への同席、支援機器の利用（拡大読書、点字ディス

プレイ、音声読み上げソフト搭載パソコンの使用） 

（4）病弱・虚弱の場合 

授業中の服薬や水分摂取の許可、体育の実技における参加方法の調整 

（5）神経発達症・発達障がいの場合 

個別の状況に応じて対応 

(6) 精神障がいの場合 

個別の状況に応じて対応 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-3-1-3は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学学生相談支援センターウェブページ 

https:// www.kansai-u.ac.jp/sscc/support/index.html（学生相談支援センター） 

2. 学生相談・支援センターパンフレット（2022年度） 

 

7-4 職業支援（キャリア支援） 

7-4-1  

学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に進路を選択できる

ように、必要な情報の収集・管理･提供、ガイダンス、指導、助言に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、解釈指針 7-4-1-1 にあるように、学生の就職支援・キャリア支援を目的として、

就職支援委員会、資格対策委員会を設置し、学生がその能力及び適性に応じて主体的に進路を選択でき

るように各種支援を行っている。 

就職希望の学生に関しては、本学キャリアセンターと連携して、学生に対するガイダンス、指導、助

言を行っている。実際に、就職支援委員会では、2018 年度～2022 年度に本会計大学院学生向けの就職セ

ミナーを開催した。具体的には、企業の就職説明会のみならず、監査法人（あずさ、PwC あらた、仰星、

EY 新日本、三優、トーマツ、太陽）による研究セミナーや税理士法人による研究セミナー等を催した。 

また、本学キャリアセンターは、企業からの求人情報等の収集・管理・提供を行うとともに、就職に

向けたガイダンス、ウェブ試験対策、自己分析対策、業界・企業研究、ES・面接・GD 対策等の指導、助

言を行っているので、就職支援委員会は学生に対して、キャリアセンター主催の各種イベントへの参加

を誘導している。 

公認会計士等の資格取得を目指す学生には、資格対策委員会のみならず、個別演習科目及び修士論文

科目を担当する教員が、取得を目指している資格に留意しつつ、各学生に応じた指導、助言を行ってお

り、必要となる試験情報等の収集・管理・提供を本会計大学院全体で行っている。 

 

 

また、本会計大学院では、従前より監査法人インターンシップを実施してきているが、2013 年度から

は民間企業での企業インターンシップを実施し、学生に適正な職業観を身に付けさせる機会を提供して

いる。2022年度は、3 社 (住友精化株式会社、あすか税理士法人、税理士法人和)による企業インターン

シップを実施している。 

このように、学生の進路について、自らの能力、適性、志望に応じた主体的な選択を行わせるべく、

ガイダンス、本会計大学院全体で指導、助言を行い、必要な情報の収集・管理・提供を行うとともに、

就職、資格取得等のそれぞれの進路に応じて、キャリアセンターとの連携も行っている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-4-1-1を満たしており、基準7-4-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/career/index.html（進路・就職情報） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

3. 関西大学キャリアセンターウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/career 

 4. 関西大学大学院会計研究科就職支援委員会に関する申し合わせ 

5. 関西大学大学院会計研究科資格対策委員会に関する申し合わせ 

 

解釈指針7-4-1-1 

学生がそれぞれの目指す進路の選択ができるように、その規模及び教育目的に照らして、 適切

な相談窓口を設置するなど、支援に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、就職支援委員会を組織し、本学キャリアセンターと連携を保ちつつ、学生への支

援活動を行っている。具体的には、定期的に進路アンケートを実施し、学生の目指す進路を把握し、個

別演習科目や修士論文科目の教員と連携して個別指導を行うことや、本会計大学院からの学生の採用を

希望する企業や監査法人等の業界説明会を実施し、特に就職を希望する学生に対しては就職ガイダンス

を開催し、さらに就職指導や面接指導を実施する等のサポートを行っている。 

本学キャリアセンターには相談窓口があり、就職等にかかる専門的な相談を受けている。一方、就職

支援委員会は上記のような支援活動に加えて、相談も受け付けている。さらに、各教員は、オフィスア

ワーの時間や個別演習科目の時間、その他の時間に、就職のみならず公認会計士等の資格取得に向けた

勉強等の相談を学生から受けている。公認会計士等の資格取得への対応については、資格対策委員会も

学生への支援活動を行っている。 

このように、キャリアセンターと連携を保ちつつ、就職支援委員会、資格対策委員会と各教員が協力

して、学生がそれぞれの目指す進路の選択ができるよう、支援に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-4-1-1は満たされていると判断する。 
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（2）肢体不自由の場合 

車両の入構及び駐車許可、休憩室の利用、授業教室に関する調整、ノート作成補助（代筆） 

（3）視覚障がいの場合 

教材のテキストデータ化、教材の点訳、授業への同席、支援機器の利用（拡大読書、点字ディス

プレイ、音声読み上げソフト搭載パソコンの使用） 

（4）病弱・虚弱の場合 

授業中の服薬や水分摂取の許可、体育の実技における参加方法の調整 

（5）神経発達症・発達障がいの場合 

個別の状況に応じて対応 

(6) 精神障がいの場合 

個別の状況に応じて対応 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-3-1-3は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学学生相談支援センターウェブページ 

https:// www.kansai-u.ac.jp/sscc/support/index.html（学生相談支援センター） 

2. 学生相談・支援センターパンフレット（2022年度） 

 

7-4 職業支援（キャリア支援） 

7-4-1  

学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に進路を選択できる

ように、必要な情報の収集・管理･提供、ガイダンス、指導、助言に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、解釈指針 7-4-1-1 にあるように、学生の就職支援・キャリア支援を目的として、

就職支援委員会、資格対策委員会を設置し、学生がその能力及び適性に応じて主体的に進路を選択でき

るように各種支援を行っている。 

就職希望の学生に関しては、本学キャリアセンターと連携して、学生に対するガイダンス、指導、助

言を行っている。実際に、就職支援委員会では、2018 年度～2022 年度に本会計大学院学生向けの就職セ

ミナーを開催した。具体的には、企業の就職説明会のみならず、監査法人（あずさ、PwC あらた、仰星、

EY 新日本、三優、トーマツ、太陽）による研究セミナーや税理士法人による研究セミナー等を催した。 

また、本学キャリアセンターは、企業からの求人情報等の収集・管理・提供を行うとともに、就職に

向けたガイダンス、ウェブ試験対策、自己分析対策、業界・企業研究、ES・面接・GD 対策等の指導、助

言を行っているので、就職支援委員会は学生に対して、キャリアセンター主催の各種イベントへの参加

を誘導している。 

公認会計士等の資格取得を目指す学生には、資格対策委員会のみならず、個別演習科目及び修士論文

科目を担当する教員が、取得を目指している資格に留意しつつ、各学生に応じた指導、助言を行ってお

り、必要となる試験情報等の収集・管理・提供を本会計大学院全体で行っている。 

 

 

また、本会計大学院では、従前より監査法人インターンシップを実施してきているが、2013 年度から

は民間企業での企業インターンシップを実施し、学生に適正な職業観を身に付けさせる機会を提供して

いる。2022年度は、3 社 (住友精化株式会社、あすか税理士法人、税理士法人和)による企業インターン

シップを実施している。 

このように、学生の進路について、自らの能力、適性、志望に応じた主体的な選択を行わせるべく、

ガイダンス、本会計大学院全体で指導、助言を行い、必要な情報の収集・管理・提供を行うとともに、

就職、資格取得等のそれぞれの進路に応じて、キャリアセンターとの連携も行っている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-4-1-1を満たしており、基準7-4-1は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/career/index.html（進路・就職情報） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

3. 関西大学キャリアセンターウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/career 

 4. 関西大学大学院会計研究科就職支援委員会に関する申し合わせ 

5. 関西大学大学院会計研究科資格対策委員会に関する申し合わせ 

 

解釈指針7-4-1-1 

学生がそれぞれの目指す進路の選択ができるように、その規模及び教育目的に照らして、 適切

な相談窓口を設置するなど、支援に努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、就職支援委員会を組織し、本学キャリアセンターと連携を保ちつつ、学生への支

援活動を行っている。具体的には、定期的に進路アンケートを実施し、学生の目指す進路を把握し、個

別演習科目や修士論文科目の教員と連携して個別指導を行うことや、本会計大学院からの学生の採用を

希望する企業や監査法人等の業界説明会を実施し、特に就職を希望する学生に対しては就職ガイダンス

を開催し、さらに就職指導や面接指導を実施する等のサポートを行っている。 

本学キャリアセンターには相談窓口があり、就職等にかかる専門的な相談を受けている。一方、就職

支援委員会は上記のような支援活動に加えて、相談も受け付けている。さらに、各教員は、オフィスア

ワーの時間や個別演習科目の時間、その他の時間に、就職のみならず公認会計士等の資格取得に向けた

勉強等の相談を学生から受けている。公認会計士等の資格取得への対応については、資格対策委員会も

学生への支援活動を行っている。 

このように、キャリアセンターと連携を保ちつつ、就職支援委員会、資格対策委員会と各教員が協力

して、学生がそれぞれの目指す進路の選択ができるよう、支援に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針7-4-1-1は満たされていると判断する。 
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【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/career/index.html（進路・就職情報） 

2. 関西大学キャリアセンターウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/career 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

  

 

 

第８章 教員組織 

 

8-1 教員の資格と評価 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は、2022 年度において、専門職大学院設置基準に従い専任教員 13 名の教員が置かれて

いる。専任教員のうち実務家教員が 6 名である。これら専任教員 13名はいずれも教育上又は研究上の

業績を有する者である。 

 

【点検・自己評価】 

専門職大学院設置基準に従い、研究者教員及び実務家教員が適正に配置されているので、基準 8-1-1

は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、採用時に研究者教員については 5 年以上の研究歴につき、実務家教員については

5 年以上の実務歴につき厳しく審査している。着任後は、本会計大学院発行の紀要『現代社会と会計』

（2007 年 3月創刊、年 1 回発行）において、１回目の記載時には過去 5 年分の、以後は過去 1年分の業

績（著書、論文、報告、講演、新聞論説等）を記載することとしている。また、すべての教員について、

本会計大学院のウェブページ及び『パンフレット』においてプロフィル等を公開している。加えて、関

西大学学術情報システムにおいても、基本情報（出身大学院・取得学位等）、研究活動、研究業績、教育

業績、社会活動、担当授業等の情報を広く公開している。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院発行の『現代社会と会計』等を通じて本会計大学院教員の教育・研究の業績が公開され

ている。解釈指針 8-1-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ http://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

8-1-1 

研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員が置かれていること｡ 

解釈指針8-1-1-1 

教員は、その担当する科目の専門分野について、理論と実務を架橋する会計専門教育を行うため

に、最近 5年間における教育上又は研究上の業績を有していること。 



２ 校

第
8
章

【T：】Edianserver ／関西大学／会計専門職大学院／自己点検・評価報告書／
第08章 ２ 校

― 83 ―

 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/career/index.html（進路・就職情報） 

2. 関西大学キャリアセンターウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/career 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

  

 

 

第８章 教員組織 

 

8-1 教員の資格と評価 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は、2022 年度において、専門職大学院設置基準に従い専任教員 13 名の教員が置かれて

いる。専任教員のうち実務家教員が 6 名である。これら専任教員 13名はいずれも教育上又は研究上の

業績を有する者である。 

 

【点検・自己評価】 

専門職大学院設置基準に従い、研究者教員及び実務家教員が適正に配置されているので、基準 8-1-1

は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、採用時に研究者教員については 5 年以上の研究歴につき、実務家教員については

5 年以上の実務歴につき厳しく審査している。着任後は、本会計大学院発行の紀要『現代社会と会計』

（2007 年 3月創刊、年 1 回発行）において、１回目の記載時には過去 5 年分の、以後は過去 1年分の業

績（著書、論文、報告、講演、新聞論説等）を記載することとしている。また、すべての教員について、

本会計大学院のウェブページ及び『パンフレット』においてプロフィル等を公開している。加えて、関

西大学学術情報システムにおいても、基本情報（出身大学院・取得学位等）、研究活動、研究業績、教育

業績、社会活動、担当授業等の情報を広く公開している。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院発行の『現代社会と会計』等を通じて本会計大学院教員の教育・研究の業績が公開され

ている。解釈指針 8-1-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ http://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

8-1-1 

研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員が置かれていること｡ 

解釈指針8-1-1-1 

教員は、その担当する科目の専門分野について、理論と実務を架橋する会計専門教育を行うため

に、最近 5年間における教育上又は研究上の業績を有していること。 
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2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

【現状の説明】 

専任教員は、以下の 5系列に適切に配置されている。 

 

研究者教員も実務家教員も採用時に教育上の指導能力の有無を審査しており、全員が指導能力を有し

ている。研究者教員 7名はいずれも「教育上又は研究上の業績を有する者」である。実務家教員 6 名は

いずれも「高度の技術・技能を有する者」である。 

 

【点検・自己評価】 

 全体として適正に教員が配置されている。基準 8-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

 

 

【現状の説明】 

8-1-2  

基準8-1-1 に規定する教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分

野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任教員として専攻ごとに置かれ

ていること｡ 

（1）専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

（2）専攻分野について、高度の技術･技能を有する者 

（3）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

専攻分野 教員人数 教員名 （実）は実務家を示す。 

財務会計系 4 名（実務家 1 名含む） 
加藤久明教授、富田知嗣教授、柴健次特別契約教授、池

上しのぶ特任教授（実） 

管理会計系 2 名（実務家 1 名含む） 大西靖教授、和田泰史特任准教授(実) 

監査系 4 名（実務家 3 名含む） 
清水涼子教授（実）、松本祥尚教授、小林依子特任教授

(実)、福島康生特任教授（実） 

法律・税務系 2 名 中村繁隆教授、三島徹也教授 

経営・経済系 1 名（実務家 1 名含む） 宗岡徹教授（実） 

解釈指針8-1-2-1  

教員の最近 5 年間における教育上又は研究上の業績等、各教員が、その担当する専門分野につい

て、教育上の経歴や経験、理論と実務を架橋する会計専門教育を行うために必要な高度の教育上

の指導能力を有することを示す資料が、自己点検及び自己評価の結果の公表等を通じて開示され

ていること。 

 

 

本会計大学院では、採用時に研究者教員については 5 年以上の研究歴につき、実務家教員については

5 年以上の実務歴につき厳しく審査している。着任後は、本会計大学院発行の紀要『現代社会と会計』

（2007 年 3月創刊、年 1 回発行）において、１回目の記載時には過去 5 年分の、以後は過去 1年分の業

績（著書、論文、報告、講演、新聞論説等）を記載することとしている。また、すべての教員について、

本会計大学院のウェブページ及び『パンフレット』においてプロフィル等を公開している。加えて、関

西大学学術情報システムにおいても、基本情報（出身大学院・取得学位等）、研究活動、研究業績、教育

業績、社会活動、担当授業等の情報を広く公開している。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院発行の紀要『現代社会と会計』等を通じて会計大学院教員の教育・研究の業績が公開さ

れている。解釈指針 8-1-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院発行の紀要『現代社会と会計』（2007 年 3 月創刊、年 1 回発行）の業績一覧には公的活

動や社会貢献活動も掲載している。また、関西大学学術情報システムにも、社会活動の項目を設けてお

り、ウェブページにおいても広く公開している。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 8-1-2-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

2. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

【現状の説明】 

解釈指針8-1-2-2 

専任教員については、その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や社会貢献活動も自己点

検及び自己評価の結果の公表等を通じて開示されていることが望ましい。 

解釈指針8-1-2-3 

専任教員は、大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第13条に規定する専任教員の数及び大

学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第9条に規定する教員の数に算入することができな

い。 
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2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

【現状の説明】 

専任教員は、以下の 5系列に適切に配置されている。 

 

研究者教員も実務家教員も採用時に教育上の指導能力の有無を審査しており、全員が指導能力を有し

ている。研究者教員 7名はいずれも「教育上又は研究上の業績を有する者」である。実務家教員 6 名は

いずれも「高度の技術・技能を有する者」である。 

 

【点検・自己評価】 

 全体として適正に教員が配置されている。基準 8-1-2は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

 

 

【現状の説明】 

8-1-2  

基準8-1-1 に規定する教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分

野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任教員として専攻ごとに置かれ

ていること｡ 

（1）専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

（2）専攻分野について、高度の技術･技能を有する者 

（3）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

専攻分野 教員人数 教員名 （実）は実務家を示す。 

財務会計系 4 名（実務家 1 名含む） 
加藤久明教授、富田知嗣教授、柴健次特別契約教授、池

上しのぶ特任教授（実） 

管理会計系 2 名（実務家 1 名含む） 大西靖教授、和田泰史特任准教授(実) 

監査系 4 名（実務家 3 名含む） 
清水涼子教授（実）、松本祥尚教授、小林依子特任教授

(実)、福島康生特任教授（実） 

法律・税務系 2 名 中村繁隆教授、三島徹也教授 

経営・経済系 1 名（実務家 1 名含む） 宗岡徹教授（実） 

解釈指針8-1-2-1  

教員の最近 5 年間における教育上又は研究上の業績等、各教員が、その担当する専門分野につい

て、教育上の経歴や経験、理論と実務を架橋する会計専門教育を行うために必要な高度の教育上

の指導能力を有することを示す資料が、自己点検及び自己評価の結果の公表等を通じて開示され

ていること。 

 

 

本会計大学院では、採用時に研究者教員については 5 年以上の研究歴につき、実務家教員については

5 年以上の実務歴につき厳しく審査している。着任後は、本会計大学院発行の紀要『現代社会と会計』

（2007 年 3月創刊、年 1 回発行）において、１回目の記載時には過去 5 年分の、以後は過去 1年分の業

績（著書、論文、報告、講演、新聞論説等）を記載することとしている。また、すべての教員について、

本会計大学院のウェブページ及び『パンフレット』においてプロフィル等を公開している。加えて、関

西大学学術情報システムにおいても、基本情報（出身大学院・取得学位等）、研究活動、研究業績、教育

業績、社会活動、担当授業等の情報を広く公開している。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院発行の紀要『現代社会と会計』等を通じて会計大学院教員の教育・研究の業績が公開さ

れている。解釈指針 8-1-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院発行の紀要『現代社会と会計』（2007 年 3 月創刊、年 1 回発行）の業績一覧には公的活

動や社会貢献活動も掲載している。また、関西大学学術情報システムにも、社会活動の項目を設けてお

り、ウェブページにおいても広く公開している。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 8-1-2-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

2. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

【現状の説明】 

解釈指針8-1-2-2 

専任教員については、その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や社会貢献活動も自己点

検及び自己評価の結果の公表等を通じて開示されていることが望ましい。 

解釈指針8-1-2-3 

専任教員は、大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第13条に規定する専任教員の数及び大

学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第9条に規定する教員の数に算入することができな

い。 
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商学研究科博士課程後期課程を担当する教員が 1 名いる。また、2018年 4 月に施行された専門職大学

院設置基準の改正趣旨を踏まえ、学部と密接な連携を図るため、経済学部を担当する教員を 1 名、商学

部を担当する教員を 1名、2020 年度からそれぞれの学部と兼務（ダブルカウント）としている。 

これら 3 名の専門職大学院設置基準による特例を除き、本会計大学院の専任教員は、学部、他研究科

の教員の数に算入されていない。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-1-2-3 は満たされている。 

 

 

【現状の説明】 

解釈指針 8-1-2-3 で示したとおり、商学研究科博士課程後期課程を担当する教員 1 名、経済学部と兼

務（ダブルカウント）する教員 1 名、商学部と兼務（ダブルカウント）する教員 1 名の計 3 名につき、

専門職大学院設置基準の特例により認めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-1-2-4 は満たされている。 

 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院における教員の採用及び昇任は、「関西大学大学院会計研究科人事委員会に関する申し

合わせ」に基づいて行われている。教員人事に関する重要事項については、教授会の構成員からなる人

事委員会を置き、審議に当たらせている。 

 

【点検・自己評価】 

 教員の採用・昇進・定年延長など、人事に関する重要事項は発生する都度、教授会において 3 名から

なる人事委員会を設置し、教員の教育上の指導を適切に評価していることから、基準 8-1-3 は満たされ

ている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学大学院会計研究科 人事委員会に関する申し合わせ 

2. 関西大学大学院会計研究科 専任教員の昇任に関する内規 

3. 関西大学特別任用教育職員規程 

4. 定年延長に関する内規 

解釈指針8-1-2-4 

基準8-1-2 に規定する専任教員は、解釈指針8-1-2-3の規定にかかわらず、特例が認められてい

る場合は、当該特例をふまえ判断すること｡ 

8-1-3 

教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備さ

れていること｡ 

 

 

5. 定年延長に関する内規施行に際しての申し合わせ 

 

8-2 専任教員の配置と構成 

 

【現状の説明】 

基準 8-2-1前半の条件 

➢ 告示第 175号別表第一に定める修士課程を担当する教員数：5 名 

 → 5 名×1.5 倍＝7.5 よって、7名   

➢ 告示第 175号別表第一に定める修士課程を担当する研究指導教員数と研究指導補助教員数の合

計：9 名 

  → 9 名－5 名＝4 名 →必要な研究指導必要教員数：7名＋4 名＝11 名 

 

基準 8-2-1後半の条件 

➢ 研究指導教員１人当たりの学生収容定員：20名 

  → 20名×3/4＝15名 

➢ 収容定員の数に対応する専任教員の数：80 名 

  → 80名÷15 名＝5.33 よって 5 名 

 

基準 8-2-1は、前半及び後半の大きい方を最低必要教員数とすることを求めており、本会計大学院の

場合、前半の条件に該当し、最低必要数は 11名となる。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の専任教員は、13 名であり、基準 8-2-1 は満たされている。 

なお、学部とダブルカウントする教員は 2 名であることから、告示第 175 号別表第一に定める修士課

程を担当する研究指導教員数の範囲に収まっている。 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は、会計人養成専攻（専門職学位課程）のみで構成されているので、専攻における教員

の配置は、8-1-1 に示したように、2022 年度は、13 名の専任教員が置かれている。 

8-2-1 

会計大学院には、専攻ごとに、平成 11 年文部省告示第 175 号の別表第一及び別表第二に定める

修士課程を担当する研究指導教員の数の 1.5 倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切

り捨てる。)に、同告示の第 2 号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導

補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当

する研究指導教員 1 人当たりの学生の収容定員に 4 分の 3 を乗じて算出される収容定員の数(小

数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる｡)につき 1 人の専任教員が置かれていること｡ 

解釈指針8-2-1-1  

専任教員は、専門職学位課程たる会計大学院について１専攻に限り専任教員として取り扱われて

いること。 
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商学研究科博士課程後期課程を担当する教員が 1 名いる。また、2018年 4 月に施行された専門職大学

院設置基準の改正趣旨を踏まえ、学部と密接な連携を図るため、経済学部を担当する教員を 1 名、商学

部を担当する教員を 1名、2020 年度からそれぞれの学部と兼務（ダブルカウント）としている。 

これら 3 名の専門職大学院設置基準による特例を除き、本会計大学院の専任教員は、学部、他研究科

の教員の数に算入されていない。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-1-2-3 は満たされている。 

 

 

【現状の説明】 

解釈指針 8-1-2-3 で示したとおり、商学研究科博士課程後期課程を担当する教員 1 名、経済学部と兼

務（ダブルカウント）する教員 1 名、商学部と兼務（ダブルカウント）する教員 1 名の計 3 名につき、

専門職大学院設置基準の特例により認めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-1-2-4 は満たされている。 

 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院における教員の採用及び昇任は、「関西大学大学院会計研究科人事委員会に関する申し

合わせ」に基づいて行われている。教員人事に関する重要事項については、教授会の構成員からなる人

事委員会を置き、審議に当たらせている。 

 

【点検・自己評価】 

 教員の採用・昇進・定年延長など、人事に関する重要事項は発生する都度、教授会において 3 名から

なる人事委員会を設置し、教員の教育上の指導を適切に評価していることから、基準 8-1-3 は満たされ

ている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学大学院会計研究科 人事委員会に関する申し合わせ 

2. 関西大学大学院会計研究科 専任教員の昇任に関する内規 

3. 関西大学特別任用教育職員規程 

4. 定年延長に関する内規 

解釈指針8-1-2-4 

基準8-1-2 に規定する専任教員は、解釈指針8-1-2-3の規定にかかわらず、特例が認められてい

る場合は、当該特例をふまえ判断すること｡ 

8-1-3 

教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備さ

れていること｡ 

 

 

5. 定年延長に関する内規施行に際しての申し合わせ 

 

8-2 専任教員の配置と構成 

 

【現状の説明】 

基準 8-2-1前半の条件 

➢ 告示第 175号別表第一に定める修士課程を担当する教員数：5 名 

 → 5 名×1.5 倍＝7.5 よって、7名   

➢ 告示第 175号別表第一に定める修士課程を担当する研究指導教員数と研究指導補助教員数の合

計：9 名 

  → 9 名－5 名＝4 名 →必要な研究指導必要教員数：7名＋4 名＝11 名 

 

基準 8-2-1後半の条件 

➢ 研究指導教員１人当たりの学生収容定員：20名 

  → 20名×3/4＝15名 

➢ 収容定員の数に対応する専任教員の数：80 名 

  → 80名÷15 名＝5.33 よって 5 名 

 

基準 8-2-1は、前半及び後半の大きい方を最低必要教員数とすることを求めており、本会計大学院の

場合、前半の条件に該当し、最低必要数は 11名となる。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の専任教員は、13 名であり、基準 8-2-1 は満たされている。 

なお、学部とダブルカウントする教員は 2 名であることから、告示第 175 号別表第一に定める修士課

程を担当する研究指導教員数の範囲に収まっている。 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は、会計人養成専攻（専門職学位課程）のみで構成されているので、専攻における教員

の配置は、8-1-1 に示したように、2022 年度は、13 名の専任教員が置かれている。 

8-2-1 

会計大学院には、専攻ごとに、平成 11 年文部省告示第 175 号の別表第一及び別表第二に定める

修士課程を担当する研究指導教員の数の 1.5 倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切

り捨てる。)に、同告示の第 2 号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導

補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当

する研究指導教員 1 人当たりの学生の収容定員に 4 分の 3 を乗じて算出される収容定員の数(小

数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる｡)につき 1 人の専任教員が置かれていること｡ 

解釈指針8-2-1-1  

専任教員は、専門職学位課程たる会計大学院について１専攻に限り専任教員として取り扱われて

いること。 
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【点検・自己評価】 

 解釈指針 8-2-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学職員現員表 

 

 

【現状の説明】 

専任教員 13 名中、12 名が教授であり、また 1名が准教授である。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-2-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学職員現員表 

2．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、基本科目（財務会計、管理会計、監査等）を 8 科目開講している。基本科目はす

べて専任教員が担当している。 

財務会計系：「上級簿記論」、「上級財務会計論」 

管理会計系：「上級原価計算論」、「上級管理会計論」 

監 査 系：「監査制度論」、「監査基準論」、「会計専門職業倫理」 

法律・税務系：「企業法」 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 8-2-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針8-2-1-2  

専任教員の数の半数以上は、原則として教授であること。 

解釈指針8-2-1-3 

会計科目中の 3 科目（財務会計、管理会計、監査等）については、いずれも専任教員が置かれて

いること。 

 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は、その教育の理念及び目的を実現するために必要と認められる専任教員を適切に配

置しており、以下の 5系列に各 1名以上の専任教員を配置している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-2-1-4 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院の専任教員は、解釈指針 8-2-1-4 における説明にあるように、2 名の法律・税務系の専

任教員を含む 13 名の専任教員を置いている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 8-2-1-5 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針8-2-1-4 

各会計大学院は、その教育の理念及び目的を実現するために必要と認められる場合には、基準

8-2-1に定める数を超えて、専任教員を適切に配置するよう努めることが望ましい｡ 

専攻分野 教員人数 教員名 （実）は実務家を示す。 

財務会計系 4 名（実務家 1 名含む） 
加藤久明教授、富田知嗣教授、柴健次特別契約教授、池

上しのぶ特任教授（実） 

管理会計系 2 名（実務家 2 名含む） 大西靖教授、和田泰史特任准教授(実) 

監査系 4 名（実務家 3 名含む） 
清水涼子教授（実）、松本祥尚教授、小林依子特任教授(実)

福島康生特任教授（実） 

法律・税務系 2 名 中村繁隆教授、三島徹也教授 

経営・経済系 1 名（実務家 1 名含む） 宗岡徹教授（実） 

解釈指針8-2-1-5 

法律系の科目を配置している会計大学院の専任の必要最低教員数は、8-2-1 に規定する11 名で

はなく12 名とする。 

8-2-2 

専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること｡ 
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【点検・自己評価】 

 解釈指針 8-2-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学職員現員表 

 

 

【現状の説明】 

専任教員 13 名中、12 名が教授であり、また 1名が准教授である。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-2-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学職員現員表 

2．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、基本科目（財務会計、管理会計、監査等）を 8 科目開講している。基本科目はす

べて専任教員が担当している。 

財務会計系：「上級簿記論」、「上級財務会計論」 

管理会計系：「上級原価計算論」、「上級管理会計論」 

監 査 系：「監査制度論」、「監査基準論」、「会計専門職業倫理」 

法律・税務系：「企業法」 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 8-2-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針8-2-1-2  

専任教員の数の半数以上は、原則として教授であること。 

解釈指針8-2-1-3 

会計科目中の 3 科目（財務会計、管理会計、監査等）については、いずれも専任教員が置かれて

いること。 

 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は、その教育の理念及び目的を実現するために必要と認められる専任教員を適切に配

置しており、以下の 5系列に各 1名以上の専任教員を配置している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-2-1-4 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院の専任教員は、解釈指針 8-2-1-4 における説明にあるように、2 名の法律・税務系の専

任教員を含む 13 名の専任教員を置いている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 8-2-1-5 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針8-2-1-4 

各会計大学院は、その教育の理念及び目的を実現するために必要と認められる場合には、基準

8-2-1に定める数を超えて、専任教員を適切に配置するよう努めることが望ましい｡ 

専攻分野 教員人数 教員名 （実）は実務家を示す。 

財務会計系 4 名（実務家 1 名含む） 
加藤久明教授、富田知嗣教授、柴健次特別契約教授、池

上しのぶ特任教授（実） 

管理会計系 2 名（実務家 2 名含む） 大西靖教授、和田泰史特任准教授(実) 

監査系 4 名（実務家 3 名含む） 
清水涼子教授（実）、松本祥尚教授、小林依子特任教授(実)

福島康生特任教授（実） 

法律・税務系 2 名 中村繁隆教授、三島徹也教授 

経営・経済系 1 名（実務家 1 名含む） 宗岡徹教授（実） 

解釈指針8-2-1-5 

法律系の科目を配置している会計大学院の専任の必要最低教員数は、8-2-1 に規定する11 名で

はなく12 名とする。 

8-2-2 

専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること｡ 
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【現状の説明】 

8-1-2 で述べたとおり、専任教員は「財務会計系」、「管理会計系」、「監査系」、「法律・税務系」、「経

営・経済系」の 5 系列に適切に配置されている。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 8-2-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

 

【現状の説明】 

 コアカリキュラムとして規定されている基本科目は、本会計大学院では、「会計専門職業倫理」、「IFRS

会計論」、「監査制度論」であるが、これらはすべて専任教員が担当している。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院の教育目的を実現するための特色に基づき専任教員が配置されている。  

解釈指針 8-2-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 授業科目担任者一覧（2022 年度） 

2．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の専任教員の年齢構成は、2022年 5 月 1 日現在で、以下のとおりである。 

 

＜教員年齢構成＞ 

解釈指針8-2-2-1  

コアカリキュラムとして規定されている基本科目（インターンシップを除く）について、専任

教員が置かれていることが望ましい。 

解釈指針8-2-2-2  

専任教員の年齢構成に著しい偏りがないこと。 

教員年齢 教授 准教授 助教 計 割合 

71 歳以上    0  

66 歳～70 歳 1   1 7.7% 

61 歳～65 歳 2   2 15.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【点検・自己評価】 

 年齢構成表のとおり、バランスよく配置されている。本会計大学院専任教員の年齢構成に著しい偏

りがなく、現在のところ特別の措置を講じる必要はないと考えている。今後とも教員年齢構成を考慮し

ながら教員の採用を行っていきたい。 

以上により、解釈指針 8-2-2-2 に関して必要な措置を講じており、同解釈指針は満たされている。 

 

8-3 研究者教員 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における研究者教員 7 名は全員 3 年以上の教育歴を有し、かつ、担当する授業科目にか

かる高度の研究の能力を有する。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の紀要『現代社会と会計』の巻末に毎年、各教員のその年の研究業績（ただし、初刊は

過去 5 年分）を掲載している。研究者教員全員が研究論文等の執筆にあたることができたことからも研

究能力の高さを証明するものといえる。 

基準 8-3-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

56 歳～60 歳 2   2 15.4% 

51 歳～55 歳 4   4 30.8% 

46 歳～50 歳 2   2 15.4% 

41 歳～45 歳 1   1 7.7% 

36 歳～40 歳  1  1 7.7% 

31 歳～35 歳    0  

26 歳～30 歳    0  

合計 12 1  13 100.0% 

8-3-1 

研究者教員(次項 8-4-1 で規定する実務家教員以外の教員)は、おおむね 3 年以上の教育歴を有

し、かつ、担当する授業科目にかかる高度の研究の能力を有する者であること。 

解釈指針8-3-1-1  

研究者教員の教育歴については、高等教育機関において専任教員として 3 年以上の経験を有する

こと。 
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【現状の説明】 

8-1-2 で述べたとおり、専任教員は「財務会計系」、「管理会計系」、「監査系」、「法律・税務系」、「経

営・経済系」の 5 系列に適切に配置されている。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 8-2-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

 

【現状の説明】 

 コアカリキュラムとして規定されている基本科目は、本会計大学院では、「会計専門職業倫理」、「IFRS

会計論」、「監査制度論」であるが、これらはすべて専任教員が担当している。 

 

【点検・自己評価】 

 本会計大学院の教育目的を実現するための特色に基づき専任教員が配置されている。  

解釈指針 8-2-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 授業科目担任者一覧（2022 年度） 

2．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の専任教員の年齢構成は、2022年 5 月 1 日現在で、以下のとおりである。 

 

＜教員年齢構成＞ 

解釈指針8-2-2-1  

コアカリキュラムとして規定されている基本科目（インターンシップを除く）について、専任

教員が置かれていることが望ましい。 

解釈指針8-2-2-2  

専任教員の年齢構成に著しい偏りがないこと。 

教員年齢 教授 准教授 助教 計 割合 

71 歳以上    0  

66 歳～70 歳 1   1 7.7% 

61 歳～65 歳 2   2 15.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【点検・自己評価】 

 年齢構成表のとおり、バランスよく配置されている。本会計大学院専任教員の年齢構成に著しい偏

りがなく、現在のところ特別の措置を講じる必要はないと考えている。今後とも教員年齢構成を考慮し

ながら教員の採用を行っていきたい。 

以上により、解釈指針 8-2-2-2 に関して必要な措置を講じており、同解釈指針は満たされている。 

 

8-3 研究者教員 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における研究者教員 7 名は全員 3 年以上の教育歴を有し、かつ、担当する授業科目にか

かる高度の研究の能力を有する。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の紀要『現代社会と会計』の巻末に毎年、各教員のその年の研究業績（ただし、初刊は

過去 5 年分）を掲載している。研究者教員全員が研究論文等の執筆にあたることができたことからも研

究能力の高さを証明するものといえる。 

基準 8-3-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

4. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

 

56 歳～60 歳 2   2 15.4% 

51 歳～55 歳 4   4 30.8% 

46 歳～50 歳 2   2 15.4% 

41 歳～45 歳 1   1 7.7% 

36 歳～40 歳  1  1 7.7% 

31 歳～35 歳    0  

26 歳～30 歳    0  

合計 12 1  13 100.0% 

8-3-1 

研究者教員(次項 8-4-1 で規定する実務家教員以外の教員)は、おおむね 3 年以上の教育歴を有

し、かつ、担当する授業科目にかかる高度の研究の能力を有する者であること。 

解釈指針8-3-1-1  

研究者教員の教育歴については、高等教育機関において専任教員として 3 年以上の経験を有する

こと。 
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【現状の説明】 

文部科学省への設置認可申請を行った時点で、研究者教員すべてが、研究教育機関において 3 年以上

の経験を有していた。設置後、中村繁隆教授と大西靖教授が着任している。大西教授は着任時にすでに

3 年以上の経験を有していた。また、中村教授は着任時に 3 年以上の経験を有していなかったため、そ

の期間は「修士論文・論文指導」等の科目を担当していなかった。中村教授については、非常勤歴(3年)

及び他の業績を勘案し、専任教員としての教育歴の 3 年に相当していると判断した。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針8-3-1-1は満たされている。 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における研究者教員 7 名は、全員が担当する授業分野において、過去 5 年間に一定の研

究業績を有する。この業績は 8-3-1に示したとおり、その業績を公開しているのでいつでも確認できる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-3-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

2. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

8-4 実務家教員（実務経験と高度な実務能力を有する教員） 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における実務家教員 6 名全員が、公認会計士資格を有しており、実務家教員最低必要数

4 名を満たしている。これら教員は、専門分野での実務経験以外にも大学・大学院等で教育経験を有し

ており、また、国や地方自治体等の審議会・委員会を勤めるなど高度な能力を遺憾なく発揮している。 

【点検・自己評価】 

基準 8-4-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針8-3-1-2 

研究者教員は、担当する授業科目の分野において、過去 5 年間一定の研究業績を有すること。 

8-4-1 

基準 8-2-1 に規定する専任教員の数のおおむね 3 割以上は、専攻分野におけるおおむね 5 年以上

の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であること｡ 

 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における実務家教員 6 名の実務経験と担当科目は下表のとおりである。 

＜実務家教員の実務経験と担当科目＞ 

 

【点検・自己評価】 

実務家教員は、いずれも会計専門職大学院教員としてふさわしい豊かな実務経験と高度な実務能力を

備え、会計関連科目を担当しているので、実務経験と関連する科目を担当しているとみなすことができ

る。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 2022 年度 専任教員授業科目担任・時間数一覧（大学院） 

 

解釈指針8-4-1-1 

実務家教員は、その実務経験との関連が認められる科目を担当していること。 

教員名・実務経験 資格 担当授業科目（2022 年度） 

清水涼子 

公認会計士（約 35 年） 

教授 会計専門職業倫理（2 クラス）、特殊講義（自治体マ

ネジメントと監査） 

基礎演習（商学部）、会計監査論演習（商学部）、ワ

ークショップ 1･2･3･4･5(商学部) 

宗岡 徹 

公認会計士（約 32 年） 

教授 企業分析論、コーポレート・ファイナンス論、イン

ベストメント論、企業インターンシップ 

経済学特殊講義Ⅰ（ビジネスと金融・会計）（経済学

部）、経済学演習 2･3･4・5（経済学部）、卒業論文（経

済学部）、管理会計論演習（経済学部・商学部）、優

良企業の見分け方（教養） 

池上しのぶ 

公認会計士（約 16 年） 

特別任用教授 

 

中級工業簿記、会社経理実務、特殊講義（不正摘発

監査論）、特殊講義(企業情報の読み方と使い方)、特

殊講義（連結会計実務） 

小林依子 

公認会計士（約 20 年） 

特別任用教授 会計専門職業倫理、実践会計プログラム演習、ディ

スクロージャー実務、特殊講義（資本市場論） 

福島康生 

公認会計士（約 28 年） 

特別任用教授 

 

監査基準論（3 クラス）、会計事例研究、監査事例研

究 

和田泰史 

公認会計士（約 10 年） 

特別任用准教授 

 

上級原価計算論（3 クラス）、企業価値マネジメント

論 

解釈指針8-4-1-2 (専任教員以外の者を充てる場合のみ)  

基準8-4-1に規定するおおむね3割の専任教員の数に3分の2を乗じて算出される数(小数点以下の

端数があるときは、これを四捨五入する｡)の範囲内については、 専任教員以外の者を充てるこ

とができる。その場合には、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成

その他の会計大学院の組織の運営について責任を担う者であること｡ 
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【現状の説明】 

文部科学省への設置認可申請を行った時点で、研究者教員すべてが、研究教育機関において 3 年以上

の経験を有していた。設置後、中村繁隆教授と大西靖教授が着任している。大西教授は着任時にすでに

3 年以上の経験を有していた。また、中村教授は着任時に 3 年以上の経験を有していなかったため、そ

の期間は「修士論文・論文指導」等の科目を担当していなかった。中村教授については、非常勤歴(3年)

及び他の業績を勘案し、専任教員としての教育歴の 3 年に相当していると判断した。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針8-3-1-1は満たされている。 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における研究者教員 7 名は、全員が担当する授業分野において、過去 5 年間に一定の研

究業績を有する。この業績は 8-3-1に示したとおり、その業績を公開しているのでいつでも確認できる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-3-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 現代社会と会計（第 17 号）（2022年度） 

2. 関西大学学術情報システム https://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp 

 

8-4 実務家教員（実務経験と高度な実務能力を有する教員） 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における実務家教員 6 名全員が、公認会計士資格を有しており、実務家教員最低必要数

4 名を満たしている。これら教員は、専門分野での実務経験以外にも大学・大学院等で教育経験を有し

ており、また、国や地方自治体等の審議会・委員会を勤めるなど高度な能力を遺憾なく発揮している。 

【点検・自己評価】 

基準 8-4-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

解釈指針8-3-1-2 

研究者教員は、担当する授業科目の分野において、過去 5 年間一定の研究業績を有すること。 

8-4-1 

基準 8-2-1 に規定する専任教員の数のおおむね 3 割以上は、専攻分野におけるおおむね 5 年以上

の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であること｡ 

 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における実務家教員 6 名の実務経験と担当科目は下表のとおりである。 

＜実務家教員の実務経験と担当科目＞ 

 

【点検・自己評価】 

実務家教員は、いずれも会計専門職大学院教員としてふさわしい豊かな実務経験と高度な実務能力を

備え、会計関連科目を担当しているので、実務経験と関連する科目を担当しているとみなすことができ

る。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 2022 年度 専任教員授業科目担任・時間数一覧（大学院） 

 

解釈指針8-4-1-1 

実務家教員は、その実務経験との関連が認められる科目を担当していること。 

教員名・実務経験 資格 担当授業科目（2022 年度） 

清水涼子 

公認会計士（約 35 年） 

教授 会計専門職業倫理（2 クラス）、特殊講義（自治体マ

ネジメントと監査） 

基礎演習（商学部）、会計監査論演習（商学部）、ワ

ークショップ 1･2･3･4･5(商学部) 

宗岡 徹 

公認会計士（約 32 年） 

教授 企業分析論、コーポレート・ファイナンス論、イン

ベストメント論、企業インターンシップ 

経済学特殊講義Ⅰ（ビジネスと金融・会計）（経済学

部）、経済学演習 2･3･4・5（経済学部）、卒業論文（経

済学部）、管理会計論演習（経済学部・商学部）、優

良企業の見分け方（教養） 

池上しのぶ 

公認会計士（約 16 年） 

特別任用教授 

 

中級工業簿記、会社経理実務、特殊講義（不正摘発

監査論）、特殊講義(企業情報の読み方と使い方)、特

殊講義（連結会計実務） 

小林依子 

公認会計士（約 20 年） 

特別任用教授 会計専門職業倫理、実践会計プログラム演習、ディ

スクロージャー実務、特殊講義（資本市場論） 

福島康生 

公認会計士（約 28 年） 

特別任用教授 

 

監査基準論（3 クラス）、会計事例研究、監査事例研

究 

和田泰史 

公認会計士（約 10 年） 

特別任用准教授 

 

上級原価計算論（3 クラス）、企業価値マネジメント

論 

解釈指針8-4-1-2 (専任教員以外の者を充てる場合のみ)  

基準8-4-1に規定するおおむね3割の専任教員の数に3分の2を乗じて算出される数(小数点以下の

端数があるときは、これを四捨五入する｡)の範囲内については、 専任教員以外の者を充てるこ

とができる。その場合には、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成

その他の会計大学院の組織の運営について責任を担う者であること｡ 
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【現状の説明】 

本会計大学院には、実務家教員 6名が在籍しているが、すべて本指針にいう専任教員であり、よって

本解釈指針には該当しない。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-4-1-2 は本研究科には該当しない。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

8-5 専任教員の担当科目の比率 

 

【現状の説明】 

詳しくは解釈指針 8-5-1-1 において説明するが、本会計大学院では、基本科目群、個別演習科目、修

士論文科目等の教育上主要と認められる授業科目については、原則として専任教員が配置されている。

2022 年度に開講した 81科目のうち 49.5 科目（61.1%）を専任教員が担当している。 

 

【点検・自己評価】 

基準 8-5-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．授業科目担任者一覧（2022 年度） 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院が 2022年度に開講した授業科目は 81 科目（導入科目群 2 科目、基本科目群 8 科目、発

展科目群 50科目、応用・実践科目群 21 科目）であり、基本科目群以外はすべて選択必修科目としてい

る。 

解釈指針 8-2-2-1 のとおり、本会計大学院が特に重要であると考える基本科目群については、8 科目

のすべてを専任教員が担当している。 

なお、それぞれの科目群のうち専任教員が担当しているのは、2022年度において導入科目群（2 科目）

のうち 2 科目（100.0％）、発展科目群（50 科目）のうち 24.5 科目（49.0％）、応用・実践科目群（21 科

目）のうち 15 科目（71.4％）である。個別演習科目（2 科目）と修士論文科目（4 科目）については、

8-5-1 

各会計大学院における教育上主要と認められる授業科目については、原則として、専任教員が配

置されていること｡ 

解釈指針8-5-1-1  

教育上主要と認められる授業科目のうち必修科目、選択必修科目、各会計大学院が特に重要と考

える授業科目については、おおむね７割以上が、専任教員によって担当されていること。 

 

 

すべて専任教員が担当している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-5-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3．授業科目担任者一覧（2022 年度） 

 

8-6 教員の教育研究環境 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の専任教員の授業負担については、本学の内部規定（「学校法人関西大学職員就業規則」、

「特別契約教授規程」並びに「関西大学特別任用教育職員規程」）において、毎週の責任時間数は教授 8

時間及び准教授 6 時間（大学院の授業担任時間は 1 時間を 1 時間 30分として取り扱う。）と定められて

いる。よって、教授の場合、責任時間数は、半年ごとにいえば春学期 8 時間（4 科目）及び秋学期 8 時

間（4 科目）となるが、授業科目の配当年次の関係上、春学期と秋学期の時間数に偏りが生じることは

やむを得ず、年間 16 時間（8 科目）として考えるのが通例である。 

本会計大学院における 2022 年度の授業負担は、5月 1 日現在で履修者 0名により不開講が決定したク

ラス（主にアカデミック・ソリューション、プロフェッショナル・ソリューション、論文指導（導入）、

論文指導（基礎）、論文指導（実践）、修士論文）を除けば、少ない専任教員で年間 8 時間、多い専任教

員で年間 32時間となっている(*1)。 

特別任用の専任教員は年間 8 時間又は 10 時間である。その時間数は、本学の内部規定を満たすとと

もに(*2)、授業負担としても適正な範囲内である。 

年間 32 時間の専任教員は 1 名で、その時間数の中に商学部（年間 4科目 8 時間）、商学研究科博士課

程後期課程（年間 2 科目 8 時間）が含まれている。当該教員については、本学の内部規定を満たすとと

もに、次年度は商学研究科博士課程後期課程の担当時間数が年間 1 科目 4 時間となることから、2023 年

度は解釈指針 8-6-1-1 でいう「多くとも年間 30 単位以下であること」を満たしているので、授業負担

として適正な範囲内であるといえる(*3)。 

なお、それ以外の専任教員の授業負担は全員、本学の内部規定を満たすとともに「年間 24 単位以下」

であり、授業負担として適正な範囲内である。 

 (*1) 本学の内部規定によれば、大学院の授業時間は 1時間を 1 時間 30分として取り扱うこととされているが、その

1.5倍の換算措置は、あくまでも本学内での取り扱いであるため、ここでの時間数の計算では用いていない。 

 (*2) この年間 8時間はすべて大学院の授業時間であり、本学の内部規定によれば年間 12時間と換算される。年間

16時間を満たしていないが、本会計大学院における特別任用の専任教員の授業時間は、「関西大学特別任用教育

職員規程」第 9条のただし書きにより、責任時間数を満たすものとして取り扱われている。 

 (*3) 「時間」と「単位」の関係について、ここでは 2時間（1科目）を 2単位としている。 

 

 

8-6-1 

会計大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、適正な範囲内にとどめられていること｡ 
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【現状の説明】 

本会計大学院には、実務家教員 6名が在籍しているが、すべて本指針にいう専任教員であり、よって

本解釈指針には該当しない。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-4-1-2 は本研究科には該当しない。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

8-5 専任教員の担当科目の比率 

 

【現状の説明】 

詳しくは解釈指針 8-5-1-1 において説明するが、本会計大学院では、基本科目群、個別演習科目、修

士論文科目等の教育上主要と認められる授業科目については、原則として専任教員が配置されている。

2022 年度に開講した 81科目のうち 49.5 科目（61.1%）を専任教員が担当している。 

 

【点検・自己評価】 

基準 8-5-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．授業科目担任者一覧（2022 年度） 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院が 2022年度に開講した授業科目は 81 科目（導入科目群 2 科目、基本科目群 8 科目、発

展科目群 50科目、応用・実践科目群 21 科目）であり、基本科目群以外はすべて選択必修科目としてい

る。 

解釈指針 8-2-2-1 のとおり、本会計大学院が特に重要であると考える基本科目群については、8 科目

のすべてを専任教員が担当している。 

なお、それぞれの科目群のうち専任教員が担当しているのは、2022年度において導入科目群（2 科目）

のうち 2 科目（100.0％）、発展科目群（50 科目）のうち 24.5 科目（49.0％）、応用・実践科目群（21 科

目）のうち 15 科目（71.4％）である。個別演習科目（2 科目）と修士論文科目（4 科目）については、

8-5-1 

各会計大学院における教育上主要と認められる授業科目については、原則として、専任教員が配

置されていること｡ 

解釈指針8-5-1-1  

教育上主要と認められる授業科目のうち必修科目、選択必修科目、各会計大学院が特に重要と考

える授業科目については、おおむね７割以上が、専任教員によって担当されていること。 

 

 

すべて専任教員が担当している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 8-5-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/teacher/（教員紹介） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3．授業科目担任者一覧（2022 年度） 

 

8-6 教員の教育研究環境 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の専任教員の授業負担については、本学の内部規定（「学校法人関西大学職員就業規則」、

「特別契約教授規程」並びに「関西大学特別任用教育職員規程」）において、毎週の責任時間数は教授 8

時間及び准教授 6 時間（大学院の授業担任時間は 1 時間を 1 時間 30分として取り扱う。）と定められて

いる。よって、教授の場合、責任時間数は、半年ごとにいえば春学期 8 時間（4 科目）及び秋学期 8 時

間（4 科目）となるが、授業科目の配当年次の関係上、春学期と秋学期の時間数に偏りが生じることは

やむを得ず、年間 16 時間（8 科目）として考えるのが通例である。 

本会計大学院における 2022 年度の授業負担は、5月 1 日現在で履修者 0名により不開講が決定したク

ラス（主にアカデミック・ソリューション、プロフェッショナル・ソリューション、論文指導（導入）、

論文指導（基礎）、論文指導（実践）、修士論文）を除けば、少ない専任教員で年間 8 時間、多い専任教

員で年間 32時間となっている(*1)。 

特別任用の専任教員は年間 8 時間又は 10 時間である。その時間数は、本学の内部規定を満たすとと

もに(*2)、授業負担としても適正な範囲内である。 

年間 32 時間の専任教員は 1 名で、その時間数の中に商学部（年間 4科目 8 時間）、商学研究科博士課

程後期課程（年間 2 科目 8 時間）が含まれている。当該教員については、本学の内部規定を満たすとと

もに、次年度は商学研究科博士課程後期課程の担当時間数が年間 1 科目 4 時間となることから、2023 年

度は解釈指針 8-6-1-1 でいう「多くとも年間 30 単位以下であること」を満たしているので、授業負担

として適正な範囲内であるといえる(*3)。 

なお、それ以外の専任教員の授業負担は全員、本学の内部規定を満たすとともに「年間 24 単位以下」

であり、授業負担として適正な範囲内である。 

 (*1) 本学の内部規定によれば、大学院の授業時間は 1時間を 1 時間 30分として取り扱うこととされているが、その

1.5倍の換算措置は、あくまでも本学内での取り扱いであるため、ここでの時間数の計算では用いていない。 

 (*2) この年間 8時間はすべて大学院の授業時間であり、本学の内部規定によれば年間 12時間と換算される。年間

16時間を満たしていないが、本会計大学院における特別任用の専任教員の授業時間は、「関西大学特別任用教育

職員規程」第 9条のただし書きにより、責任時間数を満たすものとして取り扱われている。 

 (*3) 「時間」と「単位」の関係について、ここでは 2時間（1科目）を 2単位としている。 

 

 

8-6-1 

会計大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、適正な範囲内にとどめられていること｡ 
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＜学校法人関西大学職員就業規則（抜粋）＞ 

（教育職員の勤務時間） 

第 23 条 教育職員の勤務時間は、授業担任時間によるものとし、おおむねこれを 1 週 3 日以

上に分けて担任するものとする。 

2 授業担任時間の最少限度である毎週の責任時間数は、次の基準によるものとする。ただ

し、特別の理由があるものは、この限りでない。 

(1) 大学 

ア 教授 8時間 

イ 准教授、専任講師及び助教 6時間 

 （助教については 4時間に減免することができるものとする。） 

（大学院担当者の授業担任時間） 

第 24 条 大学院の授業を担当する教育職員（心理学研究科心理臨床学専攻、法務研究科及び

会計研究科に所属する者を除く。）は、少なくとも 4 時間以上を学部において担任しなけれ

ばならない。 

2 大学院における授業担任時間は、1 時間を 1時間 30 分として取り扱う。 

 

＜特別契約教授規程（抜粋）＞ 

（責任時間、職務の軽減事項等） 

第６条 特別契約教授の責任時間、職務内容等は、次のとおりとする。 

(１) 毎週の責任時間数は、８時間とする。 

(２) 職務の軽減事項等については、別に定める 

 

＜関西大学特別任用教育職員規程（抜粋）＞ 

（授業担当） 

第 9 条 授業担当の責任時間数は、専任教育職員に準じる。ただし、特別の事情があるとき

は、授業負担を軽減又は免除することができる。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の授業負担は、すべての専任教員について、年度ごとに適正な範囲内にとどめられてい

る。専任教員 1 名が年間 30 単位を超えているが、それは 2022年度に商学研究科博士課程後期課程の担

当時間数が増したことによる例外的な事情であり、次年度には減じて年間 30 単位以下を満たす。この

ことから、基準 8-6-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．専任教員授業科目担任・時間数一覧（2022年度） 

 

 

【現状の説明】 

基準 8-6-1 において説明したように、本会計大学院における 2022 年度の授業負担は、全員の専任教

員が本学の内部規定による責任時間数を満たしている。ただし、このうち 2 名は、専門職大学院設置基

準の一部改正を受けて、会計大学院と学部（経済学部及び商学部）との間で、会計にかかる知見を活用

し、一層連携を図るために兼務（ダブルカウント）となっている。これらの教員は、学部においても財

解釈指針8-6-1-1  

各専任教員の授業負担は、会計大学院で少なくとも 8 単位以上、会計大学院も含む他専攻、他研

究科及び学部等（他大学の非常勤を含む。）を通じて、多くとも年間 30 単位以下であることと

し、年間２４単位以下にとどめられていること。 

 

 

務会計及び管理会計に関連する科目を担当しており、会計大学院の担当科目と合わせて 10 単位にとど

められている。これらのうち 1 名の教員は、会計大学院での授業負担は 8 単位未満となっているが、専

門職大学院設置基準の改正趣旨を考えると妥当と考えられる。この例外的な事情を別にすれば、それ以

外のすべての専任教員が「会計大学院で少なくとも 8 単位以上」を満たしている。 

また、学部等を含めて「多くとも年間 30 単位以下であること」については、1 名が例外的な事情で超

過しているが次年度には年間 30 単位以下を満たす見込みであり、それ以外の専任教員の授業負担は全

員、本学の内部規定を満たすとともに「年間 24 単位以下」であり、授業負担として適正な範囲内であ

る。 

 (*1) 「時間」と「単位」の関係について、ここでは 2時間（1科目）を 2単位としている。 

 

【点検・自己評価】 

専任教員 1 名が会計大学院で 6 時間、商学部で 14 時間の授業時間であるが、専門職大学院設置基準

の一部改正を受けた会計大学院と商学部とで連携を図るための商学部との兼務（ダブルカウント）であ

ること、専任教員 1 名が商学研究科博士課程後期課程の担任時間数増という一時的な事情で年間 30 単

位を超過しているが次年度には解消する見込みであることから、この例外的な事情を別にすれば、解釈

指針 8-6-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．専任教員授業科目担任・時間数一覧（2022年度） 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における専任教員の研究専念措置としては、学術研究員と研修員が一定の条件を満たす

専任教員に対して制度として認められている。 

なお、過去 5 年間の実績は次のとおりである。 

年度 期間 対象教員 内容等 

2018 年度 該当なし 該当なし 該当なし 

2019 年度 半期（2019年秋学期） 富田知嗣 国内（研修員） 

2020 年度 
半期（2020年度秋学期） 

通年（2019年秋学期～2020 年春学期） 

加藤久明 

三島徹也 

国内（学術研究員） 

外国（学術研究員） 

2021 年度 半期（春学期） 清水涼子 国内（研修員） 

2022 年度 該当なし 該当なし 該当なし 

 

【点検・自己評価】 

基準 8-6-2に示されている措置が講じられており、本基準は満たされている。 

 

【参考資料】 

8-6-2 

会計大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに

相当の研究専念期間が与えられるよう努めていること｡ 
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＜学校法人関西大学職員就業規則（抜粋）＞ 

（教育職員の勤務時間） 

第 23 条 教育職員の勤務時間は、授業担任時間によるものとし、おおむねこれを 1 週 3 日以

上に分けて担任するものとする。 

2 授業担任時間の最少限度である毎週の責任時間数は、次の基準によるものとする。ただ

し、特別の理由があるものは、この限りでない。 

(1) 大学 

ア 教授 8時間 

イ 准教授、専任講師及び助教 6時間 

 （助教については 4時間に減免することができるものとする。） 

（大学院担当者の授業担任時間） 

第 24 条 大学院の授業を担当する教育職員（心理学研究科心理臨床学専攻、法務研究科及び

会計研究科に所属する者を除く。）は、少なくとも 4 時間以上を学部において担任しなけれ

ばならない。 

2 大学院における授業担任時間は、1 時間を 1時間 30 分として取り扱う。 

 

＜特別契約教授規程（抜粋）＞ 

（責任時間、職務の軽減事項等） 

第６条 特別契約教授の責任時間、職務内容等は、次のとおりとする。 

(１) 毎週の責任時間数は、８時間とする。 

(２) 職務の軽減事項等については、別に定める 

 

＜関西大学特別任用教育職員規程（抜粋）＞ 

（授業担当） 

第 9 条 授業担当の責任時間数は、専任教育職員に準じる。ただし、特別の事情があるとき

は、授業負担を軽減又は免除することができる。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の授業負担は、すべての専任教員について、年度ごとに適正な範囲内にとどめられてい

る。専任教員 1 名が年間 30 単位を超えているが、それは 2022年度に商学研究科博士課程後期課程の担

当時間数が増したことによる例外的な事情であり、次年度には減じて年間 30 単位以下を満たす。この

ことから、基準 8-6-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．専任教員授業科目担任・時間数一覧（2022年度） 

 

 

【現状の説明】 

基準 8-6-1 において説明したように、本会計大学院における 2022 年度の授業負担は、全員の専任教

員が本学の内部規定による責任時間数を満たしている。ただし、このうち 2 名は、専門職大学院設置基

準の一部改正を受けて、会計大学院と学部（経済学部及び商学部）との間で、会計にかかる知見を活用

し、一層連携を図るために兼務（ダブルカウント）となっている。これらの教員は、学部においても財

解釈指針8-6-1-1  

各専任教員の授業負担は、会計大学院で少なくとも 8 単位以上、会計大学院も含む他専攻、他研

究科及び学部等（他大学の非常勤を含む。）を通じて、多くとも年間 30 単位以下であることと

し、年間２４単位以下にとどめられていること。 

 

 

務会計及び管理会計に関連する科目を担当しており、会計大学院の担当科目と合わせて 10 単位にとど

められている。これらのうち 1 名の教員は、会計大学院での授業負担は 8 単位未満となっているが、専

門職大学院設置基準の改正趣旨を考えると妥当と考えられる。この例外的な事情を別にすれば、それ以

外のすべての専任教員が「会計大学院で少なくとも 8 単位以上」を満たしている。 

また、学部等を含めて「多くとも年間 30 単位以下であること」については、1 名が例外的な事情で超

過しているが次年度には年間 30 単位以下を満たす見込みであり、それ以外の専任教員の授業負担は全

員、本学の内部規定を満たすとともに「年間 24 単位以下」であり、授業負担として適正な範囲内であ

る。 

 (*1) 「時間」と「単位」の関係について、ここでは 2時間（1科目）を 2単位としている。 

 

【点検・自己評価】 

専任教員 1 名が会計大学院で 6 時間、商学部で 14 時間の授業時間であるが、専門職大学院設置基準

の一部改正を受けた会計大学院と商学部とで連携を図るための商学部との兼務（ダブルカウント）であ

ること、専任教員 1 名が商学研究科博士課程後期課程の担任時間数増という一時的な事情で年間 30 単

位を超過しているが次年度には解消する見込みであることから、この例外的な事情を別にすれば、解釈

指針 8-6-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．専任教員授業科目担任・時間数一覧（2022年度） 

 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における専任教員の研究専念措置としては、学術研究員と研修員が一定の条件を満たす

専任教員に対して制度として認められている。 

なお、過去 5 年間の実績は次のとおりである。 

年度 期間 対象教員 内容等 

2018 年度 該当なし 該当なし 該当なし 

2019 年度 半期（2019年秋学期） 富田知嗣 国内（研修員） 

2020 年度 
半期（2020年度秋学期） 

通年（2019年秋学期～2020 年春学期） 

加藤久明 

三島徹也 

国内（学術研究員） 

外国（学術研究員） 

2021 年度 半期（春学期） 清水涼子 国内（研修員） 

2022 年度 該当なし 該当なし 該当なし 

 

【点検・自己評価】 

基準 8-6-2に示されている措置が講じられており、本基準は満たされている。 

 

【参考資料】 

8-6-2 

会計大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに

相当の研究専念期間が与えられるよう努めていること｡ 
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1．会計研究科学術研究員・研修員等一覧 

2. 関西大学学術研究員規程 

3. 関西大学研修員規程 

 

 

【現状の説明】 

本学では学事局内に学部・大学院事務グループが置かれ、本会計大学院専属の事務職員が配置されて

いる。彼らは、本会計大学院の専任教員の教育上の職務を補助するのに必要な資質及び能力を有してお

り、専任教員の職務を適切にサポートしている。また、大学院全体の授業支援チームとして、SA（Student 

Assistant）が配置されている。 

なお、学部・大学院事務グループとは別に、学生の募集など入学試験に関係することについては大学

院入試グループ、研究上の職務を補助することについては研究支援・社会連携グループが組織されてお

り、その業務を担っている。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の専任教員の教育・研究を補助するために、専属の学部・大学院事務グループが組織さ

れている。また、入試関係事項については大学院入試グループ、研究推進事項については研究支援・社

会連携グループが別に組織されており、適切な業務分担がなされている。このことから、基準 8-6-3は

満たされている。 

 

【参考資料】 

1．学校法人関西大学事務組織規程  

2. 学部・大学院事務グループ業務分担表（2022 年度） 

 

  

8-6-3 

会計大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な資質及び能力を有す

る職員が適切に置かれていること。 

 

 

第９章 管理運営等 

 

9-1 管理運営の独立性 

9-1-1  

会計大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい独立の運営の仕組みを有し

ていること｡ 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 9-1-1-1 及び 9-1-1-2 に示すように、本会計大学院は、会計大学院における教育活動等を適

切に実施するためにふさわしい独立の運営の仕組みを有している。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 9-1-1 は満たされている。 

 

解釈指針9-1-1-1  

会計大学院の運営に関する重要事項を審議する会議が置かれていること。会計大学院の運営に関

する会議は、当該会計大学院の専任教授により構成されていること。ただし、当該会計大学院の

運営に関する会議の定めるところにより准教授、職員を加えることができる。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は、その運営に関する重要事項を審議する会議として、会計研究科教授会を設置してい

る。会計研究科教授会は、専任の教授、准教授、助教及び特別契約教授並びに特別任用教育職員によっ

て構成されている。専任の教授のみならず准教授等もその構成メンバーとしているのは、広く専任教員

の意見を取り入れ、より慎重かつ正確な意思決定が行われるよう配慮したためである。2022年度におけ

る会計研究科教授会は、専任の教授 8 人、特別契約教授 1 人、特別任用教育職員 4 人による構成である。 

会計研究科教授会によって審議される事項は、本会計大学院における教育課程、教育方法、成績評価、

修了認定、入学者選抜その他の会計専門職大学院運営の重要事項である。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程（抜粋）＞ 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則第２１条第２項の規定に

基づき、会計研究科教授会（以下「教授会」という｡)の構成、権限及び運営について必要な事

項を定めるものとする。 

（構 成） 

第２条 教授会は、専任の教授、准教授、助教及び特別契約教授並びに特別任用教育職員（平成

15 年文部科学省告示第 53 号第２条第２項に規定する教員）をもって構成する。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院は、その運営に関する重要事項を審議する会議として教授会が置かれ、その構成は専任

の教授、准教授、助教及び特別契約教授並びに特別任用教育職員によるものであり、よって解釈指針 9-
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1．会計研究科学術研究員・研修員等一覧 

2. 関西大学学術研究員規程 

3. 関西大学研修員規程 

 

 

【現状の説明】 

本学では学事局内に学部・大学院事務グループが置かれ、本会計大学院専属の事務職員が配置されて

いる。彼らは、本会計大学院の専任教員の教育上の職務を補助するのに必要な資質及び能力を有してお

り、専任教員の職務を適切にサポートしている。また、大学院全体の授業支援チームとして、SA（Student 

Assistant）が配置されている。 

なお、学部・大学院事務グループとは別に、学生の募集など入学試験に関係することについては大学

院入試グループ、研究上の職務を補助することについては研究支援・社会連携グループが組織されてお

り、その業務を担っている。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の専任教員の教育・研究を補助するために、専属の学部・大学院事務グループが組織さ

れている。また、入試関係事項については大学院入試グループ、研究推進事項については研究支援・社

会連携グループが別に組織されており、適切な業務分担がなされている。このことから、基準 8-6-3は

満たされている。 

 

【参考資料】 

1．学校法人関西大学事務組織規程  

2. 学部・大学院事務グループ業務分担表（2022 年度） 

 

  

8-6-3 

会計大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な資質及び能力を有す

る職員が適切に置かれていること。 

 

 

第９章 管理運営等 

 

9-1 管理運営の独立性 

9-1-1  

会計大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい独立の運営の仕組みを有し

ていること｡ 

 

【現状の説明】 

 解釈指針 9-1-1-1 及び 9-1-1-2 に示すように、本会計大学院は、会計大学院における教育活動等を適

切に実施するためにふさわしい独立の運営の仕組みを有している。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 9-1-1 は満たされている。 

 

解釈指針9-1-1-1  

会計大学院の運営に関する重要事項を審議する会議が置かれていること。会計大学院の運営に関

する会議は、当該会計大学院の専任教授により構成されていること。ただし、当該会計大学院の

運営に関する会議の定めるところにより准教授、職員を加えることができる。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は、その運営に関する重要事項を審議する会議として、会計研究科教授会を設置してい

る。会計研究科教授会は、専任の教授、准教授、助教及び特別契約教授並びに特別任用教育職員によっ

て構成されている。専任の教授のみならず准教授等もその構成メンバーとしているのは、広く専任教員

の意見を取り入れ、より慎重かつ正確な意思決定が行われるよう配慮したためである。2022年度におけ

る会計研究科教授会は、専任の教授 8 人、特別契約教授 1 人、特別任用教育職員 4 人による構成である。 

会計研究科教授会によって審議される事項は、本会計大学院における教育課程、教育方法、成績評価、

修了認定、入学者選抜その他の会計専門職大学院運営の重要事項である。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程（抜粋）＞ 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則第２１条第２項の規定に

基づき、会計研究科教授会（以下「教授会」という｡)の構成、権限及び運営について必要な事

項を定めるものとする。 

（構 成） 

第２条 教授会は、専任の教授、准教授、助教及び特別契約教授並びに特別任用教育職員（平成

15 年文部科学省告示第 53 号第２条第２項に規定する教員）をもって構成する。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院は、その運営に関する重要事項を審議する会議として教授会が置かれ、その構成は専任

の教授、准教授、助教及び特別契約教授並びに特別任用教育職員によるものであり、よって解釈指針 9-
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1-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

2. 学校法人関西大学事務組織規程 

 

解釈指針9-1-1-2  

会計大学院には、専任の長が置かれていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、会計研究科長を置く。2022 年 5 月 1 日現在、会計研究科長は富田知嗣教授（任期

は 2020 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日）である。会計研究科長が本会計大学院の業務を掌理すること

が、関西大学会計研究科（専門職大学院）教授会規程に定められている。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程（抜粋）＞ 

（研究科長） 

第３条 教授会は、選挙によって研究科長を選出する。 

２ 研究科長選挙に関する規程は、別にこれを定める。 

３ 研究科長は、副研究科長を教授会に推薦する。研究科長に支障あるときは、副研究科長がそ

の任務を代行する。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

2. 会計研究科長選挙に関する申し合わせ 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

9-1-2  

会計大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜に関する重要事項につい

ては、会計大学院の教育に関する重要事項を審議する会議における審議が尊重されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、会計研究科教授会において、教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者

選抜その他の会計専門職大学院運営の重要事項について審議することとなっている。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程（抜粋）＞ 

（議決事項） 

 

 

第６条 教授会は、会計研究科に関する次の事項を審議し、決定する。 

(1) 研究科長の選出 

(2) 副研究科長の承認 

(3) 学長の承認 

(4) 会計研究科専任教育職員の任用及び昇任その他人事に関する事項 

(5) 会計研究科特別任用教育職員の任用 

(6) 全学的及び研究科内の各種委員会委員等の選出 

(7) 学則に関する事項 

(8) 入学試験に関する事項 

(9) 会計研究科学則に関する事項 

(10) 教育課程に関する事項 

(11) 学生の学籍、修了、賞罰及び補導に関する事項 

(12) 学生の試験に関する事項 

(13) 自己点検・評価及び第三者評価に関する事項 

(14) その他教育・研究に関する事項 

 

【点検・自己評価】 

基準 9-1-2は満たされている。 

  

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

 

解釈指針9-1-2-1  

解釈指針8-4-1-2に規定するみなし専任教員については、会計大学院の教育課程の編成等に関し

て責任を担うことができるよう配慮されていること。 

 

【現状の説明】 

解釈指針 8-4-1-2 で述べたように、本会計大学院に在籍している実務家教員は、すべて本指針にいう

専任教員であり、よって本解釈指針には該当しない。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-2-1 は本研究科には該当しない。 

 

9-1-3  

教員の人事に関する重要事項については、会計大学院の教員の人事に関する会議における審議

が尊重されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、教員の人事に関する重要事項については、会計研究科教授会により審議される。

なお、人事に関する重要事項、すなわち、採用、定年延長、昇進などについては、より慎重な判断が要
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1-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

2. 学校法人関西大学事務組織規程 

 

解釈指針9-1-1-2  

会計大学院には、専任の長が置かれていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、会計研究科長を置く。2022 年 5 月 1 日現在、会計研究科長は富田知嗣教授（任期

は 2020 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日）である。会計研究科長が本会計大学院の業務を掌理すること

が、関西大学会計研究科（専門職大学院）教授会規程に定められている。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程（抜粋）＞ 

（研究科長） 

第３条 教授会は、選挙によって研究科長を選出する。 

２ 研究科長選挙に関する規程は、別にこれを定める。 

３ 研究科長は、副研究科長を教授会に推薦する。研究科長に支障あるときは、副研究科長がそ

の任務を代行する。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

2. 会計研究科長選挙に関する申し合わせ 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

 

9-1-2  

会計大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜に関する重要事項につい

ては、会計大学院の教育に関する重要事項を審議する会議における審議が尊重されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、会計研究科教授会において、教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者

選抜その他の会計専門職大学院運営の重要事項について審議することとなっている。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程（抜粋）＞ 

（議決事項） 

 

 

第６条 教授会は、会計研究科に関する次の事項を審議し、決定する。 

(1) 研究科長の選出 

(2) 副研究科長の承認 

(3) 学長の承認 

(4) 会計研究科専任教育職員の任用及び昇任その他人事に関する事項 

(5) 会計研究科特別任用教育職員の任用 

(6) 全学的及び研究科内の各種委員会委員等の選出 

(7) 学則に関する事項 

(8) 入学試験に関する事項 

(9) 会計研究科学則に関する事項 

(10) 教育課程に関する事項 

(11) 学生の学籍、修了、賞罰及び補導に関する事項 

(12) 学生の試験に関する事項 

(13) 自己点検・評価及び第三者評価に関する事項 

(14) その他教育・研究に関する事項 

 

【点検・自己評価】 

基準 9-1-2は満たされている。 

  

【参考資料】 

1．関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

 

解釈指針9-1-2-1  

解釈指針8-4-1-2に規定するみなし専任教員については、会計大学院の教育課程の編成等に関し

て責任を担うことができるよう配慮されていること。 

 

【現状の説明】 

解釈指針 8-4-1-2 で述べたように、本会計大学院に在籍している実務家教員は、すべて本指針にいう

専任教員であり、よって本解釈指針には該当しない。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-2-1 は本研究科には該当しない。 

 

9-1-3  

教員の人事に関する重要事項については、会計大学院の教員の人事に関する会議における審議

が尊重されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、教員の人事に関する重要事項については、会計研究科教授会により審議される。

なお、人事に関する重要事項、すなわち、採用、定年延長、昇進などについては、より慎重な判断が要
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求されるため、「関西大学大学院会計研究科人事委員会に関する申し合わせ」を制定し、これに基づき、

人事委員会を置いている。人事委員会は、教授会の構成員から 3 人が選任され、専任教員又は特別任用

教員の任用人事及び昇任人事に関する事項について、研究科長からの諮問に基づき答申をすることとな

っている。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程（抜粋）＞ 

（議決事項） 

第６条 教授会は、会計研究科に関する次の事項を審議し、決定する。 

(1) 研究科長の選出 

(2) 副研究科長の承認 

(3) 学長の承認 

(4) 会計研究科専任教育職員の任用及び昇任その他人事に関する事項 

(5) 会計研究科特別任用教育職員の任用 

(6) 全学的及び研究科内の各種委員会委員等の選出 

(7) 学則に関する事項 

(8) 入学試験に関する事項 

(9) 会計研究科学則に関する事項 

(10) 教育課程に関する事項 

(11) 学生の学籍、修了、賞罰及び補導に関する事項 

(12) 学生の試験に関する事項 

(13) 自己点検・評価及び第三者評価に関する事項 

(14) その他教育・研究に関する事項 

（人 事） 

第７条 任用人事及び昇任人事に関する教授会は、教授人事には教授、准教授人事には准教授以上

の者、助教の人事には助教以上の者をもって構成する。 

２ 前条第４号及び第５号の人事に関する教授会についての規定は、別に定める。 

 

＜関西大学大学院会計研究科 人事委員会に関する申し合わせ（抜粋）＞ 

（設 置） 

第１条  本研究科に人事委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（目 的） 

第２条 委員会は専任教員又は特別任用教員の任用人事及び昇任人事に関する事項について、研究

科長からの諮問に基づき答申することを目的とする。 

（組 織） 

第３条 委員会は、研究科長が指名する教員 3 名をもって組織し、教授会の承認を得る。 

２ 研究科長が必要と認める場合は、本研究科の専任教員以外の者を前項の委員に指名することが

できる。 

 

 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

2. 関西大学大学院会計研究科 人事委員会に関する申し合わせ 

 

9-1-4  

会計大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい十分な財政的基礎を有して

いること｡ 

 

【現状の説明】 

解釈指針 9-1-4-1～9-1-4-3 に示すように、本会計大学院は、会計大学院における教育活動を適切に

実施するためにふさわしい十分な財政的基礎を有している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-4-1～9-1-4-3 に示すように、基準 9-1-4 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．2022年度学校法人関西大学予算の概要 

2. 予算通知書（学部・大学院事務グループ（会計））（2022 年度） 

3. 学校法人関西大学予算書（2022年度） 

4. 学校法人関西大学事業計画書（2022 年度） 

5. 関西大学財務局ホームページ https://www.kansai-u.ac.jp/zaimu/ 

 

解釈指針9-1-4-1  

会計大学院の設置者である大学等が、会計大学院における教育活動等を適切に実施するために十

分な経費を負担していること。 

 

【現状の説明】 

関西大学においては、毎年度の予算ヒアリング等を通じて、本会計大学院における教育活動等のた

めの経費として、毎年度十分な予算を計上しており、かつ教育活動等のため必要に応じて執行されて

いる。2022年度については、本会計大学院において、10,751,000円の予算が教育活動に必要な経費で

あるとして設定された。このことは本会計大学院における教育活動を実施するのに十分であるといえ

る。よって、関西大学は、本会計大学院における教育活動等を適切に実施するために十分な経費を負

担しているといえる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-4-1 は満たされている。 
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求されるため、「関西大学大学院会計研究科人事委員会に関する申し合わせ」を制定し、これに基づき、

人事委員会を置いている。人事委員会は、教授会の構成員から 3 人が選任され、専任教員又は特別任用

教員の任用人事及び昇任人事に関する事項について、研究科長からの諮問に基づき答申をすることとな

っている。 

 

＜関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程（抜粋）＞ 

（議決事項） 

第６条 教授会は、会計研究科に関する次の事項を審議し、決定する。 

(1) 研究科長の選出 

(2) 副研究科長の承認 

(3) 学長の承認 

(4) 会計研究科専任教育職員の任用及び昇任その他人事に関する事項 

(5) 会計研究科特別任用教育職員の任用 

(6) 全学的及び研究科内の各種委員会委員等の選出 

(7) 学則に関する事項 

(8) 入学試験に関する事項 

(9) 会計研究科学則に関する事項 

(10) 教育課程に関する事項 

(11) 学生の学籍、修了、賞罰及び補導に関する事項 

(12) 学生の試験に関する事項 

(13) 自己点検・評価及び第三者評価に関する事項 

(14) その他教育・研究に関する事項 

（人 事） 

第７条 任用人事及び昇任人事に関する教授会は、教授人事には教授、准教授人事には准教授以上

の者、助教の人事には助教以上の者をもって構成する。 

２ 前条第４号及び第５号の人事に関する教授会についての規定は、別に定める。 

 

＜関西大学大学院会計研究科 人事委員会に関する申し合わせ（抜粋）＞ 

（設 置） 

第１条  本研究科に人事委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（目 的） 

第２条 委員会は専任教員又は特別任用教員の任用人事及び昇任人事に関する事項について、研究

科長からの諮問に基づき答申することを目的とする。 

（組 織） 

第３条 委員会は、研究科長が指名する教員 3 名をもって組織し、教授会の承認を得る。 

２ 研究科長が必要と認める場合は、本研究科の専任教員以外の者を前項の委員に指名することが

できる。 

 

 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

2. 関西大学大学院会計研究科 人事委員会に関する申し合わせ 

 

9-1-4  

会計大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい十分な財政的基礎を有して

いること｡ 

 

【現状の説明】 

解釈指針 9-1-4-1～9-1-4-3 に示すように、本会計大学院は、会計大学院における教育活動を適切に

実施するためにふさわしい十分な財政的基礎を有している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-4-1～9-1-4-3 に示すように、基準 9-1-4 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．2022年度学校法人関西大学予算の概要 

2. 予算通知書（学部・大学院事務グループ（会計））（2022 年度） 

3. 学校法人関西大学予算書（2022年度） 

4. 学校法人関西大学事業計画書（2022 年度） 

5. 関西大学財務局ホームページ https://www.kansai-u.ac.jp/zaimu/ 

 

解釈指針9-1-4-1  

会計大学院の設置者である大学等が、会計大学院における教育活動等を適切に実施するために十

分な経費を負担していること。 

 

【現状の説明】 

関西大学においては、毎年度の予算ヒアリング等を通じて、本会計大学院における教育活動等のた

めの経費として、毎年度十分な予算を計上しており、かつ教育活動等のため必要に応じて執行されて

いる。2022年度については、本会計大学院において、10,751,000円の予算が教育活動に必要な経費で

あるとして設定された。このことは本会計大学院における教育活動を実施するのに十分であるといえ

る。よって、関西大学は、本会計大学院における教育活動等を適切に実施するために十分な経費を負

担しているといえる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-4-1 は満たされている。 
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【参考資料】 

1．2022 年度学校法人関西大学予算の概要 

2. 予算通知書（学部・大学院事務グループ（会計））（2022 年度） 

3. 学校法人関西大学予算書（2022年度） 

4. 学校法人関西大学事業計画書（2022 年度） 

5. 関西大学財務局ホームページ https://www.kansai-u.ac.jp/zaimu/ 

 

解釈指針9-1-4-2  

会計大学院の設置者である大学等が、会計大学院において生じる収入又は会計大学院の運営の

ために提供された資金等について、会計大学院の教育活動等の維持及び向上を図るために使用

することができるよう配慮していること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における予算は、会計研究科教授会によって設定された事項に従い使用することができ

ることとされている。すなわち、教授会が本会計大学院の教育活動等の維持及び向上を図るために必要

であると判断した項目に利用することができる制度となっている。 

2022 年度の本会計大学院の予算については、次のとおり計上された。 

よって、本会計大学院においては、会計大学院の運営のために提供された資金等については、会計研

究科教授会の下、本会計大学院の教育活動等の維持及び向上を図るために使用することができるような

仕組みとなっている。 

＜会計専門職大学院予算内訳（2022 年度）＞ 

主な費目 予算 

会計セ 会計研究科の運営 

各種資格試験受験支援 

授業運営 

研究室運営 

評価活動 

院生研究 

客員教授規程に伴う講演活動 

会計研究科の運営 

短期外国出張 

教員人事に関する業務 

261,000円 

190,000円 

8,534,000円 

0 円 

44,000 円 

904,000円 

272,000円 

315,000円 

200,000円 

31,000 円 

予算計 10,751,000円 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-4-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 予算通知書（学部・大学院事務グループ（会計））（2022年度） 

 

 

解釈指針9-1-4-3  

会計大学院の設置者である大学等が、会計大学院の運営に係る財政上の事項について、会計大

学院の意見を聴取する適切な機会を設けていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は独立研究科として大学院組織の中に位置付けられていることから、会計研究科長が、

教学の全学組織である学部長・研究科長会議（議長は学長）の構成員となり、全学のあらゆる動きを把

握し、研究科の希望を伝える立場を確保できている。さらに、会計研究科に関わるすべての事項を教授

会において決定していることから、学内他組織に影響されない研究科運営ができている。 

また、大学全体の予算案編成に関する事業計画の審議を行うために設けられている大学予算

委員会（議長は学長）において、会計研究科長はその構成員として、予算案編成において、本会

計大学院の意見を述べる機会を設けられている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-4-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学学部長・研究科長会議規程 

2. 大学予算委員会規程 

3. 学校法人関西大学事業計画書（2022 年度） 

 

9-2 自己点検及び評価 

9-2-1  

会計大学院の教育水準の維持向上を図り、当該会計大学院の目的及び社会的使命を達成するた

め、当該会計大学院における教育活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を

公表していること｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、その教育水準の維持向上を図り、またその目的及び社会的使命を達成するため、

本会計大学院における教育活動等の状況について、組織的かつ継続的に、自己点検・評価を実施し、そ

の結果を一般に公表することを行っている。 

まず、本会計大学院では、自己点検・評価委員会を組織し、当該委員会主導の下で、自己点検及び評

価を行っている。自己点検・評価委員会は、教育理念・目的や教育内容等について、長所、問題点及び

将来の改善・改革に向けた方策を踏まえた「現状の説明」及び「点検・自己評価」を行い、『自己点検・

評価報告書』を作成している。これに加えて、個別的な教育に対する取組みとして、春学期及び秋学期

にすべての開講科目においてその受講生に対して授業評価アンケートを実施している。このアンケート

の結果は集計され担当教員に対して通知されている。さらに、専任教員は自己の担当科目及びその系列

におけるアンケート結果につき、その分析及び授業改善の試みについて『FD 活動報告書』に記載するこ

とを義務付けられ、各系責任者による系別の分析と評価、並びに改善指導がなされている（自己点検・

評価の実行）。 
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【参考資料】 

1．2022 年度学校法人関西大学予算の概要 

2. 予算通知書（学部・大学院事務グループ（会計））（2022 年度） 

3. 学校法人関西大学予算書（2022年度） 

4. 学校法人関西大学事業計画書（2022 年度） 

5. 関西大学財務局ホームページ https://www.kansai-u.ac.jp/zaimu/ 

 

解釈指針9-1-4-2  

会計大学院の設置者である大学等が、会計大学院において生じる収入又は会計大学院の運営の

ために提供された資金等について、会計大学院の教育活動等の維持及び向上を図るために使用

することができるよう配慮していること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院における予算は、会計研究科教授会によって設定された事項に従い使用することができ

ることとされている。すなわち、教授会が本会計大学院の教育活動等の維持及び向上を図るために必要

であると判断した項目に利用することができる制度となっている。 

2022 年度の本会計大学院の予算については、次のとおり計上された。 

よって、本会計大学院においては、会計大学院の運営のために提供された資金等については、会計研

究科教授会の下、本会計大学院の教育活動等の維持及び向上を図るために使用することができるような

仕組みとなっている。 

＜会計専門職大学院予算内訳（2022 年度）＞ 

主な費目 予算 

会計セ 会計研究科の運営 

各種資格試験受験支援 

授業運営 

研究室運営 

評価活動 

院生研究 

客員教授規程に伴う講演活動 

会計研究科の運営 

短期外国出張 

教員人事に関する業務 

261,000円 

190,000円 

8,534,000円 

0 円 

44,000 円 

904,000円 

272,000円 

315,000円 

200,000円 

31,000 円 

予算計 10,751,000円 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-4-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 予算通知書（学部・大学院事務グループ（会計））（2022年度） 

 

 

解釈指針9-1-4-3  

会計大学院の設置者である大学等が、会計大学院の運営に係る財政上の事項について、会計大

学院の意見を聴取する適切な機会を設けていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院は独立研究科として大学院組織の中に位置付けられていることから、会計研究科長が、

教学の全学組織である学部長・研究科長会議（議長は学長）の構成員となり、全学のあらゆる動きを把

握し、研究科の希望を伝える立場を確保できている。さらに、会計研究科に関わるすべての事項を教授

会において決定していることから、学内他組織に影響されない研究科運営ができている。 

また、大学全体の予算案編成に関する事業計画の審議を行うために設けられている大学予算

委員会（議長は学長）において、会計研究科長はその構成員として、予算案編成において、本会

計大学院の意見を述べる機会を設けられている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-1-4-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1．関西大学学部長・研究科長会議規程 

2. 大学予算委員会規程 

3. 学校法人関西大学事業計画書（2022 年度） 

 

9-2 自己点検及び評価 

9-2-1  

会計大学院の教育水準の維持向上を図り、当該会計大学院の目的及び社会的使命を達成するた

め、当該会計大学院における教育活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を

公表していること｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、その教育水準の維持向上を図り、またその目的及び社会的使命を達成するため、

本会計大学院における教育活動等の状況について、組織的かつ継続的に、自己点検・評価を実施し、そ

の結果を一般に公表することを行っている。 

まず、本会計大学院では、自己点検・評価委員会を組織し、当該委員会主導の下で、自己点検及び評

価を行っている。自己点検・評価委員会は、教育理念・目的や教育内容等について、長所、問題点及び

将来の改善・改革に向けた方策を踏まえた「現状の説明」及び「点検・自己評価」を行い、『自己点検・

評価報告書』を作成している。これに加えて、個別的な教育に対する取組みとして、春学期及び秋学期

にすべての開講科目においてその受講生に対して授業評価アンケートを実施している。このアンケート

の結果は集計され担当教員に対して通知されている。さらに、専任教員は自己の担当科目及びその系列

におけるアンケート結果につき、その分析及び授業改善の試みについて『FD 活動報告書』に記載するこ

とを義務付けられ、各系責任者による系別の分析と評価、並びに改善指導がなされている（自己点検・

評価の実行）。 
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この『自己点検・評価報告書』及び『FD 活動報告書』は冊子にして公表しており、さらにこの内容は

本会計大学院ウェブページにおいても公表されている（自己点検・評価の公表）。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 9-2-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

2. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

3. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

 4. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（自己点検・評価） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd/（ＦＤ活動） 

 

9-2-2  

自己点検及び評価を行うに当たっては、その趣旨に則し適切な項目を設定するとともに、適当

な実施体制が整えられていること。 

 

【現状の説明】 

1. 自己点検及び評価における項目設定 

 本会計大学院においては、自己点検及び評価の実行に際しては、本会計大学院における教育理念の達

成及び教育水準の維持向上を図るべく、独自の項目を設定して取組んでいる。すなわち、関西大学全体

としても自己点検及び評価は実施されているが、これに依存することなく、会計大学院教育という特徴

を重視した項目設定を行っている。 

自己点検及び評価については、その項目として「第 1 章 教育目的」から「第 10 章 施設、設備及び

図書館等」に至るまでの 10 個の項目（さらに細目に区分している）を設け、それぞれの項目ごとに、長

所、問題点、及び将来の改善・改革に向けた方策を踏まえた「現状の説明」及び「点検・自己評価」を

行っている。 

さらに、個別的な教育に対する取組みにおいては、①授業評価アンケートに、その項目として「授業

の評価」に 11 項目、「授業への取組み」に 6 項目を置いており、いずれも本会計大学院における教育活

動等の状況を調査するための項目設定となっている。次に、②その分析については、「受講生の傾向」、

「昨年度の授業評価アンケートを踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意したこと」、「今後の対応」

という項目を設けている。 

以上の項目は、本会計大学院における自己点検及び評価という趣旨に照らして、適切であると判断し

て設定したものである。 

2. 自己点検及び評価の実施体制 

本会計大学院においては、自己点検及び評価の実施は、自己点検・評価委員会及び教務・FD 委員会の

主導により、かつその連携によって行われている。自己点検及び評価と FD 活動は密接に結び付いたも

のであって、両者が有機的に結合して初めてその機能を果たすべきものと考えられるからである。教務・

FD 委員会は授業評価アンケートの実施及びその分析、その後の『FD 活動報告書』の作成を中心に行っ

 

 

ているのに対して、自己点検・評価委員会は、この FD 委員会の活動を踏まえて、さらにより広い視野か

ら自己点検及び評価を行い、『自己点検・評価報告書』を作成している。よって、本会計大学院において

は、自己点検及び評価を実施するのに適切な体制を構築し運用している。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 9-2-2 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

2. 関西大学大学院会計研究科教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

3. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

4. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

 5. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（自己点検・評価） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd/（ＦＤ活動） 

 

解釈指針9-2-2-1  

会計大学院には、教育活動等に関する自己点検及び評価を行う独自の組織が設置されているこ

とが望ましい｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院において、教育活動等に関する自己点検及び評価を行うため、大学院会計研究科（専門

職大学院）自己点検・評価委員会規程を制定し、自己点検・評価委員会を設けている。自己点検・評価

委員会は、会計研究科教授会によって承認された者 2 名と学部・大学院事務グループ所属事務

職員 1 名の 3 名の委員によって組織され、本会計大学院の自己点検・評価及び外部評価の実施、

本学の全学的自己点検・評価との調整並びに第三者評価への対応を行い、自己点検・評価が本

会計大学院の運営にフィードバックされることを目的として、継続的に活動している。  

 

＜大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程（抜粋）＞ 

（設置） 

第１条 関西大学大学院会計研究科（以下「本研究科」という。）に、本研究科の教育研

究水準の向上を図るため、大学院会計研究科自己点検・評価委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

（目的） 

第２条 委員会は、本研究科の自己点検・評価及び外部評価の実施、本学の全学的自己点

検・評価との調整並びに第三者評価への対応を行い、自己点検・評価が大学・大学院の

運営にフィードバックされることを目的とする。 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次の事項を審議する。 

（1）自己点検・評価及び外部評価に関する年度活動方針の策定に関すること。 

（2）自己点検・評価及び外部評価の企画立案、評価項目の設定及び実施並びにその結果
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この『自己点検・評価報告書』及び『FD 活動報告書』は冊子にして公表しており、さらにこの内容は

本会計大学院ウェブページにおいても公表されている（自己点検・評価の公表）。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 9-2-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

2. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

3. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

 4. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（自己点検・評価） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd/（ＦＤ活動） 

 

9-2-2  

自己点検及び評価を行うに当たっては、その趣旨に則し適切な項目を設定するとともに、適当

な実施体制が整えられていること。 

 

【現状の説明】 

1. 自己点検及び評価における項目設定 

 本会計大学院においては、自己点検及び評価の実行に際しては、本会計大学院における教育理念の達

成及び教育水準の維持向上を図るべく、独自の項目を設定して取組んでいる。すなわち、関西大学全体

としても自己点検及び評価は実施されているが、これに依存することなく、会計大学院教育という特徴

を重視した項目設定を行っている。 

自己点検及び評価については、その項目として「第 1 章 教育目的」から「第 10 章 施設、設備及び

図書館等」に至るまでの 10 個の項目（さらに細目に区分している）を設け、それぞれの項目ごとに、長

所、問題点、及び将来の改善・改革に向けた方策を踏まえた「現状の説明」及び「点検・自己評価」を

行っている。 

さらに、個別的な教育に対する取組みにおいては、①授業評価アンケートに、その項目として「授業

の評価」に 11 項目、「授業への取組み」に 6 項目を置いており、いずれも本会計大学院における教育活

動等の状況を調査するための項目設定となっている。次に、②その分析については、「受講生の傾向」、

「昨年度の授業評価アンケートを踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意したこと」、「今後の対応」

という項目を設けている。 

以上の項目は、本会計大学院における自己点検及び評価という趣旨に照らして、適切であると判断し

て設定したものである。 

2. 自己点検及び評価の実施体制 

本会計大学院においては、自己点検及び評価の実施は、自己点検・評価委員会及び教務・FD 委員会の

主導により、かつその連携によって行われている。自己点検及び評価と FD 活動は密接に結び付いたも

のであって、両者が有機的に結合して初めてその機能を果たすべきものと考えられるからである。教務・

FD 委員会は授業評価アンケートの実施及びその分析、その後の『FD 活動報告書』の作成を中心に行っ

 

 

ているのに対して、自己点検・評価委員会は、この FD 委員会の活動を踏まえて、さらにより広い視野か

ら自己点検及び評価を行い、『自己点検・評価報告書』を作成している。よって、本会計大学院において

は、自己点検及び評価を実施するのに適切な体制を構築し運用している。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 9-2-2 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

2. 関西大学大学院会計研究科教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

3. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

4. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

 5. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（自己点検・評価） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd/（ＦＤ活動） 

 

解釈指針9-2-2-1  

会計大学院には、教育活動等に関する自己点検及び評価を行う独自の組織が設置されているこ

とが望ましい｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院において、教育活動等に関する自己点検及び評価を行うため、大学院会計研究科（専門

職大学院）自己点検・評価委員会規程を制定し、自己点検・評価委員会を設けている。自己点検・評価

委員会は、会計研究科教授会によって承認された者 2 名と学部・大学院事務グループ所属事務

職員 1 名の 3 名の委員によって組織され、本会計大学院の自己点検・評価及び外部評価の実施、

本学の全学的自己点検・評価との調整並びに第三者評価への対応を行い、自己点検・評価が本

会計大学院の運営にフィードバックされることを目的として、継続的に活動している。  

 

＜大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程（抜粋）＞ 

（設置） 

第１条 関西大学大学院会計研究科（以下「本研究科」という。）に、本研究科の教育研

究水準の向上を図るため、大学院会計研究科自己点検・評価委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

（目的） 

第２条 委員会は、本研究科の自己点検・評価及び外部評価の実施、本学の全学的自己点

検・評価との調整並びに第三者評価への対応を行い、自己点検・評価が大学・大学院の

運営にフィードバックされることを目的とする。 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次の事項を審議する。 

（1）自己点検・評価及び外部評価に関する年度活動方針の策定に関すること。 

（2）自己点検・評価及び外部評価の企画立案、評価項目の設定及び実施並びにその結果
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の公表に関すること。 

（3）第三者評価への対応及びその結果の公表に関すること。 

（4）自己点検・評価、外部評価及び第三者評価の結果に基づく、研究科長及び学長への

改善方策及び改善計画案の提言に関すること。 

（5）改善の達成度の検証結果に基づく、研究科長及び学長への報告に関すること。 

（6）その他自己点検・評価、外部評価及び第三者評価に関すること。 

（答申） 

第４条 委員会は、自己点検・評価の結果について報告書を作成し、必要な改善方策、改

善計画又は報告を研究科長及び学長へ提言する。 

（公開） 

第５条 委員会は自己点検・評価報告書を作成し研究科長へ提出後、ホームページ、冊子

等各種のメディアを通じて積極的に公開する。 

（組織） 

第６条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（1）会計研究科教授会によって承認された者 ２名 

（2）学部・大学院事務グループ所属事務職員 １名  

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 9-2-2-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

2．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

3. 会計研究科各種委員会委員一覧 

 

9-2-3  

自己点検及び評価の結果を当該会計大学院の教育活動等の改善に活用するために、適当な体制

が整えられていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、自己点検及び評価に関しては、自己点検・評価委員会及び教務・FD 委員会の連携

により実施されている。自己点検及び評価の結果は、自己点検・評価委員会作成による『自己点検・評

価報告書』及び教務・FD 委員会作成による『FD活動報告書』により明らかにされる。この結果を踏まえ

て、両委員会から教育活動等の状況が明らかにされ、特にその改善がなされるよう提案される仕組みと

なっている。その実施内容については、解釈指針 9-2-3-1【現状の説明】で詳述する。 

 

【点検・自己評価】 

 以上より、本会計大学院における教育内容・方法の改善につき自己点検及び評価の結果を反映させる

ための体制となっており、基準 9-2-3 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

 

 

1．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

2. 関西大学大学院会計研究科 教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

3. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

4. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

 5. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（自己点検・評価） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd/（ＦＤ活動） 

 

解釈指針9-2-3-1  

自己点検及び評価においては、当該会計大学院における教育活動等を改善するための目標を設

定し、かかる目標を実現するための方法及び取組の状況等について示されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院においては、教育活動等を改善するための目標を設定し、その目標を実現するための方

法及び取組みの状況等を明らかにするために、自己点検・評価委員会が『自己点検・評価報告書』にこ

れらの事項を記載することが要求されている。加えて、個別的な教育に対する取組みにおいては、各専

任教員が『FD 活動報告書』においてこれらの事項を記載することが求められる。 

具体的には、『自己点検・評価報告書』において、「現状の説明」の中に、問題点及び将来の改善・改

革に向けた方策につき、記載することが要求されている。また、『FD 活動報告書』においては、その項

目として、「昨年度の授業評価アンケートを踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意したこと」を記

載することが求められ、常に昨年度の反省点を踏まえて、新たな工夫をし、教育内容を改善するための

方法及び取組みを示すことを要求している。さらに、当該年度のアンケートの結果を踏まえて、「今後の

対応」を記載することとされている。これには、「昨年度の授業評価アンケートで記載した『今後の対

応』」及び「上記の内容を踏まえた『今後の対応』」の両者が含まれている。前者は昨年度記載した「今

後の対応」がどのようなものであったかを再度確認し、後者は次年度に対する目標を掲げるものである。

これによって、来年度の授業改善に向けての明確な目標が示されることになる。 

以上の状況を踏まえて、教育内容等の改善措置として、現在までに 4 回の大幅なカリキュラム改正等

の手続きを行うなど、FD 活動を基本とし、授業方法の改善に関する意見交換が活発であり、目標の達成

のための措置が適切に講じられている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 9-2-3-1 は満たされていると判断する。 

 

1．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

2. 関西大学大学院会計研究科 教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

3. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

4. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

 5. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（自己点検・評価） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd/（ＦＤ活動） 
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の公表に関すること。 

（3）第三者評価への対応及びその結果の公表に関すること。 

（4）自己点検・評価、外部評価及び第三者評価の結果に基づく、研究科長及び学長への

改善方策及び改善計画案の提言に関すること。 

（5）改善の達成度の検証結果に基づく、研究科長及び学長への報告に関すること。 

（6）その他自己点検・評価、外部評価及び第三者評価に関すること。 

（答申） 

第４条 委員会は、自己点検・評価の結果について報告書を作成し、必要な改善方策、改

善計画又は報告を研究科長及び学長へ提言する。 

（公開） 

第５条 委員会は自己点検・評価報告書を作成し研究科長へ提出後、ホームページ、冊子

等各種のメディアを通じて積極的に公開する。 

（組織） 

第６条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（1）会計研究科教授会によって承認された者 ２名 

（2）学部・大学院事務グループ所属事務職員 １名  

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 9-2-2-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）教授会規程 

2．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

3. 会計研究科各種委員会委員一覧 

 

9-2-3  

自己点検及び評価の結果を当該会計大学院の教育活動等の改善に活用するために、適当な体制

が整えられていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、自己点検及び評価に関しては、自己点検・評価委員会及び教務・FD 委員会の連携

により実施されている。自己点検及び評価の結果は、自己点検・評価委員会作成による『自己点検・評

価報告書』及び教務・FD 委員会作成による『FD活動報告書』により明らかにされる。この結果を踏まえ

て、両委員会から教育活動等の状況が明らかにされ、特にその改善がなされるよう提案される仕組みと

なっている。その実施内容については、解釈指針 9-2-3-1【現状の説明】で詳述する。 

 

【点検・自己評価】 

 以上より、本会計大学院における教育内容・方法の改善につき自己点検及び評価の結果を反映させる

ための体制となっており、基準 9-2-3 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

 

 

1．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

2. 関西大学大学院会計研究科 教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

3. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

4. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

 5. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（自己点検・評価） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd/（ＦＤ活動） 

 

解釈指針9-2-3-1  

自己点検及び評価においては、当該会計大学院における教育活動等を改善するための目標を設

定し、かかる目標を実現するための方法及び取組の状況等について示されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院においては、教育活動等を改善するための目標を設定し、その目標を実現するための方

法及び取組みの状況等を明らかにするために、自己点検・評価委員会が『自己点検・評価報告書』にこ

れらの事項を記載することが要求されている。加えて、個別的な教育に対する取組みにおいては、各専

任教員が『FD 活動報告書』においてこれらの事項を記載することが求められる。 

具体的には、『自己点検・評価報告書』において、「現状の説明」の中に、問題点及び将来の改善・改

革に向けた方策につき、記載することが要求されている。また、『FD 活動報告書』においては、その項

目として、「昨年度の授業評価アンケートを踏まえて、今回の講義で工夫したこと・留意したこと」を記

載することが求められ、常に昨年度の反省点を踏まえて、新たな工夫をし、教育内容を改善するための

方法及び取組みを示すことを要求している。さらに、当該年度のアンケートの結果を踏まえて、「今後の

対応」を記載することとされている。これには、「昨年度の授業評価アンケートで記載した『今後の対

応』」及び「上記の内容を踏まえた『今後の対応』」の両者が含まれている。前者は昨年度記載した「今

後の対応」がどのようなものであったかを再度確認し、後者は次年度に対する目標を掲げるものである。

これによって、来年度の授業改善に向けての明確な目標が示されることになる。 

以上の状況を踏まえて、教育内容等の改善措置として、現在までに 4 回の大幅なカリキュラム改正等

の手続きを行うなど、FD 活動を基本とし、授業方法の改善に関する意見交換が活発であり、目標の達成

のための措置が適切に講じられている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 9-2-3-1 は満たされていると判断する。 

 

1．大学院会計研究科（専門職大学院）自己点検・評価委員会規程 

2. 関西大学大学院会計研究科 教務・FD 委員会に関する申し合わせ 

3. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第 6 号） 

4. 会計専門職大学院 FD活動報告書 第 18 号（2022 年度） 

 5. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（自己点検・評価） 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/fd/（ＦＤ活動） 
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9-2-4 

自己点検及び評価の結果について、当該会計大学院を置く大学の職員以外の者による検証を行う

よう努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、2018 年度に特定非営利活動法人国際会計教育協会に設置された会計大学院評価機

構による認証評価を受け、すべての評価基準に適合していることが認められた。 

 

【点検・自己評価】 

 国際会計教育協会に設置された会計大学院評価機構による認証評価は、関西大学以外の教員・専門家

によって行われる分野別評価であり、このため、基準 9-2-4 は満たされていると判断できる。 

 

【参考資料】 

 1. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（認証評価） 

2. 国際会計教育協会・会計大学院評価機構ウェブページ http://www.jiiae.jp/aopas/ 

 

解釈指針 9-2-4-1 

会計大学院の自己点検及び評価に対する検証を行う者については、会計実務に従事し、会計大学

院の教育に関し広くかつ高い識見を有する者を含んでいること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、2023 年度に特定非営利活動法人国際会計教育協会に設置された会計大学院評価機

構による分野別認証評価を受けることとなっている。 

この機関は、会計大学院評価機構評価委員長の手塚正彦氏（2023 年受審時）をはじめとして、会計実

務に従事し、会計大学院の教育に関し高い見識を有する者から構成されており、会計大学院の自己点検

及び評価をするのにふさわしい第三者機関である。なお、国際会計教育協会は、文部科学大臣から会計

専門職大学院の「認証評価機関」としての認証を受けている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 9-2-4-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 文部科学省ウェブページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmonshoku/ninshou.htm（専門職大学院の認証評価の概要） 

2. 国際会計教育協会・会計大学院評価機構ウェブページ http://www.jiiae.jp/aopas/ 

 

9-3 情報の公表 

9-3-1  

会計大学院における教育活動等の状況について、印刷物の刊行及び WEB サイトへの掲載等、広く

 

 

社会に周知を図ることができる方法によって、積極的に情報が提供されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、教育活動等の状況を広く社会に周知することを目的に、次のような活動を行って

いる。 

＜ウェブページでの情報公開＞ 

関西大学ウェブページ及び会計専門職大学院ウェブページにおいて、以下の情報を公開している。 

（1）研究科紹介 

設置の理念、設置の概要、設置趣意書・履行状況報告書、研究科長挨拶、基本情報（学則、学生数、

学年暦、時間割等）、認証評価、自己点検・評価、FD 活動、施設紹介等 

（2）教育内容 

  教育上の理念、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、学位授与の方針（ディプ

ロマ・ポリシー）、導入科目群の概要、サポート体制、社会人教育への取組み等 

（3）教員紹介 

  専任教員、客員教授、アドバイザリー・ボード（外部委員のみ） 

（4）入試情報 

  入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）、入学試験日程、募集人員、試験科目・配点、

試験地・試験場、進学説明会日程、学生募集要項・パンフレット、入試結果概要（志願者数・合格

者数・入学者数）、入学試験過去問題、学費・奨学制度等 

（5）進路・就職情報 

  就職支援、就職状況、公認会計士試験合格実績等 

（6）Q＆A（カリキュラムについて、入試について、学費・奨学制度について、教育環境について等） 

（7）研究者情報（学術情報システム） 

（8）関西大学シラバスシステム（授業科目、担任者、授業概要・到達目標、授業計画等） 

（9）健康管理（保健管理センター等）、学生相談（学生相談室、学生相談・支援センター、心理相談室、

ハラスメント相談室等） 

 

＜冊子での情報公開＞ 

以下の冊子等を発行し、各種情報を公開している。 

  大学院要覧、講義要項（シラバス）、パンフレット、学生募集要項、科目等履修生要項、授業時間割、

FD 活動報告書、自己点検・評価報告書、和文紀要、欧文紀要、かんだい LIFE（学生生活の心得）等 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院では、開講している授業科目の多くがディスクロージャーに関連していることから、本

会計大学院自体も多様な情報を提供している。 

今後ともタイムリーに各種の情報を積極的に公開し、本会計大学院が設置の趣旨を確実に履行してい

ることを社会に対して説明する。 

 基準 9-3-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 
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9-2-4 

自己点検及び評価の結果について、当該会計大学院を置く大学の職員以外の者による検証を行う

よう努めていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、2018 年度に特定非営利活動法人国際会計教育協会に設置された会計大学院評価機

構による認証評価を受け、すべての評価基準に適合していることが認められた。 

 

【点検・自己評価】 

 国際会計教育協会に設置された会計大学院評価機構による認証評価は、関西大学以外の教員・専門家

によって行われる分野別評価であり、このため、基準 9-2-4 は満たされていると判断できる。 

 

【参考資料】 

 1. 会計専門職大学院ウェブページ 

https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/（認証評価） 

2. 国際会計教育協会・会計大学院評価機構ウェブページ http://www.jiiae.jp/aopas/ 

 

解釈指針 9-2-4-1 

会計大学院の自己点検及び評価に対する検証を行う者については、会計実務に従事し、会計大学

院の教育に関し広くかつ高い識見を有する者を含んでいること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、2023 年度に特定非営利活動法人国際会計教育協会に設置された会計大学院評価機

構による分野別認証評価を受けることとなっている。 

この機関は、会計大学院評価機構評価委員長の手塚正彦氏（2023 年受審時）をはじめとして、会計実

務に従事し、会計大学院の教育に関し高い見識を有する者から構成されており、会計大学院の自己点検

及び評価をするのにふさわしい第三者機関である。なお、国際会計教育協会は、文部科学大臣から会計

専門職大学院の「認証評価機関」としての認証を受けている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 9-2-4-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 文部科学省ウェブページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmonshoku/ninshou.htm（専門職大学院の認証評価の概要） 

2. 国際会計教育協会・会計大学院評価機構ウェブページ http://www.jiiae.jp/aopas/ 

 

9-3 情報の公表 

9-3-1  

会計大学院における教育活動等の状況について、印刷物の刊行及び WEB サイトへの掲載等、広く

 

 

社会に周知を図ることができる方法によって、積極的に情報が提供されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、教育活動等の状況を広く社会に周知することを目的に、次のような活動を行って

いる。 

＜ウェブページでの情報公開＞ 

関西大学ウェブページ及び会計専門職大学院ウェブページにおいて、以下の情報を公開している。 

（1）研究科紹介 

設置の理念、設置の概要、設置趣意書・履行状況報告書、研究科長挨拶、基本情報（学則、学生数、

学年暦、時間割等）、認証評価、自己点検・評価、FD 活動、施設紹介等 

（2）教育内容 

  教育上の理念、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、学位授与の方針（ディプ

ロマ・ポリシー）、導入科目群の概要、サポート体制、社会人教育への取組み等 

（3）教員紹介 

  専任教員、客員教授、アドバイザリー・ボード（外部委員のみ） 

（4）入試情報 

  入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）、入学試験日程、募集人員、試験科目・配点、

試験地・試験場、進学説明会日程、学生募集要項・パンフレット、入試結果概要（志願者数・合格

者数・入学者数）、入学試験過去問題、学費・奨学制度等 

（5）進路・就職情報 

  就職支援、就職状況、公認会計士試験合格実績等 

（6）Q＆A（カリキュラムについて、入試について、学費・奨学制度について、教育環境について等） 

（7）研究者情報（学術情報システム） 

（8）関西大学シラバスシステム（授業科目、担任者、授業概要・到達目標、授業計画等） 

（9）健康管理（保健管理センター等）、学生相談（学生相談室、学生相談・支援センター、心理相談室、

ハラスメント相談室等） 

 

＜冊子での情報公開＞ 

以下の冊子等を発行し、各種情報を公開している。 

  大学院要覧、講義要項（シラバス）、パンフレット、学生募集要項、科目等履修生要項、授業時間割、

FD 活動報告書、自己点検・評価報告書、和文紀要、欧文紀要、かんだい LIFE（学生生活の心得）等 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院では、開講している授業科目の多くがディスクロージャーに関連していることから、本

会計大学院自体も多様な情報を提供している。 

今後ともタイムリーに各種の情報を積極的に公開し、本会計大学院が設置の趣旨を確実に履行してい

ることを社会に対して説明する。 

 基準 9-3-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 
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 1. 関西大学ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/ 

 2. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/ 

 3. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 

 4. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 5. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

 6. 会計専門職大学院学生募集要項（2022年度） 

 7. 会計専門職大学院科目等履修生・聴講生出願要項（2022年度） 

 8. 会計専門職大学院時間割（2022年度） 

 9. 会計専門職大学院FD活動報告書 第18号（2022年度） 

10. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第6号） 

11. 現代社会と会計（第17号）（2022年度） 

12. Journal of Accountancy, Economics and Law（2022年度） 

13. かんだいLIFE（学生生活の心得）（2022年度） 

 

9-3-2  

会計大学院の教育活動等に関する重要事項を記載した文書を、毎年度、公表していること｡ 

 

【現状の説明】 

基準 9-3-1で述べたとおり、本会計大学院では、教育活動等に関する重要事項を記載した文書をウェ

ブページに記載し、広く公開している。また、ウェブページは年度ごとに掲載内容を更新し、最新の情

報を公開するよう努めている。また、『大学院要覧』、『講義要項』、『パンフレット』等の冊子に教育活動

に関する情報を記載し、配布している。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院で開講している授業科目の多くがディスクロージャーに関連していることから、本会計

大学院自体も多様な情報を提供している。 

 基準 9-3-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

 1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/ 

 2. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 

 3. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 4. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

  

解釈指針9-3-2-1  

教育活動等に関する重要事項を記載した文書には、次に掲げる事項が記載されていること。 

（1）設置者 

（2）教育上の基本組織 

（3）教員組織 

（4）収容定員及び在籍者数 

 

 

（5）入学者選抜 

（6）標準修了年限 

（7）教育課程及び教育方法 

（8）成績評価及び課程の修了 

（9）学費及び奨学金等の学生支援制度 

（10）修了者の進路及び活動状況 

 

【現状の説明】 

基準 9-3-1及び 9-3-2で述べたように、本会計大学院のウェブページ及び各種冊子には、上記解釈指

針 9-3-2-1の項目が掲載されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-3-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/ 

 2. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/ 

 3. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 

 4. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 5. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

 6. 会計専門職大学院学生募集要項（2022年度） 

  

9-4 情報の保管 

9-4-1  

評価の基礎となる情報について、適宜、調査及び収集を行い、適切な方法で保管されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、評価の基礎となる情報（大学院要覧、講義要項（シラバス）、学生募集要項、科目

等履修生要項、授業時間割、教授会議事録、休講・補講の記録、学生への掲示内容、パンフレット、奨

学制度、FD 活動報告書、和文紀要、欧文紀要等）について、適宜、調査及び収集を行い、事務局である

学部・大学院事務グループにおいて、管理・保管している。なお、成績評価に関する資料については、

出講の手引きに基づき、各教員による試験やレポート等の評価を踏まえた、最終的に評価した成績表に

結び付く成績評価表（集計表）を学部・大学院事務グループ又は当該授業科目の担当教員が保管してい

る。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院に関する各種冊子、文書等については、学校法人関西大学文書取扱規程に基づき、定め

られた保存年限により、学部・大学院事務グループが管理・保管を行っている。また、監査室による監

査も実施されており、関係資料等は適切に保管されている。現時点において特に問題はないが、保管す

べき資料や媒体、保存すべき年限は社会情勢に応じて変化しているので、常に検討を加えている。 
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 1. 関西大学ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/ 

 2. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/ 

 3. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 

 4. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 5. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

 6. 会計専門職大学院学生募集要項（2022年度） 

 7. 会計専門職大学院科目等履修生・聴講生出願要項（2022年度） 

 8. 会計専門職大学院時間割（2022年度） 

 9. 会計専門職大学院FD活動報告書 第18号（2022年度） 

10. 会計専門職大学院自己点検・評価報告書（第6号） 

11. 現代社会と会計（第17号）（2022年度） 

12. Journal of Accountancy, Economics and Law（2022年度） 

13. かんだいLIFE（学生生活の心得）（2022年度） 

 

9-3-2  

会計大学院の教育活動等に関する重要事項を記載した文書を、毎年度、公表していること｡ 

 

【現状の説明】 

基準 9-3-1で述べたとおり、本会計大学院では、教育活動等に関する重要事項を記載した文書をウェ

ブページに記載し、広く公開している。また、ウェブページは年度ごとに掲載内容を更新し、最新の情

報を公開するよう努めている。また、『大学院要覧』、『講義要項』、『パンフレット』等の冊子に教育活動

に関する情報を記載し、配布している。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院で開講している授業科目の多くがディスクロージャーに関連していることから、本会計

大学院自体も多様な情報を提供している。 

 基準 9-3-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

 1. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/ 

 2. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 

 3. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 4. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

  

解釈指針9-3-2-1  

教育活動等に関する重要事項を記載した文書には、次に掲げる事項が記載されていること。 

（1）設置者 

（2）教育上の基本組織 

（3）教員組織 

（4）収容定員及び在籍者数 

 

 

（5）入学者選抜 

（6）標準修了年限 

（7）教育課程及び教育方法 

（8）成績評価及び課程の修了 

（9）学費及び奨学金等の学生支援制度 

（10）修了者の進路及び活動状況 

 

【現状の説明】 

基準 9-3-1及び 9-3-2で述べたように、本会計大学院のウェブページ及び各種冊子には、上記解釈指

針 9-3-2-1の項目が掲載されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 9-3-2-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/ 

 2. 会計専門職大学院ウェブページ https://www.kansai-u.ac.jp/as/ 

 3. 会計専門職大学院要覧（2022年度） 

 4. 会計専門職大学院講義要項（2022年度） 

 5. 会計専門職大学院パンフレット（2022年度） 

 6. 会計専門職大学院学生募集要項（2022年度） 

  

9-4 情報の保管 

9-4-1  

評価の基礎となる情報について、適宜、調査及び収集を行い、適切な方法で保管されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、評価の基礎となる情報（大学院要覧、講義要項（シラバス）、学生募集要項、科目

等履修生要項、授業時間割、教授会議事録、休講・補講の記録、学生への掲示内容、パンフレット、奨

学制度、FD 活動報告書、和文紀要、欧文紀要等）について、適宜、調査及び収集を行い、事務局である

学部・大学院事務グループにおいて、管理・保管している。なお、成績評価に関する資料については、

出講の手引きに基づき、各教員による試験やレポート等の評価を踏まえた、最終的に評価した成績表に

結び付く成績評価表（集計表）を学部・大学院事務グループ又は当該授業科目の担当教員が保管してい

る。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院に関する各種冊子、文書等については、学校法人関西大学文書取扱規程に基づき、定め

られた保存年限により、学部・大学院事務グループが管理・保管を行っている。また、監査室による監

査も実施されており、関係資料等は適切に保管されている。現時点において特に問題はないが、保管す

べき資料や媒体、保存すべき年限は社会情勢に応じて変化しているので、常に検討を加えている。 
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基準 9-4-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 学校法人関西大学文書取扱規程 

2. 学校法人関西大学監事監査規程 

 3. 学校法人関西大学内部監査規程 

 4. 会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

解釈指針 9-4-1-1 

「評価の基礎となる情報」には、基準 9-2-1 に規定する自己点検及び評価に関する文書並びに基

準 9-3-2 に規定する公表にかかる文書を含む。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、該当する文書については、事務局である学部・大学院事務グループで保管してい

る。なお、成績評価に関する資料は学部・大学院事務グループ又は当該授業科目の担当教員が保管して

いる。 

 

【点検・自己評価】 

「関西大学文書取扱規程」により文書保存年限が定められており、また、監査も行われているため、

適切に保管されている。 

解釈指針 9-4-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 学校法人関西大学文書取扱規程 

 2. 学校法人関西大学監事監査規程 

3. 学校法人関西大学内部監査規程 

 

解釈指針 9-4-1-2 

評価の基礎となる情報については、評価を受けた年から 5 年間保管されていること。 

 

【現状の説明】 

現時点までの評価に関する情報は、評価を受けた年から 5 年間、事務局である学部・大学院事務グル

ープが保管している。 

 

【点検・自己評価】 

現時点までの情報について、解釈指針 9-4-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 学校法人関西大学文書取扱規程 

 

 

 

解釈指針 9-4-1-3 

評価の基礎となる情報は、評価機関の求めに応じて、すみやかに提出できる状態で適切に保管す

ること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、評価受審のための資料は、事務局の学部・大学院事務グループが適切に保管して

おり、すみやかに提出できる状態である。 

 

【点検・自己評価】 

「関西大学文書取扱規程」により文書保存年限が定められており、また、監査も行われているため、

適切に保管されており、すみやかに提出できる状態である。 

 解釈指針 9-4-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 学校法人関西大学文書取扱規程 

 2. 学校法人関西大学監事監査規程 

3. 学校法人関西大学内部監査規程 
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基準 9-4-1は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 学校法人関西大学文書取扱規程 

2. 学校法人関西大学監事監査規程 

 3. 学校法人関西大学内部監査規程 

 4. 会計専門職大学院出講の手引き（2022 年度） 

 

解釈指針 9-4-1-1 

「評価の基礎となる情報」には、基準 9-2-1 に規定する自己点検及び評価に関する文書並びに基

準 9-3-2 に規定する公表にかかる文書を含む。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、該当する文書については、事務局である学部・大学院事務グループで保管してい

る。なお、成績評価に関する資料は学部・大学院事務グループ又は当該授業科目の担当教員が保管して

いる。 

 

【点検・自己評価】 

「関西大学文書取扱規程」により文書保存年限が定められており、また、監査も行われているため、

適切に保管されている。 

解釈指針 9-4-1-1 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 学校法人関西大学文書取扱規程 

 2. 学校法人関西大学監事監査規程 

3. 学校法人関西大学内部監査規程 

 

解釈指針 9-4-1-2 

評価の基礎となる情報については、評価を受けた年から 5 年間保管されていること。 

 

【現状の説明】 

現時点までの評価に関する情報は、評価を受けた年から 5 年間、事務局である学部・大学院事務グル

ープが保管している。 

 

【点検・自己評価】 

現時点までの情報について、解釈指針 9-4-1-2 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 学校法人関西大学文書取扱規程 

 

 

 

解釈指針 9-4-1-3 

評価の基礎となる情報は、評価機関の求めに応じて、すみやかに提出できる状態で適切に保管す

ること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、評価受審のための資料は、事務局の学部・大学院事務グループが適切に保管して

おり、すみやかに提出できる状態である。 

 

【点検・自己評価】 

「関西大学文書取扱規程」により文書保存年限が定められており、また、監査も行われているため、

適切に保管されており、すみやかに提出できる状態である。 

 解釈指針 9-4-1-3 は満たされている。 

 

【参考資料】 

1. 学校法人関西大学文書取扱規程 

 2. 学校法人関西大学監事監査規程 

3. 学校法人関西大学内部監査規程 



 

 

第１０章 施設、設備及び図書館等 

 

10-1 施設の整備 

10-1-1  

会計大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該会計大

学院の運営に必要十分な種類、規模、質及び数の教室、演習室、実習室、自習室、図書館、教員

室、事務室その他の施設が備えられていること｡これらの施設は、当面の教育計画に対応すると

ともに、その後の発展の可能性にも配慮されていること｡ 

 

【現状の説明】 

解釈指針 10-1-1-1～10-1-1-6 に詳しく述べているように、本会計大学院は、教員による教育及び研

究並びに学生の学習その他本会計大学院の運営に必要十分な種類、規模、質及び数の教室、演習室、実

習室、自習室、図書館、教員室、事務室その他の施設が備えられている。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の教育及び研究並びに学生の学習、研究科の運営に必要な施設は、当初から収容定員を

想定して設計されており、現在の在籍者数、講義科目等から見て、教育目的の達成に十分に必要なもの

を備えている。 

  

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 第 2 学舎経商研究棟研究室配置図 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

4. 関西大学図書館規程 

5. 関西大学図書委員会規程 

6. 関西大学図書館図書管理規程 

7. 図書館利用案内（2022年度） 

8. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

9. 会計専門職大学院蔵書検索システム https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-1-1-1  

教室、演習室及び実習室は、当該会計大学院において提供されるすべての授業を支障なく、効果

的に実施することができるだけの規模、数及び設備が備えられていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の講義・演習等は、第 2 学舎 2号館（地上 7 階、2009年 3 月竣工）を中心に行われてい

る。第 2 学舎 2 号館には、講義室 12 室（156 名収容 3 室、147 名収容 2室、99 名収容 2 室、90名収容 3

室、63 名収容１室、54 名収容１室）、演習室 17 室（32 名収容 13 室、24 名収容 2 室、20 名収容 2 室）、

パソコン教室 1 室（24名収容）が設置されている。また、一部授業科目を社会人が通学しやすい梅田キ

ャンパスでも実施している。第 2学舎 2 号館は、経済学部及び商学部との共通学舎として利用している
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第１０章 施設、設備及び図書館等 

 

10-1 施設の整備 

10-1-1  

会計大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該会計大

学院の運営に必要十分な種類、規模、質及び数の教室、演習室、実習室、自習室、図書館、教員

室、事務室その他の施設が備えられていること｡これらの施設は、当面の教育計画に対応すると

ともに、その後の発展の可能性にも配慮されていること｡ 

 

【現状の説明】 

解釈指針 10-1-1-1～10-1-1-6 に詳しく述べているように、本会計大学院は、教員による教育及び研

究並びに学生の学習その他本会計大学院の運営に必要十分な種類、規模、質及び数の教室、演習室、実

習室、自習室、図書館、教員室、事務室その他の施設が備えられている。 

 

【点検・自己評価】 

本会計大学院の教育及び研究並びに学生の学習、研究科の運営に必要な施設は、当初から収容定員を

想定して設計されており、現在の在籍者数、講義科目等から見て、教育目的の達成に十分に必要なもの

を備えている。 

  

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 第 2 学舎経商研究棟研究室配置図 

3. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

4. 関西大学図書館規程 

5. 関西大学図書委員会規程 

6. 関西大学図書館図書管理規程 

7. 図書館利用案内（2022年度） 

8. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

9. 会計専門職大学院蔵書検索システム https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-1-1-1  

教室、演習室及び実習室は、当該会計大学院において提供されるすべての授業を支障なく、効果

的に実施することができるだけの規模、数及び設備が備えられていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の講義・演習等は、第 2 学舎 2号館（地上 7 階、2009年 3 月竣工）を中心に行われてい

る。第 2 学舎 2 号館には、講義室 12 室（156 名収容 3 室、147 名収容 2室、99 名収容 2 室、90名収容 3

室、63 名収容１室、54 名収容１室）、演習室 17 室（32 名収容 13 室、24 名収容 2 室、20 名収容 2 室）、

パソコン教室 1 室（24名収容）が設置されている。また、一部授業科目を社会人が通学しやすい梅田キ

ャンパスでも実施している。第 2学舎 2 号館は、経済学部及び商学部との共通学舎として利用している
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が、教室数は十分に余裕がある。空き教室は学生の研究や自習のために開放していることから、教育目

的に照らし十分な効果をあげることができる。 

また、第 2学舎には、BIG ホール 100（1,002 名収容）、梅田キャンパスには大ホール（245 名収容）が

あり、本会計大学院の講演会等の行事で利用している。 

学内では無線 LAN(KU Wi-Fi)を利用できるほか、演習及び自習用に第 2 学舎 2 号館に本会計大学院専

用のパソコン教室を備え、24 台のパソコンを設置している。これ以外にも、隣接する IT センターに設

置されているパソコンを利用することができる。 

以上より、すべての授業を支障なく、効果的に実施することができる。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 10-1-1-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 第 2 学舎 2 号館教室設備一覧 

 

解釈指針10-1-1-2  

教員室は、少なくとも各常勤専任教員につき1室が備えられていること、非常勤教員について

は、勤務時間に応じて、授業等の準備を十分かつ適切に行うことができるだけのスペースが確

保されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、専任教員が研究及び授業等の準備を行うための教員研究室を第 2 学舎経商研究棟

に 13 室（19.80 ㎡）と総合研究室棟に 1 室（19.80 ㎡）設けている。第 2 学舎経商研究棟においては、

各教員の個人研究室は比較的隣接し、共同で授業準備を行うことができる。 

また、非常勤講師控室として、第 2 学舎１号館に経済学部、商学部、本会計大学院共有の講師控室を

設置し、教材作成用にパソコン、プリンター、コピー機を備え付け自由にその設備を利用し、授業等の

準備を行うことができる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-1-1-2 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 第 2 学舎経商研究棟研究室配置図 

 

解釈指針10-1-1-3  

教員が学生と面談することのできる十分なスペースが確保されていること｡ 

 

【現状の説明】 

 

 

オフィスアワーは主として、各教員の個人研究室を利用して行われている。また、必要に応じて、第

2 学舎 2 号館の演習教室や会計研究科会議室を利用することも可能である。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-1-1-3 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 第 2 学舎経商研究棟研究室配置図 

 

解釈指針10-1-1-4  

事務職員が十分かつ適切に職務を行えるだけのスペースが確保されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の事務業務は、第２学舎１号館１階の教務センター（684.08 ㎡）で行われており、事務

職員 3 名が職務を行うための十分なスペースが確保されている。 

また、授業支援業務については、同じ教務センター内にある授業支援ステーションで担っており、同

様に適切に職務を行うための十分なスペースが確保されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-1-1-4 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針10-1-1-5  

学生の自習室については、学生が基準10-3-1で規定する図書館に備えられた図書資料を有効に

活用して学習することを可能とするよう、その配置及び使用方法等において、 図書館との有機

的連携が確保されていること。自習室は、学生総数に対して、十分なスペースと利用時間が確

保されるよう努めていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、本会計大学院専用の自習室を設置し、原則 365 日 24 時間利用可能である。自習

室は、総合図書館に近接した場所に設置され、自習室に隣接した図書閲覧室（コピー機 2 台 68 ㎡）で

は、頻繁に利用される学習図書の閲覧に供している。総合図書館の利用に際しては、大学院生の貸出冊

数（開架・書庫）計 20 冊以内で、貸出期間は 3カ月以内となっている。このように図書館との有機的連

携が確保されている。 

また、自習室については、院生自習室１（68㎡）、院生自習室２（262㎡）に 118席の座席と 387 台の

個人ロッカーを設けている。自習室利用に当たっては、原則 365 日 24 時間利用可能であり、全員分の

個人ロッカーを配置し、本人の学習形態にあった形で自習室を利用することとしている。 
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が、教室数は十分に余裕がある。空き教室は学生の研究や自習のために開放していることから、教育目

的に照らし十分な効果をあげることができる。 

また、第 2学舎には、BIG ホール 100（1,002 名収容）、梅田キャンパスには大ホール（245 名収容）が

あり、本会計大学院の講演会等の行事で利用している。 

学内では無線 LAN(KU Wi-Fi)を利用できるほか、演習及び自習用に第 2 学舎 2 号館に本会計大学院専

用のパソコン教室を備え、24 台のパソコンを設置している。これ以外にも、隣接する IT センターに設

置されているパソコンを利用することができる。 

以上より、すべての授業を支障なく、効果的に実施することができる。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 10-1-1-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 第 2 学舎 2 号館教室設備一覧 

 

解釈指針10-1-1-2  

教員室は、少なくとも各常勤専任教員につき1室が備えられていること、非常勤教員について

は、勤務時間に応じて、授業等の準備を十分かつ適切に行うことができるだけのスペースが確

保されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、専任教員が研究及び授業等の準備を行うための教員研究室を第 2 学舎経商研究棟

に 13 室（19.80 ㎡）と総合研究室棟に 1 室（19.80 ㎡）設けている。第 2 学舎経商研究棟においては、

各教員の個人研究室は比較的隣接し、共同で授業準備を行うことができる。 

また、非常勤講師控室として、第 2 学舎１号館に経済学部、商学部、本会計大学院共有の講師控室を

設置し、教材作成用にパソコン、プリンター、コピー機を備え付け自由にその設備を利用し、授業等の

準備を行うことができる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-1-1-2 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 第 2 学舎経商研究棟研究室配置図 

 

解釈指針10-1-1-3  

教員が学生と面談することのできる十分なスペースが確保されていること｡ 

 

【現状の説明】 

 

 

オフィスアワーは主として、各教員の個人研究室を利用して行われている。また、必要に応じて、第

2 学舎 2 号館の演習教室や会計研究科会議室を利用することも可能である。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-1-1-3 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 第 2 学舎経商研究棟研究室配置図 

 

解釈指針10-1-1-4  

事務職員が十分かつ適切に職務を行えるだけのスペースが確保されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の事務業務は、第２学舎１号館１階の教務センター（684.08 ㎡）で行われており、事務

職員 3 名が職務を行うための十分なスペースが確保されている。 

また、授業支援業務については、同じ教務センター内にある授業支援ステーションで担っており、同

様に適切に職務を行うための十分なスペースが確保されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-1-1-4 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針10-1-1-5  

学生の自習室については、学生が基準10-3-1で規定する図書館に備えられた図書資料を有効に

活用して学習することを可能とするよう、その配置及び使用方法等において、 図書館との有機

的連携が確保されていること。自習室は、学生総数に対して、十分なスペースと利用時間が確

保されるよう努めていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、本会計大学院専用の自習室を設置し、原則 365 日 24 時間利用可能である。自習

室は、総合図書館に近接した場所に設置され、自習室に隣接した図書閲覧室（コピー機 2 台 68 ㎡）で

は、頻繁に利用される学習図書の閲覧に供している。総合図書館の利用に際しては、大学院生の貸出冊

数（開架・書庫）計 20 冊以内で、貸出期間は 3カ月以内となっている。このように図書館との有機的連

携が確保されている。 

また、自習室については、院生自習室１（68㎡）、院生自習室２（262㎡）に 118席の座席と 387 台の

個人ロッカーを設けている。自習室利用に当たっては、原則 365 日 24 時間利用可能であり、全員分の

個人ロッカーを配置し、本人の学習形態にあった形で自習室を利用することとしている。 
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 以上のように、自習室は、学生総数に対して、十分なスペースと利用時間が確保されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-1-1-5 について、必要な措置を講じている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針10-1-1-6  

会計大学院の図書館等を含む各施設は、当該会計大学院の専用であるか、あるいは共用図書館

等の施設の場合には、会計大学院が管理に参画し、その教育及び研究その他の業務に支障なく

使用することができる状況にあること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の専用の施設として、第 2 学舎 2 号館 7 階に図書資料室及び図書閲覧室を備えている。 

図書閲覧室には、会計関連の雑誌及び主要新聞を配架し、図書資料室には、会計関連の図書資料を配

架している。これらの施設は本会計大学院が内規を制定し、直接管理しているため、教育及び研究その

他の業務に支障なく使用することができる状況にある｡ 

さらに、講義・研究のための図書資料等の設備として、本会計大学院の講義・研究に関係する学内施

設における蔵書状況は、次のとおりである。 

 

＜関西大学総合図書館（全学共用施設）＞ 

・全蔵書数 2,210,742冊 

・会計図書 和書 47,228 冊、洋書 51,483 冊 

・会計雑誌 和書 135種、洋書 114 種 

・会計電子ジャーナル 和書 0 種、洋書 180種 

・会計データベース 13 種 

＜経商研究棟資料室（経済学部、商学部、本会計大学院共用施設）＞ 

・会計図書 和書 27,492 冊、洋書 5,675 冊 

・和雑誌 727 種、洋雑誌 228 種 

＜図書閲覧室・図書資料室（本会計大学院専用施設）＞ 

・会計図書 和書 1254冊、洋書 2冊 

・和雑誌 7種 

※2022年 3月 31 日時点 

 

このうち、総合図書館及び図書資料室の蔵書については、学生及び教員が購入希望図書を申請するこ

とができる。さらに全学共用施設としての総合図書館の図書の管理運営について、本会計大学院から関

西大学図書委員会に委員を選出し、その管理運営に参画している。 

 

【点検・自己評価】 

 

 

解釈指針 10-1-1-6 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 関西大学図書館規程 

4. 関西大学図書委員会規程 

5. 関西大学図書館図書管理規程 

 

10-2 設備及び機器の整備 

10-2-1 

会計大学院の各施設には、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的に実

施するために必要で、かつ技術の発展に対応した設備及び機器が整備されていること｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、教員による教育及び研究並びに学生の学習、その他の業務を効果的に実施するた

め、以下のとおり、最新の設備及び機器を配置している。 

 

＜能力開発室（27.94 ㎡）＞ 

第 2学舎経商研究棟 4階の各教員個人研究室に隣接して、本会計大学院の専任教員専用の施設として、

研究会・会議・教材開発用のスペースとしてパソコン、スキャナー、コピー機、シュレッダー等の機器

を備えている。 

 

＜会計専門職大学院生自習室 1～2、図書閲覧室、図書資料室＞ 

図書閲覧室に学生の自習等のためコピー機 2 台を設置している。院生自習室の自習席すべてに情報

コンセントと電源コンセントを設置し、無線 LAN（KU Wi-Fi）も整備しているため、学生自身がデバイ

スを持ち込み、電子ジャーナルやデータベース（有価証券報告書、税務・会計法規等）を利用すること

ができる。また、学内各所に無線 LAN（KU Wi-Fi）の接続ポイントを設置している。 

 

＜教室・演習室（第 2学舎 2 号館）＞ 

本会計大学院が主として授業を行う第 2 学舎 2 号館の主要な講義室には、常設のパソコン、プロジェ

クター、スクリーンを設置している。また、小講義室や演習室で授業を行う場合は、授業担任者からの

事前の申し込みにより、授業支援ステーションの SA（Student Assistant）がパソコン、プロ 

ジェクター、スクリーンの設置等の必要な支援を行う体制が整っている。 

 

＜その他施設＞ 

上記の他、総合図書館、IT センター、尚文館（大学院棟）も学生が自由に学習できる施設であり、そ

れぞれの施設が学生の学習支援のため、パソコン、プリンター、コピー機、無線 LAN（KU Wi-Fi）等の

設備を有している。 
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 以上のように、自習室は、学生総数に対して、十分なスペースと利用時間が確保されている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-1-1-5 について、必要な措置を講じている。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

 

解釈指針10-1-1-6  

会計大学院の図書館等を含む各施設は、当該会計大学院の専用であるか、あるいは共用図書館

等の施設の場合には、会計大学院が管理に参画し、その教育及び研究その他の業務に支障なく

使用することができる状況にあること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院の専用の施設として、第 2 学舎 2 号館 7 階に図書資料室及び図書閲覧室を備えている。 

図書閲覧室には、会計関連の雑誌及び主要新聞を配架し、図書資料室には、会計関連の図書資料を配

架している。これらの施設は本会計大学院が内規を制定し、直接管理しているため、教育及び研究その

他の業務に支障なく使用することができる状況にある｡ 

さらに、講義・研究のための図書資料等の設備として、本会計大学院の講義・研究に関係する学内施

設における蔵書状況は、次のとおりである。 

 

＜関西大学総合図書館（全学共用施設）＞ 

・全蔵書数 2,210,742冊 

・会計図書 和書 47,228 冊、洋書 51,483 冊 

・会計雑誌 和書 135種、洋書 114 種 

・会計電子ジャーナル 和書 0 種、洋書 180種 

・会計データベース 13 種 

＜経商研究棟資料室（経済学部、商学部、本会計大学院共用施設）＞ 

・会計図書 和書 27,492 冊、洋書 5,675 冊 

・和雑誌 727 種、洋雑誌 228 種 

＜図書閲覧室・図書資料室（本会計大学院専用施設）＞ 

・会計図書 和書 1254冊、洋書 2冊 

・和雑誌 7種 

※2022年 3月 31 日時点 

 

このうち、総合図書館及び図書資料室の蔵書については、学生及び教員が購入希望図書を申請するこ

とができる。さらに全学共用施設としての総合図書館の図書の管理運営について、本会計大学院から関

西大学図書委員会に委員を選出し、その管理運営に参画している。 

 

【点検・自己評価】 

 

 

解釈指針 10-1-1-6 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 関西大学図書館規程 

4. 関西大学図書委員会規程 

5. 関西大学図書館図書管理規程 

 

10-2 設備及び機器の整備 

10-2-1 

会計大学院の各施設には、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的に実

施するために必要で、かつ技術の発展に対応した設備及び機器が整備されていること｡ 

 

【現状の説明】 

 本会計大学院では、教員による教育及び研究並びに学生の学習、その他の業務を効果的に実施するた

め、以下のとおり、最新の設備及び機器を配置している。 

 

＜能力開発室（27.94 ㎡）＞ 

第 2学舎経商研究棟 4階の各教員個人研究室に隣接して、本会計大学院の専任教員専用の施設として、

研究会・会議・教材開発用のスペースとしてパソコン、スキャナー、コピー機、シュレッダー等の機器

を備えている。 

 

＜会計専門職大学院生自習室 1～2、図書閲覧室、図書資料室＞ 

図書閲覧室に学生の自習等のためコピー機 2 台を設置している。院生自習室の自習席すべてに情報

コンセントと電源コンセントを設置し、無線 LAN（KU Wi-Fi）も整備しているため、学生自身がデバイ

スを持ち込み、電子ジャーナルやデータベース（有価証券報告書、税務・会計法規等）を利用すること

ができる。また、学内各所に無線 LAN（KU Wi-Fi）の接続ポイントを設置している。 

 

＜教室・演習室（第 2学舎 2 号館）＞ 

本会計大学院が主として授業を行う第 2 学舎 2 号館の主要な講義室には、常設のパソコン、プロジェ

クター、スクリーンを設置している。また、小講義室や演習室で授業を行う場合は、授業担任者からの

事前の申し込みにより、授業支援ステーションの SA（Student Assistant）がパソコン、プロ 

ジェクター、スクリーンの設置等の必要な支援を行う体制が整っている。 

 

＜その他施設＞ 

上記の他、総合図書館、IT センター、尚文館（大学院棟）も学生が自由に学習できる施設であり、そ

れぞれの施設が学生の学習支援のため、パソコン、プリンター、コピー機、無線 LAN（KU Wi-Fi）等の

設備を有している。 
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【点検・自己評価】 

本会計大学院の教育及び研究並びに学生の学習、本会計大学院の運営に必要な設備及び機器は、現在

の在籍者数、講義科目数等から見て、教育目的の達成に十分に必要なものを備えている。 

 基準 10-2-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 図書館利用案内（2022年度） 

4. 関西大学ITセンタースタートガイドブックIT Navi 2022教員用 

5. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

 6. 関西大学ITセンターウェブページ https://www.itc.kansai-u.ac.jp/ 

 

10-3 図書館の整備 

10-3-1  

会計大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援し、かつ促

進するために必要な規模及び内容の図書館及び蔵書が整備されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、解釈指針 10-3-1-1～10-3-1-7 で詳しく述べているように、教員による教育及び

研究並びに学生の学習を支援し、かつ促進するために必要な規模及び内容の図書館及び蔵書が整備され

ている。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 10-3-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 図書館利用案内（2022年度） 

4. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

5. 会計専門職大学院蔵書検索システム  https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-3-1-1  

会計大学院の図書館は、当該会計大学院の専用であるか、あるいは共用図書館等の施設の場合に

は、会計大学院が管理に参画し、その教育及び研究その他の業務に支障なく使用することができ

る状況にあること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、解釈指針 10-1-1-6 及び基準 10-3-1 で述べたように、本会計大学院から図書委員

 

 

を選出し、総合図書館の管理・運営に参画している。このため教育及び研究その他の業務に支障なく使

用することができる状況である。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 10-3-1-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学図書館規程 

2. 関西大学図書委員会規程 

3. 関西大学図書館図書管理規程 

 

解釈指針10-3-1-2 

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等には、その規模に応じ、専門的能力を備えた職

員が適切に配置されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院専用の図書資料室（第 2 学舎 2 号館）には、開室時間中、定時事務職員が１名常駐し、

蔵書の貸出対応等を行っている。総合図書館（全学共用施設）には、常勤事務職員 19 名（うち司書 9名）

配置され、加えて、定時事務職員 9 名（うち司書 4 名）、派遣職員 4 名（うち司書 2 名）、業務委託 59 名

（うち司書 42 名）により、利用者にサービスを提供している。 

また、経商研究棟資料室（経済学部、商学部、本会計大学院共用施設）には、常勤事務職員 1 名（う

ち司書 1 名）、定時事務職員 2 名（うち司書 1名）が配属され、サービスを提供している。それぞれ管理

運営について本会計大学院の教員がコミットしている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 10-3-1-2 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学職員現員表 

2. 図書館利用案内（2022 年度） 

3. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

 

解釈指針10-3-1-3  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等の職員は、司書の資格及び情報調査に関する基

本的素養を備えていることが望ましい。 

 

【現状の説明】 

総合図書館（全学共用施設）には、常勤事務職員 19 名（うち司書 9 名）が配置され、加えて、定時事

務職員 9 名（うち司書 4名）、派遣職員 4 名（うち司書 2 名）、業務委託 59名（うち司書 42 名）により、

利用者にサービスを提供している。また、経商研究棟資料室（経済学部、商学部、本会計大学院共用施
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【点検・自己評価】 

本会計大学院の教育及び研究並びに学生の学習、本会計大学院の運営に必要な設備及び機器は、現在

の在籍者数、講義科目数等から見て、教育目的の達成に十分に必要なものを備えている。 

 基準 10-2-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 図書館利用案内（2022年度） 

4. 関西大学ITセンタースタートガイドブックIT Navi 2022教員用 

5. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

 6. 関西大学ITセンターウェブページ https://www.itc.kansai-u.ac.jp/ 

 

10-3 図書館の整備 

10-3-1  

会計大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援し、かつ促

進するために必要な規模及び内容の図書館及び蔵書が整備されていること｡ 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、解釈指針 10-3-1-1～10-3-1-7 で詳しく述べているように、教員による教育及び

研究並びに学生の学習を支援し、かつ促進するために必要な規模及び内容の図書館及び蔵書が整備され

ている。 

 

【点検・自己評価】 

 基準 10-3-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 図書館利用案内（2022年度） 

4. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

5. 会計専門職大学院蔵書検索システム  https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-3-1-1  

会計大学院の図書館は、当該会計大学院の専用であるか、あるいは共用図書館等の施設の場合に

は、会計大学院が管理に参画し、その教育及び研究その他の業務に支障なく使用することができ

る状況にあること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、解釈指針 10-1-1-6 及び基準 10-3-1 で述べたように、本会計大学院から図書委員

 

 

を選出し、総合図書館の管理・運営に参画している。このため教育及び研究その他の業務に支障なく使

用することができる状況である。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 10-3-1-1 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学図書館規程 

2. 関西大学図書委員会規程 

3. 関西大学図書館図書管理規程 

 

解釈指針10-3-1-2 

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等には、その規模に応じ、専門的能力を備えた職

員が適切に配置されていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院専用の図書資料室（第 2 学舎 2 号館）には、開室時間中、定時事務職員が１名常駐し、

蔵書の貸出対応等を行っている。総合図書館（全学共用施設）には、常勤事務職員 19 名（うち司書 9名）

配置され、加えて、定時事務職員 9 名（うち司書 4 名）、派遣職員 4 名（うち司書 2 名）、業務委託 59 名

（うち司書 42 名）により、利用者にサービスを提供している。 

また、経商研究棟資料室（経済学部、商学部、本会計大学院共用施設）には、常勤事務職員 1 名（う

ち司書 1 名）、定時事務職員 2 名（うち司書 1名）が配属され、サービスを提供している。それぞれ管理

運営について本会計大学院の教員がコミットしている。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 10-3-1-2 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学職員現員表 

2. 図書館利用案内（2022 年度） 

3. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

 

解釈指針10-3-1-3  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等の職員は、司書の資格及び情報調査に関する基

本的素養を備えていることが望ましい。 

 

【現状の説明】 

総合図書館（全学共用施設）には、常勤事務職員 19 名（うち司書 9 名）が配置され、加えて、定時事

務職員 9 名（うち司書 4名）、派遣職員 4 名（うち司書 2 名）、業務委託 59名（うち司書 42 名）により、

利用者にサービスを提供している。また、経商研究棟資料室（経済学部、商学部、本会計大学院共用施
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設）には、常勤事務職員 1 名（うち司書 1 名）、定時事務職員 2 名（うち司書 1 名）が配属され、サービ

スを提供している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-3-1-3 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学職員現員表 

2. 図書館利用案内（2022年度） 

3. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

 

解釈指針10-3-1-4  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等には、教員による教育及び研究並びに学生の学

習のために必要な書籍、雑誌及び資料を有すること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、教員による研究や教育及び学生に対する学習支援のために、総合図書館のほかに、

教員の研究室に隣接する能力開発室や、大学院生の自習室に隣接する図書閲覧室及び図書資料室におい

て、必要と想定される会計・経営・法律関連の図書や雑誌を整備している。 

本会計大学院の教員及び学生が教育・研究及び学習のために利用できる書籍等としては、総合図書館

に約 221 万冊の蔵書を備え、そのうち会計図書に限定した場合、2022 年 3 月時点で以下のとおりとな

る。また、総合図書館以外の施設においても、以下のとおり、会計に関する図書を備えている。 

 

＜関西大学総合図書館（全学共用施設）＞ 

・全蔵書数 2,210,742冊 

・会計図書 和書 47,228 冊、洋書 51,483 冊 

・会計雑誌 和書 135種、洋書 114 種 

・会計電子ジャーナル 和書 0 種、洋書 180種 

・会計データベース 13 種 

＜経商研究棟資料室（経済学部、商学部、本会計大学院共用施設）＞ 

・会計図書 和書 27,492 冊、洋書 5,675 冊 

・和雑誌 727 種、洋雑誌 228 種 

＜図書閲覧室・図書資料室（本会計大学院専用施設）＞ 

・会計図書 和書 1254冊、洋書 2冊 

・和雑誌 7種 

※2022年 3月 31 日時点 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-3-1-4 は満たされていると判断する。 

 

 

 

【参考資料】 

1. 図書館ホームページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

2. 会計専門職大学院蔵書検索システム https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-3-1-5  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等の所蔵する図書及び資料については、その適切

な管理及び維持に努めていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、関西大学図書館規程に基づき、その管理・運営の方針を決定している。また、会

計研究科図書資料室及び図書閲覧室（本会計大学院専用施設）の管理・運営については、会計研究科教

授会が方針を決定しその適切な管理及び維持に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-3-1-5 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 関西大学図書館規程 

4. 関西大学図書委員会規程 

5. 関西大学図書館図書管理規程 

6. 図書館利用案内（2022年度） 

7. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

8. 会計専門職大学院蔵書検索システム  https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-3-1-6  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等には、図書及び資料を活用して、教員による教

育及び研究並びに学生の学習を支援するために必要な体制が整えられていること。 

 

【現状の説明】 

総合図書館（全学共用施設）においては、『図書館利用案内』を作成し、利用者に配布している。また、

総合図書館内のレファレンスカウンターにおいて、専門知識を有する職員が利用者をサポートしている。

本会計大学院の図書資料室・図書閲覧室（本会計大学院専用施設）においては、本会計大学院の専任教

員が必要な図書・雑誌について選書を行い、配架している。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 10-3-1-6 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 
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設）には、常勤事務職員 1 名（うち司書 1 名）、定時事務職員 2 名（うち司書 1 名）が配属され、サービ

スを提供している。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-3-1-3 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 関西大学職員現員表 

2. 図書館利用案内（2022年度） 

3. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

 

解釈指針10-3-1-4  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等には、教員による教育及び研究並びに学生の学

習のために必要な書籍、雑誌及び資料を有すること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、教員による研究や教育及び学生に対する学習支援のために、総合図書館のほかに、

教員の研究室に隣接する能力開発室や、大学院生の自習室に隣接する図書閲覧室及び図書資料室におい

て、必要と想定される会計・経営・法律関連の図書や雑誌を整備している。 

本会計大学院の教員及び学生が教育・研究及び学習のために利用できる書籍等としては、総合図書館

に約 221 万冊の蔵書を備え、そのうち会計図書に限定した場合、2022 年 3 月時点で以下のとおりとな

る。また、総合図書館以外の施設においても、以下のとおり、会計に関する図書を備えている。 

 

＜関西大学総合図書館（全学共用施設）＞ 

・全蔵書数 2,210,742冊 

・会計図書 和書 47,228 冊、洋書 51,483 冊 

・会計雑誌 和書 135種、洋書 114 種 

・会計電子ジャーナル 和書 0 種、洋書 180種 

・会計データベース 13 種 

＜経商研究棟資料室（経済学部、商学部、本会計大学院共用施設）＞ 

・会計図書 和書 27,492 冊、洋書 5,675 冊 

・和雑誌 727 種、洋雑誌 228 種 

＜図書閲覧室・図書資料室（本会計大学院専用施設）＞ 

・会計図書 和書 1254冊、洋書 2冊 

・和雑誌 7種 

※2022年 3月 31 日時点 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-3-1-4 は満たされていると判断する。 

 

 

 

【参考資料】 

1. 図書館ホームページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

2. 会計専門職大学院蔵書検索システム https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-3-1-5  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等の所蔵する図書及び資料については、その適切

な管理及び維持に努めていること。 

 

【現状の説明】 

本会計大学院では、関西大学図書館規程に基づき、その管理・運営の方針を決定している。また、会

計研究科図書資料室及び図書閲覧室（本会計大学院専用施設）の管理・運営については、会計研究科教

授会が方針を決定しその適切な管理及び維持に努めている。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-3-1-5 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 関西大学図書館規程 

4. 関西大学図書委員会規程 

5. 関西大学図書館図書管理規程 

6. 図書館利用案内（2022年度） 

7. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

8. 会計専門職大学院蔵書検索システム  https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-3-1-6  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等には、図書及び資料を活用して、教員による教

育及び研究並びに学生の学習を支援するために必要な体制が整えられていること。 

 

【現状の説明】 

総合図書館（全学共用施設）においては、『図書館利用案内』を作成し、利用者に配布している。また、

総合図書館内のレファレンスカウンターにおいて、専門知識を有する職員が利用者をサポートしている。

本会計大学院の図書資料室・図書閲覧室（本会計大学院専用施設）においては、本会計大学院の専任教

員が必要な図書・雑誌について選書を行い、配架している。 

 

【点検・自己評価】 

 解釈指針 10-3-1-6 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 



【T：】Edianserver ／関西大学／会計専門職大学院／自己点検・評価報告書／
第10章 ２ 校

― 126 ―

 

 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 関西大学図書館規程 

4. 関西大学図書委員会規程 

5. 関西大学図書館図書管理規程 

6. 図書館利用案内（2022年度） 

7. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

8. 会計専門職大学院蔵書検索システム  https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-3-1-7  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等には、その会計大学院の規模に応じ、教員によ

る教育及び研究並びに学生の学習が十分な効果をあげるために必要で、かつ、技術の発展に対

応した設備及び機器が整備されていること。 

 

【現状の説明】 

総合図書館（全学共用施設）には、図書館のホームページからアクセスできる蔵書検索システム（KOALA）

を備え、学生自身のデバイスを使って蔵書を検索することができ、必要な図書や雑誌を探すことができ

る。また、学内は無線 LAN（KU Wi-Fi）が完備されており、どの教室からでも各種データベースにアク

セスすることができる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-3-1-7 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 図書館利用案内（2022年度） 

4. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

5. 会計専門職大学院蔵書検索システム  https://www.lib-eye.net/as/ 
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1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 関西大学図書館規程 

4. 関西大学図書委員会規程 

5. 関西大学図書館図書管理規程 

6. 図書館利用案内（2022年度） 

7. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

8. 会計専門職大学院蔵書検索システム  https://www.lib-eye.net/as/ 

 

解釈指針10-3-1-7  

会計大学院専用の図書館あるいは共用図書館等には、その会計大学院の規模に応じ、教員によ

る教育及び研究並びに学生の学習が十分な効果をあげるために必要で、かつ、技術の発展に対

応した設備及び機器が整備されていること。 

 

【現状の説明】 

総合図書館（全学共用施設）には、図書館のホームページからアクセスできる蔵書検索システム（KOALA）

を備え、学生自身のデバイスを使って蔵書を検索することができ、必要な図書や雑誌を探すことができ

る。また、学内は無線 LAN（KU Wi-Fi）が完備されており、どの教室からでも各種データベースにアク

セスすることができる。 

 

【点検・自己評価】 

解釈指針 10-3-1-7 は満たされていると判断する。 

 

【参考資料】 

1. 会計専門職大学院要覧（2022 年度） 

2. 会計専門職大学院パンフレット（2022 年度） 

3. 図書館利用案内（2022年度） 

4. 関西大学図書館ウェブページ https://opac.lib.kansai-u.ac.jp/ 

5. 会計専門職大学院蔵書検索システム  https://www.lib-eye.net/as/ 

 

 

 

 

 

 

データ・資料編 
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会計研究科入学試験状況一覧（2018～2022年度）

会計研究科入学者状況（2018～2022年度）

総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子>

2018 - 40 102.50% 73 24 67 22 56 18 41 13 17 4
2019 - 40 120.00% 65 27 62 27 58 25 48 22 15 6
2020 - 40 125.00% 104 47 98 44 65 20 50 17 16 3
2021 - 40 150.00% 158 74 136 63 75 33 60 25 26 12
2022 - 40 135.00% 127 36 119 34 70 19 54 13 21 7

年度別入学者状況内訳

総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子>

学力重視方式 9 1 9 1 8 1 3 1
素養重視方式

学内 学内進学 1 1 1 1 1
公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 1 1 1 1
留学生 外国人留学生 1 1 1 1

留学生別科 留学生別科特別 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別 2 1 2 1 2 1 1

学力重視方式 9 5 8 4 4 2 3 2 2 1
素養重視方式 1

学内 学内進学 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 1 1 1 1
留学生 外国人留学生 2 1 1 1

資格・社会人 資格・社会人特別 1 1 1 1 1 1 1 1
学力重視方式 12 2 12 2 11 2 7 1 5
素養重視方式 1 1 1 1 1

学内 学内進学 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦 1 1 1 1
指定校推薦 指定校推薦

留学生 外国人留学生 9 6 9 6 5 4 3 2
留学生別科 留学生別科特別 1 1 1 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別 4 4 4 4

社労士 社労士特別推薦

学力重視方式 8 3 5 2 4 2 3 2
素養重視方式

学内 学内進学

早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦

資格・社会人 資格・社会人特別 2 2 2 2 2 2 1 1
73 24 67 22 56 18 41 13 17 4

※入学者（本学出身者）17名の内訳（法1、経3、商7、政策創造1、システム理工1、環境都市1、化学生命1、留学生別科2）

年度 募集人員 定員充足率
志願者数 受験者数 合格者数 入学者 本学出身者数

合　計

方　式
合格者数 入学者 本学出身者数志願者数 受験者数

年度 日 程 区 分

一般

2018

7月募集

一般

 10月募集

一般

1月募集

一般

3月募集
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会計研究科入学試験状況一覧（2018～2022年度）

総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子>

学力重視方式 8 4 8 4 8 4 5 2
素養重視方式 1 1 1 1

学内 学内進学 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1
公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦

留学生 外国人留学生

留学生別科 留学生別科特別

資格・社会人 資格・社会人特別 2 2 2 2 1
学力重視方式 13 6 12 6 10 5 10 5 1 1
素養重視方式

学内 学内進学

早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦

留学生 外国人留学生 2 1 2 1 2 1 2 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別 1 1 1 1

学力重視方式 13 5 13 5 11 4 8 4 2 1
素養重視方式 1 1 1 1 1 1 1 1

学内 学内進学 2 2 2 2 2
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦

留学生 外国人留学生 3 1 2 1 2 1 1 1
留学生別科 留学生別科特別 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
資格・社会人 資格・社会人特別 4 1 4 1 4 1 4 1

社労士 社労士特別推薦

学力重視方式 6 2 5 2 5 2 3 1 1
素養重視方式

学内 学内進学

早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦

資格・社会人 資格・社会人特別 1 1 1 1 1 1 1 1
65 27 62 27 58 25 48 22 15 6

※入学者（本学出身者）14名の内訳（法1、経5、商2、総合情報1、留学生別科5）

総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子>

学力重視方式 15 4 15 4 15 4 11 4 4
素養重視方式 1 1 1

学内 学内進学 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 1 1 1 1
留学生 外国人留学生 1 1 1 1

留学生別科 留学生別科特別 1 1 1 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別

学力重視方式 12 4 9 3 9 3 9 3 2
素養重視方式

学内 学内進学 1 1 1 1 1 1
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦

留学生 外国人留学生 1 1 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別 1 1 1 1

学力重視方式 27 14 27 14 14 4 9 2
素養重視方式 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

学内 学内進学 2 2 2 2 2
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦

留学生 外国人留学生 8 7 8 7 1 1 1 1
留学生別科 留学生別科特別

資格・社会人 資格・社会人特別 2 2 2 1
社労士 社労士特別推薦

学力重視方式 21 11 18 9 6 2 3 2
素養重視方式 1 1 1 1 1 1 1 1

学内 学内進学 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 1 1 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別 1 1 1 1 1 1 1 1

104 47 98 44 65 20 50 17 16 3
※入学者（本学出身者）16名の内訳（法1、経5、商8、政策創造1、留学生別科1）

合　計

合格者数 入学者 本学出身者数

2020

7月募集

一般

 10月募集

一般

1月募集

一般

3月募集

一般

年度 日 程 区 分 方　式
志願者数 受験者数

合　計

合格者数 入学者 本学出身者数

2019

7月募集

一般

 10月募集

一般

1月募集

一般

3月募集

一般

年度 日 程 区 分 方　式
志願者数 受験者数
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会計研究科入学試験状況一覧（2018～2022年度）

総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子>

学力重視方式 22 12 18 10 13 8 10 6 3 2
素養重視方式

学内 学内進学 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 6 1 6 1 6 1 6 1
留学生 外国人留学生 2 1 2 1

留学生別科 留学生別科特別 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別

学力重視方式 42 21 36 17 15 5 11 3 2 1
素養重視方式

学内 学内進学 2 2 2 1 1
早期 早期卒業者特別 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 1 1 1 1 1 1 1 1
留学生 外国人留学生

資格・社会人 資格・社会人特別 1 1 1 1
学力重視方式 35 17 31 15 8 5 2 1
素養重視方式 1 1

学内 学内進学 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 1 1 1 1
留学生 外国人留学生 2

留学生別科 留学生別科特別 1 1 1 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

社労士 社労士特別推薦

学力重視方式 21 12 17 10 8 5 8 5 2 1
素養重視方式 2 1 1 1 1 1

学内 学内進学 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
早期 早期卒業者特別 1 1 1 1 1

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦

資格・社会人 資格・社会人特別 3 2 2 1
158 74 136 63 75 33 60 25 26 12

※入学者（本学出身者）26名の内訳（経11、商11、政策創造2、留学生別科2）

総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子> 総数 <女子>

学力重視方式 25 12 23 11 11 6 7 3 1 1
素養重視方式

学内 学内進学 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
公募制推薦 公募制推薦 2 2 2 1
指定校推薦 指定校推薦

留学生別科 留学生別科特別

資格・社会人 資格・社会人特別

学力重視方式 25 5 25 5 16 3 13 1 4 1
素養重視方式

学内 学内進学 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 3 1 3 1 3 1 2 1
資格・社会人 資格・社会人特別 1 1 1 1

学力重視方式 25 7 21 6 5 1 4 1 2 1
素養重視方式 1 1 1 1

学内 学内進学 6 6 6 6 6
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 1 1 1 1
留学生別科 留学生別科特別

資格・社会人 資格・社会人特別 6 3 6 3 4 2 2 2
社労士 社労士特別推薦

学力重視方式 17 3 15 3 7 1 5 1
素養重視方式 2 2 1 1 1

学内 学内進学 1 1 1
早期 早期卒業者特別

公募制推薦 公募制推薦

指定校推薦 指定校推薦 1 1 1 1
資格・社会人 資格・社会人特別 4 1 4 1 3 1 3 1

127 36 119 34 70 19 54 13 21 7
※入学者（本学出身者）21名の内訳（法2、経8、商6、総合情報2、システム理工2、社会安全1）

合　計

7月募集

一般

 10月募集

一般

1月募集

一般

3月募集

一般

年度 日 程 区 分 方　式
志願者数 受験者数

入学者 本学出身者数

3月募集

方　式

一般

2022

7月募集

一般

 10月募集

一般

1月募集

一般

年度 日 程 区 分
志願者数 受験者数 合格者数

合　計

合格者数 入学者 本学出身者数

2021



【T：】Edianserver ／関西大学／会計専門職大学院／自己点検・評価報告書／ ２ 校

― 132 ―

2022年度  関西大学会計専門職大学院 授業評価アンケート 

会計研究科教務・FD委員会 
 

 

NO 質問内容 回答 

1 
授業内容は、講義要項、授業計画に示したものに沿った内容でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

2 
この授業の進度はどうでしたか。 

１．かなり遅い        ２．遅い          ３．ちょうどよい       ４．早い       ５．かなり早い 

 

3 
この授業は教員によってよく準備されていましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

4 
学生の理解を深めよう、能力を高めようとの熱意・努力が感じられましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

5 
この授業での教員の話し方や声の大きさ、説明の仕方は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

6 
教科書・配布資料の利用は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

7 
ホワイト・ボードやOHP、パソコン等の機材の使い方は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

8 
教員は、学生からの質問に的確に対応しましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

9 
宿題および小テストの内容・回数は、講義内容を理解する上で効果的でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

10 
この授業のクラスの規模は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

11 
全体としてこの授業を受講して満足しましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

12 
この授業への出席状況はどうでしたか。 

１．３０％未満        ２． ３０％以上   ３． ５０％以上        ４．７０％以上  ５．９０％以上 

 

13 
この授業についての予習を、毎回どれくらいしましたか。 

１．０時間            ２． ３０分程度   ３． １時間程度        ４．1 時間 30 分程度 ５．２時間以上 

 

14 
この授業についての復習を、毎回どれくらいしましたか。 

１．０時間            ２． ３０分程度   ３． １時間程度        ４．1 時間 30 分程度 ５．２時間以上 

 

15 
この授業に触発されてさらに深く学習したいと思いましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

16 
この授業を通じて、職業会計人に必要な知識が深まった、能力が高まったと感じましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

17 
あなたは全体としてこの授業を受講して理解できましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

 

 

 

― 以上 ― 



２ 校

デ

ー

タ

資

料

編

【T：】Edianserver ／関西大学／会計専門職大学院／自己点検・評価報告書／ ２ 校

― 133 ―

2022年度  関西大学会計専門職大学院 授業評価アンケート 

会計研究科教務・FD委員会 
 

 

NO 質問内容 回答 

1 
授業内容は、講義要項、授業計画に示したものに沿った内容でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

2 
この授業の進度はどうでしたか。 

１．かなり遅い        ２．遅い          ３．ちょうどよい       ４．早い       ５．かなり早い 

 

3 
この授業は教員によってよく準備されていましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

4 
学生の理解を深めよう、能力を高めようとの熱意・努力が感じられましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

5 
この授業での教員の話し方や声の大きさ、説明の仕方は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

6 
教科書・配布資料の利用は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

7 
ホワイト・ボードやOHP、パソコン等の機材の使い方は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

8 
教員は、学生からの質問に的確に対応しましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

9 
宿題および小テストの内容・回数は、講義内容を理解する上で効果的でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

10 
この授業のクラスの規模は適切でしたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

11 
全体としてこの授業を受講して満足しましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

12 
この授業への出席状況はどうでしたか。 

１．３０％未満        ２． ３０％以上   ３． ５０％以上        ４．７０％以上  ５．９０％以上 

 

13 
この授業についての予習を、毎回どれくらいしましたか。 

１．０時間            ２． ３０分程度   ３． １時間程度        ４．1 時間 30 分程度 ５．２時間以上 

 

14 
この授業についての復習を、毎回どれくらいしましたか。 

１．０時間            ２． ３０分程度   ３． １時間程度        ４．1 時間 30 分程度 ５．２時間以上 

 

15 
この授業に触発されてさらに深く学習したいと思いましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

16 
この授業を通じて、職業会計人に必要な知識が深まった、能力が高まったと感じましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

17 
あなたは全体としてこの授業を受講して理解できましたか。 

１．全くそう思わない  ２．そう思わない  ３．どちらともいえない  ４．そう思う   ５．強くそう思う 

 

 

 

 

― 以上 ― 

 

関西大学大学院会計研究科（専門職大学院）学則 

平成17年４月28日 

制定 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この学則は、関西大学大学院学則第３条第

２項の規定に基づき、関西大学大学院会計研究科

（以下「本研究科」という。）の組織及び運営等

について必要な事項を定めるものとする。 

（研究科の目的及び専攻） 

第２条 本研究科は、理論と実務を有機的に連携さ

せた高度専門教育により、深い学識及び卓越した

能力を培い、公認会計士に代表される高度の会計

専門職業を担える有為な人材を育成することを目

的とする。 

２ 本研究科に、会計人養成専攻を置く。 

（課程及び修業年限） 

第３条 本研究科に、修業年限を２年とする専門職

学位課程を置く。 

２ 前項の規定にかかわらず、第10条及び専門職大

学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）第

16条の規定により、１年次基本科目群科目10単位

以上を含む16単位以上を認定された者について

は、修業年限を１年短縮することができる。 

３ 前項の規定により修業年限を１年短縮された者

が本研究科に入学するときは、２年次生として取

り扱うものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、長期履修学生制度

を適用する者の修業年限は３年又は４年とし、こ

れに関し必要な事項は別に定める。 

（学生定員） 

第４条 本研究科の入学定員は40名とし、収容定員

は80名とする。 

（自己点検及び評価） 

第５条 本研究科は、第２条に規定する目的及び社

会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況

について自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検項目及び実施体制については、別に

定める。 

（第三者評価） 

第６条 本研究科は、教育研究活動等の状況につい

て、文部科学大臣が指定する認証評価機関による

第三者評価を受けるものとする。 

第２章 教育課程 

（授業科目） 

第７条 本研究科の教育は、授業科目の授業によっ

て行う。 

２ 授業科目は、導入科目群、基本科目群、発展科

目群及び応用・実践科目群に分け、２学年に配当

する。 

３ 授業科目の名称、単位数、修了要件等は、別表

のとおりとする。 

（単位数計算） 

第８条 本研究科の授業科目の単位数は、次の基準

によって計算する。 

(１) 講義及び演習については、原則として15時

間の講義又は演習をもって１単位とする。 

(２) 実習については、原則として45時間の実習

をもって１単位とする。 

（単位の修得） 

第９条 学生は、所定の授業科目を履修し、その単

位を修得しなければならない。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第10条 本研究科が教育上有益と認めるときは、学

生が本研究科に入学する前に大学院において履修

した授業科目について修得した単位（科目等履修

生として修得した単位を含む。）を本研究科に入

学した後の本研究科における授業科目の履修によ
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り修得したものとみなすことができる。 

（学部生が履修した大学院授業科目の単位認定） 

第11条 第43条の規定に基づき、学部生が本研究科

における授業科目を履修したときは、本研究科が

教育上有益と認めた場合に限り、本研究科への入

学後に当該単位を認定することができる。 

（他の大学院における授業科目の履修及び単位認

定） 

第12条 本研究科が教育上有益と認めるときは、学

生が他の大学院において履修した授業科目につい

て修得した単位を本研究科において修得したもの

とみなすことができる。 

（単位認定の上限） 

第13条 前３条の規定により修得したものとみなす

ことのできる単位数は、合わせて24単位を超えな

いものとする。 

（追加科目の履修） 

第14条 本研究科が教育上有益と認めるときは、本

研究科に開設する授業科目のほか、学生が追加科

目として他の研究科若しくは学部又は他の大学院

の教育課程の授業科目についての履修を許可する

ことができる。 

（履修届） 

第15条 学生は、履修しようとする授業科目を選択

し、指定期間内に履修届を研究科長に提出しなけ

ればならない。 

第３章 試験、修了及び学位 

（試験の方法及び時期） 

第16条 試験の方法は、筆記によるものとする。た

だし、レポートの提出その他の方法によることも

できる。 

２ 試験は、履修した授業科目について、学期末に

行う。 

（試験成績） 

第17条 試験の成績は各授業科目ごとに決定し、点

数をもって表示し、60点以上を合格とする。その

評価は、次のとおりとする。 

    

 合格  100点～90点 秀 

89点～80点 優 

79点～70点 良 

69点～60点 可 

 

 不合格 59点以下 

２ 合格した授業科目については、所定の単位を与

える。 

（在学年限） 

第18条 本研究科において在学できる年数は、４年

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第２項の規定

により修業年限を１年短縮された者は、２年とす

る。ただし、研究科教授会が相当と認める特段の

事情があるときは、１年延長することができる。 

（課程の修了及び学位の授与） 

第19条 本研究科に２年（第３条第２項の規定によ

り修業年限を１年短縮された者は１年、同条第４

項の規定により長期履修学生制度を適用された者

は３年又は４年）以上在学し、所定の単位を修得

した者をもって、課程を修了したものとし、専門

職学位を授与する。 

２ 専門職学位は、会計修士（専門職）とする。 

３ 第１項における学位の授与については、この条

に規定するほか、関西大学学位規程の定めるとこ

ろによる。 

第４章 教員組織 

（担当教員） 

第20条 本研究科の授業を担当する教員は、専門職

大学院設置基準に規定する資格に該当する者とす

る。 
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（研究科教授会） 

第21条 本研究科に研究科教授会を置く。 

２ 研究科教授会に関する規定は、別に定める。 

（研究科長） 

第22条 本研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長は、本研究科に関する事項をつかさど

り、本研究科を代表する。 

第５章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第23条 本研究科の学年は、毎年４月１日に始まり、

翌年３月31日に終わる。 

２ 学年を２学期に分け、４月１日から９月20日ま

でを春学期、９月21日から翌年３月31日までを秋

学期とする。 

（休業日） 

第24条 本研究科における休業日は、次のとおりと

する。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日 

(３) 本大学記念日 昇格記念日 ６月５日 

創立記念日 11月４日 

(４) 夏季休業 ７月29日から９月20日まで 

(５) 冬季休業 12月21日から翌年１月７日まで 

(６) 春季休業 ３月24日から３月31日まで 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨

時に変更し、又は臨時の休業日を定めることがで

きる。 

第６章 入学、休学、退学、除籍等 

（入学時期） 

第25条 入学時期は、毎年４月とする。ただし、研

究科教授会が認めた者を秋学期から入学させるこ

とができる。 

（入学資格） 

第26条 本研究科に入学することのできる者は、次

の各号のいずれかに該当する者に限る。 

(１) 大学を卒業した者 

(２) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

により学士の学位を授与された者 

(３) 外国において、学校教育における16年の課

程を修了した者 

(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科

目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における16年の課程を修了し

た者 

(５) 我が国において、外国の大学の課程（その

修了者が当該外国の学校教育における16年の

課程を修了したとされるものに限る。）を有す

るものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を修了し

た者 

(６) 外国の大学その他の外国の学校（その教育

研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による

評価を受けたもの又はこれに準ずるものとし

て文部科学大臣が別に指定するものに限る。）

において、修業年限が３年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育に

おける授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって前号の指定を受けたものにお

いて課程を修了することを含む。）により学士

の学位に相当する学位を授与された者 

(７) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上

であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別
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に指定するものを文部科学大臣が定める日以

後に修了した者 

(８) 文部科学大臣の指定した者 

(９) 大学院に飛び入学した者であって、本研究

科における教育を受けるにふさわしい学力が

あると認めたもの 

(10) 本研究科において、個別の入学資格審査に

より、大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、22歳に達したもの 

(11) 大学に３年以上在学した者（これに準ずる

者として文部科学大臣が定める者を含む。）で

あって、本研究科の定める単位を優秀な成績で

修得したと認めるもの 

（入学試験） 

第27条 本研究科に入学を志願する者は、入学試験

を受験しなければならない。 

２ 入学試験は、研究科教授会が定める方法により、

学力及び人物について考査する。 

（入学の出願） 

第28条 入学を志願する者は、所定の書類に入学検

定料を添え、所定の期日までに提出しなければな

らない。 

（入学手続） 

第29条 入学試験に合格した者は、所定の期日まで

に、入学金、授業料その他の学費を納入し、かつ、

所定の在学保証書を提出しなければならない。 

２ 前項の手続を完了しない者は、入学を許可しな

い。 

（休学） 

第30条 病気その他やむを得ない事由により休学し

ようとする者は、保証人連署の休学願を研究科長

に提出し、研究科教授会の議を経て休学の許可を

得なければならない。 

２ 休学を許可された者は、学校法人関西大学学費

規程（以下「学費規程」という。）に定める所定

の学費を納入しなければならない。 

３ 休学に関する規定は、関西大学大学院会計研究

科（専門職大学院）事務取扱規程（以下「事務取

扱規程」という。）に定める。 

（復学） 

第31条 休学した者が、復学を希望するときは、保

証人連署の復学願を研究科長に提出し、研究科教

授会の議を経て復学の許可を得なければならない。 

２ 復学に関する規定は、事務取扱規程に定める。 

（退学） 

第32条 病気その他やむを得ない事由により退学し

ようとする者は、保証人連署の退学願に学生証を

添えて、研究科長に提出しなければならない。 

２ 退学に関する規定は、事務取扱規程に定める。 

（再入学） 

第33条 退学した者が、再入学を希望するときは、

保証人連署の再入学願を研究科長に提出し、研究

科教授会の議を経て再入学の許可を得なければな

らない。 

２ 再入学に関する規定は、事務取扱規程に定める。 

（除籍） 

第34条 所定の期日までに学費を納入しなかった者

は、指定された納入猶予期間内に滞納学費を納入

しない限り除籍する。 

２ 前項の納入猶予期間に関する規定は、学費規程

に定める。 

３ 除籍に関する規定は、事務取扱規程に定める。 

（復籍） 

第35条 前条の規定により除籍された者が、復籍を

希望するときは、保証人連署の復籍願を研究科長

に提出し、研究科教授会の議を経て復籍の許可を

得なければならない。 

２ 復籍に関する規定は、事務取扱規程に定める。 
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（転入） 

第36条 他の大学院の学生が、所属大学院の研究科

長の承認書を付し、学期の開始日までに、本研究

科に転入学を志願したときは、選考の上、許可す

ることができる。 

（転学） 

第37条 本研究科から他大学の大学院に転学しよう

とする学生は、理由を付して、保証人連署の上、

願い出て許可を得なければならない。 

（転科） 

第38条 本研究科から、関西大学大学院の他の研究

科に転科することは、許可しない。ただし、研究

科教授会が相当と認める特段の事情があるときは、

この限りでない。 

第７章 学費等 

（入学検定料） 

第39条 入学を志願する者は、学費規程に定める入

学検定料を納入しなければならない。 

（学費等） 

第40条 入学金、授業料その他の学費及び手数料に

関する規定は、学費規程に定める。 

２ 既に納めた学費等は、返還しない。 

３ 入学許可を得た者で、入学日の前日（４月入学

のときは３月31日、９月入学のときは９月20日）

までに入学手続の取消しを願い出たものについて

は、入学金を除く学費を返還することがある。 

第８章 委託学生、聴講生、科目等履修生、

学部生及び交流学生 

（委託学生） 

第41条 公共団体及びその他の機関から、本研究科

の特定の授業科目の履修について委託があるとき

は、正規の学生の学習に妨げのない限り、選考の

上、委託学生として許可することができる。 

２ 委託学生は、履修した授業科目について試験を

受けることができる。 

３ 試験に合格した者には、願い出により証明書を

交付する。 

（聴講生） 

第41条の２ 本研究科の特定の授業科目について聴

講を希望する者があるときは、正規の学生の学習

に妨げのない限り、選考の上、聴講生として許可

することができる。 

２ 聴講生に関する規定は、別に定めるところによ

る。 

（科目等履修生） 

第42条 本研究科の授業科目を履修し、単位の修得

を希望する者があるときは、正規の学生の学習に

妨げのない限り、選考の上、科目等履修生として

許可することができる。 

２ 科目等履修生に関する規定は、別に定めるとこ

ろによる。 

（学部生） 

第43条 本大学に３年以上存学し、本研究科におい

て、所定の単位を優れた成績をもって修得したも

のと認められた者は、本研究科の授業科目を履修

することができる。 

（交流学生） 

第44条 他の大学院の学生で、当該大学の許可を受

けて本研究科の特定の授業科目について聴講を希

望する者があるときは、正規の学生の学習に妨げ

のない限り、選考の上、交流学生として許可する

ことができる。 

２ 交流学生の取扱いは、研究科教授会において定

めるものとする。 

（学則の準用） 

第45条 委託学生、科目等履修生及び交流学生につ

いては、この章に規定するほか、正規の学生に関

する本学則の規定を準用する。 
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第９章 奨学制度 

（奨学） 

第46条 本研究科の学生で、経済的理由によって修

学が困難な者及び特に学力が優れている者に対し

ては、奨学の方法を講じることができる。 

２ 奨学の方法については、別に定めるところによ

る。 

第10章 留学 

（留学） 

第47条 本研究科は、本大学の協定又は認定する外

国の大学若しくは大学院へ留学を希望しようとす

る者を留学させることができる。 

２ 前項の留学期間のうち１年は、第３条に定める

修業年限に算入する。 

３ 留学に関する規定は、別に定めるところによる。 

第11章 施設及び設備 

（講義室等） 

第48条 本研究科には、その教育に必要な講義室、

演習室、自習室等を備えるものとする。 

２ 本研究科の教育のために本大学の学部、研究科、

附置研究所等の施設は、その教育研究上支障を生

じない場合には、必要に応じ、共用することがで

きる。 

第12章 厚生保健施設 

（厚生保健施設の利用） 

第49条 厚生保健施設及びその利用に関しては、別

に定めるところによる。 

第13章 賞罰 

（表彰） 

第50条 人物、学業ともに優秀な者は、表彰する。 

（懲戒） 

第51条 本学則又は事務取扱規程に違反し、その他

学生の本分に反する行為をした者は、懲戒処分に

付する。 

２ 懲戒は、譴責、停学及び退学の３種とする。 

３ 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する

者について行う。 

(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められ

る者 

(２) 学業を怠り成業の見込みがないと認められ

る者 

(３) 大学の秩序を乱し、その他学生の本分に著

しく反した者 

４ 懲戒処分に関する手続は、関西大学学生懲戒処

分規程に定める。 

第14章 改正 

（改正） 

第52条 本学則の改正は、研究科教授会の議を経な

ければならない。 

第15章 補則 

（補則） 

第53条 本学則に定めるほか、必要な事項について

は、関西大学大学院学則及び事務取扱規程の定め

るところによる。 

附 則 

本学則は、平成18年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

本学則は、2020年４月１日から施行する。ただし、

第33条の規定は、2019年度以前の入学生にも適用す

る。 
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別表（第７条関係） 

会計研究科会計人養成専攻 

Ⅰ 授業科目、単位数 

類別 授業科目 単位 配当年次 

導入科目群 選択科目 中級商業簿記 ２ １ 

中級工業簿記 ２ １ 

基本科目群 必修科目 上級簿記論 ２ １ 

上級財務会計論 ２ １ 

上級原価計算論 ２ １ 

上級管理会計論 ２ １ 

監査制度論 ２ １ 

監査基準論 ２ １ 

企業法 ２ １ 

会計専門職業倫理 ２ ２ 

発展科目群 選択必修科目 会計基準論 ２ １ 

会計制度論 ２ １ 

財表作成簿記論 ２ １ 

戦略管理会計論 ２ １ 

企業分析論 ２ １ 

監査実施論 ２ １ 

監査報告論 ２ １ 

商取引法 ２ １ 

会社法 ２ １ 

民法 ２ １ 

法人税法 ２ １ 

上級税務会計論 ２ １ 

経営学理論 ２ １ 

経営戦略・組織論 ２ １ 

統計学 ２ １ 

ミクロ経済学 ２ １ 

特殊講義（各テーマ） ２ １ 

英文会計論 ２ ２ 

IFRS会計論 ２ ２ 
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組織再編会計論 ２ ２ 

コストマネジメント論 ２ ２ 

企業価値マネジメント論 ２ ２ 

マネジメント・コントロール・システム論 ２ ２ 

内部監査論 ２ ２ 

国際監査基準論 ２ ２ 

上級会社法 ２ ２ 

租税法理論 ２ ２ 

租税法会計論 ２ ２ 

国際税務論 ２ ２ 

コーポレート・ファイナンス論 ２ ２ 

インベストメント論 ２ ２ 

マクロ経済学 ２ ２ 

応用・実践科

目群 

選択必修科目 基本会計プログラム演習 ２ １ 

会計事例研究 ２ １ 

会社経理実務 ２ １ 

管理会計事例研究 ２ １ 

監査事例研究 ２ １ 

基本監査プログラム演習 ２ １ 

アカデミック・ソリューション ２ １ 

論文指導（導入） ２ １ 

論文指導（基礎） ２ １ 

監査法人インターンシップ ２ １ 

企業インターンシップ ２ １ 

実践会計プログラム演習 ２ ２ 

IFRS事例研究 ２ ２ 

ディスクロージャー実務 ２ ２ 

国際管理会計事例研究 ２ ２ 

実践監査プログラム演習 ２ ２ 

企業法判例演習 ２ ２ 

税務事例研究 ２ ２ 

企業実践コミュニケーション ２ ２ 

プロフェッショナル・ソリューション ２ ２ 
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論文指導（実践） ４ ２ 

修士論文 ４ ２ 

Ⅱ 修了要件 

１ 次の科目を含め48単位以上を修得しなければならない。ただし、中級商業簿記及び中級工業簿記を修

了所要単位に算入することはできない。 

(１) 基本科目群 16単位 

(２) 発展科目群 16単位 

(３) 応用・実践科目群 12単位 

２ 履修条件 

(１) 学生は、授業科目の選択等に関する指導を受けなければならない。 

(２) 修士論文の履修には、論文指導（基礎）を修得し、かつ、論文指導（実践）を履修しなければな

らない。 

(３) ２年次配当科目の履修には、科目ごとに指定した必修科目を修得済でなければならない。 

３ 履修制限単位 

次の単位を超えて、履修を届け出ることはできない。ただし、導入科目群科目及び監査法人インター

ンシップ、企業インターンシップは含めないものとする。 

(１) 第１年次 32単位 

(２) 第２年次 32単位 

４ 進級制度 

１年次終了時において、１年次配当の基本科目群科目６単位以上を含む16単位以上修得できていな

ければ、２年次配当科目の履修を認めない。 
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関西大学大学院会計研究科（専門職大学院） 

事務取扱規程 

平成17年４月28日 

制定 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、関西大学大学院会計研究科（専

門職大学院）学則（以下「学則」という。）の規

定に基づき、関西大学大学院会計研究科（以下「本

研究科」という。）における事務取扱等に関する

必要な事項を定めるものとする。 

（学籍番号） 

第２条 学則に定める入学手続を完了した者には、

入学許可者として学籍番号を付与する。 

２ 学生の在学中における全ての事務は、この学籍

番号によって処理する。 

（学生証） 

第３条 学生に、本研究科の学生であることを証明

する学生証を交付する。 

２ 学生は、学内外において学生証を常に携帯しな

ければならない。 

（学生証の再交付） 

第４条 学生証を紛失又は汚損したときは、学部・

大学院事務グループに届け出て、再交付を受ける

ことができる。 

（学生証の返還） 

第５条 学生証は、課程修了、退学及び除籍又はそ

の有効期間を経過したときは、直ちに返還しなけ

ればならない。 

（届出事項の変更） 

第６条 入学手続書類をもって届け出た事項に異動

があったときは、当該事項について異動届を提出

しなければならない。 

第２章 休学、復学、退学、再入学、除籍及び復籍 

第１節 休学 

（休学手続） 

第７条 病気その他やむを得ない事由により休学し

ようとする者は、学則第30条第１項の規定に基づ

き、保証人連署の休学願を研究科長に提出し、研

究科教授会の議を経て休学の許可を得なければな

らない。 

２ 前項の休学願は、第９条に規定する場合を除き、

休学しようとする学期の５月31日又は10月31日

までに提出しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、当該学期の学費を納

入しているときは、次の期日まで休学手続をとる

ことができる。 

春学期に休学するとき ７月30日 

秋学期に休学するとき １月30日 

（休学期間） 

第８条 休学期間は、休学を許可された日からその

学期の末日までとする。 

（休学延長の手続期間） 

第９条 次学期も引き続き休学を希望する者は、休

学期間中の８月28日から９月10日まで又は３月

１日から３月14日までに第７条第１項に規定す

る手続を行わなければならない。 

（休学の可能期間） 

第10条 休学できる期間は、通算して４学期以内と

する。ただし、在学年数に算入されない学期が通

算して４学期を超えるときは、休学を許可しない。 

（休学期間と在学年数） 

第11条 休学期間を含む学期は、在学年数に含めな

い。 

（休学者の学費） 

第12条 学則第30条第２項の規定に基づき、休学を

許可された者は、学校法人関西大学学費規程（以
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下「学費規程」という。）に定める所定の学費を

納入しなければならない。 

２ 前項における所定の学費は、次のとおりとする。 

(１) 春学期の休学を希望し、５月31日までに休学

願を提出したときは、休学在籍料 

(２) 秋学期の休学を希望し、10月31日までに休学

願を提出したときは、休学在籍料 

(３) 前２号いずれにも該当しないときは、当該学期

の学費 

第２節 復学 

（復学手続） 

第13条 休学した者が、復学を希望するときは、学

則第31条第１項の規定に基づき、保証人連署の復

学願を研究科長に提出し、研究科教授会の議を経

て復学の許可を得なければならない。 

（復学の手続期間） 

第14条 前条の復学願は、休学期間中の８月28日か

ら９月10日まで又は３月１日から３月14日まで

に提出しなければならない。 

（復学の時期） 

第15条 復学の時期は、学期の始めとする。 

（復学の制限） 

第16条 休学している学期内の復学は、許可しない。 

（復学者の学費） 

第17条 復学した者は、復学した学期から学費規程

に定める学費を納入しなければならない。 

第３節 退学 

（退学手続） 

第18条 病気その他やむを得ない事由により退学し

ようとする者は、学則第32条第１項の規定に基づ

き、保証人連署の退学願に学生証を添えて、研究

科長に提出しなければならない。 

（未手続者の退学） 

第19条 休学している者が、学則第30条第１項に規

定する休学の手続又は学則第31条第１項に規定

する復学の手続を行わなかったときは、その学期

末日の９月20日又は３月31日をもって退学にす

る。 

（在学年数超過者の退学） 

第20条 学則第18条に規定する在学年数で修了で

きない者は、その学期末日の９月20日又は３月31

日をもって退学にする。 

（処分退学） 

第21条 学則第51条第３項に規定する者は、同条第

１項の規定に基づき、研究科教授会の議を経て退

学処分に付する。 

（在学年数との関連） 

第22条 退学となった学期は、在学年数に含めない。

ただし、第20条に規定する場合を除く。 

第４節 再入学 

（再入学手続） 

第23条 第18条又は第19条により退学した者が、再

入学を希望するときは、学則第33条第１項の規定

に基づき、保証人連署の再入学願を研究科長に提

出し、研究科教授会の議を経て再入学の許可を得

なければならない。 

（再入学の手続期間） 

第24条 前条の再入学願は、再入学を希望する前学

期の８月28日から９月10日まで又は３月１日か

ら３月14日までに提出しなければならない。 

（再入学の時期） 

第25条 再入学の時期は、学期の始めとする。 

（再入学の制限） 

第26条 退学になった学期内の再入学は、許可しな

い。 

２ 在学年数に算入されない学期が、通算して４学

期を超えるときは、再入学を許可しない。 

（再入学金の納入） 
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第27条 再入学を許可された者は、許可された日か

ら再入学を希望する前学期末日の９月20日又は

３月31日までに学費規程に定める再入学金を納

入しなければならない。 

２ 再入学を許可された者が、前項に規定する期日

までに再入学金を納入しないときは、再入学を取

り消す。 

第５節 除籍 

（除籍） 

第28条 所定の期日までに学費を納入しなかった者

は、指定された納入猶予期間内に滞納学費を納入

しない限り、学則第34条第１項の規定に基づき、

除籍する。 

（除籍日） 

第29条 前条の除籍日は、春学期を７月31日、秋学

期を１月31日とする。 

（在学年数との関連） 

第30条 除籍期間を含む学期は、在学年数に含めな

い。 

第６節 復籍 

（復籍手続） 

第31条 除籍された者が、復籍を希望するときは、

学則第35条第１項の規定に基づき、保証人連署の

復籍願を研究科長に提出し、研究科教授会の議を

経て復籍の許可を得なければならない。 

（復籍の手続期間） 

第32条 前条の復籍願は、復籍を希望する前学期の

８月28日から９月10日まで又は３月１日から３

月14日までに提出しなければならない。 

（復籍の時期） 

第33条 復籍の時期は、学期の始めとする。 

（復籍の制限） 

第34条 除籍になった学期内の復籍は、許可しない。 

２ 在学年数に算入されない学期が、通算して４学

期を超えるときは、復籍を許可しない。 

（復籍料の納入） 

第35条 復籍を許可された者は、許可された日から

復籍を希望する前学期末日の９月20日又は３月

31日までに学費規程に定める復籍料を納入しな

ければならない。 

２ 復籍を許可された者が、前項に規定する期日ま

でに復籍料を納入しないときは、復籍を取り消す。 

第３章 学費納入と単位認定の関連 

（学費と単位認定） 

第36条 学費を滞納している者は、指定された納入

猶予期間内に滞納学費を納入しない限り、授業科

目の単位認定は行わない。 

２ 前項の納入猶予期間及び学費は、学費規程に定

める。 

附 則 

この規程は、平成18年４月１日から施行する。 

＜省略＞ 

附 則 

この規程（改正）は、2020年４月１日から施行する。 
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  2022年度　授業科目担任者一覧

開講
学期

曜限 組

春 春 ○金5 A 専任 加藤久明

秋 秋 ×金5 B 専任 加藤久明

春 春 ○水1 A 特任 池上しのぶ

秋 秋 ×金1 B 専任 大西　靖

○月2木3 A1 専任 加藤久明

○月3木2 A2 専任 加藤久明

秋 秋 ×木4 B 専任 加藤久明

○月3木2 A1 専任 富田知嗣

○月2木3 A2 専任 富田知嗣

秋 秋 ×火2 B 専任 富田知嗣

○月3木2 A1 特任 和田泰史

○月2木3 A2 特任 和田泰史

秋 秋 ×金1 B 特任 和田泰史

○月2木3 A1 専任 大西　靖

○月3木2 A2 専任 大西　靖

秋 秋 ×火4 B 専任 大西　靖

○火２金3 A1 専任 松本祥尚

○火3金2 A2 専任 松本祥尚

秋 秋 ×金4 B 専任 松本祥尚

○水2 A1 特任 福島康生

○水3 A2 特任 福島康生

秋 秋 ×水1 B 特任 福島康生

○火２金3 A1 専任 三島徹也

○火3金2 A2 専任 三島徹也

秋 秋 ×木1 B 専任 三島徹也

春 ○木1 A1 専任 清水涼子

春 ○木2 A2 特任 小林依子

秋 秋 ×木1 B 専任 清水涼子

財務会計 会計基準論 2 1 春 春 ○火1 - 専任 富田知嗣

財務会計 会計制度論 2 1 春 春 ○月4 - 専任 柴　健次

財務会計 財表作成簿記論 2 1 秋 秋 ×金3 - 専任 加藤久明

管理会計 戦略管理会計論 2 1 春 秋 ×木2 - 非常勤 坂口順也

管理会計 企業分析論 2 1 秋 秋 ×火3 - 専任 宗岡　徹

監査 監査実施論 2 1 秋 秋 ×火3 - 非常勤 小澤義昭

監査 監査報告論 2 1 秋 秋 ×月3 - 専任 松本祥尚

法律・税務 商取引法 2 1 春 春 ○金4 - 専任 三島徹也

法律・税務 会社法 2 1 秋 秋 ×木3 - 専任 三島徹也

法律・税務 民法 2 1 秋 秋 ×水2 - 非常勤 堀竹　学

法律・税務 法人税法 2 1 春 春 ○木4 - 専任 中村繁隆

法律・税務 上級税務会計論 2 1 春 春 ○金4 - 専任 中村繁隆

経営・経済 経営学理論 2 1 春 春 ○土1-2 - 非常勤 上林憲雄

2022年度

授業担任者
系統 授業科目

単
位

配当
年次

基
本
科
目
群

発
展
科
目
群

導
入
科
目
群

監査基準論

管理会計

1

財務会計

上級原価計算論 2

2

2

2

春

春 春

春

監査

類
別

1

2 1

2 1

1

財務会計 中級商業簿記

管理会計 中級工業簿記

1

配当
学期

会計専門職業倫理

1

財務会計 上級簿記論

管理会計

上級財務会計論 2

上級管理会計論

監査

法律・税務

監査

企業法

監査制度論

2

2

春

春春

春

春 春

春春

春 春
2 1

1

春
2

  2022年度　授業科目担任者一覧

開講
学期

曜限 組

2022年度

授業担任者
系統 授業科目

単
位

配当
年次

類
別

配当
学期

経営・経済 経営戦略・組織論 2 1 秋 秋 ×金2 - 非常勤 筒井万理子

経営・経済 統計学 2 1 秋 秋 ×月4 - 経 兼担 良永康平

経営・経済 ミクロ経済学 2 1 秋 秋 ×火1 - 非常勤 広瀬憲三

管理会計 特殊講義（コンサルティング実務） 2 1 秋 秋 ×土1-2 - 非常勤 吉良勝明

横断(梅田) 特殊講義（税務と会計） 2 1 秋 秋 ×火6-7 - 専任
非常勤 三島徹也（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）※１

横断 特殊講義（会計専門職業数学） 2 1 春 春 ○月1 - 非常勤 韓　池

財務会計 特殊講義（公会計論） 2 1 秋 秋 ×月2 - 専任 柴　健次

財務会計 特殊講義（ＢＡＴＩＣ演習） 2 1 秋 秋 ×水2 - 非常勤 松井隆雄

財務会計 特殊講義（ＩＦＲＳ演習） 2 1 秋 秋 ×土4-5 - 非常勤 毛利亮太

監査 特殊講義（自治体マネジメントと監査） 2 1 春 春 ○金1 - 専任 清水涼子

法律・税務 特殊講義（民法［債権］） 2 2 春 春 ○水2 - 非常勤 堀竹　学

経営・経済 特殊講義（資本市場論） 2 2 秋 春 ○木3 - 特任 小林依子

財務会計 特殊講義（貸借対照表論） 2 1 秋 秋 ×月3 - 専任 柴　健次

監査 特殊講義（不正摘発監査論） 2 2 春 春 ○水3 - 特任 池上しのぶ

監査 特殊講義（国際監査事例研究） 2 2 春 秋 ×土3-4 - 非常勤 飯田俊治

経営・経済 特殊講義（起業・株式公開事例研究） 2 2 春 春 ○水4 - 非常勤 荒井　巌

監査 特殊講義（会計検査制度論) 2 1 秋 秋 ×土1-2 - 客員 岩城利明

横断(梅田) 特殊講義（企業情報の読み方と使い方） 2 1 春 秋 ×火6-7 -
特任

非常勤
池上しのぶ
石原美保

横断(梅田) 特殊講義（新規ビジネスの立上げと成長戦略） 2 1 春 秋 ×月6-7 - 非常勤 大塚勝弘

横断 特殊講義（企業マネジメントと会計） 2 1 春 春 ○火4 - 専任 柴　健次

財務会計 特殊講義（連結会計実務） 2 1 秋 秋 ×水3 - 特任 池上しのぶ

監査
特殊講義（実践デジタル監査演習・
ICAEA JAPAN寄附講座）

2 1 秋 秋 ×金3-4 非常勤 弓塲啓司

財務会計 英文会計論 2 2 秋 秋 ×木4 - 非常勤 浅野信博

財務会計 ＩＦＲＳ会計論 2 2 春 春 ○月4 - 専任 富田知嗣

財務会計 組織再編会計論 2 2 秋 秋 ×火4 - 非常勤 小澤義昭

管理会計 コストマネジメント論 2 2 秋 秋 ×月2 - 非常勤 榎本 成一

管理会計 企業価値マネジメント論 2 2 春 秋 ×金2 - 特任 和田泰史

管理会計 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ｼｽﾃﾑ論 2 2 秋 春 ○火2 - 非常勤 新井康平

監査 内部監査論 2 2 春 春 ○土1-2 - 非常勤 吉良勝明

監査 国際監査基準論 2 2 春 春 ○金2 - 非常勤 髙田知実

法律・税務 上級会社法 2 2 春 春 ○火4 - 専任 三島徹也

法律・税務 租税法理論 2 2 秋 秋 ×火4 - 専任 中村繁隆

法律・税務 租税法会計論 2 2 秋 秋 ×月4 - 専任 中村繁隆

法律・税務 国際税務論 2 2 春 春 ○金3 - 専任 中村繁隆

経営・経済 コーポレート･ファイナンス論 2 2 秋 秋 ×月3 - 専任 宗岡　徹

経営・経済 インベストメント論 2 2 春 春 ○月3 - 専任 宗岡　徹

経営・経済 マクロ経済学 2 2 春 春 ○火1 - 非常勤 広瀬憲三

×月4 1 専任 富田知嗣

×火1 2 専任 富田知嗣

財務会計 会計事例研究 2 1 春 春 ○水1 - 特任 福島康生

財務会計 会社経理実務 2 1 春 秋 ×水5 - 特任 池上しのぶ

発
展
科
目
群

応
用
・
実
践
科
目

財務会計 基本会計プログラム演習 秋 秋2 1
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  2022年度　授業科目担任者一覧

開講
学期

曜限 組

春 春 ○金5 A 専任 加藤久明

秋 秋 ×金5 B 専任 加藤久明

春 春 ○水1 A 特任 池上しのぶ

秋 秋 ×金1 B 専任 大西　靖

○月2木3 A1 専任 加藤久明

○月3木2 A2 専任 加藤久明

秋 秋 ×木4 B 専任 加藤久明

○月3木2 A1 専任 富田知嗣

○月2木3 A2 専任 富田知嗣

秋 秋 ×火2 B 専任 富田知嗣

○月3木2 A1 特任 和田泰史

○月2木3 A2 特任 和田泰史

秋 秋 ×金1 B 特任 和田泰史

○月2木3 A1 専任 大西　靖

○月3木2 A2 専任 大西　靖

秋 秋 ×火4 B 専任 大西　靖

○火２金3 A1 専任 松本祥尚

○火3金2 A2 専任 松本祥尚

秋 秋 ×金4 B 専任 松本祥尚

○水2 A1 特任 福島康生

○水3 A2 特任 福島康生

秋 秋 ×水1 B 特任 福島康生

○火２金3 A1 専任 三島徹也

○火3金2 A2 専任 三島徹也

秋 秋 ×木1 B 専任 三島徹也

春 ○木1 A1 専任 清水涼子

春 ○木2 A2 特任 小林依子

秋 秋 ×木1 B 専任 清水涼子

財務会計 会計基準論 2 1 春 春 ○火1 - 専任 富田知嗣

財務会計 会計制度論 2 1 春 春 ○月4 - 専任 柴　健次

財務会計 財表作成簿記論 2 1 秋 秋 ×金3 - 専任 加藤久明

管理会計 戦略管理会計論 2 1 春 秋 ×木2 - 非常勤 坂口順也

管理会計 企業分析論 2 1 秋 秋 ×火3 - 専任 宗岡　徹

監査 監査実施論 2 1 秋 秋 ×火3 - 非常勤 小澤義昭

監査 監査報告論 2 1 秋 秋 ×月3 - 専任 松本祥尚

法律・税務 商取引法 2 1 春 春 ○金4 - 専任 三島徹也

法律・税務 会社法 2 1 秋 秋 ×木3 - 専任 三島徹也

法律・税務 民法 2 1 秋 秋 ×水2 - 非常勤 堀竹　学

法律・税務 法人税法 2 1 春 春 ○木4 - 専任 中村繁隆

法律・税務 上級税務会計論 2 1 春 春 ○金4 - 専任 中村繁隆

経営・経済 経営学理論 2 1 春 春 ○土1-2 - 非常勤 上林憲雄

2022年度

授業担任者
系統 授業科目

単
位

配当
年次

基
本
科
目
群

発
展
科
目
群

導
入
科
目
群

監査基準論

管理会計

1

財務会計

上級原価計算論 2

2

2

2

春

春 春

春

監査

類
別

1

2 1

2 1

1

財務会計 中級商業簿記

管理会計 中級工業簿記

1

配当
学期

会計専門職業倫理

1

財務会計 上級簿記論

管理会計

上級財務会計論 2

上級管理会計論

監査

法律・税務

監査

企業法

監査制度論

2

2

春

春春

春

春 春

春春

春 春
2 1

1

春
2
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2022年度

授業担任者
系統 授業科目

単
位

配当
年次

類
別

配当
学期

経営・経済 経営戦略・組織論 2 1 秋 秋 ×金2 - 非常勤 筒井万理子

経営・経済 統計学 2 1 秋 秋 ×月4 - 経 兼担 良永康平

経営・経済 ミクロ経済学 2 1 秋 秋 ×火1 - 非常勤 広瀬憲三

管理会計 特殊講義（コンサルティング実務） 2 1 秋 秋 ×土1-2 - 非常勤 吉良勝明

横断(梅田) 特殊講義（税務と会計） 2 1 秋 秋 ×火6-7 - 専任
非常勤 三島徹也（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）※１

横断 特殊講義（会計専門職業数学） 2 1 春 春 ○月1 - 非常勤 韓　池

財務会計 特殊講義（公会計論） 2 1 秋 秋 ×月2 - 専任 柴　健次

財務会計 特殊講義（ＢＡＴＩＣ演習） 2 1 秋 秋 ×水2 - 非常勤 松井隆雄

財務会計 特殊講義（ＩＦＲＳ演習） 2 1 秋 秋 ×土4-5 - 非常勤 毛利亮太

監査 特殊講義（自治体マネジメントと監査） 2 1 春 春 ○金1 - 専任 清水涼子

法律・税務 特殊講義（民法［債権］） 2 2 春 春 ○水2 - 非常勤 堀竹　学

経営・経済 特殊講義（資本市場論） 2 2 秋 春 ○木3 - 特任 小林依子

財務会計 特殊講義（貸借対照表論） 2 1 秋 秋 ×月3 - 専任 柴　健次

監査 特殊講義（不正摘発監査論） 2 2 春 春 ○水3 - 特任 池上しのぶ

監査 特殊講義（国際監査事例研究） 2 2 春 秋 ×土3-4 - 非常勤 飯田俊治

経営・経済 特殊講義（起業・株式公開事例研究） 2 2 春 春 ○水4 - 非常勤 荒井　巌

監査 特殊講義（会計検査制度論) 2 1 秋 秋 ×土1-2 - 客員 岩城利明

横断(梅田) 特殊講義（企業情報の読み方と使い方） 2 1 春 秋 ×火6-7 -
特任

非常勤
池上しのぶ
石原美保

横断(梅田) 特殊講義（新規ビジネスの立上げと成長戦略） 2 1 春 秋 ×月6-7 - 非常勤 大塚勝弘

横断 特殊講義（企業マネジメントと会計） 2 1 春 春 ○火4 - 専任 柴　健次

財務会計 特殊講義（連結会計実務） 2 1 秋 秋 ×水3 - 特任 池上しのぶ

監査
特殊講義（実践デジタル監査演習・
ICAEA JAPAN寄附講座）

2 1 秋 秋 ×金3-4 非常勤 弓塲啓司

財務会計 英文会計論 2 2 秋 秋 ×木4 - 非常勤 浅野信博

財務会計 ＩＦＲＳ会計論 2 2 春 春 ○月4 - 専任 富田知嗣

財務会計 組織再編会計論 2 2 秋 秋 ×火4 - 非常勤 小澤義昭

管理会計 コストマネジメント論 2 2 秋 秋 ×月2 - 非常勤 榎本 成一

管理会計 企業価値マネジメント論 2 2 春 秋 ×金2 - 特任 和田泰史

管理会計 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ｼｽﾃﾑ論 2 2 秋 春 ○火2 - 非常勤 新井康平

監査 内部監査論 2 2 春 春 ○土1-2 - 非常勤 吉良勝明

監査 国際監査基準論 2 2 春 春 ○金2 - 非常勤 髙田知実

法律・税務 上級会社法 2 2 春 春 ○火4 - 専任 三島徹也

法律・税務 租税法理論 2 2 秋 秋 ×火4 - 専任 中村繁隆

法律・税務 租税法会計論 2 2 秋 秋 ×月4 - 専任 中村繁隆

法律・税務 国際税務論 2 2 春 春 ○金3 - 専任 中村繁隆

経営・経済 コーポレート･ファイナンス論 2 2 秋 秋 ×月3 - 専任 宗岡　徹

経営・経済 インベストメント論 2 2 春 春 ○月3 - 専任 宗岡　徹

経営・経済 マクロ経済学 2 2 春 春 ○火1 - 非常勤 広瀬憲三

×月4 1 専任 富田知嗣

×火1 2 専任 富田知嗣

財務会計 会計事例研究 2 1 春 春 ○水1 - 特任 福島康生

財務会計 会社経理実務 2 1 春 秋 ×水5 - 特任 池上しのぶ

発
展
科
目
群

応
用
・
実
践
科
目

財務会計 基本会計プログラム演習 秋 秋2 1
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  2022年度　授業科目担任者一覧

開講
学期

曜限 組

2022年度

授業担任者
系統 授業科目

単
位

配当
年次

類
別

配当
学期

管理会計 管理会計事例研究 2 1 春 秋 ×月1 - 非常勤 早川　翔

監査 監査事例研究 2 1 秋 秋 ×水3 - 特任 福島康生

監査 基本監査プログラム演習 2 1 秋 秋 ×月1 - 専任 松本祥尚

月5 1 専任 富田知嗣

木5 2 専任 中村繁隆

月5 3 専任 松本祥尚

火5 4 専任 三島徹也

○火5 1 専任 加藤久明

○火5 2 専任 柴　健次

○月5 3 専任 中村繁隆

○月4 4 専任 松本祥尚

○火5 5 専任 富田知嗣

○月5 6 専任 三島徹也

×火5 1 専任 加藤久明

×火5 2 専任 柴　健次

×月5 3 専任 中村繁隆

×月4 4 専任 松本祥尚

×火5 5 専任 富田知嗣

×月5 6 専任 三島徹也

監査法人ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 2 1
冬季
集中

冬季
集中 - - 専任 松本祥尚

企業ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 2 1
夏季
集中

夏季
集中 - - 専任 宗岡　徹

財務会計 実践会計プログラム演習 2 2 秋 秋 ×水2 - 特任 小林依子

財務会計 IFRS事例研究 2 2 春 春 ○月2 - 非常勤 遠藤基弘

財務会計 ディスクロージャー実務 2 2 秋 秋 ×木2 - 特任 小林依子

管理会計 国際管理会計事例研究 2 2 春 秋 ×火2 - 非常勤 佐久間智広

監査 実践監査プログラム演習 2 2 春 不開講

法律・税務 企業法判例演習 2 2 秋 秋 ×月2 - 非常勤 岸本達司

法律・税務 税務事例研究 2 2 春 春 ○金1 - 非常勤 松浦総一

経営・経済 企業実践コミュニケーション 2 2 秋 春 ○火3 - 非常勤 古橋孝志

月5 1 専任 柴　健次

月5 2 専任 宗岡　徹

木5 3 専任 三島徹也

金5 4 専任 松本祥尚

木5 5 専任 加藤久明

月1 1 専任 加藤久明

月1 2 専任 柴　健次

火5 3 専任 中村繁隆

水1 4 専任 松本祥尚

木5 5 専任 富田知嗣

月1 6 専任 三島徹也

金5 7 専任 中村繁隆

月1 1 専任 加藤久明

月1 2 専任 柴　健次

火5 3 専任 中村繁隆

水1 4 専任 松本祥尚

木5 5 専任 富田知嗣

月1 6 専任 三島徹也

金5 7 専任 中村繁隆

※１　  三島徹也（コーディネーター）、米山高志、古屋敷博文、野口卓士、内田　聡、牛島慶太、野田敏男、中丁卓也

応
用
・
実
践
科
目

横断

1 秋

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

論文指導（導入）

通隔

通年4 2

春春

2 通隔1 通年

2

横断 修士論文

論文指導（基礎） 2 秋

1横断

横断

横断

論文指導（実践） 4 2 通年

横断 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 2 2 通年

横断 通年
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究
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2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
2
8

会
計
専
門
職
業
倫
理

B
2
清
水
涼
子

6
6

6
×
木
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
9

会
計
基
準
論

2
富
田
知
嗣

3
0

6
3
6

3
6
○
火
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
0

会
計
制
度
論

2
柴
健
次

2
4

4
2
8

2
8
○
月
4

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
3
1

財
表
作
成
簿
記
論

2
加
藤
久
明

2
0

4
2
4

1
2
5
×
金
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
2

戦
略
管
理
会
計
論

2
坂
口
順
也

2
8

5
3
3

1
3
4
×
木
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
3

企
業
分
析
論

2
宗
岡
徹

1
1

6
1
7

1
7
×
火
3
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
3
4

監
査
実
施
論

2
小
澤
義
昭

2
3

9
3
2

2
1

3
5
×
火
3

Ｃ
５
０
６
会
計
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  2022年度　授業科目担任者一覧

開講
学期

曜限 組

2022年度

授業担任者
系統 授業科目

単
位

配当
年次

類
別

配当
学期

管理会計 管理会計事例研究 2 1 春 秋 ×月1 - 非常勤 早川　翔

監査 監査事例研究 2 1 秋 秋 ×水3 - 特任 福島康生

監査 基本監査プログラム演習 2 1 秋 秋 ×月1 - 専任 松本祥尚

月5 1 専任 富田知嗣

木5 2 専任 中村繁隆

月5 3 専任 松本祥尚

火5 4 専任 三島徹也

○火5 1 専任 加藤久明

○火5 2 専任 柴　健次

○月5 3 専任 中村繁隆

○月4 4 専任 松本祥尚

○火5 5 専任 富田知嗣

○月5 6 専任 三島徹也

×火5 1 専任 加藤久明

×火5 2 専任 柴　健次

×月5 3 専任 中村繁隆

×月4 4 専任 松本祥尚

×火5 5 専任 富田知嗣

×月5 6 専任 三島徹也

監査法人ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 2 1
冬季
集中

冬季
集中 - - 専任 松本祥尚

企業ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 2 1
夏季
集中

夏季
集中 - - 専任 宗岡　徹

財務会計 実践会計プログラム演習 2 2 秋 秋 ×水2 - 特任 小林依子

財務会計 IFRS事例研究 2 2 春 春 ○月2 - 非常勤 遠藤基弘

財務会計 ディスクロージャー実務 2 2 秋 秋 ×木2 - 特任 小林依子

管理会計 国際管理会計事例研究 2 2 春 秋 ×火2 - 非常勤 佐久間智広

監査 実践監査プログラム演習 2 2 春 不開講

法律・税務 企業法判例演習 2 2 秋 秋 ×月2 - 非常勤 岸本達司

法律・税務 税務事例研究 2 2 春 春 ○金1 - 非常勤 松浦総一

経営・経済 企業実践コミュニケーション 2 2 秋 春 ○火3 - 非常勤 古橋孝志

月5 1 専任 柴　健次

月5 2 専任 宗岡　徹

木5 3 専任 三島徹也

金5 4 専任 松本祥尚

木5 5 専任 加藤久明

月1 1 専任 加藤久明

月1 2 専任 柴　健次

火5 3 専任 中村繁隆

水1 4 専任 松本祥尚

木5 5 専任 富田知嗣

月1 6 専任 三島徹也

金5 7 専任 中村繁隆

月1 1 専任 加藤久明

月1 2 専任 柴　健次

火5 3 専任 中村繁隆

水1 4 専任 松本祥尚

木5 5 専任 富田知嗣

月1 6 専任 三島徹也

金5 7 専任 中村繁隆

※１　  三島徹也（コーディネーター）、米山高志、古屋敷博文、野口卓士、内田　聡、牛島慶太、野田敏男、中丁卓也

応
用
・
実
践
科
目

横断

1 秋

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

論文指導（導入）

通隔

通年4 2

春春

2 通隔1 通年

2

横断 修士論文

論文指導（基礎） 2 秋

1横断

横断

横断

論文指導（実践） 4 2 通年

横断 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 2 2 通年

横断 通年

通年

授
業
科
目
別
履
修
者
数
統
計
表

2
0
2
2
年
度

会
計
研
究
科

2
0
2
3
年
 
2
月
1
3
日
 
現
在

N
o
.
 
 
 
1

履
修
者
数

他
研
究
科

授
業

授
業
科
目

ク
ラ
ス
単
位

担
任

学
部

科
目
等
そ
の
他

総
計

備
考

１
年
２
年
３
年
４
年

計
法

文
経

商
社

総
情
理
工

工
外

心
安

東
ア
ガ
バ
人
間
法
務

曜
限

教
室

＝
＝
＝
＝
＝
　
合
計
　
＝
＝
＝
＝
＝

9
7
0
0
1

中
級
商
業
簿
記

A
2
加
藤
久
明

4
4

4
○
金
5

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
0
2

中
級
商
業
簿
記

B
2
加
藤
久
明

2
2

3
5
×
金
5

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
0
3

中
級
工
業
簿
記

A
2
池
上
し
の
ぶ

4
1

5
5
○
水
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
0
4

中
級
工
業
簿
記

B
2
大
西
靖

2
2

2
×
金
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
0
5

上
級
簿
記
論

A
0
1

2
加
藤
久
明

2
9

2
9

2
9
○
△
月
2
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
0
6

上
級
簿
記
論

A
0
2

2
加
藤
久
明

1
7

1
3

3
0

3
0
○
△
月
3
Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
0
7

上
級
簿
記
論

B
2
加
藤
久
明

1
8

8
2
6

2
6
×
木
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
0
8

上
級
財
務
会
計
論

A
0
1

2
富
田
知
嗣

2
6

2
6

2
6
○
△
月
3
Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
0
9

上
級
財
務
会
計
論

A
0
2

2
富
田
知
嗣

1
5

6
2
1

2
1
○
△
月
2
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
1
0

上
級
財
務
会
計
論

B
2
富
田
知
嗣

1
4

3
1
7

3
2

2
2
×
火
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
1
1

上
級
原
価
計
算
論

A
0
1

2
和
田
泰
史

2
4

2
4

2
4
○
△
月
3
Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
1
2

上
級
原
価
計
算
論

A
0
2

2
和
田
泰
史

1
5

6
2
1

2
1
○
△
月
2
Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
1
3

上
級
原
価
計
算
論

B
2
和
田
泰
史

1
3

3
1
6

1
6
×
金
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
1
4

上
級
管
理
会
計
論

A
0
1

2
大
西
靖

2
6

2
6

2
6
○
△
月
2
Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
1
5

上
級
管
理
会
計
論

A
0
2

2
大
西
靖

1
4

5
1
9

1
9
○
△
月
3
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
1
6

上
級
管
理
会
計
論

B
2
大
西
靖

1
5

4
1
9

3
1

2
3
×
火
4

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
1
7

監
査
制
度
論

A
0
1

2
松
本
祥
尚

2
8

2
8

2
8
○
△
火
2
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
1
8

監
査
制
度
論

A
0
2

2
松
本
祥
尚

1
4

9
2
3

2
3
○
△
火
3
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
1
9

監
査
制
度
論

B
2
松
本
祥
尚

1
5

4
1
9

1
9
×
金
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
0

監
査
基
準
論

A
0
1

2
福
島
康
生

1
8

1
8

1
8
○
水
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
1

監
査
基
準
論

A
0
2

2
福
島
康
生

1
4

6
2
0

2
0
○
水
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
2

監
査
基
準
論

B
2
福
島
康
生

1
7

1
1
8

1
8
×
水
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
3

企
業
法

A
0
1

2
三
島
徹
也

2
5

2
5

2
5
○
△
火
2
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
4

企
業
法

A
0
2

2
三
島
徹
也

1
7

3
2
0

2
0
○
△
火
3
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
5

企
業
法

B
2
三
島
徹
也

1
2

2
1
4

3
1
7
×
木
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
2
6

会
計
専
門
職
業
倫
理

A
0
1

2
清
水
涼
子

2
4

2
4

2
4
○
木
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
7

会
計
専
門
職
業
倫
理

A
0
2

2
小
林
依
子

2
3

2
3

2
3
○
木
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
2
8

会
計
専
門
職
業
倫
理

B
2
清
水
涼
子

6
6

6
×
木
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
2
9

会
計
基
準
論

2
富
田
知
嗣

3
0

6
3
6

3
6
○
火
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
0

会
計
制
度
論

2
柴
健
次

2
4

4
2
8

2
8
○
月
4

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
3
1

財
表
作
成
簿
記
論

2
加
藤
久
明

2
0

4
2
4

1
2
5
×
金
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
2

戦
略
管
理
会
計
論

2
坂
口
順
也

2
8

5
3
3

1
3
4
×
木
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
3

企
業
分
析
論

2
宗
岡
徹

1
1

6
1
7

1
7
×
火
3
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
3
4

監
査
実
施
論

2
小
澤
義
昭

2
3

9
3
2

2
1

3
5
×
火
3

Ｃ
５
０
６
会
計
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授
業
科
目
別
履
修
者
数
統
計
表

2
0
2
2
年
度

会
計
研
究
科

2
0
2
3
年
 
2
月
1
3
日
 
現
在

N
o
.
 
 
 
2

履
修
者
数

他
研
究
科

授
業

授
業
科
目

ク
ラ
ス
単
位

担
任

学
部

科
目
等
そ
の
他

総
計

備
考

１
年
２
年
３
年
４
年

計
法

文
経

商
社

総
情
理
工

工
外

心
安

東
ア
ガ
バ
人
間
法
務

曜
限

教
室

9
7
0
3
5

監
査
報
告
論

2
松
本
祥
尚

2
1

3
2
4

2
4
×
月
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
6

商
取
引
法

2
三
島
徹
也

1
2

6
1
8

1
8
○
金
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
7

会
社
法

2
三
島
徹
也

2
3

6
2
9

2
3
1
×
木
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
8

民
法

2
堀
竹
学

5
8

1
3

1
3
×
水
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
9

法
人
税
法

2
中
村
繁
隆

1
9

1
3

3
2

3
2
○
木
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
0

上
級
税
務
会
計
論

2
中
村
繁
隆

5
1
2

1
7

1
7
○
金
4

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
4
1

経
営
学
理
論

2
上
林
憲
雄

2
2
0

2
2

2
2
○
△
土
1
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
2

経
営
戦
略
・
組
織
論

2
筒
井
万
理
子

4
1

5
5
×
金
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
4
3

統
計
学

2
良
永
康
平

2
2

2
×
月
4

Ｃ
６
０
６
会
計

9
7
0
4
4

ミ
ク
ロ
経
済
学

2
広
瀬
憲
三

1
2

3
3
×
火
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
5

英
文
会
計
論

2
浅
野
信
博

6
6

6
×
木
4

Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
0
4
6

I
F
R
S
会
計
論

2
富
田
知
嗣

1
6

1
6

1
6
○
月
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
7

組
織
再
編
会
計
論

2
小
澤
義
昭

1
5

1
5

1
5
×
火
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
8

コ
ス
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論

2
榎
本
成
一

9
9

9
×
月
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
4
9

企
業
価
値
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論

2
和
田
泰
史

2
2

2
×
金
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
5
0

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
論

2
新
井
康
平

6
6

6
○
火
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
5
1

内
部
監
査
論

2
吉
良
勝
明

1
1

1
○
△
土
1
Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
5
2

国
際
監
査
基
準
論

2
髙
田
知
実

1
1

1
○
金
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
5
3

上
級
会
社
法

2
三
島
徹
也

1
5

1
5

1
5
○
火
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
5
4

租
税
法
理
論

2
中
村
繁
隆

1
0

1
0

1
0
×
火
4

Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
5
5

租
税
法
会
計
論

2
中
村
繁
隆

9
9

9
×
月
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
5
6

国
際
税
務
論

2
中
村
繁
隆

1
1

1
1

1
1
○
金
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
5
7

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
論

2
宗
岡
徹

3
3

3
×
月
3
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
5
8

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
論

2
宗
岡
徹

7
7

7
○
月
3
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
5
9

マ
ク
ロ
経
済
学

2
広
瀬
憲
三

8
8

8
○
火
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
6
0

基
本
会
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

 
0
1

2
富
田
知
嗣

2
2

1
2
3

2
3
×
月
4
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
6
1

基
本
会
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

 
0
2

2
富
田
知
嗣

5
5

5
×
火
1
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
6
2

会
計
事
例
研
究

2
福
島
康
生

1
2

1
9

3
1

3
1
○
水
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
6
3

会
社
経
理
実
務

2
池
上
し
の
ぶ

3
0

1
9

4
9

4
9
×
水
5

Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
6
4

管
理
会
計
事
例
研
究

2
早
川
翔

2
8

1
0

1
0
×
月
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
6
5

監
査
事
例
研
究

2
福
島
康
生

1
1

2
3

3
4

3
4
×
水
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
6
6

基
本
監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

2
松
本
祥
尚

2
4

2
4

2
4
×
月
1
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
6
7

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

 
0
1

2
富
田
知
嗣

8
2

1
0

1
0
○
△
月
5
Ｃ
６
０
１
会
計

9
7
0
6
8

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

 
0
2

2
中
村
繁
隆

1
3

1
3

1
3
○
△
木
5
Ｃ
６
０
４
会
計

9
7
0
6
9

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

 
0
3

2
松
本
祥
尚

8
8

8
○
△
月
5
Ｃ
６
０
７
会
計

授
業
科
目
別
履
修
者
数
統
計
表

2
0
2
2
年
度

会
計
研
究
科

2
0
2
3
年
 
2
月
1
3
日
 
現
在

N
o
.
 
 
 
3

履
修
者
数

他
研
究
科

授
業

授
業
科
目

ク
ラ
ス
単
位

担
任

学
部

科
目
等
そ
の
他

総
計

備
考

１
年
２
年
３
年
４
年

計
法

文
経

商
社

総
情
理
工

工
外

心
安

東
ア
ガ
バ
人
間
法
務

曜
限

教
室

9
7
0
7
0

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

 
0
4

2
三
島
徹
也

8
2

1
0

1
0
×
△
火
5
Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
0
7
3

論
文
指
導
（
導
入
）

 
0
3

2
中
村
繁
隆

1
3

1
3

1
3
○
月
5

Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
0
7
9

論
文
指
導
（
基
礎
）

 
0
3

2
中
村
繁
隆

9
9

9
×
月
5

Ｃ
６
０
１
会
計

9
7
0
8
3

監
査
法
人
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

2
松
本
祥
尚

1
4

6
2
0

2
0
冬
集
他
他

会
計

9
7
0
8
4

企
業
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

2
宗
岡
徹

5
2

7
7
夏
集
他
他

会
計

9
7
0
8
5

実
践
会
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

2
小
林
依
子

1
5

1
5

1
5
×
水
2
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
8
6

I
F
R
S
事
例
研
究

2
遠
藤
基
弘

3
5

3
5

3
5
○
月
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
8
7

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
実
務

2
小
林
依
子

2
1

2
1

2
1
×
木
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
8
8

国
際
管
理
会
計
事
例
研
究

2
佐
久
間
智
広

1
0

1
0

1
0
×
火
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
8
9

企
業
法
判
例
演
習

2
岸
本
達
司

8
8

8
×
月
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
9
0

税
務
事
例
研
究

2
松
浦
総
一

1
2

1
2

1
2
○
金
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
9
1

企
業
実
践
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

2
古
橋
孝
志

2
7

2
7

2
7
○
火
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
9
4

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
 
0
3

2
三
島
徹
也

1
2

1
2

1
2
×
△
木
5
Ｃ
６
０
４
会
計

9
7
0
9
5

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
 
0
4

2
松
本
祥
尚

6
6

6
○
△
金
5
Ｃ
６
０
７
会
計

9
7
0
9
6

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
 
0
5

2
加
藤
久
明

1
1

1
○
△
木
5
Ｃ
６
０
７
会
計

9
7
0
9
8

論
文
指
導
（
実
践
）

 
0
2

4
柴
健
次

1
1

1
○
月
1

Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
0
9
9

論
文
指
導
（
実
践
）

 
0
3

4
中
村
繁
隆

5
5

5
○
火
5

Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
1
0
3

論
文
指
導
（
実
践
）

 
0
7

4
中
村
繁
隆

5
5

5
○
金
5

Ｃ
６
０
４
会
計

9
7
1
0
5

修
士
論
文

 
0
2

4
柴
健
次

1
1

1
○
他
他

会
計

9
7
1
0
6

修
士
論
文

 
0
3

4
中
村
繁
隆

5
5

5
○
他
他

会
計

9
7
1
1
0

修
士
論
文

 
0
7

4
中
村
繁
隆

5
5

5
○
他
他

会
計

9
7
1
1
1

特
殊
講
義
（
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
実
務
）

2
吉
良
勝
明

6
7

1
3

1
3
×
△
土
2
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
1
1
2

特
殊
講
義
（
税
務
と
会
計
）

2
米
山
高
志

4
3

7
5

1
2×
△
火
6
６
０
１
Ａ
会
計

9
7
1
1
3

特
殊
講
義
（
会
計
専
門
職
業
数
学
）

2
韓
池

4
4

4
○
月
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
1
4

特
殊
講
義
（
公
会
計
論
）

2
柴
健
次

8
2

1
0

1
0
×
月
2

Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
1
1
5

特
殊
講
義
（
B
A
T
I
C
演
習
）

2
松
井
隆
雄

1
1

1
1
2

1
2
×
水
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
1
6

特
殊
講
義
（
I
F
R
S
演
習
）

2
毛
利
亮
太

1
1

1
×
△
土
5
Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
1
7

特
殊
講
義
（
自
治
体
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
監
査
）

2
清
水
涼
子

4
4

4
○
金
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
1
9

特
殊
講
義
（
民
法
［
債
権
］
）

2
堀
竹
学

1
7

1
7

1
7
○
水
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
0

特
殊
講
義
（
資
本
市
場
論
）

2
小
林
依
子

1
4

1
4

1
4
○
木
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
1

特
殊
講
義
（
貸
借
対
照
表
論
）

2
柴
健
次

4
3

7
7
×
月
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
2

特
殊
講
義
（
不
正
摘
発
監
査
論
）

2
池
上
し
の
ぶ

2
4

2
4

2
4
○
水
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
3

特
殊
講
義
（
国
際
監
査
事
例
研
究
）

2
飯
田
俊
治

8
8

8
×
△
土
3
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
1
2
4

特
殊
講
義
（
起
業
・
株
式
公
開
事
例
研
究
）

2
荒
井
巌

6
6

6
○
水
4

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
5

特
殊
講
義
（
会
計
検
査
制
度
論
）

2
岩
城
利
明

8
8

8
×
△
土
1
Ｃ
５
０
５
会
計
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授
業
科
目
別
履
修
者
数
統
計
表

2
0
2
2
年
度

会
計
研
究
科

2
0
2
3
年
 
2
月
1
3
日
 
現
在

N
o
.
 
 
 
2

履
修
者
数

他
研
究
科

授
業

授
業
科
目

ク
ラ
ス
単
位

担
任

学
部

科
目
等
そ
の
他

総
計

備
考

１
年
２
年
３
年
４
年

計
法

文
経

商
社

総
情
理
工

工
外

心
安

東
ア
ガ
バ
人
間
法
務

曜
限

教
室

9
7
0
3
5

監
査
報
告
論

2
松
本
祥
尚

2
1

3
2
4

2
4
×
月
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
6

商
取
引
法

2
三
島
徹
也

1
2

6
1
8

1
8
○
金
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
7

会
社
法

2
三
島
徹
也

2
3

6
2
9

2
3
1
×
木
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
8

民
法

2
堀
竹
学

5
8

1
3

1
3
×
水
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
3
9

法
人
税
法

2
中
村
繁
隆

1
9

1
3

3
2

3
2
○
木
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
0

上
級
税
務
会
計
論

2
中
村
繁
隆

5
1
2

1
7

1
7
○
金
4

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
4
1

経
営
学
理
論

2
上
林
憲
雄

2
2
0

2
2

2
2
○
△
土
1
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
2

経
営
戦
略
・
組
織
論

2
筒
井
万
理
子

4
1

5
5
×
金
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
4
3

統
計
学

2
良
永
康
平

2
2

2
×
月
4

Ｃ
６
０
６
会
計

9
7
0
4
4

ミ
ク
ロ
経
済
学

2
広
瀬
憲
三

1
2

3
3
×
火
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
5

英
文
会
計
論

2
浅
野
信
博

6
6

6
×
木
4

Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
0
4
6

I
F
R
S
会
計
論

2
富
田
知
嗣

1
6

1
6

1
6
○
月
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
7

組
織
再
編
会
計
論

2
小
澤
義
昭

1
5

1
5

1
5
×
火
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
4
8

コ
ス
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論

2
榎
本
成
一

9
9

9
×
月
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
4
9

企
業
価
値
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論

2
和
田
泰
史

2
2

2
×
金
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
5
0

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
論

2
新
井
康
平

6
6

6
○
火
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
5
1

内
部
監
査
論

2
吉
良
勝
明

1
1

1
○
△
土
1
Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
5
2

国
際
監
査
基
準
論

2
髙
田
知
実

1
1

1
○
金
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
5
3

上
級
会
社
法

2
三
島
徹
也

1
5

1
5

1
5
○
火
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
5
4

租
税
法
理
論

2
中
村
繁
隆

1
0

1
0

1
0
×
火
4

Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
5
5

租
税
法
会
計
論

2
中
村
繁
隆

9
9

9
×
月
4

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
5
6

国
際
税
務
論

2
中
村
繁
隆

1
1

1
1

1
1
○
金
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
5
7

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
論

2
宗
岡
徹

3
3

3
×
月
3
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
5
8

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
論

2
宗
岡
徹

7
7

7
○
月
3
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
5
9

マ
ク
ロ
経
済
学

2
広
瀬
憲
三

8
8

8
○
火
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
6
0

基
本
会
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

 
0
1

2
富
田
知
嗣

2
2

1
2
3

2
3
×
月
4
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
6
1

基
本
会
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

 
0
2

2
富
田
知
嗣

5
5

5
×
火
1
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
6
2

会
計
事
例
研
究

2
福
島
康
生

1
2

1
9

3
1

3
1
○
水
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
6
3

会
社
経
理
実
務

2
池
上
し
の
ぶ

3
0

1
9

4
9

4
9
×
水
5

Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
0
6
4

管
理
会
計
事
例
研
究

2
早
川
翔

2
8

1
0

1
0
×
月
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
6
5

監
査
事
例
研
究

2
福
島
康
生

1
1

2
3

3
4

3
4
×
水
3

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
6
6

基
本
監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

2
松
本
祥
尚

2
4

2
4

2
4
×
月
1
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
6
7

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

 
0
1

2
富
田
知
嗣

8
2

1
0

1
0
○
△
月
5
Ｃ
６
０
１
会
計

9
7
0
6
8

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

 
0
2

2
中
村
繁
隆

1
3

1
3

1
3
○
△
木
5
Ｃ
６
０
４
会
計

9
7
0
6
9

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

 
0
3

2
松
本
祥
尚

8
8

8
○
△
月
5
Ｃ
６
０
７
会
計

授
業
科
目
別
履
修
者
数
統
計
表

2
0
2
2
年
度

会
計
研
究
科

2
0
2
3
年
 
2
月
1
3
日
 
現
在

N
o
.
 
 
 
3

履
修
者
数

他
研
究
科

授
業

授
業
科
目

ク
ラ
ス
単
位

担
任

学
部

科
目
等
そ
の
他

総
計

備
考

１
年
２
年
３
年
４
年

計
法

文
経

商
社

総
情
理
工

工
外

心
安

東
ア
ガ
バ
人
間
法
務

曜
限

教
室

9
7
0
7
0

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

 
0
4

2
三
島
徹
也

8
2

1
0

1
0
×
△
火
5
Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
0
7
3

論
文
指
導
（
導
入
）

 
0
3

2
中
村
繁
隆

1
3

1
3

1
3
○
月
5

Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
0
7
9

論
文
指
導
（
基
礎
）

 
0
3

2
中
村
繁
隆

9
9

9
×
月
5

Ｃ
６
０
１
会
計

9
7
0
8
3

監
査
法
人
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

2
松
本
祥
尚

1
4

6
2
0

2
0
冬
集
他
他

会
計

9
7
0
8
4

企
業
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

2
宗
岡
徹

5
2

7
7
夏
集
他
他

会
計

9
7
0
8
5

実
践
会
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

2
小
林
依
子

1
5

1
5

1
5
×
水
2
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
0
8
6

I
F
R
S
事
例
研
究

2
遠
藤
基
弘

3
5

3
5

3
5
○
月
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
8
7

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
実
務

2
小
林
依
子

2
1

2
1

2
1
×
木
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
8
8

国
際
管
理
会
計
事
例
研
究

2
佐
久
間
智
広

1
0

1
0

1
0
×
火
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
8
9

企
業
法
判
例
演
習

2
岸
本
達
司

8
8

8
×
月
2

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
9
0

税
務
事
例
研
究

2
松
浦
総
一

1
2

1
2

1
2
○
金
1

Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
0
9
1

企
業
実
践
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

2
古
橋
孝
志

2
7

2
7

2
7
○
火
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
0
9
4

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
 
0
3

2
三
島
徹
也

1
2

1
2

1
2
×
△
木
5
Ｃ
６
０
４
会
計

9
7
0
9
5

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
 
0
4

2
松
本
祥
尚

6
6

6
○
△
金
5
Ｃ
６
０
７
会
計

9
7
0
9
6

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
 
0
5

2
加
藤
久
明

1
1

1
○
△
木
5
Ｃ
６
０
７
会
計

9
7
0
9
8

論
文
指
導
（
実
践
）

 
0
2

4
柴
健
次

1
1

1
○
月
1

Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
0
9
9

論
文
指
導
（
実
践
）

 
0
3

4
中
村
繁
隆

5
5

5
○
火
5

Ｃ
６
０
５
会
計

9
7
1
0
3

論
文
指
導
（
実
践
）

 
0
7

4
中
村
繁
隆

5
5

5
○
金
5

Ｃ
６
０
４
会
計

9
7
1
0
5

修
士
論
文

 
0
2

4
柴
健
次

1
1

1
○
他
他

会
計

9
7
1
0
6

修
士
論
文

 
0
3

4
中
村
繁
隆

5
5

5
○
他
他

会
計

9
7
1
1
0

修
士
論
文

 
0
7

4
中
村
繁
隆

5
5

5
○
他
他

会
計

9
7
1
1
1

特
殊
講
義
（
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
実
務
）

2
吉
良
勝
明

6
7

1
3

1
3
×
△
土
2
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

9
7
1
1
2

特
殊
講
義
（
税
務
と
会
計
）

2
米
山
高
志

4
3

7
5

1
2×
△
火
6
６
０
１
Ａ
会
計

9
7
1
1
3

特
殊
講
義
（
会
計
専
門
職
業
数
学
）

2
韓
池

4
4

4
○
月
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
1
4

特
殊
講
義
（
公
会
計
論
）

2
柴
健
次

8
2

1
0

1
0
×
月
2

Ｃ
５
０
７
会
計

9
7
1
1
5

特
殊
講
義
（
B
A
T
I
C
演
習
）

2
松
井
隆
雄

1
1

1
1
2

1
2
×
水
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
1
6

特
殊
講
義
（
I
F
R
S
演
習
）

2
毛
利
亮
太

1
1

1
×
△
土
5
Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
1
7

特
殊
講
義
（
自
治
体
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
監
査
）

2
清
水
涼
子

4
4

4
○
金
1

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
1
9

特
殊
講
義
（
民
法
［
債
権
］
）

2
堀
竹
学

1
7

1
7

1
7
○
水
2

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
0

特
殊
講
義
（
資
本
市
場
論
）

2
小
林
依
子

1
4

1
4

1
4
○
木
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
1

特
殊
講
義
（
貸
借
対
照
表
論
）

2
柴
健
次

4
3

7
7
×
月
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
2

特
殊
講
義
（
不
正
摘
発
監
査
論
）

2
池
上
し
の
ぶ

2
4

2
4

2
4
○
水
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
3

特
殊
講
義
（
国
際
監
査
事
例
研
究
）

2
飯
田
俊
治

8
8

8
×
△
土
3
Ｃ
５
０
６
会
計

9
7
1
2
4

特
殊
講
義
（
起
業
・
株
式
公
開
事
例
研
究
）

2
荒
井
巌

6
6

6
○
水
4

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
5

特
殊
講
義
（
会
計
検
査
制
度
論
）

2
岩
城
利
明

8
8

8
×
△
土
1
Ｃ
５
０
５
会
計
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授
業
科
目
別
履
修
者
数
統
計
表

2
0
2
2
年
度

会
計
研
究
科

2
0
2
3
年
 
2
月
1
3
日
 
現
在

N
o
.
 
 
 
4

履
修
者
数

他
研
究
科

授
業

授
業
科
目

ク
ラ
ス
単
位

担
任

学
部

科
目
等
そ
の
他

総
計

備
考

１
年
２
年
３
年
４
年

計
法

文
経

商
社

総
情
理
工

工
外

心
安

東
ア
ガ
バ
人
間
法
務

曜
限

教
室

9
7
1
2
6

特
殊
講
義
（
企
業
情
報
の
読
み
方
と
使
い
方
）

2
池
上
し
の
ぶ

6
6

1
2

6
1
8×
△
火
6
６
０
１
Ａ
会
計

9
7
1
2
7

特
殊
講
義
（
新
規
ビ
ジ
ネ
ス
の
立
上
げ
と
成
長
戦
略
）

2
大
塚
勝
弘

3
4

7
3

1
0×
△
月
6
６
０
１
Ａ
会
計

9
7
1
2
8

特
殊
講
義
（
企
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
会
計
）

2
柴
健
次

2
1
0

1
2

1
2
○
火
4

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
2
9

特
殊
講
義
（
連
結
会
計
実
務
）

2
池
上
し
の
ぶ

1
4

4
1
8

1
8
×
水
3

Ｃ
５
０
５
会
計

9
7
1
3
0

特
殊
講
義
（
実
践
デ
ジ
タ
ル
監
査
演
習
・
I
C
A
E
A
 
J
A
P
A
N
寄
附
講
座
）

2
弓
塲
啓
司

5
5

5
×
△
金
3
Ｐ
Ｃ
専
門
職
会
計

＝
＝
＝
＝
＝
　
総
計
　
＝
＝
＝
＝
＝

8
8
0

7
2
3

1
,
6
0
3

1
7

1
9

1
,
6
3
9
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